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はじめに

　令和 6年度税制改正においては、賃金上昇が物
価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物
価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の
実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定
額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う
こととされ、また、資本蓄積の推進や生産性の向
上により、供給力を強化するため、戦略分野国内
生産促進税制やイノベーションボックス税制を創
設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強
化のための措置を講ずることとされ、加えて、グ
ローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導
入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業
の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置
に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用
対象法人の見直し等を行うこととされ、関係法令
の改正が行われました。
　このうち法人税関係（国際課税関係を除きま
す。）の租税特別措置法等の改正では、給与等の
支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度
（賃上げ促進税制）の改正、事業適応設備を取得
した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制
度の改正（戦略分野国内生産促進税制の創設等）、
特許権等の譲渡等による所得の課税の特例（イノ
ベーションボックス税制）の創設等が行われる一
方で、事業再編計画の認定を受けた場合の事業再
編促進機械等の割増償却制度の廃止等、既存の租
税特別措置の整理合理化が行われました。
　本稿は、これらの改正の内容についての解説を

するものです。
　租税特別措置法等の改正を含む「所得税法等の
一部を改正する法律」は、去る 3月28日に参議院
本会議で可決・成立し、同月30日に令和 6年法律
第 8号として公布され、併せて関係政省令等も公
布されています。
　関係法令は、次のとおりです。
（法律）
・　所得税法等の一部を改正する法律（令
6 . 3 .30法律第 8号）

（政令）
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 6 . 3 .30政令第151号）
・　沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別
措置等に関する政令の一部を改正する政令（令
6 . 3 .30政令第152号）

・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行令の一部を改正する政令（令 6 . 3 .30
政令第154号）
・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正す
る政令（令 6 . 3 .30政令第155号）
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 6 . 6 .21政令第213号）
・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行令の一部を改正する政令（令 6 . 6 .21
政令第216号）

（省令）
・　租税特別措置法施行規則の一部を改正する省
令（令 6 . 3 .30財務省令第24号）

十　その他の特別措置��������� 586
第六　震災税特法関係��������� 587
一　特定復興産業集積区域において機械
等を取得した場合の特別償却又は法人
税額の特別控除制度��������� 587
二　特定復興産業集積区域において被災
雇用者等を雇用した場合の法人税額の
特別控除制度������������ 588

三　特定復興産業集積区域における開発
研究用資産の特別償却等制度����� 589

四　再投資等準備金制度�������� 591
五　再投資設備等の特別償却制度���� 593
六　特定の資産の買換えの場合等の課税
の特例��������������� 594
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・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（令
6 . 3 .30財務省令第26号）

・　東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（令 6 . 3 .30財務省令第27号）
・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
6 . 4 .12財務省令第36号）

・　租税特別措置の適用状況の透明化等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（令
6 . 4 .12財務省令第38号）

（告示）
＜給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特
別控除制度関係＞
・　事業上の関係者との関係の構築の方針に記載
する事項を定める告示の一部を改正する告示
（令 6 . 3 .30厚生労働省、経済産業省、国土交通
省告示第 1号）
・　事業上の関係者との関係の構築の方針の公表
及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正
する告示（令 6 . 3 .30経済産業省告示第68号）
＜事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は
法人税額の特別控除制度関係＞
・　生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利
用による環境への負荷の低減に著しく資するも
のとして経済産業大臣が定める基準の一部を改
正する告示（令 6 . 3 .30経済産業省告示第60号）
・　生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利
用による環境への負荷の低減に特に著しく資す
るものとして経済産業大臣が定める基準（令
6 . 3 .30経済産業省告示第61号）

＜環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度
関係＞
・　租税特別措置法施行令第 6条の 2の 2第 1項
及び第 3項並びに第28条の 7第 1項及び第 3項
等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一
部を改正する件（令 6 . 3 .30農林水産省告示第
679号）
＜輸出事業用資産の割増償却制度関係＞
・　令和 4 年 9 月26日農林水産省告示第1476号
（租税特別措置法施行令第 6 条の 6 第 1 項及び
第29条の 4 第 1 項等の農林水産大臣が定める
件）の一部を改正する件（令 6 . 3 .30農林水産
省告示第680号）
＜倉庫用建物等の割増償却制度関係＞
・　流通業務の省力化に特に資するものとして国
土交通大臣が定める基準（令 6 . 3 .30国土交通
省告示第299号）
・　租税特別措置法第15条第 1項及び第48条第 1
項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその
附属設備並びに構築物を指定する件の一部を改
正する告示（令 6 . 3 .30国土交通省告示第300号）
・　租税特別措置法第15条第 1項及び第48条第 1
項の規定の適用を受ける地区を指定する件の一
部を改正する告示（令 6 . 3 .30国土交通省告示
第301号）
＜認定株式分配に係る課税の特例関係＞
・　租税特別措置法施行令第39条の34の 3 第 1 項
第 6号に規定する事業の成長発展が見込まれる
ものとして経済産業大臣が定める要件の一部を
改正する告示（令 6 . 3 .30経済産業省告示第62
号）
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第一　税額控除関係

一�　試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度（研究開発
税制）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑷までによって構成さ
れています。

⑴　一般試験研究費の額に係る税額控除制度
　この制度は、青色申告書を提出する法人の各
事業年度において、その事業年度の試験研究費
の額がある場合に、その事業年度の所得に対す
る調整前法人税額からその事業年度の試験研究
費の額に税額控除割合を乗じて計算した金額
（以下「税額控除限度額」といいます。）を控除
することができるというものです（措法42の 4
①）。ただし、合併による解散以外の解散の日
を含む事業年度及び清算中の各事業年度は、こ
の制度の適用を受けることはできません。
　なお、控除を受ける金額（税額控除額）は、
当期の調整前法人税額の25％相当額を上限とす
ることとされています（措法42の 4 ①後段）。
①　税額控除割合
　税額控除割合は、次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合（上限：10％）とされていま
す（措法42の 4 ①）。
イ　下記ロの場合以外の場合（措法42の 4 ①
一）��次の算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％－（12％－増減試験研究費割合）×0.25
（下限： 1％）

ロ　その事業年度が設立事業年度である場合
又は比較試験研究費の額が 0 である場合
（措法42の 4 ①二）��8.5％

②　税額控除限度額の特例
　令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度においては、上

記①にかかわらず、税額控除限度額を次の場
合の区分に応じそれぞれ次のとおりとする措
置が講じられています（措法42の 4 ②）。
イ　下記ロの事業年度以外の事業年度
　当期の試験研究費の額に次の場合の区分
に応じそれぞれ次の割合（上限：14％）を
乗じて計算した金額が、税額控除限度額と
されます（措法42の 4 ②一）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える場
合（ハの場合を除きます。）��次の算
式により算出した割合
≪算式≫
11.5％＋（その増減試験研究費割合－12％）
×0.375

ロ　増減試験研究費割合が12％以下である
場合（ハの場合を除きます。）��次の
算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％－（12％－その増減試験研究費割合）
×0.25（下限： 1％）

ハ　その事業年度が設立事業年度である場
合又は比較試験研究費の額が 0である場
合��8.5％

ロ　試験研究費割合が10％を超える事業年度
　当期の試験研究費の額に次の割合を合計
した割合（上限：14％）を乗じて計算した
金額が、税額控除限度額とされます（措法
42の 4 ②二）。
イ　上記イイからハまでの場合の区分に応
じそれぞれ上記イイからハまでの割合
ロ　上記イの割合に次の算式による控除割
増率（上限：10％）を乗じて計算した割
合
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≪算式≫
（その試験研究費割合－10％）×0.5

③　税額控除額の上限の特例
　税額控除額の上限について、次のとおり特
例措置が講じられています（措法42の 4 ③）。
イ　研究開発を行うベンチャー企業の税額控
除額の上限の特例
　この制度の適用を受けようとする法人の
次の要件を満たす事業年度については、税
額控除額の上限（当期の調整前法人税額の
25％相当額）に、当期の調整前法人税額の
15％相当額を加算することとされています
（措法42の 4 ③一、措令 1の 2③）。
イ　この制度の適用を受ける事業年度（以
下「適用年度」といいます。）がその法
人の設立日からその設立日以後10年を経
過する日までの期間内の日を含む事業年
度に該当すること。
（注）　他の通算法人のいずれかの適用年度

終了の日を含む事業年度が他の設立日

から当該他の設立日以後10年を経過す

る日までの期間内の日を含む事業年度

に該当しない場合は、上記イの要件を

満たさないこととされています（措法

42の 4 ③一イ）。

ロ　その法人が適用年度終了の時において
大法人の100％グループ法人（法法66⑤
二・三）、受託法人及び株式移転完全親
法人のいずれにも該当しないこと。
ハ　適用年度終了の時において翌期繰越欠
損金額があること。

ロ　増減試験研究費割合に応じた税額控除額
の上限の変動特例及び試験研究費割合が10
％を超える場合における税額控除額の上限
の特例
　令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日
までの間に開始する各事業年度のうち、次
の事業年度については、税額控除額の上限
は、当期の調整前法人税額に、25％にそれ
ぞれ次の割合を加算した割合を乗じて計算

した金額とされています（措法42の 4 ③
二）。なお、イ及びハの事業年度のいずれ
にも該当する事業年度にあっては、加算す
る割合は、イの割合とハの割合とのうちい
ずれか高い割合とすることとされています。
イ　増減試験研究費割合が 4％を超える事
業年度（設立事業年度及び比較試験研究
費の額が 0である事業年度を除きます。）
��次の算式により算出した割合
≪算式≫
（その増減試験研究費割合－ 4 ％）×0.625
（上限： 5％）

ロ　増減試験研究費割合がマイナス 4％を
下回る事業年度（設立事業年度、比較試
験研究費の額が 0である事業年度及び試
験研究費割合が10％を超える事業年度を
除きます。）��次の算式により算出し
た割合
≪算式≫
（その増減試験研究費割合＋ 4 ％）×0.625
（下限：マイナス 5％）

ハ　試験研究費割合が10％を超える事業年
度��次の算式により算出した割合
≪算式≫
（その試験研究費割合－10％）× 2（上限：
10％）

（注 1）　試験研究費の額とは、次の金額の合計

額をいうこととされています（措法42の

4 ⑲一、措令27の 4 ⑤～⑧）。なお、その

金額に係る費用に充てるため他の者から

支払を受ける金額がある場合にはその金

額を控除した金額とし、この他の者には、

その法人が外国法人である場合の法人税

法第138条第 1 項第 1 号に規定する本店等

を含むこととされています（措法42の 4

⑲一）。

①�　次の費用の額（売上原価その他の原

価の額を除きます。）で各事業年度の所

得の金額の計算上損金の額に算入され

るもの
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イ�　製品の製造又は技術の改良、考案

若しくは発明に係る試験研究（新た

な知見を得るため又は利用可能な知

見の新たな応用を考案するために行

うものに限ります。）のために要する

費用

　具体的には、次の試験研究の区分

に応じそれぞれ次の費用とされてい

ます（措令27の 4 ⑤）。

イ�　その試験研究を行うために要す

る原材料費、人件費及び経費（措

令27の 4 ⑤一）
（注）　人件費は、専門的知識をも

ってその試験研究の業務に専

ら従事する者に係るものに限

ることとされています。

ロ�　他の者に委託をして試験研究を

行うその法人のその試験研究のた

めにその委託を受けた者に対して

支払う費用（措令27の 4 ⑤二）
（注）　他の者には、その法人が外

国法人である場合の法人税法

第138条第 1 項第 1 号に規定

する本店等を含むものとされ

ています（措令27の 4 ⑧）。

ハ�　技術研究組合法第 9 条第 1 項の

規定により賦課される費用（措令

27の 4 ⑤三）

　ただし、研究開発費として損金経

理をした金額のうち、下記②の固定

資産の取得に要した金額とされるべ

き費用の額又は②の繰延資産となる

費用の額がある場合におけるその固

定資産又は繰延資産の償却費、除却

による損失及び譲渡による損失を除

くこととされています。

ロ�　対価を得て提供する新たな役務の

開発に係る一定の試験研究のために

要する費用

　具体的には、次の試験研究の区分

に応じそれぞれ次の費用とされてい

ます（措令27の 4 ⑦）。

イ�　その試験研究を行うために要す

る原材料費、人件費及び経費（措

令27の 4 ⑦一）
（注 1）　人件費は、情報解析専門

家でその専門的な知識をも

ってその試験研究の業務に

専ら従事する者に係るもの

に限ることとされています

（措令27の 4 ⑦一、措規20

②）。
（注 2）　情報解析専門家とは、下

記（注 2）①の情報の解析

に必要な確率論及び統計学

に関する知識並びに情報処

理に関して必要な知識を有

すると認められる者をいい

ます（措規20①）。
（注 3）　経費のうち、外注費にあ

っては、上記の原材料費及

び人件費に相当する部分並

びにその試験研究を行うた

めに要する経費に相当する

部分（外注費に相当する部

分を除きます。）に限るこ

ととされています。

ロ�　他の者に委託をして試験研究を

行うその法人のその試験研究のた

めにその委託を受けた者に対して

支払う費用（措令27の 4 ⑦二）
（注）　費用は、上記イの原材料費、

人件費及び経費に相当する部

分に限ることとされています。

また、他の者については、上

記イロ（注）と同様です。

②�　上記①イ又はロの費用の額で各事業

年度において研究開発費として損金経

理をした金額のうち、棚卸資産若しく

は固定資産の取得に要した金額とされ
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るべき費用の額又は繰延資産となる費

用の額

　なお、固定資産の取得に要した金額

とされるべき費用の額からは、事業の

用に供する時において上記①イの試験

研究又は上記①ロの試験研究の用に供

する固定資産の取得に要した金額とさ

れるべき費用の額が除かれ、繰延資産

となる費用の額からは、上記①イの試

験研究又は上記①ロの試験研究のため

に支出した費用に係る繰延資産となる

費用の額が除かれています。
（注 2）　対価を得て提供する新たな役務の開発

に係る一定の試験研究とは、対価を得て

提供する新たな役務の開発を目的として

次の全てが行われる場合におけるそれぞ

れ次のものをいいます（措令27の 4 ⑥、

措規20①）。

①�　次の情報について、一定の法則を発

見するために、情報解析専門家により

情報の解析を行う専用のソフトウエア

を用いて行われる分析

イ�　大量の情報を収集する機能を有し、

その機能の全部又は主要な部分が自

動化されている機器又は技術を用い

る方法によって収集された情報

ロ�　上記イのほか、その法人の有する

情報で、その法則の発見が十分見込

まれる量のもの

②�　上記①の分析により発見された法則

を利用したその役務の設計

③�　上記②の設計に係る上記②の法則が

予測と結果とが一致することの蓋然性

が高いものであることその他妥当であ

ると認められるものであること及びそ

の法則を利用したその役務がその目的

に照らして適当であると認められるも

のであることの確認

　なお、役務の開発を目的として、上

記①イの方法によって情報を収集し、

又は上記①イの情報を取得する場合に

は、その収集又は取得も、対価を得て

提供する新たな役務の開発に係る一定

の試験研究に該当することとされてい

ます（措令27の 4 ⑥）。
（注 3）　増減試験研究費割合とは、増減試験研

究費の額の比較試験研究費の額に対する

割合をいいます（措法42の 4 ⑲三）。
（注 4）　増減試験研究費の額とは、その事業年

度の試験研究費の額から比較試験研究費

の額を減算した金額をいいます（措法42

の 4 ⑲三）。
（注 5）　比較試験研究費の額とは、その事業年

度開始の日の 3 年前の日からその事業年

度開始の日の前日までの期間内に開始し

た各事業年度の試験研究費の額の合計額

をその期間内に開始した各事業年度の数

で除して計算した金額をいいます（措法

42の 4 ⑲五）。
（注 6）　試験研究費割合とは、その事業年度の

試験研究費の額の平均売上金額に対する

割合をいい（措法42の 4 ⑲六）、平均売上

金額とは、その事業年度及びその事業年

度開始の日の 3 年前の日からその事業年

度開始の日の前日までの期間内に開始し

た各事業年度の売上金額の平均額をいい

ます（措法42の 4 ⑲十三、措令27の 4 ㉗）。

　なお、売上金額とは、棚卸資産の販売

その他事業として継続して行われる資産

の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係

る収益の額として所得の金額の計算上益

金の額に算入される金額をいい、この収

益の額からは、営業外の収益の額とされ

るべきものを除くこととされています

（措法42の 4 ⑲十三、措令27の 4 ㉖）。
（注 7）　設立日とは、法人税法第57条第11項第

3 号に規定する内国法人の設立の日とし

て政令で定める日をいいます（措法42の

4 ③一イ）。
（注 8）　他の設立日とは、法人税法第57条第11
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項第 3 号に規定する他の通算法人の設立

の日として政令で定める日をいいます（措

法42の 4 ③一イ）。
（注 9）　翌期繰越欠損金額とは、国税通則法第

2 条第 6 号ハに規定する純損失等の金額

のうち同号ハ⑵に掲げるものとされてい

ます（措法42の 4 ③一ハ）。

⑵　中小企業技術基盤強化税制
　この制度は、中小企業者（適用除外事業者又
は通算適用除外事業者に該当するものを除きま
す。）又は農業協同組合等で、青色申告書を提
出するもの（以下「中小企業者等」といいま
す。）の各事業年度において、その事業年度の
試験研究費の額がある場合に、上記⑴の制度の
適用に代えて、その事業年度の所得に対する調
整前法人税額からその事業年度の試験研究費の
額の12％相当額（以下「中小企業者等税額控除
限度額」といいます。）を控除することができ
るというものです（措法42の 4 ④）。ただし、
合併による解散以外の解散の日を含む事業年度
及び清算中の各事業年度は、この制度の適用を
受けることはできません。
　なお、控除を受ける金額（税額控除額）は、
当期の調整前法人税額の25％相当額を上限とす
ることとされています（措法42の 4 ④後段）。
①　中小企業者等税額控除限度額の特例
　中小企業者等の令和 3年 4月 1日から令和
8年 3月31日までの間に開始する各事業年度
においては、中小企業者等税額控除限度額を、
当期の試験研究費の額に、12％に次の事業年
度の区分に応じそれぞれ次の算式により算出
した割合を加算した割合（上限：17％）を乗
じて計算した金額とする措置が講じられてい
ます（措法42の 4 ⑤）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える事業
年度（設立事業年度、比較試験研究費の額
が 0である事業年度及び試験研究費割合が
10％を超える事業年度を除きます。）

≪算式≫
（その増減試験研究費割合－12％）×0.375

ロ　試験研究費割合が10％を超える事業年度
（設立事業年度及び比較試験研究費の額が
0である事業年度のいずれにも該当しない
事業年度で増減試験研究費割合が12％を超
える事業年度を除きます。）
≪算式≫
12％×控除割増率

　控除割増率とは、次の算式により算出し
た割合（上限：10％）をいいます。
≪算式≫
（その試験研究費割合－10％）×0.5

ハ　増減試験研究費割合が12％を超え、かつ、
試験研究費割合が10％を超える事業年度
（設立事業年度及び比較試験研究費の額が
0である事業年度を除きます。）
≪算式≫
（その増減試験研究費割合－12％）×0.375×
（ 1＋控除割増率）＋12％×控除割増率

②　税額控除額の上限の特例
　中小企業者等の令和 3年 4月 1日から令和
8年 3月31日までの間に開始する各事業年度
の税額控除額の上限について、次のとおり特
例措置が講じられています（措法42の 4 ⑥）。
イ　増減試験研究費割合が12％を超える場合
の税額控除額の上限の特例
　増減試験研究費割合が12％を超える事業
年度については、税額控除額の上限（当期
の調整前法人税額の25％相当額）に当期の
調整前法人税額の10％相当額を加算するこ
ととされています（措法42の 4 ⑥一）。
ロ　試験研究費割合が10％を超える場合の税
額控除額の上限の特例
　試験研究費割合が10％を超える事業年度
については、税額控除額の上限（当期の調
整前法人税額の25％相当額）に次の算式に
より算出した金額を加算することとされて
います（措法42の 4 ⑥二）。
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≪算式≫
当期の調整前法人税額×（（その試験研究費割
合－10％）× 2）

　なお、上記の算式のうち「（（その試験研
究費割合－10％）× 2）」により算出した
割合の上限は、10％とすることとされてい
ます。

（注 1）　中小企業者とは、資本金の額若しくは

出資金の額が 1 億円以下の法人のうち次

の法人以外の法人（受託法人を除きま

す。）又は資本若しくは出資を有しない法

人のうち常時使用する従業員の数が1,000

人以下の法人（受託法人及びその法人が

通算親法人である場合における③の法人

を除きます。）をいいます（措法42の 4 ⑲

七、措令 1の 2③、27の 4 ⑰）。

①�　その発行済株式又は出資（その有す

る自己の株式又は出資を除きます。以

下同じです。）の総数又は総額の 2分の

1 以上が同一の大規模法人の所有に属

している法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額

若しくは出資金の額が 1 億円を超える

法人、資本若しくは出資を有しない法

人のうち常時使用する従業員の数が

1,000人を超える法人又は次の法人をい

い、中小企業投資育成株式会社を除き

ます。

イ�　大法人（次の法人をいいます。以

下同じです。）との間にその大法人に

よる完全支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5

億円以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及

び外国相互会社のうち、常時使用

する従業員の数が1,000人を超える

法人

ハ�　受託法人

ロ�　普通法人との間に完全支配関係が

ある全ての大法人が有する株式及び

出資の全部をその全ての大法人のう

ちいずれか一の法人が有するものと

みなした場合においてそのいずれか

一の法人とその普通法人との間にそ

のいずれか一の法人による完全支配

関係があることとなるときのその普

通法人（上記イの法人を除きます。）

②�　上記①の法人のほか、その発行済株

式又は出資の総数又は総額の 3 分の 2

以上が大規模法人の所有に属している

法人

③�　他の通算法人のうちいずれかの法人

が次の法人に該当せず、又は受託法人

に該当する場合における通算法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 1 億

円以下の法人のうち上記①及び②の

法人以外の法人

ロ�　資本又は出資を有しない法人のう

ち常時使用する従業員の数が1,000人

以下の法人
（注 2）　適用除外事業者とは、その事業年度開

始の日前 3 年以内に終了した各事業年度

（以下「基準年度」といいます。）の所得

の金額の合計額を各基準年度の月数の合

計数で除し、これに12を乗じて計算した

金額（設立後 3年を経過していないこと、

既に基準年度の所得に対する法人税の額

につき欠損金の繰戻しによる還付制度の

適用があったこと、基準年度において合

併、分割又は現物出資が行われたこと等

の事由がある場合には、その計算した金

額につきその事由の内容に応じ調整を加

えた金額となります。）が15億円を超える

法人をいいます（措法42の 4 ⑲八）。
（注 3）　中小企業技術基盤強化税制においては、

通算加入適用除外事業者は適用除外事業

者から除くこととされています（措法42

の 4 ④）。通算加入適用除外事業者とは、

法人税法第64条の 9 第11項又は第12項の

規定の適用を受けるこれらの規定に規定
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する他の内国法人（以下「他の内国法人」

といいます。）が当該他の内国法人につい

て同条第 1 項の規定による承認の効力が

生ずる日（以下「加入日」といいます。）

を含む事業年度（当該他の内国法人に係

る通算親法人の事業年度終了の日に終了

するものに限ります。）において適用除外

事業者に該当する場合のその加入日を含

む事業年度における当該他の内国法人を

いい、次の法人を除くこととされていま

す（措令27の 4 ㉓）。

①�　調整対象法人を被合併法人とする合

併に係る合併法人

②�　他の内国法人に係る通算親法人の事

業年度開始の日において行われた合併

で同日の前日においてその通算親法人

との間に通算完全支配関係があった法

人を被合併法人とする合併により設立

したもの

③�　その通算親法人の事業年度開始の時

においてその通算親法人との間に通算

完全支配関係があるもの

④�　次の要件の全てを満たすもの

イ�　他の内国法人の加入日において当

該他の内国法人との間に通算完全支

配関係がある他の通算法人のいずれ

かとの間に当該他の内国法人のその

加入日の前日以前のいずれかの日に

おいて通算完全支配関係があったこ

と。

ロ�　他の内国法人の加入日を含む当該

他の内国法人に係る通算親法人の事

業年度開始の日の前日においてその

通算親法人との間に法人税法第 2 条

第12号の 7 の 5 に規定する支配関係

があったこと。
（注 4）　通算適用除外事業者とは、通算法人で

ある法人の各事業年度終了の日において

その通算法人である法人との間に通算完

全支配関係がある他の通算法人のうちい

ずれかの法人が適用除外事業者に該当す

る場合におけるその通算法人である法人

をいいます（措法42の 4 ⑲八の二）。
（注 5）　農業協同組合等とは、農業協同組合、

農業協同組合連合会、中小企業等協同組

合、出資組合である商工組合及び商工組

合連合会、内航海運組合、内航海運組合

連合会、出資組合である生活衛生同業組

合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、

水産加工業協同組合、水産加工業協同組

合連合会、森林組合並びに森林組合連合

会をいいます（措法42の 4 ⑲九）。
（注 6）　通算法人である農業協同組合等のうち

中小企業技術基盤強化税制の適用を受け

ることができるものは、中小通算農業協

同組合等に限ることとされています（措

法42の 4 ④）。中小通算農業協同組合等と

は、通算親法人である農業協同組合等の

各事業年度終了の日においてその農業協

同組合等との間に通算完全支配関係があ

る他の通算法人の全てが資本金の額又は

出資金の額が 1 億円以下の法人（適用除

外事業者に該当するもの及び受託法人を

除きます。）に該当する場合におけるその

農業協同組合等をいうこととされていま

す（措令 1の 2③、27の 4 ①）。
（注 7）　中小企業技術基盤強化税制の適用を受

けようとする通算子法人の各事業年度（そ

の通算子法人に係る通算親法人の事業年

度終了の日に終了するものに限ります。）

終了の日においてその通算親法人が中小

通算農業協同組合等に該当する場合にお

けるその通算子法人の中小企業技術基盤

強化税制の適用については、その通算子

法人は、その通算親法人が中小企業者に

該当しない場合又はその通算親法人が適

用除外事業者に該当する場合であっても、

そのことをもって中小企業技術基盤強化

税制の対象外とはならないこととされて

います（措法42の 4 ④、措令27の 4 ②）。
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⑶　特別試験研究費の額に係る税額控除制度
　この制度は、青色申告書を提出する法人の各
事業年度において、その事業年度の特別試験研
究費の額がある場合に、その事業年度の所得に
対する調整前法人税額から次の金額の合計額
（以下「特別研究税額控除限度額」といいま
す。）を控除することができるというものです
（措法42の 4 ⑦）。ただし、合併による解散以外
の解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業
年度は、この制度の適用を受けることはできま
せん。
①　その事業年度の特別試験研究費の額のうち
特別試験研究機関等と共同して行う試験研究
又は特別試験研究機関等に委託する試験研究
に係る試験研究費の額の30％相当額
②　その事業年度の特別試験研究費の額（上記
①の試験研究費の額を除きます。）のうち他
の者と共同して行う試験研究又は他の者に委
託する試験研究であって、革新的なもの又は
国立研究開発法人その他これに準ずる者にお
ける研究開発の成果を実用化するために行う
ものに係る試験研究費の額の25％相当額
③　その事業年度の特別試験研究費の額のうち
上記①及び②の試験研究費の額以外の試験研
究費の額の20％相当額
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の10％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の 4 ⑦後段）。
　また、当期において、一般試験研究費の額に
係る税額控除制度（上記⑴）又は中小企業技術
基盤強化税制（上記⑵）の適用を受ける場合に
は、これらの制度により当期の所得に対する調
整前法人税額から控除する金額の計算の基礎と
なった特別試験研究費の額は、本制度の対象か
ら除くこととされています（措法42の 4 ⑦）。
（注）　特別試験研究費の額とは、試験研究費の額

のうち国の試験研究機関、大学その他の者と

共同して行う試験研究、国の試験研究機関、

大学その他の者に委託する試験研究、中小企

業者からその有する知的財産権の設定又は許

諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対

象者が少数である医薬品に関する試験研究、

高度専門知識等を有する者に対して人件費を

支出して行う試験研究等に係る試験研究費の

額をいいます（措法42の 4 ⑲十、措令27の 4

㉔㉕、措規20⑥～㉘）。

⑷　グループ通算制度における一般試験研究費の
額に係る税額控除制度等
①　通算法人の税額控除限度額の計算
　上記⑴又は⑵の制度の適用を受けようとす
る通算法人（以下「適用通算法人」といいま
す。）の適用対象事業年度の税額控除限度額
又は中小企業者等税額控除限度額は、税額控
除可能額にその適用通算法人の控除分配割合
を乗じて計算した金額（以下「税額控除可能
分配額」といいます。）とされています（措
法42の 4 ⑧三）。
イ　適用対象事業年度
　適用対象事業年度とは、適用通算法人の
上記⑴の制度の適用を受けようとする事業
年度（適用通算法人に係る通算親法人の事
業年度（合併による解散以外の解散の日を
含む事業年度を除きます。）終了の日に終
了する事業年度に限ります。）又は適用通
算法人の上記⑵の制度の適用を受けようと
する事業年度（適用通算法人に係る通算親
法人の事業年度（合併による解散以外の解
散の日を含む事業年度を除きます。）終了
の日に終了する事業年度に限ります。）を
いいます（措法42の 4 ⑧二）。
ロ　税額控除可能額
　税額控除可能額は、適用通算法人の適用
対象事業年度及び他の通算法人のその適用
対象事業年度終了の日に終了する事業年度
（以下「他の事業年度」といいます。）の試
験研究費の額の合計額に税額控除割合を乗
じて計算した金額（以下「試験研究費基準
額」といいます。）と、その適用対象事業
年度及び他の通算法人の他の事業年度の所

─�392�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



得に対する調整前法人税額の合計額の25％
相当額（以下「法人税額基準額」といいま
す。）とのうち、いずれか少ない金額とさ
れています（措法42の 4 ⑧三）。
　税額控除割合とは、上記⑴の制度の適用
を受ける場合には次の場合の区分に応じそ
れぞれ次の割合（上限：10％）とされ、上
記⑵の制度の適用を受ける場合には12％と
されています（措法42の 4 ⑧三イ）。
イ　下記ロの場合以外の場合��次の算式
により算出した割合
≪算式≫
11.5％－（12％－合算増減試験研究費割合）
×0.25（下限： 1％）

（注）　合算増減試験研究費割合とは、通算

法人の適用対象事業年度及び他の通算

法人の他の事業年度の試験研究費の額

の合計額から比較試験研究費合計額を

減算した金額のその比較試験研究費合

計額に対する割合をいい、比較試験研

究費合計額とは、通算法人及び他の通

算法人の比較試験研究費の額を合計し

た金額をいいます（措法42の 4 ⑲十一）。

ロ　比較試験研究費合計額が 0である場合
��8.5％

ハ　控除分配割合
　控除分配割合とは、適用通算法人の適用
対象事業年度の所得に対する調整前法人税
額がその適用対象事業年度及び他の通算法
人の他の事業年度の所得に対する調整前法
人税額の合計額のうちに占める割合とされ
ています（措法42の 4 ⑧三）。
（注）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

の特別研究税額控除限度額についても、

同様の計算を行うこととされています。

この場合の上記ロの税額控除可能額は、

その通算法人のその適用を受ける事業年

度（以下「特別適用対象事業年度」とい

います。）及び他の通算法人（その特別適

用対象事業年度終了の日においてその通

算法人との間に通算完全支配関係がある

他の通算法人に限ります。以下同じで

す。）の他の特別事業年度（その特別適用

対象事業年度終了の日に終了する事業年

度をいいます。以下同じです。）に係る上

記⑶①の金額、上記⑶②の金額及び上記

⑶③の金額の合計額と、その特別適用対

象事業年度及び当該他の通算法人の他の

特別事業年度の所得に対する調整前法人

税額の合計額の10％相当額とのうち、い

ずれか少ない金額とされています（措法

42の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑧

三）。また、上記ハの控除分配割合は、そ

の特別適用対象事業年度の所得に対する

調整前法人税額がその特別適用対象事業

年度及び当該他の通算法人の他の特別事

業年度の所得に対する調整前法人税額の

合計額のうちに占める割合とされていま

す（措法42の 4 ⑱において準用する措法

42の 4 ⑧三）。

②　上記①の遮断措置等
イ　他の通算法人の当初申告における数値に
誤りがあった場合
　上記①の計算について、次の金額が他の
通算法人の他の事業年度の確定申告書等に
添付された書類に記載された次の金額と異
なる場合には、その記載された金額をそれ
ぞれ次の金額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧四）。
イ　他の通算法人の各事業年度の試験研究
費の額
ロ　他の通算法人の他の事業年度の所得に
対する調整前法人税額

ロ　自己の当初申告における数値に誤りがあ
った場合
イ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額以上である場合
　自己の当初申告における数値に誤りが
あった場合の自己の適用対象事業年度の
税額控除可能分配額は、税額控除可能額
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が当初申告税額控除可能額以上であると
き（税額控除可能分配額が当初申告税額
控除可能分配額と異なる場合に限りま
す。）は、当初申告税額控除可能分配額
をその適用対象事業年度の税額控除可能
分配額とみなすこととされています（措
法42の 4 ⑧五）。
（注 1）　当初申告税額控除可能額とは、適

用対象事業年度の確定申告書等に添

付された書類にその適用対象事業年

度の税額控除可能額として記載され

た金額をいいます（措法42の 4 ⑧五）。
（注 2）　当初申告税額控除可能分配額とは、

適用対象事業年度の確定申告書等に

添付された書類にその適用対象事業

年度の税額控除可能分配額として記

載された金額をいいます（措法42の

4 ⑧五）。

ロ　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額未満である場合
　税額控除可能額が当初申告税額控除可
能額に満たない場合には、次の場合の区
分に応じそれぞれ次のとおりとされてい
ます。
Ａ　当初申告税額控除可能分配額が 0を
超える場合��当初申告税額控除可能
分配額から税額控除超過額を控除した
金額を適用対象事業年度の税額控除可
能分配額とみなすこととされています
（措法42の 4 ⑧六イ）。
（注）　税額控除超過額とは、当初申告税

額控除可能額から税額控除可能額を

減算した金額をいいます（措法42の

4 ⑧六イ）。

Ｂ　税額控除超過額が当初申告税額控除
可能分配額を超える場合��適用対象
事業年度の法人税額は、他の税額計算
規定等により計算した法人税額に、税
額控除超過額から当初申告税額控除可
能分配額を控除した金額に相当する金

額を加算することとされています（措
法42の 4 ⑧六ロ）。
（注）　他の税額計算規定等とは、法人税

法第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項

並びに第69条第19項（同条第23項又

は第24項において準用する場合を含

みます。）の規定、租税特別措置法

第42条の 4 第 8 項第 7 号（同条第18

項において準用する場合を含みま

す。）、第42条の14第 1 項、第67条の

2 第 1 項及び第68条第 1 項の規定そ

の他法人税に関する法令の規定をい

います（措法42の 4 ⑧六ロ）。

ハ　適用対象事業年度において非特定欠損金
額が生じた場合等
　通算法人の適用対象事業年度において生
じた非特定欠損金額がその適用対象事業年
度の確定申告書等に添付された書類にその
適用対象事業年度において生じた非特定欠
損金額として記載された金額を超える場合
（期限後欠損金額の場合を含みます。）にお
いて、調整後税額控除可能額が当初申告税
額控除可能額に満たないときは、その通算
法人の適用対象事業年度の法人税額は、他
の税額計算規定等により計算した法人税額
に、当初申告税額控除可能額から調整後税
額控除可能額を控除した金額相当額を加算
することとされています（措法42の 4 ⑧七）。
（注 1）　非特定欠損金額とは、通算法人の適

用対象事業年度において生じた欠損金

額のうち法人税法第64条の 7 第 2 項に

規定する特定欠損金額以外の金額をい

います（措法42の 4 ⑧七）。具体的には、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされた適用対象事業年度において生

ずる通算前欠損金額以外の通算前欠損

金額となります。
（注 2）　期限後欠損金額の場合とは、適用対

象事業年度の期限後申告書に添付され

た書類に通算前欠損金額として記載さ
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れた金額がある場合をいいます（措法

42の 4 ⑧七）。
（注 3）　通算前欠損金額とは、法人税法第64

条の 5 第 1 項に規定する通算前欠損金

額をいいます（措法42の 4 ⑧七）。なお、

上記（注 2）の通算前欠損金額からは、

同法第64条の 6 の規定によりないもの

とされたものを除きます。
（注 4）　調整後税額控除可能額とは、次の金

額のうちいずれか少ない金額をいいま

す（措法42の 4 ⑧七）。

イ�　適用対象事業年度における試験研

究費基準額

ロ�　適用対象事業年度における法人税

額基準額から、適用対象事業年度に

おいて生じた非特定欠損金額が確定

申告書等に添付された書類に通算前

欠損金額として記載された金額を超

える場合におけるその超える部分の

金額（期限後欠損金額の場合には、

通算前欠損金額として記載された金

額を含みます。）をその適用対象事業

年度の所得の金額とみなしてその所

得の金額につき法人税法第66条の規

定並びに租税特別措置法第67条の 2

及び第68条の規定を適用するものと

した場合に計算される法人税額の25

％相当額を控除した金額
（注 5）　他の税額計算規定等とは、法人税法

第66条第 1 項、第 3 項及び第 6 項並び

に第69条第19項（同条第23項又は第24

項において準用する場合を含みます。）

の規定、租税特別措置法第42条の 4 第

8 項第 6 号ロ（同条第18項において準

用する場合を含みます。）、第42条の14

第 1 項、第67条の 2 第 1 項及び第68条

第 1 項の規定その他法人税に関する法

令の規定をいいます（措法42の 4 ⑧七）。
（注）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人に

ついても同様とされています。この場合の

上記ハ（注 4）については、法人税額基準

額は通算グループ全体の調整前法人税額の

10％相当額と、法人税額に乗ずる割合は10

％と、それぞれされています（措法42の 4

⑱において準用する措法42の 4 ⑧）。

③　税額控除割合の特例
　適用通算法人の令和 3年 4月 1日から令和
8年 3月31日までの間に開始する各事業年度
については、税額控除可能額のうち試験研究
費基準額は、各通算法人の試験研究費の額の
合計額に次の場合の区分に応じそれぞれ次の
割合（上限：イ又はロの場合には14％、ハか
らホまでの場合には17％）を乗じて計算した
金額とされています（措法42の 4 ⑧八）。
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人である

場合には、上記の各事業年度は、その適用

通算法人に係る通算親法人の令和 3 年 4 月

1 日から令和 8 年 3 月31日までの間に開始

する各事業年度終了の日に終了する事業年

度とされています。

イ　下記ロの事業年度以外の事業年度におい
て上記⑴の制度の適用を受ける場合（措法
42の 4 ⑧八イ⑴）��次の場合の区分に応
じそれぞれ次の割合
イ　合算増減試験研究費割合が12％を超え
る場合（ハの場合を除きます。）��次
の算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％＋（その合算増減試験研究費割合－
12％）×0.375

ロ　合算増減試験研究費割合が12％以下で
ある場合（ハの場合を除きます。）��
次の算式により算出した割合
≪算式≫
11.5％－（12％－その合算増減試験研究費
割合）×0.25（下限： 1％）

ハ　各通算法人の比較試験研究費の額を合
計した金額が 0である場合��8.5％

ロ　合算試験研究費割合が10％を超える事業
年度において上記⑴の制度の適用を受ける
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場合（措法42の 4 ⑧八イ⑵）��上記イの
割合と上記イの割合に控除割増率を乗じて
計算した割合とを合計した割合
　控除割増率とは、次の算式により算出し
た割合（上限：10％）をいいます。
≪算式≫
（その合算試験研究費割合－10％）×0.5

ハ　合算増減試験研究費割合が12％を超える
事業年度（各通算法人の比較試験研究費の
額を合計した金額が 0である事業年度及び
合算試験研究費割合が10％を超える事業年
度を除きます。）において上記⑵の制度の
適用を受ける場合（措法42の 4 ⑧八ロ⑴）
��12％に次の算式により算出した割合を
加算した割合
≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合－12％）×
0.375

ニ　合算試験研究費割合が10％を超える事業
年度（各通算法人の比較試験研究費の額を
合計した金額が 0を超える事業年度で合算
増減試験研究費割合が12％を超える事業年
度を除きます。）において上記⑵の制度の
適用を受ける場合（措法42の 4 ⑧八ロ⑵）
��12％に次の算式により算出した割合を
加算した割合
≪算式≫
12％×控除割増率

ホ　合算増減試験研究費割合が12％を超え、
かつ、合算試験研究費割合が10％を超える
事業年度（各通算法人の比較試験研究費の
額を合計した金額が 0である事業年度を除
きます。）において上記⑵の制度の適用を
受ける場合（措法42の 4 ⑧八ロ⑶）��12
％に次の算式により算出した割合を加算し
た割合
≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合－12％）×
0.375×（ 1 ＋控除割増率）＋12％×控除割増
率

（注）　合算試験研究費割合とは、適用通算法

人の適用対象事業年度及び他の通算法人

の他の事業年度の試験研究費の額の合計

額のその適用通算法人及び他の通算法人

の平均売上金額の合計額に対する割合を

いいます（措法42の 4 ⑲十二）。

④　税額控除額の上限等の特例
　適用通算法人の次の事業年度については、
税額控除可能額のうち法人税額基準額及び上
記②ハ（注 4）ロの法人税額の25％相当額は、
適用通算法人の適用対象事業年度及び他の通
算法人の他の事業年度の調整前法人税額の合
計額にそれぞれ次の割合を乗じて計算した金
額を加算することとされています（措法42の
4 ⑧九）。
イ　上記⑴の制度の適用を受ける事業年度で
上記⑴③イイからハまでの要件を満たす事
業年度（適用通算法人が通算子法人である
場合には、その適用通算法人に係る通算親
法人の上記⑴③イイからハまでの要件を満
たす事業年度終了の日に終了する事業年
度）��15％
ロ　上記⑴の制度の適用を受ける事業年度で
令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
でに開始する各事業年度のうち次の事業年
度��次の割合。なお、イ及びハの事業年
度のいずれにも該当する事業年度にあって
は、加算する割合は、イの割合とハの割合
とのうちいずれか高い割合とすることとさ
れています。
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人であ

る場合には、上記の各事業年度は、その

適用通算法人に係る通算親法人の令和 5

年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月31日までの

間に開始する各事業年度終了の日に終了

する事業年度とされています。

イ　合算増減試験研究費割合が 4％を超え
る事業年度（各通算法人の比較試験研究
費の額を合計した金額が 0である事業年
度を除きます。）��次の算式により算
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出した割合
≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合－ 4 ％）×
0.625（上限： 5％）

ロ　合算増減試験研究費割合がマイナス 4
％を下回る事業年度（各通算法人の比較
試験研究費の額を合計した金額が 0であ
る事業年度及び合算試験研究費割合が10
％を超える事業年度を除きます。）��
次の算式により算出した割合
≪算式≫
（その合算増減試験研究費割合＋ 4 ％）×
0.625（下限：マイナス 5％）

ハ　合算試験研究費割合が10％を超える事
業年度��特例割合
　特例割合とは、次の算式により算出し
た割合（上限：10％）をいいます。
≪算式≫
（その合算試験研究費割合－10％）× 2

ハ　上記⑵の制度の適用を受ける事業年度で
令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度のうち合算増
減試験研究費割合が12％を超える事業年度
（各通算法人の比較試験研究費の額を合計
した金額が 0である事業年度を除きます。）
��10％
（注）　上記の適用通算法人が通算子法人であ

る場合には、上記の各事業年度は、その

適用通算法人に係る通算親法人の令和 3

年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月31日までの

間に開始する各事業年度終了の日に終了

する事業年度とされています。下記ニに

おいても同様です。

ニ　上記⑵の制度の適用を受ける事業年度で
令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に開始する各事業年度のうち合算試
験研究費割合が10％を超える事業年度（上
記ハの事業年度を除きます。）��特例割
合

⑤　進行年度における税額控除額の上限の上乗

せ
　通算法人（通算法人であった法人を含みま
す。以下「通算法人等」といいます。）が対
象事業年度において、過去適用等事業年度に
おける欠損金増加合計額がある場合には、そ
の通算法人等のその対象事業年度における次
の区分に応じ次によることとされています
（措法42の 4 ⑪、措令27の 4 ④）。
イ　上記①の通算法人��その対象事業年度
の税額控除可能額の計算については、法人
税額基準額に、欠損金増加合計額をその通
算法人等のその対象事業年度の所得の金額
とみなしてその所得の金額につき計算した
法人税額の25％相当額（上記④イからニま
での事業年度については、その法人税額に
それぞれ上記④イからニまでの割合を乗じ
て計算した割合を加算した金額）を加算す
ることとされています。
ロ　上記イの法人以外の法人��その対象事
業年度の税額控除額の上限の計算について
は、その対象事業年度の所得に対する調整
前法人税額に、欠損金増加合計額のうちそ
の通算法人等に係る各欠損金増加額をその
通算法人等のその対象事業年度の所得の金
額とみなしてその所得の金額につき計算さ
れる法人税額相当額を加算することとされ
ています。

（注 1）　対象事業年度とは、通算法人等が上記

⑴又は⑵の制度の適用を受ける事業年度

をいいます（措法42の 4 ⑪）。上記①の計

算を行わない事業年度も含まれています。
（注 2）　過去適用等事業年度とは、通算法人等

の対象事業年度終了の日前に終了したそ

の通算法人等又は他の通算法人の各事業

年度で当該各事業年度又は当該各事業年

度終了の日においてその通算法人等若し

くは他の通算法人との間に通算完全支配

関係がある通算法人の同日に終了する事

業年度が上記⑴又は⑵の制度の適用を受

けた事業年度（通算子法人にあっては、
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その事業年度終了の日においてその通算

法人等又は他の通算法人との間に通算完

全支配関係がある通算親法人の事業年度

終了の日に終了するものに限ります。）で

ある場合の当該各事業年度をいいます（措

法42の 4 ⑪）。
（注 3）　欠損金増加合計額とは、各欠損金増加

額の合計額をいいます（措法42の 4 ⑪）。
（注 4）　各欠損金増加額とは、過去適用等事業

年度において生じた非特定欠損金額がそ

の過去適用等事業年度の確定申告書等に

添付された書類にその過去適用等事業年

度において生じた非特定欠損金額として

記載された金額（以下「当初非特定欠損

金額」といいます。）を超える場合（国税

通則法第25条の規定による決定を受けた

場合を除くものとし、その過去適用等事

業年度の期限後確定申告書に添付された

書類に通算前欠損金額として記載された

金額がある場合を含みます。）における非

特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超

えることとなったその通算法人等及び他

の通算法人のそれぞれその超える部分の

金額（その通算前欠損金額として記載さ

れた金額がある場合には、その記載され

た金額を含みます。）をいいます（措法42

の 4 ⑪）。
（注 5）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

についても同様とされています（措法42

の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑪）。

⑥　上記⑤の遮断措置
　上記⑤の場合において、通算法人等の対象
事業年度における過去適用等事業年度に係る
各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額と異
なるときは、既確定各欠損金増加額をその過
去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみ
なすこととされています（措法42の 4 ⑫）。
（注 1）　既確定各欠損金増加額とは、その対象

事業年度終了の日以前に提出されたその

過去適用等事業年度の確定申告書等若し

くは修正申告書に添付された書類又は同

日以前にされた国税通則法第24条若しく

は第26条の規定による更正に係る同法第

28条第 2 項に規定する更正通知書に添付

された書類のうち、最も新しいものにそ

の過去事業年度等に係る各欠損金増加額

として記載された金額をいいます（措法

42の 4 ⑫）。
（注 2）　上記⑶の制度の適用を受ける通算法人

についても同様とされています（措法42

の 4 ⑱において準用する措法42の 4 ⑫）。

2 　改正の内容

⑴　試験研究費の額の範囲の見直し
　本制度の対象となる試験研究費の額の範囲か
ら、内国法人が国外事業所等を通じて行う事業
に係る費用の額が除外されました（措法42の 4
⑲一）。
　国外事業所等とは、法人税法第69条第 4項第
1号に規定する国外事業所等をいいます。すな
わち、外国税額控除制度における国外源泉所得
の金額の計算の基礎となる国外事業所等です。
　この改正は、我が国の研究開発拠点の立地競
争力を強化するとの観点から創設された後述
「第五　その他の特別措置関係」の「一　特許
権等の譲渡等による所得の課税の特例」の趣旨
と整合的となるように行われたものです。

⑵　一般試験研究費の額に係る税額控除制度（上
記 1⑴）の見直し
　税額控除割合（上記 1 ⑴①）について、増減
試験研究費割合が 0に満たない場合の税額控除
割合の逓増率が引き上げられるとともに、税額
控除割合の下限が 1％から 0に引き下げられま
した。
　この改正は、後述「第五　その他の特別措置
関係」の「一　特許権等の譲渡等による所得の
課税の特例」の創設に併せ、本制度においても、
投資を増加させるインセンティブを更に強化す
るためのメリハリ付けを行う観点を踏まえて行
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われたものです。
　具体的には、増減試験研究費割合が 0に満た
ない場合の税額控除割合について、次の改正が
行われました（措法42の 4 ①二）。
①　令和11年 4 月 1 日前に開始する事業年度
��次の算式により算出した割合
≪算式≫
8.5％－（ 0 －その増減試験研究費割合）×（8.5
／30）

　なお、上記の算式により算出した割合が 0
未満であるときは 0とすることとされていま
す。
②　令和11年 4 月 1 日から令和13年 3 月31日ま
での間に開始する事業年度��次の算式によ
り算出した割合
≪算式≫
8.5％－（ 0 －その増減試験研究費割合）×（8.5
／27.5）

　なお、上記の算式により算出した割合が 0
未満であるときは 0とすることとされていま
す。
③　令和13年 4 月 1 日以後に開始する事業年度
��次の算式により算出した割合
≪算式≫
8.5％－（ 0 －その増減試験研究費割合）×（8.5
／25）

　なお、上記の算式により算出した割合が 0
未満であるときは 0とすることとされていま
す。

（注 1）　上記により算出された割合に小数点以下

3 位未満の端数があるときはこれを切り捨

てた割合とすることとされています（措法

42の 4 ①）。
（注 2）　その事業年度が設立事業年度である場合

又は比較試験研究費の額が 0 である場合の

税額控除割合は、改正前と同様に8.5％とさ

れています（措法42の 4 ①三）。
（注 3）　増減試験研究費割合とは、増減試験研究

費の額の比較試験研究費の額に対する割合

をいいます（措法42の 4 ⑲三）。

（注 4）　増減試験研究費の額とは、その事業年度

の試験研究費の額から比較試験研究費の額

を減算した金額をいいます（措法42の 4 ⑲

三）。
（注 5）　後述のとおり、上記の改正は令和 8 年 4

月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税

について適用することとされていることか

ら、税額控除限度額の特例（上記 1 ⑴②）

については改正されていません。

⑶　グループ通算制度
　上記⑵の改正に伴い、グループ通算制度の場
合について、通算法人の税額控除可能分配額
（上記 1 ⑷①）の計算における税額控除割合に
ついて上記⑵と同様の改正が行われました（措
法42の 4 ⑧三イ）。

3 　適用関係及び経過措置

⑴　適用関係
①　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 7年 4月 1
日以後に開始する事業年度分の法人税につい
て適用し、法人の同日前に開始した事業年度
分の法人税については、従前どおりとされて
います（改正法附則39③）。
　グループ通算制度の場合については、上記
にかかわらず、通算グループを一体として本
制度の適用を受けようとする通算法人（以下
「適用通算法人」といいます。）に係る通算親
法人の令和 7年 4月 1日以後に開始する事業
年度終了の日に終了するその適用通算法人の
事業年度分の法人税について適用し、適用通
算法人に係る通算親法人の同月 1日前に開始
した事業年度終了の日に終了するその適用通
算法人の事業年度分の法人税については、従
前どおりとされています（改正法附則39③）。
②　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 8年 4月 1
日以後に開始する事業年度分の法人税につい
て適用し、法人の同日前に開始した事業年度
分の法人税については、従前どおりとされて
います（改正法附則39①）。
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③　上記 2 ⑶の改正は、適用通算法人に係る通
算親法人の令和 8年 4月 1日以後に開始する
事業年度終了の日に終了するその適用通算法
人の事業年度分の法人税について適用し、適
用通算法人に係る通算親法人の同月 1日前に
開始した事業年度終了の日に終了するその適
用通算法人の事業年度分の法人税については、
従前どおりとされています（改正法附則39②）。

⑵　経過措置
　上記 2 ⑴の改正に伴い、組織再編成が行われ
た場合における比較試験研究費の額の調整計算
の特例（措令27の 4 ⑭）において、その組織再
編成に係る移転試験研究費の額のうちに上記 2
⑴の改正により試験研究費の額から除外された
もの（すなわち、内国法人が国外事業所等を通
じて行う事業に係る費用の額）が含まれていた
場合について、次の経過措置が講じられていま
す。
①　分割承継法人等が比較試験研究費の額の調
整計算の特例の適用を受けるための確定申告
書等の添付書類に記載すべき移転試験研究費
の額に関する経過措置
　分割等に係る分割承継法人等が比較試験研
究費の額の調整計算の特例の適用を受けるた
めの確定申告書等の添付書類の記載事項につ
いて、その分割等に係る分割法人等がその分
割等について比較試験研究費の額の調整計算
の特例の適用を受ける際にその分割法人等が
確定申告書等の添付書類に記載する各事業年
度の移転試験研究費の額がある場合には、そ
の分割承継法人等がその確定申告書等の添付
書類に記載すべきその分割法人等の当該各事
業年度の移転試験研究費の額は、その分割法
人等がその確定申告書等の添付書類に記載す
る当該各事業年度の移転試験研究費の額と同
じ金額としなければならないこととされてい
ます（措規20④一）。
（注）　分割等とは、分割、現物出資又は法人税

法第 2 条第12号の 5 の 2 に規定する現物分

配をいい、分割法人等とは、分割法人、現

物出資法人又は現物分配法人をいい、分割

承継法人等とは、分割承継法人、被現物出

資法人又は被現物分配法人をいいます。

　この措置について、分割承継法人等が新法
適用年度（下記イ参照）において比較試験研
究費の額の調整計算の特例の適用を受ける場
合において、その分割等が経過措置分割等
（下記ロ参照）であるときは、その分割法人
等はその分割等について旧法適用年度（下記
イ参照）において比較試験研究費の額の調整
計算の特例を受けていなかったものとみなす
こととする経過措置が設けられました（改正
措規附則13①）。
　すなわち、新法適用年度においては、比較
試験研究費の額は上記 2 ⑴の改正後の制度に
基づいて計算する必要があることから、分割
承継法人等が新法適用年度において比較試験
研究費の額の調整計算の特例の適用を受ける
場合には、その確定申告書等の添付書類に記
載する移転試験研究費の額は、分割法人等が
上記 2 ⑴の改正前の制度に基づいて計算して
確定申告書等の添付書類に記載した移転試験
研究費の額と同額とするのではなく、分割法
人等が上記 2 ⑴の改正後の制度に基づいて計
算して確定申告書等の添付書類に記載する移
転試験研究費の額があればその金額とし、分
割法人等が上記 2 ⑴の改正後の制度に基づい
て計算して確定申告書等の添付書類に記載す
る移転試験研究費の額がなければ上記 2 ⑴の
改正後の制度に基づいて計算した金額とする
というものです。
イ　新法適用年度又は旧法適用年度
　新法適用年度とは、令和 7年 4月 1日以
後に開始する各事業年度をいいます（改正
措規附則13①）。なお、グループ通算制度
の場合については、適用通算法人に係る通
算親法人の令和 7年 4月 1日以後に開始す
る事業年度終了の日に終了するその適用通
算法人の事業年度をいいます（改正措規附
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則13①）。
　旧法適用年度とは、令和 7年 4月 1日前
に開始した各事業年度をいいます（改正措
規附則13①一）。なお、グループ通算制度
の場合については、適用通算法人に係る通
算親法人の令和 7年 4月 1日前に開始した
事業年度終了の日に終了するその適用通算
法人の事業年度をいいます（改正措規附則
13①一）。
ロ　経過措置分割等
　経過措置分割等とは、分割等に係る分割
法人等又は分割承継法人等である法人が、
旧法適用年度においてその分割等に係る比
較試験研究費の額の調整計算の特例の適用
を受けた、又はその分割等に係る令和 5年
改正前の比較試験研究費の額の調整計算の
特例における届出をした法人である場合に
おいて、その分割等に係る移転試験研究費
の額に改正後の試験研究費の額に該当しな
いもの（すなわち、内国法人が国外事業所
等を通じて行う事業に係る費用の額）が含
まれるときにおけるその分割等をいいます
（改正措規附則13②）。

②　過去に比較試験研究費の額の調整計算の特
例の適用を受けた法人が比較試験研究費の額
の調整計算の特例の適用を受けるための確定
申告書等の添付書類に記載すべき移転試験研
究費の額に関する経過措置
　分割等に係る分割法人等又は分割承継法人
等が比較試験研究費の額の調整計算の特例の
適用を受けるための確定申告書等の添付書類
の記載事項について、その分割法人等又は分
割承継法人等がその適用を受ける事業年度前
の事業年度（以下「過去事業年度」といいま
す。）でその分割等について比較試験研究費
の額の調整計算の特例の適用を受けた事業年
度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求
書の添付書類にその分割法人等の各事業年度
の移転試験研究費の額の記載がある場合には、
その分割法人等又は分割承継法人等がその適

用を受ける事業年度の確定申告書等の添付書
類に記載すべきその分割法人等の各事業年度
の移転試験研究費の額は、その分割法人等又
は分割承継法人等がその過去事業年度の確定
申告書等、修正申告書又は更正請求書の添付
書類に記載した当該各事業年度の移転試験研
究費の額と同じ金額としなければならないこ
ととされています（措規20④三）。
　この措置について、分割法人等又は分割承
継法人等が新法適用年度（上記①イ参照）に
おいて比較試験研究費の額の調整計算の特例
の適用を受ける場合において、その分割等が
経過措置分割等（上記①ロ参照）であるとき
は、その分割法人等又は分割承継法人等はそ
の分割等について旧法適用年度（上記①イ参
照）において比較試験研究費の額の調整計算
の特例を受けていなかったものとみなすこと
とする経過措置が設けられました（改正措規
附則13①）。
　すなわち、新法適用年度においては、比較
試験研究費の額は上記 2 ⑴の改正後の制度に
基づいて計算する必要があることから、新法
適用年度において比較試験研究費の額の調整
計算の特例を受ける場合には、その確定申告
書等の添付書類に記載する移転試験研究費の
額は、上記 2 ⑴の改正前の制度に基づいて計
算して過去事業年度の確定申告書等、修正申
告書又は更正請求書の添付書類に記載した移
転試験研究費の額と同じ金額とするのではな
く、上記 2 ⑴の改正後の制度に基づいて計算
して確定申告書等、修正申告書又は更正請求
書の添付書類に記載した移転試験研究費の額
があればその金額と同じ金額とし、上記 2 ⑴
の改正後の制度に基づいて計算して確定申告
書等、修正申告書又は更正請求書の添付書類
に記載した移転試験研究費の額がなければ上
記 2 ⑴の改正後の制度に基づいて計算した金
額とするというものです。
③　令和 5年改正前の制度が適用される事業年
度において行われた分割等について令和 5年
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改正後の比較試験研究費の額の調整計算の特
例の適用を受ける場合の令和 5年改正の経過
措置の不適用
　分割等について令和 5年改正前の比較試験
研究費の額の調整計算の特例の適用を受ける
ための届出をした法人がその分割等について
令和 5年改正後の比較試験研究費の額の調整
計算の特例の適用を受けようとする場合には、
その適用を受けようとする事業年度の確定申
告書等に令和 5年改正後の制度に基づく書類
の添付があるものとみなすこととされていま
す（令和 5年改正措規附則 4①）。
　この令和 5年改正の経過措置について、分
割法人等又は分割承継法人等が新法適用年度
（上記①イ参照）において比較試験研究費の
額の調整計算の特例の適用を受ける場合にお
いて、その分割等が経過措置分割等（上記①
ロ参照）であるときは、その分割等について
は、この令和 5年改正の経過措置を適用しな
いこととされました（改正措規附則13①）。
上記②と同様の趣旨です。
④　令和 5年改正の経過期間内に行われた分割
等に係る分割法人等又は分割承継法人等に該
当する法人のうち旧令適用法人でない法人が
令和 5年改正後の比較試験研究費の額の調整
計算の特例の適用を受ける場合の令和 5年改
正の経過措置の不適用
　経過期間内に行われた分割等に係る分割法
人等又は分割承継法人等に該当する法人のう
ち、旧令適用法人でないものが、その分割等
について令和 5年改正後の比較試験研究費の
額の調整計算の特例の適用を受けようとする
場合（旧令適用法人がその分割等について令
和 5年改正前の比較試験研究費の額の調整計
算の特例の適用を受ける場合に限ります。）
には、その適用を受けるための添付書類に記
載するその分割法人等の各事業年度の移転試
験研究費の額は、その分割等に係る旧令適用
法人がその分割等について令和 5年改正前の
比較試験研究費の額の調整計算の特例の適用

を受けるための届出書に記載するその分割法
人等の当該各事業年度の移転試験研究費の額
と同じ金額としなければならないこととされ
ています（令和 5年改正措規附則 4④）。
　この令和 5年改正の経過措置について、分
割法人等又は分割承継法人等が新法適用年度
（上記①イ参照）において比較試験研究費の
額の調整計算の特例の適用を受ける場合にお
いて、その分割等が経過措置分割等（上記①
ロ参照）であるときは、その分割等について
は、この令和 5年改正の経過措置を適用しな
いこととされました（改正措規附則13①）。
上記①及び②と同様の趣旨です。
（注 1）　経過期間とは、分割等に係る次の日の

うちいずれか早い日からその分割等に係

る次の日のうちいずれか遅い日の前日ま

での期間をいいます（令和 5 年改正措令

附則 7③）。すなわち、分割等に係る当事

者の一部のみが令和 5 年改正前の制度が

適用される法人である期間です。

イ�　分割法人等の令和 5 年 4 月 1 日以後

最初に開始する事業年度開始の日

　ただし、その分割法人等が通算グル

ープを一体として一般試験研究費の額

に係る税額控除制度又は中小企業技術

基盤強化税制の適用を受ける通算法人

である場合には、その分割法人等に係

る通算親法人の令和 5 年 4 月 1 日以後

最初に開始する事業年度終了の日に終

了するその分割法人等の事業年度開始

の日をこのイの日とすることとされて

います。

ロ�　分割承継法人等の令和 5 年 4 月 1 日

以後最初に開始する事業年度開始の日

　ただし、その分割承継法人等が通算

グループを一体として一般試験研究費

の額に係る税額控除制度又は中小企業

技術基盤強化税制の適用を受ける通算

法人である場合には、その分割承継法

人等に係る通算親法人の令和 5 年 4 月
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1 日以後最初に開始する事業年度終了

の日に終了するその分割承継法人等の

事業年度開始の日をこのロの日とする

こととされています。
（注 2）　旧令適用法人とは、分割等に係る分割

法人等又は分割承継法人等のうち、その

分割等の日が令和 5 年 4 月 1 日前に開始

した事業年度の期間内であるものをいい

ます（令和 5年改正措令附則 7②）。

二�　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却
又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で特定
事業の実施主体として認定区域計画に定められた
もの（以下「実施法人」といいます。）が、国家
戦略特別区域法附則第 1条第 1号に定める日（平
成26年 4 月 1 日）から令和 6年 3月31日までの間
に、その認定区域計画に係る国家戦略特別区域
（以下「国家戦略特別区域」といいます。）内にお
いて、その国家戦略特別区域に係るその実施法人
の事業実施計画（認定区域計画に定められた特定
事業の実施に関する計画をいいます。以下同じで
す。）に記載された機械及び装置、器具及び備品
（専ら開発研究の用に供されるものに限ります。）、
建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規
模のもの（以下「特定機械装置等」といいます。）
でその製作若しくは建設の後事業の用に供された
ことのないものの取得又はその事業実施計画に記
載された特定機械装置等の製作若しくは建設をし
て、これをその実施法人の特定事業の用に供した
場合には、その特定事業の用に供した日を含む事
業年度において、特別償却限度額（次の⑴の金額
をいいます。）の特別償却とその特定機械装置等
の取得価額に次の⑵の割合を乗じて計算した金額
の合計額（以下「税額控除限度額」といいます。）
の税額控除との選択適用ができるというものです
（措法42の10①②）。
⑴　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の金額
①　平成31年 4 月 1 日から令和 6年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特

定機械装置等（平成31年 3 月31日以前に受け
た特定事業の適切かつ確実な実施に関する確
認に係る事業実施計画に同日において記載さ
れている特定機械装置等を除きます。）��
その取得価額の45％（建物及びその附属設備
並びに構築物については、23％）相当額
②　上記①の特定機械装置等以外の特定機械装
置等��その取得価額の50％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、25％）相
当額

⑵　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の割合
①　上記⑴①の特定機械装置等��14％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
7％）

②　上記⑴②の特定機械装置等��15％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
8％）

（注 1）　特定事業とは、次の事業をいいます（国家

特区法27の 2 、 2 ②一・二、国家特区規10、

1 一・二、10の 2 ）。

⑴�　次の事業で、公証人法の特例等の規制の

特例措置の適用を受けるもの

①�　産業の国際競争力の強化又は国際的な

経済活動の拠点の形成に資するものとし

て我が国の経済社会の活力の向上及び持

続的発展に寄与することが見込まれる事

業であって次のもの（下記②のものを除

きます。）

イ�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又
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はその成果を活用した製品の開発若し

くは生産若しくは役務の開発若しくは

提供に関する事業であって次のもの

イ�　放射線療法その他高度な医療の提

供に資する医薬品又は医療機器の研

究開発又は製造に関する事業（これ

らの事業に必要な施設又は設備の整

備又は運営に関する事業を含みます。）

ロ�　高度な細胞の再生及び移植による

再生医療（以下「高度再生医療」と

いいます。）の研究開発又は高度再生

医療を行うために必要な物質の培養、

製造若しくは研究開発に関する事業

（これらの事業に必要な施設又は設備

の整備又は運営に関する事業を含み

ます。）

ハ�　手術補助その他の治療、日常生活

訓練その他医療及び介護に関する利

用に供するロボットの研究開発又は

製造に関する事業（これらの事業に

必要な施設又は設備の整備又は運営

に関する事業を含みます。）

ニ�　高度な医療の提供に係る医療関係

者の技術の向上に必要な治験その他

臨床研究に関する事業（これらの事

業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。）

ホ�　情報通信技術を利用して行われる

診療に係るシステムその他の医療に

関する情報システム（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいいま

す。）により作成又は保存される診療

の記録に関するものを含みます。）の

研究開発に関する事業（これらの事

業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。）

ヘ�　高度な医療を提供する医療施設又

は医療設備の整備又は運営に関する

事業

ロ�　我が国の経済社会の活力の向上及び

持続的発展に寄与することが見込まれ

る産業に係る国際的な事業機会の創出

その他その産業に係る国際的な規模の

事業活動の促進に資する事業であって

次のもの

イ�　国際会議等に参加する者の利用に

供する大規模な集会施設、宿泊施設、

文化施設その他の利用に供する施設

又は設備の整備、運営又はサービス

の提供に関する事業（国際会議等に

参加する者に係るものに限ります。）

ロ�　主に英語により授業を行い、かつ、

外国籍を有する生徒が過半である学

校又は各種学校の用に供される施設

（その用に供されなくなった場合には

建築基準法令の規定（建築基準法並

びにこれに基づく命令及び条例の規

定をいいます。）に適合しないことと

なるものに限ります。）の整備に関す

る事業

ハ�　外国語による医療の提供に関する

事業

ニ�　我が国において新たに事業を行う

外国会社その他の者に対するその事

業を行う施設又はその事業に係る設

備の提供及び経営管理の支援に関す

る事業

ホ�　我が国において事業を行い、又は

行おうとする外国会社、国際機関そ

の他の者並びにその従業員等及びそ

の家族が、我が国における事業活動、

日常生活又は社会生活を円滑に営む

ことができるようにするための外国

語による必要な情報の提供及び助言

その他の必要な援助を行う事業

ヘ�　外国人旅客の中長期の滞在に適し

た施設を使用させるとともに外国人

旅客の滞在に必要な役務を提供する
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事業

ハ�　付加価値の高い農林水産物若しくは

加工食品の効率的な生産若しくは輸出

の促進を図るために必要な高度な技術

の研究開発又はその技術の活用に関す

る事業（これらの事業に必要な施設又

は設備の整備又は運営に関する事業を

含みます。）

②�　産業の国際競争力の強化又は国際的な

経済活動の拠点の形成に著しく資する中

核的な事業（国家戦略特別区域内の事業

者、大学、研究機関、公共団体その他の

者の知見、技術的能力等又はその国家戦

略特別区域内に存する施設若しくは設備

を活用することにより実施が可能となる

先端的な事業であり、その事業に係る革

新的な技術の開発が国民生活の改善、新

産業の創出又は市場の開拓に寄与し、そ

の国家戦略特別区域以外の区域にも経済

的社会的効果を及ぼすものをいいます。）

であって次のもの

イ�　がん、循環器疾患、精神疾患、神経

疾患、感染症、治療方法が確立してい

ない疾病その他の疾病であって国とし

てその対策に取り組む必要性が高いも

のに係る医薬品又は先端的な技術を用

いて開発される国際競争力の高い医薬

品の研究開発又は製造に関する事業

ロ�　治療方法が確立していない疾病その

他の疾病であって国としてその対策に

取り組む必要性が高いものに係る先端

的な再生医療の研究に関する事業

ハ�　人体への影響の少ない方法により診

断又は治療を行う医療機器又は身体機

能を再生し、回復し、又は代替する医

療機器の先端的な研究開発に関する事

業

ニ�　革新的な情報サービスを活用した農

業の生産性の向上に係る研究開発に関

する事業

⑵�　産業の国際競争力の強化又は国際的な経

済活動の拠点の形成に資するものとして我

が国の経済社会の活力の向上及び持続的発

展に寄与することが見込まれる事業（上記

⑴①及び②の事業）であって指定金融機関

からその事業を行うのに必要な資金の貸付

けを受けて行われるもの（利子補給契約に

係る貸付けを受けて行われるものに限りま

す。）
（注 2）　国家戦略特別区域は、⑴宮城県仙台市の区域、

⑵秋田県仙北市の区域、⑶茨城県つくば市の

区域、⑷東京圏（千葉県千葉市及び成田市、

東京都並びに神奈川県）の区域、⑸新潟県新

潟市の区域、⑹石川県加賀市、長野県茅野市

及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域、⑺愛知

県の区域、⑻関西圏（京都府、大阪府及び兵

庫県）の区域、⑼大阪府大阪市の区域、⑽兵

庫県養父市の区域、⑾広島県及び愛媛県今治

市の区域、⑿福岡県北九州市及び福岡市の区

域並びに⒀沖縄県の区域とされています（国

家特区法 2①、国家特区を定める政令）。
（注 3）　一定の規模のものとは、次の減価償却資産

の区分に応じそれぞれ次の規模のものをいい

ます（措法42の10①、措令27の10②）。

⑴�　機械及び装置�� 1 台又は 1 基の取得価

額が2,000万円以上のもの

⑵�　器具及び備品�� 1 台又は 1 基の取得価

額が1,000万円以上のもの

⑶�　建物及びその附属設備並びに構築物��

一の建物及びその附属設備並びに構築物の

取得価額の合計額が 1億円以上のもの

　税額控除の適用を受ける場合における税額控除
限度額は、当期の調整前法人税額の20％相当額を
上限とすることとされています（措法42の10②後
段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の10①②）。

─�405�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



2 　改正の内容

⑴　対象事業の除外
　対象事業である特定事業から次の事業が除外
されました（国家特区規10）。
①　国際会議等に参加する者の利用に供する大
規模な集会施設、宿泊施設、文化施設その他
の利用に供する施設又は設備の整備、運営又
はサービスの提供に関する事業（国際会議等
に参加する者に係るものに限ります。）のう
ち、集会施設、宿泊施設又は文化施設以外の
施設又は設備の整備、運営又はサービスの提
供に関する事業（上記 1（注 1）⑴①ロイ）
②　付加価値の高い農林水産物若しくは加工食
品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図る
ために必要な高度な技術の研究開発又はその
技術の活用に関する事業（これらの事業に必
要な施設又は設備の整備又は運営に関する事
業を含みます。）（上記 1（注 1）⑴①ハ）

⑵　その他の改正
①　事業実施期間の適正化
　特定事業に関する事業実施計画に記載する
事業実施期間は特定事業を実施するために必
要な期間とされ、その末日は特定事業を実施
する期間の末日とその事業実施計画に記載す
る施設又は設備をその特定事業の用に供した
日以後 5年を経過する日とのいずれか遅い日
とすることとされました（国家特区規11①、
別記様式 1 、「国家戦略特別区域法第27条の
2に規定する課税の特例に関する事業実施計
画に係る事業実施期間の考え方及び実施状況
報告に係る特定事業の適切な実施についての
国家戦略特別区域担当大臣の確認における判
断基準について（通知）」 2．）。
②　特定事業の適切な実施に係る国家戦略特別
区域担当大臣による確認に関する判断基準の
明確化
　特定事業の適切な実施に係る国家戦略特別
区域担当大臣による国家戦略特別区域法施行

規則第11条第 2項の確認について、特定事業
を適切に実施している旨を確認する場合の判
断基準が明確化されました（国家特区規別記
様式 5 、「国家戦略特別区域法第27条の 2 に
規定する課税の特例に関する事業実施計画に
係る事業実施期間の考え方及び実施状況報告
に係る特定事業の適切な実施についての国家
戦略特別区域担当大臣の確認における判断基
準について（通知）」 3．）。
（注 1）　国家戦略特別区域担当大臣とは、国家

戦略特別区域法第 7 条第 1 項第 1 号に規

定する国家戦略特別区域担当大臣をいい

ます（国家特区規 3①）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の10①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、令和 6年 4月 1日以
後に国家戦略特別区域法施行規則第 3条第 4項の
国家戦略特別区域担当大臣の確認（以下「確認」
といいます。）を受ける事業実施計画に係る事業
について適用し、同日前に確認を受けた事業実施
計画に係る事業については、従前どおりとされて
います（総合特別区域法施行規則及び国家戦略特
別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令附則
②、「国家戦略特別区域法第27条の 2 に規定する
課税の特例に関する事業実施計画に係る事業実施
期間の考え方及び実施状況報告に係る特定事業の
適切な実施についての国家戦略特別区域担当大臣
の確認における判断基準について（通知）」 1．）。
（注）　関係法令については、下記の（参考 2）をご

参照ください。
（参考 1）　国家戦略特別区域法（平成25年法律第

107号）

（国家戦略特別区域会議）

第 7 条　国家戦略特別区域ごとに、次条第
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1 項に規定する区域計画（第 3 項第 2 号

において単に「区域計画」という。）の作

成、第11条第 1 項に規定する認定区域計

画（同号において単に「認定区域計画」

という。）の実施に係る連絡調整並びに国

家戦略特別区域における産業の国際競争

力の強化及び国際的な経済活動の拠点の

形成に関し必要な協議（第 4 項及び第 5

項において「区域計画の作成等」とい

う。）を行うため、次に掲げる者は、国家

戦略特別区域会議を組織する。

一　国家戦略特別区域担当大臣（内閣府

設置法（平成11年法律第89号）第 9 条

第 1 項に規定する特命担当大臣であっ

て、同項の規定により命を受けて同法

第 4 条第 1 項第11号に掲げる事項に関

する事務及び同条第 3 項第 3 号の 7 に

掲げる事務を掌理するものをいう。以

下同じ。）

二　省　略

2～ 8　省　略
（参考 2）　国家戦略特別区域法施行規則（平成26

年内閣府令第20号）

（事業実施計画の提出）

第 3条　省　略

2・ 3　省　略

4 　国家戦略特別区域担当大臣は、前 3 項

の規定による提出を受けたときは、事業

実施計画が国家戦略特別区域基本方針（法

第 5 条第 1 項に規定する国家戦略特別区

域基本方針をいう。）及び区域方針（法第

6 条第 1 項に規定する区域方針をいう。）

に即して、当該事業を行うことについて

の適切かつ確実な計画であるかどうかを

確認し、その結果を事業を実施しようと

する者に通知するものとする。

5　省　略

（報告書の提出時期及び手続）

第11条　法第27条の 2 に規定する課税の特

例の適用を受けようとする法人であって、

第 3 条第 4 項の規定による国家戦略特別

区域担当大臣の確認を受けた同条第 1 項

の事業実施計画（同条第 5 項において準

用する同条第 4 項の規定による変更の確

認があった場合には、その変更後のもの）

に係る特定事業（以下この条において「確

認特定事業」という。）を実施するもの

（以下この条において「事業実施主体」と

いう。）は、事業実施期間（当該確認特定

事業を実施するために必要な期間として、

別に定めるところにより当該事業実施計

画に記載された期間をいう。）中の各事業

年度終了後 1 月以内に、次に掲げる事項

を記載した別記様式第 5 による実施状況

報告書を国家戦略特別区域担当大臣に提

出するものとする。

一　前年度の確認特定事業の実施状況

二　前年度の収支決算

三　前年度の確認特定事業の用に供する

機械及び装置、器具及び備品、建物及

びその附属設備並びに構築物の取得等

に関する実績

2 　国家戦略特別区域担当大臣は、前項の

実施状況報告書に関し、確認特定事業を

適切に実施していると認めるときは、当

該実施状況報告書の提出を受けた日から

原則として 1 月以内に、事業実施主体に

対して、別記様式第 5 の 2 による当該事

業を適切に実施していると確認したこと

を証する書面及び当該確認の概要を記載

した書面を交付するものとする。

3　省　略
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三�　国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別
償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で総合
特別区域法の指定法人に該当するもの（以下「指
定法人」といいます。）が、同法の施行の日（平
成23年 8 月 1 日）から令和 6年 3月31日までの間
に、同法に規定する国際戦略総合特別区域（以下
「国際戦略総合特別区域」といいます。）内におい
て、その国際戦略総合特別区域に係るその指定法
人の認定国際戦略総合特別区域計画に適合する計
画（以下「指定法人事業実施計画」といいます。）
に記載された機械及び装置、器具及び備品（専ら
開発研究の用に供されるものに限ります。）、建物
及びその附属設備並びに構築物（以下「特定機械
装置等」といいます。）で、その製作若しくは建
設の後事業の用に供されたことのないものの取得
又はその指定法人事業実施計画に記載された特定
機械装置等の製作若しくは建設をして、これをそ
の指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合
には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含
む事業年度において、特別償却限度額（次の⑴の
金額をいいます。）の特別償却とその特定機械装
置等の取得価額に次の⑵の割合を乗じて計算した
金額の合計額の税額控除との選択適用ができると
いうものです（措法42の11①②）。
⑴　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の金額
①　平成31年 4 月 1 日から令和 6年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等（平成31年 3 月31日以前に受け
た指定に係る指定法人事業実施計画に同日に
おいて記載されている特定機械装置等を除き
ます。）��その取得価額の34％（建物及び
その附属設備並びに構築物については、17
％）相当額
②　上記①の特定機械装置等以外の特定機械装

置等��その取得価額の40％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、20％）相
当額

⑵　次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次
の割合
①　上記⑴①の特定機械装置等��10％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
5％）

②　上記⑴②の特定機械装置等��12％（建物
及びその附属設備並びに構築物については、
6％）

（注 1）　特定機械装置等は一定の規模のものに限る

こととされており、一定の規模のものとは、

次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の

規模のものをいいます（措法42の11①、措令

27の11②）。

⑴�　機械及び装置�� 1 台又は 1 基の取得価

額が2,000万円以上のもの

⑵�　器具及び備品�� 1 台又は 1 基の取得価

額が1,000万円以上のもの

⑶�　建物及びその附属設備並びに構築物��

一の建物及びその附属設備並びに構築物の

取得価額の合計額が 1億円以上のもの
（注 2）　特定国際戦略事業とは、次の事業であって

法人により行われるものをいいます（総合特

区法 2 ②二イロ、総合特区令 1 一～三、総合

特区規15二、 1①～③）。

⑴�　我が国の経済社会の活力の向上及び持続

的発展に寄与することが見込まれる産業の

国際競争力の強化に特に資する事業（下記

⑵の事業を除きます。）

　具体的には、次の事業とされています。

①�　環境への負荷の低減その他環境の保全

に資する高度な技術に関する研究開発又

はその成果を活用した製品の開発若しく

は生産若しくは役務の開発若しくは提供
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に関する事業であって次のもの

イ�　電気を動力源とする自動車、専ら可

燃性天然ガスを内燃機関の燃料として

用いる自動車その他の使用に伴い排出

される温室効果ガスによる環境への負

荷が特に少ない自動車（以下「環境配

慮型自動車」といいます。）の製造又は

研究開発に関する事業

ロ�　環境配慮型自動車に充電又はその燃

料を充填するための施設又は設備の研

究開発又は製造に関する事業

ハ�　太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マス（動植物に由来する有機物である

資源（原油、石油ガス、可燃性天然ガ

ス及び石炭を除きます。）をいいます。）

その他化石燃料以外のエネルギー源の

うち、永続的に利用することができる

と認められるものの利用に係る研究開

発又は供給に関する事業

ニ�　情報通信技術を活用して電気の供給

を自動的に調整するシステム又は機器

の研究開発に関する事業

ホ�　先進的な技術を用いたリチウムイオ

ン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電

池の研究開発又は製造に関する事業

ヘ�　発光ダイオード若しくは有機物を光

源とする電球若しくは照明器具、エネ

ルギーの消費量との対比における性能

が優れているヒートポンプその他エネ

ルギーの使用の合理化に資する機械又

は設備であって、先進的な技術を用い

たものの研究開発又は製造に関する事

業

ト�　希少金属の回収又はこれらに代替す

る物質の製造若しくは研究開発に関す

る事業

②�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又は

その成果を活用した製品の開発若しくは

生産若しくは役務の開発若しくは提供に

関する事業であって次のもの

イ�　放射線療法その他高度な医療の提供

に資する医薬品又は医療機器の研究開

発又は製造に関する事業（これらの事

業に必要な施設又は設備の整備又は運

営に関する事業を含みます。）

ロ�　神経細胞の再生及び移植による再生

医療（以下「高度再生医療」といいま

す。）の研究開発又は高度再生医療を行

うために必要な物質の培養、製造若し

くは研究開発に関する事業（これらの

事業に必要な施設又は設備の整備又は

運営に関する事業を含みます。）

ハ�　手術補助その他の治療、日常生活訓

練その他医療及び介護に関する利用に

供するロボットの研究開発又は製造に

関する事業（これらの事業に必要な施

設又は設備の整備又は運営に関する事

業を含みます。）

ニ�　高度な医療の提供に係る医療関係者

の技術の向上に必要な治験その他臨床

研究に関する事業（これらの事業に必

要な施設又は設備の整備又は運営に関

する事業を含みます。）

ホ�　情報通信技術を利用して行われる診

療に係るシステムその他の医療に関す

る情報システム（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で

作られた記録をいいます。以下同じで

す。）により作成又は保存される診療の

記録に関するものを含みます。）の研究

開発に関する事業（これらの事業に必

要な施設又は設備の整備又は運営に関

する事業を含みます。）

ヘ�　高度な医療を提供する医療施設又は

医療設備の整備又は運営に関する事業

③�　上記①及び②の事業のほか、我が国の

経済社会の活力の向上及び持続的発展に

寄与することが見込まれる産業に係る高
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度な産業技術の研究開発又はその成果を

活用した製品の開発若しくは生産若しく

は役務の開発若しくは提供に関する事業

であって次のもの

イ�　微細な炭素繊維に係る技術の研究開

発その他ナノテクノロジーの研究開発

に関する事業

ロ�　複合材料からなる航空機の機体の研

究開発又は製造に関する事業

ハ�　半導体素子、半導体集積回路の改良

に係る技術その他先進的な技術を用い

た半導体の研究開発又は製造に関する

事業

⑵�　上記⑴の事業であって地方公共団体がそ

の事業を行う法人の経済的負担を軽減する

ための措置を講ずるもの（規制の特例措置

の適用を受けて行われるもの又はこれに準

ずるものに限ります。）

　税額控除の適用を受ける場合における控除を受
ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとされています（措法42の11②
後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の11①②）。

2 　改正の内容

⑴　特別償却限度額の見直し
　令和 6年 4月 1日以後に取得又は製作若しく
は建設をした特定機械装置等の特別償却限度額
が、次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ
次のとおりとされました（措法42の11①）。
①　令和 6年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等のうち、令和 6年 3月31日以前
に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に
同日において記載されている特定機械装置等
（以下「旧指定特定機械装置等」といいま
す。）以外の特定機械装置等��その取得価
額の30％（建物及びその附属設備並びに構築

物については、15％）相当額（改正前：34％
（建物及びその附属設備並びに構築物につい
ては、17％）相当額）
（注）　旧指定特定機械装置等となるためには、

イ�　令和 6 年 3 月31日以前に受けた指定に

係る指定法人事業実施計画に、

ロ�　令和 6 年 3 月31日において記載されて

いる特定機械装置等であること

が要件となることから、新たな特定機械装

置等を追加して記載した上記イの指定法人

事業実施計画の変更の届出を令和 6 年 4 月

1 日以後に行った場合のその特定機械装置

等は、上記ロを満たさないため、上記①の

特定機械装置等となります。

②　令和 6年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした旧
指定特定機械装置等��その取得価額の34％
（建物及びその附属設備並びに構築物につい
ては、17％）相当額（改正前と同じです。）
　なお、上記の「指定」は、総合特別区域法第
26条第 1 項の規定による指定とされています
（措法42の11①）。
（注）　関係法令については、下記の（参考）をご

参照ください。

⑵　税額控除割合の見直し
　令和 6年 4月 1日以後に取得又は製作若しく
は建設をした特定機械装置等の税額控除割合が、
次の特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次の
とおりとされました（措法42の11②）。
①　令和 6年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等のうち、旧指定特定機械装置等
以外の特定機械装置等�� 8％（建物及びそ
の附属設備並びに構築物については、 4％）
（改正前：10％（建物及びその附属設備並び
に構築物については、 5％））
②　令和 6年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした旧
指定特定機械装置等��10％（建物及びその
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附属設備並びに構築物については、 5 ％）
（改正前と同じです。）

⑶　対象事業の除外
　対象事業である特定国際戦略事業から次の事
業が除外されました（総合特区規15二）。
①　手術補助その他の治療、日常生活訓練その
他医療及び介護に関する利用に供するロボッ
トの研究開発又は製造に関する事業（これら
の事業に必要な施設又は設備の整備又は運営
に関する事業を含みます。）（上記 1（注 2）
⑴②ハ）
②　情報通信技術を利用して行われる診療に係
るシステムその他の医療に関する情報システ
ム（電磁的記録により作成又は保存される診
療の記録に関するものを含みます。）の研究
開発に関する事業（これらの事業に必要な施
設又は設備の整備又は運営に関する事業を含
みます。）（上記 1（注 2）⑴②ホ）
③　高度な医療を提供する医療施設又は医療設
備の整備又は運営に関する事業（上記 1（注
2）⑴②ヘ）

（注）　上記のほか、今後、新たな事業の創出及び

産業への投資を促進するための産業競争力強

化法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律

第45号）の施行にあわせて総合特別区域法施

行規則が改正され、産業競争力強化法の産業

競争力基盤強化商品の生産に関する事業が対

象事業である特定国際戦略事業から除外され

る予定です。

⑷　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法42の11①）。

（参考）　総合特別区域法（平成23年法律第81号）

　　　　第 2款　課税の特例

第26条　認定国際戦略総合特別区域計画に

定められている第 2 条第 2 項第 2 号イ又

はロに掲げる事業を実施する法人（内閣

府令で定める要件に該当するものとして

認定地方公共団体（内閣総理大臣の認定

を受けた指定地方公共団体をいう。以下

この章において同じ。）が指定するものに

限る。以下この条において「指定法人」

という。）であって、国際戦略総合特別区

域内において当該事業の用に供する施設

又は設備を新設し、又は増設したものが、

当該新設又は増設に伴い新たに取得し、

又は製作し、若しくは建設した機械及び

装置、器具及び備品、建物及びその附属

設備並びに構築物については、租税特別

措置法（昭和32年法律第26号）で定める

ところにより、課税の特例の適用がある

ものとする。

2～ 5　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑵の改正は、法人が令和 6年 4
月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をする
特定機械装置等について適用し、法人が同日前
に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装
置等については、従前どおりとされています
（改正法附則40）。
⑵　上記 2 ⑶の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（総合特別区域法施行規則及び
国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する
内閣府令附則①）。
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四�　地域経済牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械等を
取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で地域
経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤
強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者であ
るものが、企業立地の促進等による地域における
産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を
改正する法律（平成29年法律第47号）の施行の日
（平成29年 7 月31日）から令和 7 年 3 月31日まで
の間に、その法人の行う承認地域経済牽引事業に
係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事
業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定
地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場
合において、その新設若しくは増設に係る特定事
業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用
に供されたことのないものの取得又はその新設若
しくは増設に係る特定事業用機械等の製作若しく
は建設をして、これをその承認地域経済牽引事業
の用に供したときは、その承認地域経済牽引事業
の用に供した日を含む事業年度において、その特
定事業用機械等の基準取得価額の40％又は50％
（建物及びその附属設備並びに構築物については、
20％）相当額の特別償却とその基準取得価額の 4
％又は 5％（建物及びその附属設備並びに構築物
については、 2％）相当額の税額控除との選択適
用ができるというものです（措法42の11の 2 ①
②）。なお、50％の特別償却割合又は 5 ％の税額
控除割合が適用されるのは、平成31年 4 月 1 日以
後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発
展の基盤強化に関する法律第13条第 4項又は第 7
項の規定による承認を受けた法人がその承認地域
経済牽引事業（地域の成長発展の基盤強化に著し
く資するものに限ります。）の用に供した機械及
び装置並びに器具及び備品とされています（措法
42の11の 2 ①②）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を受

ける金額は、当期の調整前法人税額の20％相当額
を上限とすることとされています（措法42の11の
2 ②後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の11の 2
①②）。
（注 1）　承認地域経済牽引事業とは、地域経済牽引

事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

に関する法律第25条に規定する承認地域経済

牽引事業をいいます（措法42の11の 2 ①）。具

体的には、承認地域経済牽引事業計画に従っ

て行われる地域経済牽引事業をいい（地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律18）、地域の成長発展の基

盤強化に特に資するものとして主務大臣が定

める基準に適合することについて主務大臣の

確認を受けたものに限ることとされています。

　地域の成長発展の基盤強化に特に資するも

のとして主務大臣が定める基準は、主務大臣

の確認を受けようとする承認地域経済牽引事

業（その承認地域経済牽引事業を共同して行

う場合にあっては、その承認地域経済牽引事

業のうち、その確認を受けようとする承認地

域経済牽引事業者が行うものとなります。以

下「対象事業」といいます。）が、次の⑴から

⑸まで（その承認地域経済牽引事業を行う者

に地方公共団体が含まれる場合にあっては、

⑷を除きます。）のいずれにも該当することと

されています（平29.8総務・財務・厚労・農

水・経産・国交・環境告 1）。なお、地域の成

長発展の基盤強化に著しく資するものである

場合の基準は、対象事業が、次の⑴から⑹ま

で（その承認地域経済牽引事業を行う者に地

方公共団体が含まれる場合にあっては、⑷を

除きます。）のいずれにも該当することとされ
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ています（平29.8総務・財務・厚労・農水・経

産・国交・環境告 1）。

⑴�　次のいずれかに該当すること。

①�　対象事業を含む承認地域経済牽引事業

（以下「承認地域経済牽引事業」といいま

す。）について、評価委員会において次の

いずれかの観点から先進的であると認め

られたこと。

イ�　労働生産性の伸び率又は投資収益率

が一定水準以上となることが見込まれ

ること。

ロ�　地域における強じんな産業基盤の整

備に特に資すると見込まれること。

②�　承認地域経済牽引事業の実施場所が、

特定非常災害の被害者の権利利益の保全

等を図るための特別措置に関する法律（以

下「特定非常災害特別措置法」といいま

す。）第 2条第 1 項の規定により特定非常

災害として指定された非常災害（以下「特

定非常災害」といいます。）に基因して事

業又は居住の用に供することができなく

なった建物又は構築物が所在していた区

域（対象事業を行う承認地域経済牽引事

業者（以下「対象事業者」といいます。）

がその特定非常災害に基因して災害対策

基本法第90条の 2 第 1 項に規定する罹
り

災

証明書又はこれに準ずる書類の交付を受

けた者である場合には、その特定非常災

害についての特定非常災害特別措置法第

7 条の政令で定める地区）内であり、か

つ、その承認地域経済牽引事業に係る地

域経済牽引事業計画の承認を受けた日（以

下「計画承認日」といいます。）が、その

特定非常災害に係る特定非常災害特別措

置法第 2 条第 1 項の特定非常災害発生日

から起算して 1年を経過していないこと。

⑵�　計画承認日以降 5 年を経過する日までの

期間を含む事業年度において見込まれるそ

の承認地域経済牽引事業に係る商品又は役

務の売上高の伸び率を百分率で表した値が、

0 を上回り、かつ、過去 5 事業年度におけ

るその商品又は役務に係る市場の規模の伸

び率の実績値を百分率で表した値を 5 以上

上回ること。

⑶�　対象事業に係る地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律第14条第 2 項に規定する承認地域経済

牽引事業計画（以下「承認地域経済牽引事

業計画」といいます。）に定められた施設又

は設備を構成する法人税法第 2 条第23号に

規定する減価償却資産（以下「減価償却資

産」といいます。）の取得予定価額の合計額

が2,000万円以上であること。

⑷�　対象事業者が取得する予定の減価償却資

産の取得予定価額が、次の①又は②の対象

事業者の区分に応じそれぞれ次の額の20％

以上の額であること。

①�　②の者以外の対象事業者��その対象

事業者の前事業年度における減価償却費

の額（事業年度の期間が 1 年未満である

場合にあっては、その減価償却費の額を

1年当たりの額に換算した額）

②�　連結会社である対象事業者��その対

象事業者の前事業年度における減価償却

費の額に、同一の連結の範囲に含まれる

他の会社の前連結会計年度における減価

償却費の額の合計額を加えて得た額（そ

の前連結会計年度の期間が 1 年未満であ

る場合にあっては、その加えて得た額を

1年当たりの額に換算した額）

⑸�　地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第25条に規

定する確認に係る申請（以下「確認申請」

といいます。）について、その確認申請に係

る対象事業者と同一の者が実施する他の承

認地域経済牽引事業計画であって、その確

認申請に係る承認地域経済牽引事業計画と

同一の都道府県知事又は主務大臣が承認し

たもの（その確認申請前に当該他の承認地

域経済牽引事業計画に係る同法第 2 条第 1
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項に規定する地域経済牽引事業が同法第25

条に基づく主務大臣の確認を受けたものに

限ります。以下「旧計画」といいます。）が

ある場合にあっては、次のいずれにも該当

すること。

①�　確認申請時に旧計画の実施期間が終了

していること。

②�　旧計画について、労働生産性の伸び率

及び投資収益率が一定水準以上であった

こと。

⑹�　計画承認日が平成31年 4 月 1 日以後であ

る場合であって、次のいずれにも該当する

こと。

①�　次のイ又はロのいずれかに該当するこ

と。

イ�　対象事業者の付加価値額増加率が 8

％以上であること。なお、付加価値額

増加率とは、前事業年度の付加価値額

（次のイからハまでの金額を合計した金

額から次のニの金額を減算した金額を

いいます。以下同じです。）から前々事

業年度の付加価値額を控除した金額の

その前々事業年度の付加価値額に対す

る割合をいいます。

イ　売上高

ロ　給与総額

ハ　租税公課

ニ�　費用総額（売上原価の額並びに販

売費及び一般管理費の額を合計した

金額をいいます。）

ロ�　計画承認日が令和 5 年 4 月 1 日以後

であって、対象事業者の平均付加価値

額（前事業年度及び前々事業年度の付

加価値額の年平均をいいます。）が50億

円以上であり、承認地域経済牽引事業

が 3 億円以上の付加価値額を創出する

と見込まれるものであること。

②�　承認地域経済牽引事業について、減価

償却資産を事業の用に供した事業年度か

ら 5 年間の労働生産性の伸び率の年平均

が 4％以上となることが見込まれること。

③�　承認地域経済牽引事業について、減価

償却資産を事業の用に供した事業年度の

翌事業年度から 5 年間の投資収益率の年

平均が 5 ％以上となることが見込まれる

こと。

④�　承認地域経済牽引事業について、評価

委員会において上記⑴①イの観点から先

進的であると認められたこと。
（注 2）　特定地域経済牽引事業施設等とは、承認地

域経済牽引事業計画に定められた施設又は設

備で、一の承認地域経済牽引事業計画に定め

られた施設又は設備を構成する法人税法施行

令第13条各号に掲げる資産の取得価額の合計

額が2,000万円以上のものをいいます（措法42

の11の 2 ①、措令27の11の 2 ①）。
（注 3）　特定事業用機械等とは、特定地域経済牽引

事業施設等を構成する機械及び装置、器具及

び備品、建物及びその附属設備並びに構築物

をいいます（措法42の11の 2 ①）。
（注 4）　基準取得価額は、特定事業用機械等に係る

一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する

機械及び装置、器具及び備品、建物及びその

附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が

80億円を超える場合には、80億円にその特定

事業用機械等の取得価額がその合計額のうち

に占める割合を乗じて計算した金額とされて

います（措法42の11の 2 ①）。

2 　改正の内容

⑴　税額控除割合の引上げ
　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る措置の対象となる承認地域経済牽引事業（す
なわち、地域の成長発展の基盤強化に著しく資
するものとして主務大臣が定める基準に適合す
ることについて主務大臣の確認を受けたもの）
が、地域の事業者に対して著しい経済的効果を
及ぼす一定のものである場合には、その対象と
なる機械及び装置並びに器具及び備品の税額控
除割合を 6％とすることとされました（措法42

─�414�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



の11の 2 ②一）。
　地域の事業者に対して著しい経済的効果を及
ぼす一定のものは、地域の事業者に対して著し
い経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣
が財務大臣と協議して定める基準に適合するこ
とについて主務大臣の確認を受けたものとされ
ています（措令27の11の 2 ③）。
（注 1）　経済産業大臣が財務大臣と協議して定め

る基準としては、次の基準が、今後、告示

によって定められる予定です。

①�　特定中堅企業者であること。

②�　「パートナーシップ構築宣言」を公表し

ていること。

③�　その承認地域経済牽引事業計画に定め

られた施設又は設備を構成する減価償却

資産の取得予定価額の合計額が10億円以

上であること。

④�　下記⑵の見直し後の上記 1（注 1）⑹

②の労働生産性の伸び率に係る要件並び

に上記 1（注 1）⑹①イ及びロ、③並び

に④の要件の全てを満たすこと。
（注 2）　特定中堅企業者とは、産業競争力強化法

第34条の 2 第 1 項に規定する特定中堅企業

者をいいます（産業競争力強化法34の 2 ①）。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考）を

ご参照ください。

⑵　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る措置の見直し
　特別償却割合又は税額控除割合の引上げに係
る措置の対象となる承認地域経済牽引事業の要
件のうち、上記 1（注 1）⑹②の労働生産性の
伸び率に係る要件について、その労働生産性の
伸び率が 5％以上（改正前： 4％以上）に引き
上げられる予定です。ただし、承認地域経済牽
引事業者が中小企業基本法の中小企業者に該当
する場合については、改正前と同様とされる予
定です。
（注）　上記 1（注 1）⑹②の労働生産性の伸び率

に係る要件は、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

25条の規定に基づく地域の成長発展の基盤強

化に特に資するものとして主務大臣が定める

基準等に関する告示において定められており、

今後、改正される予定です。
（参考）　産業競争力強化法（平成25年法律第98号）

（新たな事業の創出及び産業への投資を促進

するための産業競争力強化法等の一部を改

正する法律（令和 6 年法律第45号）第 1 条

の規定による改正後）

（独立行政法人工業所有権情報・研修館の

行う助言業務等）

第34条の 2　独立行政法人工業所有権情報・

研修館は、認定事業再編事業者等である

特定中堅企業者（中堅企業者であって、

その成長発展を図るための事業活動を行

っているものとして主務省令で定める要

件に該当するものをいう。次項並びに次

条第 1 項第 1 号及び第 2 号において同

じ。）の依頼に応じて、工業所有権の保護

及び利用に関し必要な助言を行う。

2　省　略

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 6年 4月 1日以
後に取得又は製作若しくは建設をする特定事業用
機械等について適用し、法人が同日前に取得又は
製作若しくは建設をした特定事業用機械等につい
ては、従前どおりとされています（改正法附則
41）。
　ただし、上記 2 ⑴（注 1）の経済産業大臣が財
務大臣と協議して定める基準は、新たな事業の創
出及び産業への投資を促進するための産業競争力
強化法等の一部を改正する法律（令和 6年法律第
45号。以下「産競法等改正法」といいます。）の
施行にあわせて定められる予定であることから、
その施行の日以後に適用されることとなります。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改正

法の公布の日（令和 6 年 6 月 7 日）から起算し

て 3 月を超えない範囲内において政令で定める
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日とされており（産競法等改正法附則 1）、その 政令は、今後定められます。

五�　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特
別償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で地域
再生法の一部を改正する法律（平成27年法律第49
号）の施行の日（平成27年 8 月10日）から令和 6
年 3月31日までの間に地方活力向上地域等特定業
務施設整備計画について認定を受けたものが、そ
の認定を受けた日から同日の翌日以後 3年を経過
する日までの間に、その認定をした認定都道府県
知事が作成した認定地域再生計画に記載されてい
る地方活力向上地域又は準地方活力向上地域（認
定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡
充型計画である場合には、一定の地方活力向上地
域）内において、その認定地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画に記載された特定建物等でそ
の建設の後事業の用に供されたことのないものの
取得又はその計画に記載された特定建物等の建設
をして、これをその法人の営む事業の用に供した
場合には、その事業の用に供した日を含む事業年
度において、その特定建物等の取得価額の15％
（その認定地方活力向上地域等特定業務施設整備
計画が移転型計画である場合には、25％）相当額
の特別償却と 4％（その認定地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画が移転型計画である場合に
は、 7％）相当額の税額控除との選択適用ができ
るというものです（措法42の11の 3 ①②）。
　なお、税額控除の適用を受ける場合における控
除を受ける金額は、当期の調整前法人税額の20％
相当額を上限とすることとされています（措法42
の11の 3 ②後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の11の 3
①②）。
（注 1）　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

とは、地域再生法第17条の 2 第 1 項に規定す

る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

をいいます（措法42の11の 3 ①）。
（注 2）　地方活力向上地域とは、集中地域以外の地

域であり、かつ、その地域の活力の向上を図

ることが特に必要な地域をいいます（地再法

5 ④五イ）。集中地域とは、産業及び人口の過

度の集中を防止する必要がある地域及びその

周辺の地域をいいます（地再法 5 ④五イ、地

再令 5①）。

　また、準地方活力向上地域とは、集中地域

のうち、人口の過度の集中を是正する必要が

ある地域及びその周辺の地域以外の地域であ

り、かつ、その地域の活力の向上を図ること

が特に必要な地域をいいます（地再法 5④五ロ、

地再令 5②）。
（注 3）　特定建物等は、認定地方活力向上地域等特

定業務施設整備計画に記載された特定業務施

設に該当する建物及びその附属設備並びに構

築物で、一定の規模のものとされています（措

法42の11の 3 ①）。認定地方活力向上地域等特

定業務施設整備計画とは、地域再生法第17条

の 2 第 3 項の認定を受けた地方活力向上地域

等特定業務施設整備計画をいい、同条第 4 項

の規定による変更の認定があったときは、そ

の変更後のものをいいます（措法42の11の 3

①）。一定の規模のものは、一の建物及びその

附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が

2,500万円以上のものとされています（措令27

の11の 3 ）。ただし、中小企業者（適用除外事

業者又は通算適用除外事業者に該当するもの

を除きます。）にあっては、一の建物及びその

附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が

1,000万円以上のものとされています（措令27

の11の 3 ）。
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（注 4）　特定業務施設とは、地域再生法第 5 条第 4

項第 5 号に規定する特定業務施設をいいます

（措法42の11の 3 ①）。
（注 5）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出資

金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法人以

外の法人（受託法人を除きます。）又は資本若

しくは出資を有しない法人のうち常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の法人（受託法人

及びその法人が通算親法人である場合におけ

る⑶の法人を除きます。）をいいます（措法42

の 4 ⑲七、措令 1の 2③、27の 4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人

又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

ハ�　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人

⑶�　他の通算法人のうちいずれかの法人が次

の法人に該当せず、又は受託法人に該当す

る場合における通算法人

①�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

下の法人のうち上記⑴及び⑵の法人以外

の法人

②�　資本又は出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人
（注 6）　適用除外事業者とは、その事業年度開始の

日前 3年以内に終了した各事業年度（以下「基

準年度」といいます。）の所得の金額の合計額

を各基準年度の月数の合計数で除し、これに

12を乗じて計算した金額（設立後 3 年を経過

していないこと、既に基準年度の所得に対す

る法人税の額につき欠損金の繰戻しによる還

付制度の適用があったこと、基準年度におい

て合併、分割又は現物出資が行われたこと等

の事由がある場合には、その計算した金額に

つきその事由の内容に応じ調整を加えた金額

となります。）が15億円を超える法人をいいま

す（措法42の 4 ⑲八）。
（注 7）　通算適用除外事業者とは、通算法人である

法人の各事業年度終了の日においてその通算

法人である法人との間に通算完全支配関係が

ある他の通算法人のうちいずれかの法人が適

用除外事業者に該当する場合におけるその通

算法人である法人をいいます（措法42の 4 ⑲

八の二）。

2 　改正の内容

⑴　特定建物等の対象施設の見直し
　特定建物等の範囲に、認定地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画に記載された特定業務
児童福祉施設のうち特定業務施設の新設に併せ
て整備されるものに該当する建物及びその附属
設備並びに構築物が追加されました（措法42の
11の 3 ①）。
　特定業務児童福祉施設とは、特定業務施設の
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従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施
設であって一定のものをいい、具体的には、地
方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う
事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児
童福祉施設（専らその事業に係る特定業務施設
において常時雇用する従業員の児童のために使
用されることが目的とされているものに限りま
す。）であって、次の施設のいずれかに該当す
るものとされています（地再法 5④五、地再規
8③）。
①　児童福祉法第 6条の 3第 2項に規定する放
課後児童健全育成事業を行う施設
②　児童福祉法第 6条の 3第 7項に規定する一
時預かり事業を行う施設
③　児童福祉法第 6条の 3第 9項に規定する家
庭的保育事業を行う施設（同項第 1号に規定
する家庭的保育者の居宅を除きます。）
④　児童福祉法第 6条の 3第10項に規定する小
規模保育事業を行う施設
⑤　児童福祉法第 6条の 3第12項に規定する事
業所内保育事業を行う施設（同項第 1号ハに
掲げる施設に該当するものを除きます。）
⑥　児童福祉法第 6条の 3第13項に規定する病
児保育事業を行う施設
⑦　児童福祉法第39条第 1項に規定する保育所
⑧　児童福祉法第59条の 2第 1項に規定する施
設（同項の規定による届出がされるものに限
ります。）のうち、次の施設
イ　児童福祉法第 6条の 3第 9項に規定する
業務を目的とする施設（同項第 1号に規定
する家庭的保育者の居宅を除きます。）
ロ　児童福祉法第 6条の 3第10項に規定する
業務を目的とする施設
ハ　児童福祉法第 6条の 3第12項に規定する
業務を目的とする施設（同項第 1号ハに掲
げる施設に該当するものを除きます。）
ニ　児童福祉法第39条第 1項に規定する業務
を目的とする施設

⑨　就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律第 2条第 6項

に規定する認定こども園（同条第 7項に規定
する幼保連携型認定こども園を除きます。）
⑩　上記①から⑨までの施設と併せて整備され
る授乳室その他の子育てに関する施設

（注 1）　地方活力向上地域等特定業務施設整備事

業とは、地域再生法第 5 条第 4 項第 5 号に

規定する地方活力向上地域等特定業務施設

整備事業をいいます（地再規 2①七イ）。
（注 2）　上記のほか、特定業務施設の範囲の見直

しも行われています。特定業務施設の範囲

の見直しについては、下記⑸①をご参照く

ださい。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考 1）

から（参考 4）までをご参照ください。

⑵　特定建物等の取得価額に係る要件の引上げ
　中小企業者（適用除外事業者又は通算適用除
外事業者に該当するものを除きます。）以外の
法人の適用対象となる特定建物等の取得価額に
係る要件が、3,500万円以上（改正前：2,500万
円以上）に引き上げられました（措令27の11の
3 ）。

⑶　特別償却限度額及び税額控除限度額の計算の
基礎となる取得価額の見直し
　特別償却限度額及び税額控除限度額の計算の
基礎となる特定建物等の取得価額について、そ
の特定建物等に係る一の特定業務施設（上記⑴
の特定業務児童福祉施設を含みます。）を構成
する建物及びその附属設備並びに構築物の取得
価額の合計額が80億円を超える場合には、80億
円にその特定建物等の取得価額がその合計額の
うちに占める割合を乗じて計算した金額とされ
ました（措法42の11の 3 ①②）。すなわち、特
別償却又は税額控除の対象となる特定建物等の
取得価額は、80億円が上限となります。

⑷　認定期限の延長
　制度の適用の前提となる地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画の認定期限が、令和 8年
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3 月31日まで 2年延長されました（措法42の11
の 3 ①）。

⑸　その他関係法令の改正
①　特定業務施設の範囲の見直し
　特定業務施設に、事務所であって、地方活
力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事
業者の次の部門のために使用されるものが追
加されました（地再規 8①一へチ）。
イ　商業事業部門のうち、専ら業務施設にお
いて情報通信技術の活用により対面以外の
方法による業務を行うもの
ロ　サービス事業部門のうち、次の部門の業
務の受託に関する業務を行うもの
イ　調査及び企画部門
ロ　情報処理部門
ハ　研究開発部門
ニ　国際事業部門
ホ　その他管理業務部門

（注）�　関係法令については、下記の（参考
2）をご参照ください。

②　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
の認定要件の見直し
　移転型事業を行おうとする場合の地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件
のうち、地方活力向上地域等特定業務施設整
備事業により整備される特定業務施設（以下
「対象特定業務施設」といいます。）を事業の
用に供する日の属する事業年度にその対象特
定業務施設において増加させると見込まれる
常時雇用する従業員の数に係る要件における
従業員の数が、対象特定業務施設を事業の用
に供する日から同日以後 1年を経過する日ま
での間にその対象特定業務施設において増加
させると見込まれる常時雇用する従業員の数
とされました（地再規33二）。
（注 1）　移転型事業とは、地域再生法第17条の

2 第 1 項第 1 号に掲げる事業をいいます

（地再規28①）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。
（参考 1）　地域再生法（平成17年法律第24号）

（地域再生計画の認定）

第 5条　省　略

2・ 3　省　略

4 　第 2 項第 2 号に掲げる事項には、次に

掲げる事項を記載することができる。

一～四　省　略

五　次に掲げる地域において、本店又は

主たる事務所その他の地域における就

業の機会の創出又は経済基盤の強化に

資するものとして内閣府令で定める業

務施設（工場を除く。以下「特定業務

施設」という。）を整備する事業（これ

と併せて行う事業で、特定業務施設の

従業員の寄宿舎、社宅その他の福利厚

生施設であって内閣府令で定めるもの

又は当該従業員の児童に係る保育所そ

の他の児童福祉施設であって内閣府令

で定めるもの（第17条の 6において「特

定業務児童福祉施設」という。）を整備

する事業を含む。以下「地方活力向上

地域等特定業務施設整備事業」とい

う。）に関する事項

イ　地方活力向上地域（産業及び人口

の過度の集中を防止する必要がある

地域及びその周辺の地域であって政

令で定めるもの（以下この号及び第

17条の 2 第 1 項第 1 号において「集

中地域」という。）以外の地域であり、

かつ、当該地域の活力の向上を図る

ことが特に必要な地域をいう。以下

同じ。）

ロ　準地方活力向上地域（集中地域の

うち、人口の過度の集中を是正する

必要がある地域及びその周辺の地域

であって政令で定めるもの以外の地

域であり、かつ、当該地域の活力の

向上を図ることが特に必要な地域を

いう。以下同じ。）
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六～十八　省　略

5～18　省　略

（地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画の認定等）

第17条の 2 　都道府県が作成した地域再生

計画（地方活力向上地域等特定業務施設

整備事業が記載されたものに限る。）が第

5 条第15項の認定を受けたときは、当該

認定の日以後は、地方活力向上地域等特

定業務施設整備事業であって次に掲げる

ものを実施する個人事業者又は法人は、

内閣府令で定めるところにより、当該地

方活力向上地域等特定業務施設整備事業

の実施に関する計画（以下この条におい

て「地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画」という。）を作成し、当該地方活

力向上地域等特定業務施設整備計画が適

当である旨の認定地方公共団体である都

道府県の知事（以下この条において「認

定都道府県知事」という。）の認定を申請

することができる。

一　集中地域のうち特定業務施設の集積

の程度が著しく高い地域として政令で

定めるものから特定業務施設を認定地

域再生計画に記載されている地方活力

向上地域又は準地方活力向上地域に移

転して整備する事業

二　省　略

2～ 6　省　略
（参考 2）　地域再生法施行規則（平成17年内閣府

令第53号）

（地域再生計画の記載事項）

第 2 条　法第 5 条第 3 項第 2 号の内閣府令

で定める事項は、次に掲げるものとする。

一～六　省　略

七　法第 5 条第 4 項第 5 号の事項を記載

する場合には、次に掲げる事項

イ　地方活力向上地域及び準地方活力

向上地域又はそのいずれか一の地域

の区域並びに当該地域をその区域に

含む地方公共団体その他の者が地方

活力向上地域等特定業務施設整備事

業（法第 5 条第 4 項第 5 号に規定す

る地方活力向上地域等特定業務施設

整備事業をいう。以下同じ。）を推進

するために行う事業の内容及び当該

事業を実施する者の名称

ロ　省　略

八～二十一　省　略

2～ 4　省　略

（法第 5 条第 4 項第 5 号の内閣府令で定め

る業務施設）

第 8 条　法第 5 条第 4 項第 5 号の内閣府令

で定める業務施設（以下「特定業務施設」

という。）は、次に掲げる業務施設のいず

れかに該当するものとする。

一　事務所であって、地方活力向上地域

等特定業務施設整備事業を行う事業者

の次に掲げるいずれかの部門のために

使用されるもの

イ　調査及び企画部門

ロ　情報処理部門

ハ　研究開発部門

ニ　国際事業部門

ホ　その他管理業務部門

ヘ　商業事業部門（専ら業務施設にお

いて情報通信技術の活用により対面

以外の方法による業務を行うものに

限る。）

ト　情報サービス事業部門

チ　サービス事業部門（イからホまで

に掲げる部門の業務の受託に関する

業務を行うものに限る。）

二・三　省　略

2　省　略

3 　法第 5 条第 4 項第 5 号の内閣府令で定

める児童福祉施設（第36条第 2 項におい

て「特定業務児童福祉施設」という。）は、

地方活力向上地域等特定業務施設整備事

業を行う事業者の従業員の児童に係る保
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育所その他の児童福祉施設（専ら当該事

業に係る特定業務施設において常時雇用

する従業員の児童のために使用されるこ

とが目的とされているものに限る。）であ

って、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

一　児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第 6 条の 3 第 2 項に規定する放課後児

童健全育成事業を行う施設

二　児童福祉法第 6 条の 3 第 7 項に規定

する一時預かり事業を行う施設

三　児童福祉法第 6 条の 3 第 9 項に規定

する家庭的保育事業を行う施設（同項

第 1 号に規定する家庭的保育者の居宅

を除く。）

四　児童福祉法第 6 条の 3 第10項に規定

する小規模保育事業を行う施設

五　児童福祉法第 6 条の 3 第12項に規定

する事業所内保育事業を行う施設（同

項第 1号ハに掲げる施設を除く。）

六　児童福祉法第 6 条の 3 第13項に規定

する病児保育事業を行う施設

七　児童福祉法第39条第 1 項に規定する

保育所

八　児童福祉法第59条の 2 第 1 項に規定

する施設（同項の規定による届出がさ

れるものに限る。）のうち、同法第 6 条

の 3 第 9 項に規定する業務を目的とす

るもの（同項第 1 号に規定する家庭的

保育者の居宅を除く。）、同条第10項に

規定する業務を目的とするもの若しく

は同条第12項に規定する業務を目的と

するもの（同項第 1 号ハに掲げる施設

を除く。）又は同法第39条第 1 項に規定

する業務を目的とするもの

九　就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号）第 2 条第 6 項に

規定する認定こども園（同条第 7 項に

規定する幼保連携型認定こども園を除

く。）

十　前各号に掲げる施設と併せて整備さ

れる授乳室その他の子育てに関する施

設

（地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画の認定に係る手続等）

第28条　法第17条の 2 第 1 項の規定により

認定の申請をしようとする個人事業者又

は法人のうち、同項第 1 号に掲げる事業

（以下「移転型事業」という。）を行おう

とする者は別記様式第15による申請書に、

同項第 2 号に掲げる事業（以下「拡充型

事業」という。）を行おうとする者は別記

様式第16による申請書に、次に掲げる書

類を添えて、これらを認定都道府県知事

（同項に規定する認定都道府県知事をいう。

以下同じ。）に提出しなければならない。

一～四　省　略

2～ 6　省　略

（特定業務施設において常時雇用する従業

員に関する要件）

第33条　法第17条の 2 第 3 項第 2 号の内閣

府令で定める要件は、次に掲げるものと

する。

一　認定地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画（法第17条の 2 第 6 項に規

定する認定地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画をいう。以下同じ。）の

実施期間に地方活力向上地域等特定業

務施設整備事業により整備される特定

業務施設において増加させると見込ま

れる常時雇用する従業員の数が 5 人以

上（中小企業者の場合は、 1 人以上）

であること。

二　移転型事業を行おうとする場合にあ

っては、次に掲げるいずれかの要件を

満たすこと。ただし、認定地方活力向

上地域等特定業務施設整備計画の実施

期間（以下この号において単に「実施

期間」という。）又は前号の特定業務施
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設を事業の用に供する日から同日以後

1 年を経過する日までの間に、特定集

中地域にある他の事業所において常時

雇用する従業員の数の減少が見込まれ

る場合にあっては、当該減少が見込ま

れる従業員の数（その数が定年に達し

たことにより退職する者の数と自己の

都合により退職する者の数の合計の数

を超える場合には、その超える部分の

数を控除した数）を限度として同号の

特定業務施設において新たに雇い入れ

る常時雇用する従業員を特定集中地域

にある他の事業所から当該特定業務施

設に転勤させる者とみなす。

イ　当該実施期間に前号の特定業務施

設において増加させると見込まれる

常時雇用する従業員の過半数が特定

集中地域にある他の事業所から当該

特定業務施設に転勤させる者である

こと。

ロ　前号の特定業務施設を事業の用に

供する日から同日以後 1 年を経過す

る日までの間に当該特定業務施設に

おいて増加させると見込まれる常時

雇用する従業員の過半数が特定集中

地域にある他の事業所から当該特定

業務施設に転勤させる者であって、

かつ、当該実施期間に同号の特定業

務施設において増加させると見込ま

れる常時雇用する従業員の 4 分の 1

以上が特定集中地域にある他の事業

所から当該特定業務施設に転勤させ

る者であること。
（参考 3）　児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第 6条の 3　省　略

②　この法律で、放課後児童健全育成事業

とは、小学校に就学している児童であつて、

その保護者が労働等により昼間家庭にい

ないものに、授業の終了後に児童厚生施

設等の施設を利用して適切な遊び及び生

活の場を与えて、その健全な育成を図る

事業をいう。

③～⑥　省　略

⑦　この法律で、一時預かり事業とは、次

に掲げる者について、内閣府令で定める

ところにより、主として昼間において、

保育所、認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成18年法律第77号。

以下「認定こども園法」という。）第 2 条

第 6 項に規定する認定こども園をいい、

保育所であるものを除く。第24条第 2 項

を除き、以下同じ。）その他の場所（第 2

号において「保育所等」という。）におい

て、一時的に預かり、必要な保護を行う

事業をいう。

一　家庭において保育（養護及び教育（第

39条の 2 第 1 項に規定する満 3 歳以上

の幼児に対する教育を除く。）を行うこ

とをいう。以下同じ。）を受けることが

一時的に困難となつた乳児又は幼児

二　子育てに係る保護者の負担を軽減す

るため、保育所等において一時的に預

かることが望ましいと認められる乳児

又は幼児

⑧　省　略

⑨　この法律で、家庭的保育事業とは、次

に掲げる事業をいう。

一　子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号）第19条第 2 号の内閣府令で

定める事由により家庭において必要な

保育を受けることが困難である乳児又

は幼児（以下「保育を必要とする乳児・

幼児」という。）であつて満 3 歳未満の

ものについて、家庭的保育者（市町村

長が行う研修を修了した保育士その他

の内閣府令で定める者であつて、当該

保育を必要とする乳児・幼児の保育を

行う者として市町村長が適当と認める

ものをいう。以下同じ。）の居宅その他
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の場所（当該保育を必要とする乳児・

幼児の居宅を除く。）において、家庭的

保育者による保育を行う事業（利用定

員が 5 人以下であるものに限る。次号

において同じ。）

二　満 3 歳以上の幼児に係る保育の体制

の整備の状況その他の地域の事情を勘

案して、保育が必要と認められる児童

であつて満 3 歳以上のものについて、

家庭的保育者の居宅その他の場所（当

該保育が必要と認められる児童の居宅

を除く。）において、家庭的保育者によ

る保育を行う事業

⑩　この法律で、小規模保育事業とは、次

に掲げる事業をいう。

一　保育を必要とする乳児・幼児であつ

て満 3 歳未満のものについて、当該保

育を必要とする乳児・幼児を保育する

ことを目的とする施設（利用定員が 6

人以上19人以下であるものに限る。）に

おいて、保育を行う事業

二　満 3 歳以上の幼児に係る保育の体制

の整備の状況その他の地域の事情を勘

案して、保育が必要と認められる児童

であつて満 3 歳以上のものについて、

前号に規定する施設において、保育を

行う事業

⑪　省　略

⑫　この法律で、事業所内保育事業とは、

次に掲げる事業をいう。

一　保育を必要とする乳児・幼児であつ

て満 3 歳未満のものについて、次に掲

げる施設において、保育を行う事業

イ　事業主がその雇用する労働者の監

護する乳児若しくは幼児及びその他

の乳児若しくは幼児を保育するため

に自ら設置する施設又は事業主から

委託を受けて当該事業主が雇用する

労働者の監護する乳児若しくは幼児

及びその他の乳児若しくは幼児の保

育を実施する施設

ロ　事業主団体がその構成員である事

業主の雇用する労働者の監護する乳

児若しくは幼児及びその他の乳児若

しくは幼児を保育するために自ら設

置する施設又は事業主団体から委託

を受けてその構成員である事業主の

雇用する労働者の監護する乳児若し

くは幼児及びその他の乳児若しくは

幼児の保育を実施する施設

ハ　地方公務員等共済組合法（昭和37

年法律第152号）の規定に基づく共済

組合その他の内閣府令で定める組合

（以下ハにおいて「共済組合等」とい

う。）が当該共済組合等の構成員とし

て内閣府令で定める者（以下ハにお

いて「共済組合等の構成員」とい

う。）の監護する乳児若しくは幼児及

びその他の乳児若しくは幼児を保育

するために自ら設置する施設又は共

済組合等から委託を受けて当該共済

組合等の構成員の監護する乳児若し

くは幼児及びその他の乳児若しくは

幼児の保育を実施する施設

二　満 3 歳以上の幼児に係る保育の体制

の整備の状況その他の地域の事情を勘

案して、保育が必要と認められる児童

であつて満 3 歳以上のものについて、

前号に規定する施設において、保育を

行う事業

⑬　この法律で、病児保育事業とは、保育

を必要とする乳児・幼児又は保護者の労

働若しくは疾病その他の事由により家庭

において保育を受けることが困難となつ

た小学校に就学している児童であつて、

疾病にかかつているものについて、保育所、

認定こども園、病院、診療所その他内閣

府令で定める施設において、保育を行う

事業をいう。

⑭～㉑　省　略
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第39条　保育所は、保育を必要とする乳児・

幼児を日々保護者の下から通わせて保育

を行うことを目的とする施設（利用定員

が20人以上であるものに限り、幼保連携

型認定こども園を除く。）とする。

②　省　略

第59の 2 　第 6 条の 3 第 9 項から第12項ま

でに規定する業務又は第39条第 1 項に規

定する業務を目的とする施設（少数の乳

児又は幼児を対象とするものその他の内

閣府令で定めるものを除く。）であつて第

34条の15第 2 項若しくは第35条第 4 項の

認可又は認定こども園法第17条第 1 項の

認可を受けていないもの（第58条の規定

により児童福祉施設若しくは家庭的保育

事業等の認可を取り消されたもの又は認

定こども園法第22条第 1 項の規定により

幼保連携型認定こども園の認可を取り消

されたものを含む。）については、その施

設の設置者は、その事業の開始の日（第

58条の規定により児童福祉施設若しくは

家庭的保育事業等の認可を取り消された

施設又は認定こども園法第22条第 1 項の

規定により幼保連携型認定こども園の認

可を取り消された施設にあつては、当該

認可の取消しの日）から 1 月以内に、次

に掲げる事項を都道府県知事に届け出な

ければならない。

一　施設の名称及び所在地

二　設置者の氏名及び住所又は名称及び

所在地

三　建物その他の設備の規模及び構造

四　事業を開始した年月日

五　施設の管理者の氏名及び住所

六　その他内閣府令で定める事項

②・③　省　略
（参考 4）�　就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号）

（定義）

第 2条　省　略

2～ 5　省　略

6　この法律において「認定こども園」とは、

次条第 1 項又は第 3 項の認定を受けた施

設、同条第10項の規定による公示がされ

た施設及び幼保連携型認定こども園をい

う。

7 　この法律において「幼保連携型認定こ

ども園」とは、義務教育及びその後の教

育の基礎を培うものとしての満 3 歳以上

の子どもに対する教育並びに保育を必要

とする子どもに対する保育を一体的に行

い、これらの子どもの健やかな成長が図

られるよう適当な環境を与えて、その心

身の発達を助長するとともに、保護者に

対する子育ての支援を行うことを目的と

して、この法律の定めるところにより設

置される施設をいう。

8～12　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月19日以後に
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につ
いて認定を受ける法人が取得又は建設をするそ
の認定に係る認定地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画に記載された特定建物等について
適用し、同日前に地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画について認定を受けた法人が取得
又は建設をするその認定に係る認定地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画に記載された特
定建物等については、従前どおりとされていま
す（改正法附則42②）。
⑵　上記 2 ⑵及び⑶の改正は、令和 6年 4月 1日
以後に地方活力向上地域等特定業務施設整備計
画について認定を受ける法人が取得又は建設を
するその認定に係る認定地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画に記載された特定建物等に
ついて適用し、同日前に地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画について認定を受けた法人
が取得又は建設をするその認定に係る認定地方
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活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載さ
れた特定建物等については、従前どおりとされ
ています（改正法附則42①、改正措令附則11）。

⑶　上記 2 ⑸の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（改正地再規附則）。

六�　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法
人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　地方事業所基準雇用者数に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で認
定事業者であるものが、適用年度において、次
の①の要件を満たす場合には、次の②の金額
（以下「税額控除限度額」といいます。）の税額
控除ができるというものです（措法42の12①）。
（注 1）　認定事業者とは、地域再生法の一部を改

正する法律（平成27年法律第49号）の施行

の日（平成27年 8 月10日）から令和 6 年 3

月31日までの間に地方活力向上地域等特定

業務施設整備計画について地域再生法の認

定（以下「計画の認定」といいます。）を受

けた法人をいいます（措法42の12①）。
（注 2）　地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画とは、地域再生法第17条の 2 第 1 項に規

定する地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画をいいます（措法42の12①）。
（注 3）　適用年度とは、地方活力向上地域等特定

業務施設整備計画について計画の認定を受

けた法人のその計画の認定を受けた日から

同日の翌日以後 2 年を経過する日までの期

間内の日を含む事業年度をいい、合併、分

割又は現物出資による設立以外の設立の日

を含む事業年度、合併による解散以外の解

散の日を含む事業年度及び清算中の各事業

年度を除くこととされています（措法42の

12⑥一）。

①　雇用保険法に規定する適用事業を行い、か

つ、他の法律により業務の規制及び適正化の
ための措置が講じられている事業（風俗営業
又は性風俗関連特殊営業に該当する事業）を
行っていないこと。
②　次の金額の合計額
イ　30万円に、その法人のその適用年度の地
方事業所基準雇用者数のうちその適用年度
の特定新規雇用者数に達するまでの数（以
下「特定新規雇用者基礎数」といいます。）
を乗じて計算した金額（措法42の12①二
イ）
（注 1）　地方事業所基準雇用者数とは、適用

年度開始の日から起算して 2 年前の日

からその適用年度終了の日までの間に

地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画について計画の認定を受けた法人

のその計画の認定に係る特定業務施設

（以下「適用対象特定業務施設」といい

ます。）のみをその法人の事業所とみな

した場合における基準雇用者数として

証明がされた数をいいます（措法42の

12⑥六、措令27の12③、措規20の 7 ①）。
（注 2）　特定業務施設とは、地域再生法に規

定する特定業務施設で、認定地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画に係

る計画の認定をした認定都道府県知事

が作成した認定地域再生計画に記載さ

れている地方活力向上地域又は準地方

活力向上地域（その認定地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画が拡充型

計画である場合には、一定の地方活力

向上地域）においてその認定地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画に従
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って整備されたものをいいます（措法

42の12⑥二）。

　なお、地方活力向上地域とは、集中

地域以外の地域であり、かつ、その地

域の活力の向上を図ることが特に必要

な地域をいいます（地再法 5④五イ）。

集中地域とは、産業及び人口の過度の

集中を防止する必要がある地域及びそ

の周辺の地域をいいます（地再法 5 ④

五イ、地再令 5①）。

　また、準地方活力向上地域とは、集

中地域のうち、人口の過度の集中を是

正する必要がある地域及びその周辺の

地域以外の地域であり、かつ、その地

域の活力の向上を図ることが特に必要

な地域をいいます（地再法 5 ④五ロ、

地再令 5②）。
（注 3）　基準雇用者数とは、適用年度終了の

日における雇用者の数からその適用年

度開始の日の前日における雇用者（そ

の適用年度終了の日において高年齢雇

用者に該当する者を除きます。）の数を

減算した数をいい（措法42の12⑥五）、

雇用者とは、法人の使用人のうち雇用

保険法に規定する一般被保険者に該当

するものをいい（措法42の12⑥三）、高

年齢雇用者とは、法人の使用人のうち

雇用保険法に規定する高年齢被保険者

に該当するものをいいます（措法42の

12⑥四）。
（注 4）　特定新規雇用者数とは、適用年度

（その適用年度が計画の認定を受けた日

を含む事業年度である場合には、同日

からその適用年度終了の日までの期

間）に新たに雇用された特定雇用者で

その適用年度終了の日において適用対

象特定業務施設に勤務するものの数と

して証明がされた数をいい（措法42の

12⑥八、措令27の12④、措規20の 7 ①）、

特定雇用者とは、次の要件（無期雇用

かつフルタイム）を満たす雇用者をい

います（措法42の12⑥七）。

イ�　その法人との間で労働契約法に規

定する有期労働契約以外の労働契約

を締結していること。

ロ�　短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律に

規定する短時間労働者でないこと。
（注 5）　上記の「適用年度の地方事業所基準

雇用者数」は、その地方事業所基準雇

用者数がその適用年度の基準雇用者数

を超える場合には、その基準雇用者数

とすることとされています。

　なお、この金額は、移転型特定新規雇用
者数がある場合には、20万円に、その特定
新規雇用者基礎数のうちその移転型特定新
規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算
した金額を加算した金額とすることとされ
ています（措法42の12①二イ）。
（注 6）　移転型特定新規雇用者数とは、適用

年度（その適用年度が計画の認定を受

けた日を含む事業年度である場合には、

同日からその適用年度終了の日までの

期間）に新たに雇用された特定雇用者

でその適用年度終了の日において移転

型適用対象特定業務施設に勤務するも

のの数として証明がされた数をいいま

す（措法42の12⑥九、措令27の12⑤、

措規20の 7 ②）。
（注 7）　移転型適用対象特定業務施設とは、

地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画（移転型計画に限ります。）につい

て計画の認定を受けた法人のその計画

の認定に係る適用対象特定業務施設を

いいます。

ロ　20万円に、その法人のその適用年度の地
方事業所基準雇用者数からその適用年度の
新規雇用者総数を控除した数のうちその適
用年度の特定非新規雇用者数に達するまで
の数（以下「特定非新規雇用者基礎数」と
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いいます。）を乗じて計算した金額（措法
42の12①二ロ）
（注 1）　新規雇用者総数とは、適用年度（そ

の適用年度が計画の認定を受けた日を

含む事業年度である場合には、同日か

らその適用年度終了の日までの期間）

に新たに雇用された雇用者でその適用

年度終了の日において適用対象特定業

務施設に勤務するもの（以下「新規雇

用者」といいます。）の総数として証明

がされた数をいいます（措法42の12⑥

十、措令27の12⑥、措規20の 7 ①）。
（注 2）　特定非新規雇用者数とは、適用年度

（その適用年度が計画の認定を受けた日

を含む事業年度である場合には、同日

からその適用年度終了の日までの期

間）において他の事業所から適用対象

特定業務施設に転勤した特定雇用者

（新規雇用者を除きます。）でその適用

年度終了の日においてその適用対象特

定業務施設に勤務するものの数として

証明がされた数をいいます（措法42の

12⑥十一、措令27の12⑦、措規20の 7

①）。

　なお、この金額は、適用年度の移転型地
方事業所基準雇用者数からその適用年度の
移転型新規雇用者総数を控除した数のうち
その適用年度の移転型特定非新規雇用者数
に達するまでの数（以下「移転型特定非新
規雇用者基礎数」といいます。）が 0 を超
える場合には、20万円に、その特定非新規
雇用者基礎数のうちその移転型特定非新規
雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計
算した金額を加算した金額とすることとさ
れています（措法42の12①二ロ）。
（注 3）　移転型地方事業所基準雇用者数とは、

移転型適用対象特定業務施設のみを法

人の事業所とみなした場合における基

準雇用者数として証明がされた数をい

います（措法42の12⑥十二、措令27の

12⑧、措規20の 7 ②）。
（注 4）　移転型新規雇用者総数とは、適用年

度（その適用年度が計画の認定を受け

た日を含む事業年度である場合には、

同日からその適用年度終了の日までの

期間）に新たに雇用された雇用者でそ

の適用年度終了の日において移転型適

用対象特定業務施設に勤務するものの

総数として証明がされた数をいいます

（措法42の12⑥十三、措令27の12⑨、措

規20の 7 ②）。
（注 5）　移転型特定非新規雇用者数とは、適

用年度（その適用年度が計画の認定を

受けた日を含む事業年度である場合に

は、同日からその適用年度終了の日ま

での期間）において他の事業所から移

転型適用対象特定業務施設に転勤した

特定雇用者（新規雇用者を除きます。）

でその適用年度終了の日においてその

移転型適用対象特定業務施設に勤務す

るものの数として証明がされた数をい

います（措法42の12⑥十四、措令27の

12⑩、措規20の 7 ②）。

　この措置は、その適用を受けようとする事業
年度及びその事業年度開始の日前 1年以内に開
始した各事業年度において、その適用を受けよ
うとする法人にその法人の都合により解雇され
た雇用者又は高年齢雇用者であった者（以下
「離職者」といいます。）がいないことにつき証
明がされた場合に限り、適用できることとされ
ています（措法42の12⑧、措令27の12⑫、措規
20の 7 ⑤）。
　ただし、地方活力向上地域等において特定建
物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の
特別控除制度との選択適用とされています（措
法42の12⑦）。
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の12①後段）。
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⑵　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で認
定事業者であるもののうち、上記⑴の措置の適
用を受ける又は受けたもの（地方活力向上地域
等において特定建物等を取得した場合の特別償
却又は法人税額の特別控除制度の適用を受ける
事業年度においてその適用を受けないものとし
たならば、上記⑴の措置の適用があるものを含
みます。）が、その適用を受ける事業年度以後
の各適用年度（その法人の地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画（移転型計画に限りま
す。）について計画の認定を受けた日以後に終
了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所
基準雇用者数が 0に満たない事業年度以後の事
業年度を除きます。）において、雇用保険法に
規定する適用事業を行い、かつ、他の法律によ
り業務の規制及び適正化のための措置が講じら
れている事業（風俗営業又は性風俗関連特殊営
業に該当する事業）を行っていない場合には、
その適用年度において、40万円にその法人のそ
の適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗
じて計算した金額（その計画の認定に係る特定
業務施設が準地方活力向上地域内にある場合に
は、30万円にその特定業務施設に係るその法人
のその適用年度の地方事業所特別基準雇用者数
を乗じて計算した金額となります。以下「地方
事業所特別税額控除限度額」といいます。）の
税額控除ができるというものです（措法42の12
②）。
（注）　地方事業所特別基準雇用者数とは、適用年

度開始の日から起算して 2 年前の日からその

適用年度終了の日までの間に地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画（移転型計画に限

ります。）について計画の認定を受けた法人の

その適用年度及びその適用年度前の各事業年

度のうち、その計画の認定を受けた日以後に

終了する各事業年度のその法人のその計画の

認定に係る特定業務施設のみをその法人の事

業所とみなした場合における基準雇用者数と

して証明がされた数の合計数をいいます（措

法42の12⑥十五、措令27の12⑪、措規20の 7

③）。

　この措置は、その適用を受けようとする事業
年度及びその事業年度開始の日前 1年以内に開
始した各事業年度において、その適用を受けよ
うとする法人に離職者がいないことにつき証明
がされた場合に限り、適用できることとされて
います（措法42の12⑧、措令27の12⑫、措規20
の 7 ⑤）。
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされて
おり、上記⑴の措置により調整前法人税額から
控除される金額又は地方活力向上地域等におい
て特定建物等を取得した場合の特別償却又は法
人税額の特別控除制度における税額控除により
調整前法人税額から控除される金額がある場合
には、その調整前法人税額の20％相当額からこ
れらの金額を控除した残額を上限とすることと
されています（措法42の12②後段）。

⑶　グループ通算制度
①　通算法人の上記⑴の措置における税額控除
限度額の計算
　通算法人の適用年度（その通算法人に係る
通算親法人の事業年度終了の日に終了する事
業年度に限ります。）に係る上記⑴の措置に
おける税額控除限度額は、次のとおりとされ
ています（措法42の12⑤一・二）。
イ　上記⑴②イの金額は、次の金額の合計額
とすることとされています。
イ　30万円にその適用年度の特定新規雇用
者基礎数を乗じて計算した金額に、特定
新規基準雇用者割合を乗じて計算した金
額
（注）　特定新規基準雇用者割合とは、その

適用年度及びその適用年度終了の日に

おいてその通算法人との間に通算完全

支配関係がある他の通算法人（認定事

業者であるものに限ります。）の同日に

終了する適用年度（上記⑴①の要件を
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満たす適用年度に限ります。以下「他

の適用年度」といいます。）の特定新規

雇用者基礎数の合計（以下「特定新規

雇用者基礎合計数」といいます。）のう

ちに占めるその適用年度及びその適用

年度終了の日においてその通算法人と

の間に通算完全支配関係がある他の通

算法人の同日に終了する事業年度の基

準雇用者数の合計（以下「基準雇用者

合計数」といいます。）の割合（その特

定新規雇用者基礎合計数が 0 である場

合及びその基準雇用者合計数が 0 以下

である場合には 0 とし、その割合が 1

を上回る場合には 1 とすることとされ

ています。）をいいます（措法42の12⑤

一イ）。

ロ　20万円にその適用年度の移転型特定新
規雇用者基礎数（特定新規雇用者基礎数
のうち移転型特定新規雇用者数に達する
までの数をいいます。）を乗じて計算し
た金額に、移転型特定新規基準雇用者割
合を乗じて計算した金額
（注）　移転型特定新規基準雇用者割合とは、

その適用年度及び他の適用年度の特定

新規雇用者基礎数のうち移転型特定新

規雇用者数に達するまでの数の合計の

うちに占める基準雇用者合計数の割合

（その合計が 0である場合及びその基準

雇用者合計数が 0 以下である場合には

0 とし、その割合が 1 を上回る場合に

は 1とすることとされています。）をい

います（措法42の12⑤一ロ）。

ロ　上記⑴②ロの金額は、次の金額の合計額
とすることとされています。
イ　20万円にその適用年度の特定非新規雇
用者基礎数を乗じて計算した金額に、特
定非新規基準雇用者割合を乗じて計算し
た金額
（注）　特定非新規基準雇用者割合とは、そ

の適用年度及び他の適用年度の特定非

新規雇用者基礎数の合計（以下「特定

非新規雇用者基礎合計数」といいま

す。）のうちに占める基準雇用者合計数

から特定新規雇用者基礎合計数を控除

した数の割合（その特定非新規雇用者

基礎合計数が 0である場合には 0とし、

その割合が 1 を上回る場合には 1 とす

ることとされています。）をいいます

（措法42の12⑤二イ）。

ロ　20万円にその適用年度の特定非新規雇
用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用
者基礎数（ 0を超えるものに限ります。）
に達するまでの数を乗じて計算した金額
に、移転型特定非新規基準雇用者割合を
乗じて計算した金額
（注）　移転型特定非新規基準雇用者割合と

は、その適用年度及び他の適用年度の

特定非新規雇用者基礎数のうち移転型

特定非新規雇用者基礎数に達するまで

の数の合計（以下「移転型特定非新規

雇用者基礎合計数」といいます。）のう

ちに占める基準雇用者合計数から特定

新規雇用者基礎合計数を控除した数の

割合（その移転型特定非新規雇用者基

礎合計数が 0 である場合には 0 とし、

その割合が 1 を上回る場合には 1 とす

ることとされています。）をいいます

（措法42の12⑤二ロ）。

②　通算法人の上記⑵の措置の適用
　通算法人の適用年度（その通算法人に係る
通算親法人の事業年度終了の日に終了する事
業年度に限ります。）終了の日においてその
通算法人との間に通算完全支配関係がある他
の通算法人のうちいずれかの他の通算法人の
同日に終了する事業年度がそのいずれかの他
の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画（移転型計画に限ります。）につ
いて計画の認定を受けた日以後に終了する事
業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇
用者数が 0に満たない事業年度以後の事業年
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度である場合には、その適用年度については、
上記⑵の措置は、適用しないこととされてい
ます（措法42の12⑤三）。
③　通算法人の上記⑴及び⑵の措置の適用要件
　上記⑴及び⑵の措置は、通算法人の事業年
度（その通算法人に係る通算親法人の事業年
度終了の日に終了するものに限ります。以下
「対象年度」といいます。）にあっては、その
対象年度及びその対象年度開始の日前 1年以
内に開始した各事業年度において、その通算
法人に離職者がいないことにつき証明がされ
た場合で、かつ、その対象年度終了の日にお
いてその通算法人との間に通算完全支配関係
がある他の通算法人の同日に終了する事業年
度及びその事業年度開始の日前 1年以内に開
始した各事業年度において当該他の通算法人
に離職者がいないことにつき証明がされた場
合に限り、適用できることとされています
（措法42の12⑧、措令27の12⑫⑬、措規20の
7 ⑤⑥）。

2 　改正の内容

⑴　地方事業所特別基準雇用者数の見直し
　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置（上
記 1 ⑵の措置）における地方事業所特別税額控
除限度額の計算の基礎となる地方事業所特別基
準雇用者数が、無期雇用かつフルタイムの雇用
者の数に限ることとされました。具体的には、
地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎とな
る雇用者の数について、①の数のうち②の数に
達するまでの数（改正前：①の数）とされまし
た（措法42の12⑥十六、措令27の12⑪）。
①　移転型計画について計画の認定を受けた法
人のその計画の認定に係る特定業務施設のみ
をその法人の事業所とみなした場合における
基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数
について記載された財務省令で定める書類を
確定申告書等に添付することにより証明がさ
れたその基準雇用者数
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30

号に規定する中間申告書で同法第72条第 1

項各号に掲げる事項を記載したもの及び同

法第144条の 4 第 1 項各号又は第 2項各号に

掲げる事項を記載したもの並びに同法第 2

条第31号に規定する確定申告書をいいます

（措法 2②二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間申告

書及び確定申告書をいい、確定申告書には、

その確定申告書に係る期限後申告書を含む

こととされています。

②　移転型計画について計画の認定を受けた法
人のその計画の認定に係る特定業務施設のみ
をその法人の事業所と、その法人の特定雇用
者のみをその法人の雇用者と、それぞれみな
した場合における基準雇用者数の計算の基礎
となる雇用者の数について記載された財務省
令で定める書類を確定申告書等に添付するこ
とにより証明がされたその基準雇用者数
　上記の「財務省令で定める書類」は、地方事
業所特別基準雇用者数に係る措置の適用を受け
ようとする法人の事業所の所在地を管轄する都
道府県労働局又は公共職業安定所の長がその法
人に対して交付する雇用促進計画の達成状況を
確認した旨を記載した書類で、その法人の雇用
促進計画の達成状況のうち移転型計画について
の計画の認定に係る特定業務施設に係るものが
確認できるものの写しとなります（措規20の 7
③）。改正前と同様です。
（注 1）　上記の「地方事業所特別基準雇用者数に

係る措置の適用を受けようとする法人」は、

その適用を受けようとする事業年度前の各

事業年度が通算適用年度（通算法人の適用

年度でその通算法人に係る通算親法人の事

業年度終了の日に終了するものをいいま

す。）に該当する場合におけるその各事業年

度にあっては、上記の法人に係る通算親法

人とされています（措規20の 7 ③）。
（注 2）　法人の事業所は、その法人が通算法人で

ある場合にはその法人に係る通算親法人の

事業所となり、その法人（その法人が通算
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法人である場合には、その法人に係る通算

親法人）が 2 以上の事業所を有する場合に

はその 2 以上の事業所のうち主たる事業所

となります（措規20の 7 ①）。

⑵　適用年度の見直し
　特定業務施設の新設に係る地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画における適用年度に含
まれる期間の起算日が、その特定業務施設を事
業の用に供した日（改正前：計画の認定を受け
た日）とされました。すなわち、地方活力向上
地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の
新設に係るものである場合の適用年度は、その
特定業務施設を事業の用に供した日から同日の
翌日以後 2年を経過する日までの期間内の日を
含む事業年度となります（措法42の12⑥二・三、
措令27の12⑯）。
　これに伴い、計画の認定の日を基準としてい
た次の事項について、次のとおり整備が行われ
ています。
①　地方事業所基準雇用者数及び地方事業所特
別基準雇用者数の計算の基礎となる特定業務
施設について、地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画が特定業務施設の新設に係るも
のである場合には、その特定業務施設を事業
の用に供した日がその適用年度開始の日から
起算して 2年前の日からその適用年度終了の
日までの期間内である法人のその計画の認定
に係る特定業務施設とすることとされました
（措法42の12⑥七・十六）。
②　次の事業年度について、地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新
設に係るものである場合には、その特定業務
施設を事業の用に供した日以後に終了する事
業年度とすることとされました。
イ　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置
の適用除外となる「基準雇用者数又は地方
事業所基準雇用者数が 0に満たない事業年
度」の判定の対象となる事業年度（措法42
の12②⑤三）

ロ　地方事業所特別基準雇用者数の計算の対
象となる事業年度（措法42の12⑥十六）

⑶　離職者に関する要件の見直し
　適用要件のうち離職者に関する要件について、
離職者がいないこととの要件を満たさなければ
ならない事業年度が本制度の適用を受けようと
する事業年度及びその事業年度開始の日前 2年
以内に開始した各事業年度（改正前：本制度の
適用を受けようとする事業年度及びその事業年
度開始の日前 1年以内に開始した各事業年度）
とされました（措法42の12⑧）。
　また、通算法人の対象年度終了の日において
その通算法人と通算完全支配関係がある他の通
算法人に離職者がいないこととの要件を満たさ
なければならない事業年度については、当該他
の通算法人の同日に終了する事業年度（以下
「他の事業年度」といいます。）及び当該他の事
業年度開始の日前 2年以内に開始した各事業年
度（改正前：他の事業年度及び当該他の事業年
度開始の日前 1年以内に開始した各事業年度）
とされました（措法42の12⑧）。
　これに伴い、本制度の適用を受けようとする
法人又は他の通算法人が合併等に係る合併法人
等に該当する場合における離職者に関する要件
の対象となる合併等及び被合併法人等の事業年
度の判定の基準となる日についても、本制度の
適用を受けようとする事業年度又は他の事業年
度開始の日の 2 年前の日（改正前： 1 年前の
日）とされました（措令27の12⑱⑲）。
（注）　合併等とは、合併、分割、現物出資又は現

物分配をいい、合併法人等とは、合併法人、

分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分

配法人をいい、被合併法人等とは、被合併法人、

分割法人、現物出資法人又は現物分配法人を

いいます（措令27の12⑭⑱）。

⑷　認定期限の延長
　制度の適用の前提となる地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画の認定期限が、令和 8年
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3 月31日まで 2年延長されました（措法42の12
①）。

⑸　その他関係法令等の改正
①　特定業務施設の範囲の見直し
　特定業務施設に、事務所であって、地方活
力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事
業者の次の部門のために使用されるものが追
加されました（地再規 8①一へチ）。
イ　商業事業部門のうち、専ら業務施設にお
いて情報通信技術の活用により対面以外の
方法による業務を行うもの
ロ　サービス事業部門のうち、次の部門の業
務の受託に関する業務を行うもの
イ　調査及び企画部門
ロ　情報処理部門
ハ　研究開発部門
ニ　国際事業部門
ホ　その他管理業務部門

（注 1）　地方活力向上地域等特定業務施設整備

事業とは、地域再生法第 5 条第 4 項第 5

号に規定する地方活力向上地域等特定業

務施設整備事業をいいます（地再規 2 ①

七イ）。
（注 2）　関係法令については、前述「五　地方

活力向上地域等において特定建物等を取

得した場合の特別償却又は法人税額の特

別控除制度」の「 2　改正の内容」の（参

考 2）をご参照ください。

②　地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
の認定要件の見直し
　移転型事業を行おうとする場合の地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画の認定要件

のうち、地方活力向上地域等特定業務施設整
備事業により整備される特定業務施設（以下
「対象特定業務施設」といいます。）を事業の
用に供する日の属する事業年度にその対象特
定業務施設において増加させると見込まれる
常時雇用する従業員の数に係る要件における
従業員の数が、対象特定業務施設を事業の用
に供する日から同日以後 1年を経過する日ま
での間にその対象特定業務施設において増加
させると見込まれる常時雇用する従業員の数
とされました（地再規33二）。
（注 1）　移転型事業とは、地域再生法第17条の

2 第 1 項第 1 号に掲げる事業をいいます

（地再規28①）。
（注 2）　関係法令については、前述「五　地方

活力向上地域等において特定建物等を取

得した場合の特別償却又は法人税額の特

別控除制度」の「 2　改正の内容」の（参

考 1）及び（参考 2）をご参照ください。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴から⑶までの改正は、令和 6年 4月
1日以後に地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画について計画の認定を受ける法人のその
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につ
いて適用し、同日前に地方活力向上地域等特定
業務施設整備計画について計画の認定を受けた
法人のその地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画については、従前どおりとされています
（改正法附則43、改正措令附則12）。
⑵　上記 2 ⑸の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（改正地再規附則）。

七　給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場
合に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
令和 4年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの
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間に開始する各事業年度において国内雇用者に
対して給与等を支給する場合において、その事
業年度において継続雇用者給与等支給増加割合
が 3％以上であるとき（その事業年度終了の時
において、その法人の資本金の額又は出資金の
額が10億円以上であり、かつ、その法人の常時
使用する従業員の数が1,000人以上である場合
には、給与等の支給額の引上げの方針、下請事
業者その他の取引先との適切な関係の構築の方
針その他の事項（以下「マルチステークホルダ
ー方針」といいます。）を公表している場合に
限ります。）は、その法人のその事業年度の控
除対象雇用者給与等支給増加額（その事業年度
において、地方活力向上地域等において雇用者
の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度
（措法42の12）の適用を受ける場合には、その
適用による控除を受ける金額の計算の基礎とな
った者に対する給与等の支給額として計算した
金額を控除した残額）の15％（その事業年度に
おいて次の要件を満たす場合には、それぞれ次
の割合（その事業年度において次の要件の全て
を満たす場合には、次の割合を合計した割合）
を加算した割合）相当額の税額控除ができると
いうものです（措法42の12の 5 ①）。
①　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以上
であること��10％
②　その法人のその事業年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入される教育訓練費の額か
らその比較教育訓練費の額を控除した金額の
その比較教育訓練費の額に対する割合が20％
以上であること�� 5％

（注 1）　国内雇用者とは、法人の使用人のうちそ

の法人の有する国内の事業所に勤務する雇

用者に該当するものをいいます（措法42の

12の 5 ③二）。
（注 2）　継続雇用者給与等支給増加割合とは、法

人の継続雇用者給与等支給額からその継続

雇用者比較給与等支給額を控除した金額の

その継続雇用者比較給与等支給額に対する

割合をいいます（措法42の12の 5 ①）。

（注 3）　継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用

者（法人の各事業年度（以下「適用年度」

といいます。）及びその適用年度開始の日の

前日を含む事業年度（以下「前事業年度」

といいます。）の期間内の各月分のその法人

の給与等の支給を受けた国内雇用者をいい

ます。以下同じです。）に対するその適用年

度の給与等の支給額（その給与等に充てる

ため他の者（その法人が外国法人である場

合の法人税法第138条第 1 項第 1 号に規定す

る本店等を含みます。以下同じです。）から

支払を受ける金額（雇用安定助成金額を除

きます。）がある場合には、その金額を控除

した金額。以下同じです。）をいい（措法42

の12の 5 ③四）、継続雇用者比較給与等支給

額とは、その法人の継続雇用者に対する前

事業年度の給与等の支給額をいいます（措

法42の12の 5 ③五）。
（注 4）　雇用安定助成金額とは、国又は地方公共

団体から受ける雇用保険法第62条第 1 項第

1 号に掲げる事業として支給が行われる助

成金その他これに類するものの額をいいま

す（措法42の12の 5 ③四）。
（注 5）　控除対象雇用者給与等支給増加額とは、

法人の雇用者給与等支給額からその比較雇

用者給与等支給額を控除した金額（その金

額がその法人の調整雇用者給与等支給増加

額を超える場合には、その調整雇用者給与

等支給増加額）をいいます（措法第42の12

の 5 ③六）。
（注 6）　雇用者給与等支給額とは、法人の適用年

度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れる国内雇用者に対する給与等の支給額を

いい（措法42の12の 5 ③九）、比較雇用者給

与等支給額とは、法人の前事業年度の所得

の金額の計算上損金の額に算入される国内

雇用者に対する給与等の支給額をいいます

（措法42の12の 5 ③十）。
（注 7）　調整雇用者給与等支給増加額とは、雇用

者給与等支給額（その雇用者給与等支給額
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の計算の基礎となる給与等に充てるための

雇用安定助成金額がある場合には、その雇

用安定助成金額を控除した金額）から比較

雇用者給与等支給額（その比較雇用者給与

等支給額の計算の基礎となる給与等に充て

るための雇用安定助成金額がある場合には、

その雇用安定助成金額を控除した金額）を

控除した金額をいいます（措法42の12の 5

③六）。
（注 8）　教育訓練費とは、法人がその国内雇用者

の職務に必要な技術又は知識を習得させ、

又は向上させるために支出する費用をいい

（措法42の12の 5 ③七）、比較教育訓練費の

額とは、法人の適用年度開始の日前 1 年以

内に開始した各事業年度の所得の金額の計

算上損金の額に算入される教育訓練費の額

の合計額をその 1 年以内に開始した各事業

年度の数で除して計算した金額をいいます

（措法42の12の 5 ③八）。
（注 9）　教育訓練費の額は、その教育訓練費に充

てるため他の者から支払を受ける金額があ

る場合には、その金額を控除した金額とな

ります（措法42の12の 5 ①二）。

　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の12の 5 ①後段）。
　ただし、設立事業年度、合併による解散以外
の解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業
年度は、この措置の適用を受けることはできま
せん（措法42の12の 5 ①）。

⑵　中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置
　この措置は、中小企業者等が、平成30年 4 月
1 日から令和 6年 3月31日までの間に開始する
各事業年度において国内雇用者に対して給与等
を支給する場合において、その事業年度におい
て雇用者給与等支給増加割合が1.5％以上であ
るときは、その中小企業者等のその事業年度の
控除対象雇用者給与等支給増加額（その事業年

度において、地方活力向上地域等において雇用
者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制
度（措法42の12）の適用を受ける場合には、そ
の適用による控除を受ける金額の計算の基礎と
なった者に対する給与等の支給額として計算し
た金額を控除した残額）の15％（その事業年度
において次の要件を満たす場合には、それぞれ
次の割合（その事業年度において次の要件の全
てを満たす場合には、次の割合を合計した割
合）を加算した割合）相当額（以下「中小企業
者等税額控除限度額」といいます。）の税額控
除ができるというものです（措法42の12の 5 ②）。
①　雇用者給与等支給増加割合が2.5％以上で
あること��15％

②　その中小企業者等のその事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入される教育訓練
費の額からその比較教育訓練費の額を控除し
た金額のその比較教育訓練費の額に対する割
合が10％以上であること��10％

（注 1）　中小企業者等とは、中小企業者（適用除

外事業者又は通算適用除外事業者に該当す

るものを除きます。）又は農業協同組合等で、

青色申告書を提出するものをいいます（措

法42の12の 5 ②）。
（注 2）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出

資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法

人以外の法人（受託法人を除きます。）又は

資本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

（受託法人及びその法人が通算親法人である

場合における③の法人を除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑲七、措令 1 の 2 ③、27

の 4 ⑰）。
�　　　①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上

が同一の大規模法人の所有に属している

法人
�　　　　�　なお、大規模法人とは、資本金の額若

しくは出資金の額が 1 億円を超える法人、

─�434�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



資本若しくは出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人を超え

る法人又は次の法人をいい、中小企業投

資育成株式会社を除きます。
�　　　　イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人
�　　　　　イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人
�　　　　　ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人
�　　　　　ハ�　受託法人
�　　　　ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）
�　　　②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人
�　　　③�　他の通算法人のうちいずれかの法人が

次の法人に該当せず、又は受託法人に該

当する場合における通算法人
�　　　　イ�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円

以下の法人のうち上記①及び②の法人

以外の法人
�　　　　ロ�　資本又は出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人以下

の法人
（注 3）　適用除外事業者とは、その事業年度開始

の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以

下「基準年度」といいます。）の所得の金額

の合計額を各基準年度の月数の合計数で除

し、これに12を乗じて計算した金額（設立

後 3 年を経過していないこと、既に基準年

度の所得に対する法人税の額につき欠損金

の繰戻しによる還付制度の適用があったこ

と、基準年度において合併、分割又は現物

出資が行われたこと等の事由がある場合に

は、その計算した金額につきその事由の内

容に応じ調整を加えた金額となります。）が

15億円を超える法人をいいます（措法42の

4 ⑲八）。
（注 4）　通算適用除外事業者とは、通算法人であ

る法人の各事業年度終了の日においてその

通算法人である法人との間に通算完全支配

関係がある他の通算法人のうちいずれかの

法人が適用除外事業者に該当する場合にお

けるその通算法人である法人をいいます（措

法42の 4 ⑲八の二）。
（注 5）　農業協同組合等とは、農業協同組合、農

業協同組合連合会、中小企業等協同組合、

出資組合である商工組合及び商工組合連合

会、内航海運組合、内航海運組合連合会、

出資組合である生活衛生同業組合、漁業協

同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業

協同組合、水産加工業協同組合連合会、森

林組合並びに森林組合連合会をいいます（措

法42の 4 ⑲九）。
（注 6）　雇用者給与等支給増加割合とは、中小企

業者等の雇用者給与等支給額からその比較

雇用者給与等支給額を控除した金額のその

比較雇用者給与等支給額に対する割合をい

います（措法42の12の 5 ②）。

　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法
人税額の20％相当額を上限とすることとされて
います（措法42の12の 5 ②後段）。
　ただし、上記⑴の措置の適用を受ける事業年
度、設立事業年度、合併による解散以外の解散
の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は、
この措置の適用を受けることはできません（措
法42の12の 5 ②）。

2 　改正の趣旨

　「デフレ完全脱却のための総合経済対策（令和
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5 年11月 2 日閣議決定）」において、「賃上げ促進
税制について、物価高に負けない賃上げを実現で
きるよう強化する。その際、中小企業等について、
赤字法人においても賃上げを促進するための繰越
控除制度を創設するとともに、措置の期限の在り
方等を検討する。併せて、マルチステークホルダ
ーとの適切な関係の構築に向けた方策を講じる。」
「仕事と子育ての両立や女性活躍支援を促進する
ため、賃上げ促進税制を強化する。」と述べられ
ています。こうした中で、物価高に負けない構造
的・持続的な賃上げの動きを広げるため、本制度
を強化することとされました。
　具体的には、地域の良質な雇用を支える中堅企
業の賃上げ環境を整備する観点から、新たに「中
堅企業枠」（特定法人の継続雇用者給与等支給額
が増加した場合に係る措置：下記 3 ⑵）を創設す
るとともに、これまで本制度を活用できなかった
赤字の中小企業にも賃上げを後押しする観点から、
5年間の繰越控除制度を創設するなどの強化が図
られました。また、税額控除割合の上乗せ措置に
ついて、法人の継続雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置（下記 3 ⑴）について、段階的
に 7％までの更に高い継続雇用者給与等支給増加
割合の要件の創設、人への投資の拡大のため、教
育訓練費に係る上乗せ措置の増加割合要件の緩和、
さらに、子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推
進の取組を後押しする観点から、こうした取組に
積極的な企業に対する税額控除割合の上乗せ措置
の創設といった措置が講じられました。
（参考）　今般の本制度の見直しに当たっては、「法人

税のEBPMに関する勉強会」（財務省主税局税

制第三課長主催の勉強会）における有識者か

らの助言を踏まえ、改正前の本制度の政策効

果について、令和 4 年度の申告事績に基づき、

統計的・計量的な分析が行われました。

　その結果、

・　継続雇用者給与等支給増加割合の要件に

ついて、改正前では、「 3 ％以上」及び「 4

％以上」（税額控除割合の上乗せ措置の要

件）の 2 段階を設けていたものの、ほとん

どの適用法人が上乗せ措置の要件を満たし

ていること

・　教育訓練費に係る上乗せ措置については、

本制度の適用対象となっていた法人であっ

ても、適用しているのは、大法人（資本金

1 億円超）では 3 割弱、中小法人（資本金

1 億円以下）では 1 割弱にとどまっている

こと

といった結果が認められました。

　こうした結果も踏まえ、今般の改正では、

・　継続雇用者給与等支給増加割合の要件に

ついて、新たに 7 ％までの更に高い要件を

創設するとともに、

・　教育訓練費に係る上乗せ措置について、

適用要件の緩和を行う

といった形で検証結果が反映されました。

3 　改正の内容

⑴　法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場
合に係る措置
①　税額控除割合の見直し
　税額控除割合の上乗せ措置について、本措
置の適用を受けようとする事業年度（以下
「適用事業年度」といいます。）において次の
要件を満たす場合には、原則の税額控除割合
にそれぞれ次の割合を加算した割合を税額控
除割合とし、適用事業年度において次の要件
のうち 2以上の要件を満たす場合には、原則
の税額控除割合にそれぞれの割合を合計した
割合を加算した割合を税額控除割合とする措
置に見直されるとともに、原則の税額控除割
合が10％（改正前：15％）とされました（措
法42の12の 5 ①）。これにより、税額控除割
合の最大値は、改正前と同様、35％となりま
す。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以
上であること��次の割合
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％
以上 5％未満である場合�� 5％
ロ　継続雇用者給与等支給増加割合が 5％
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以上 7％未満である場合��10％
ハ　継続雇用者給与等支給増加割合が 7％
以上である場合��15％
　すなわち、本措置の適用対象法人と想定
される法人は物価高に負けない賃上げの牽
引役として期待される法人であるため、よ
り高い賃上げへのインセンティブを強化す
る観点から、継続雇用者の給与等支給額の
3％以上の増加との改正前の要件は維持し
つつ、継続雇用者給与等支給増加割合に応
じた税額控除割合の上乗せ措置について、
更に高い継続雇用者給与等支給増加割合を
要件とする区分が創設されたものです。
ロ　次の要件の全てを満たすこと�� 5％
イ　その法人のその適用事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入される教育
訓練費の額からその比較教育訓練費の額
を控除した金額のその比較教育訓練費の
額に対する割合が10％以上であること。
ロ　その法人のその適用事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入される教育
訓練費の額のその法人の雇用者給与等支
給額に対する割合が0.05％以上であるこ
と。
　すなわち、教育訓練費に係る上乗せ措置
の適用割合が小さいことを踏まえ上記イの
割合が20％から10％に引き下げられるとと
もに、わずかな教育訓練費の増加でも上乗
せ措置の適用を受けている法人が一定数あ
ることを踏まえて上記ロの要件が追加され
ました。
ハ　その適用事業年度終了の時において次の
者のいずれかに該当すること�� 5％
イ　次世代育成支援対策推進法第15条の 3
第 1項に規定する特例認定一般事業主
ロ　女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律第13条第 1項に規定する特例
認定一般事業主
　すなわち、適用事業年度終了の時におい
て次世代育成支援対策推進法の「プラチナ

くるみん認定」又は女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律の「プラチナえ
るぼし認定」を受けている法人が、本要件
に該当します。
（注）　関係法令については、下記の（参考

1）及び（参考 2）をご参照ください。
②　適用要件の見直し等
　本措置の適用を受けるためにマルチステー
クホルダー方針を公表しなければならない者
に、適用事業年度終了の時においてその法人
の常時使用する従業員の数が2,000人を超え
る法人が追加されました（措法42の12の 5 ①）。
　すなわち、適用事業年度終了の時において
常時使用する従業員の数が2,000人を超える
法人が本措置の適用を受けるためには、その
法人が中小企業者等に該当する場合であって
も、マルチステークホルダー方針をその法人
のホームページに公表し、その公表した旨を
経済産業大臣に届け出るとともに、確定申告
書等に、その法人がマルチステークホルダー
方針を公表していることについて届出があっ
た旨を経済産業大臣が証する書類の写しを添
付する必要があります（措法42の12の 5 ①、
措令27の12の 5 ①②㉗、令 4 . 3 経産告88）。
この改正は、適切な価格転嫁の重要性も踏ま
え、中堅企業向け措置である特定法人の継続
雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措
置の追加（下記⑵）に伴って行われたもので
す。
　また、令和 5年10月 1 日からのインボイス
制度の実施に伴い、消費税の免税事業者が取
引先から不当な取扱いを受けることのないよ
う、取引環境の整備に取り組むことは重要な
課題です。上記 2で述べたとおり、「デフレ
完全脱却のための総合経済対策（令和 5年11
月 2 日閣議決定）」においても、本制度に関
し、「マルチステークホルダーとの適切な関
係の構築に向けた方策を講じる。」と述べら
れています。こうしたことを踏まえ、マルチ
ステークホルダー方針について、適切な関係
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の構築の方針を公表する対象である「下請事
業者その他の取引先」に消費税の免税事業者
が含まれることが明確化されました（令
4 . 3 厚労・経産・国交告 1 二、令 4 . 3 経産
告88様式第 1）。加えて、マルチステークホ
ルダー方針のホームページへの公表は、適用
事業年度の終了の日までに行わなければなら
ないこととされました（令 4 . 3 経産告88（ 2
②））。
（注）　関係法令については、下記の（参考 3）

及び（参考 4）をご参照ください。
③　適用期限の延長
　本措置の適用期限が、令和 9年 3月31日ま
で 3年延長されました（措法42の12の 5 ①）。
④　地方活力向上地域等において雇用者の数が
増加した場合の法人税額の特別控除制度の適
用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給
増加額の調整計算の見直し
　前述「六　地方活力向上地域等において雇
用者の数が増加した場合の法人税額の特別控
除制度」の改正に伴い、適用事業年度におい
て租税特別措置法第42条の12の規定（地方活
力向上地域等において雇用者の数が増加した
場合の法人税額の特別控除制度）の適用を受
ける場合の控除対象雇用者給与等支給増加額
の調整の方法が変更されました。
　具体的には、控除対象雇用者給与等支給増
加額から控除すべき金額が、適用事業年度に
係る雇用者給与等支給額をその適用事業年度
終了の日における雇用者の数で除して計算し
た金額に、次のイ及びロの数を合計した数
（その合計した数が地方事業所基準雇用者数
を超える場合には、その地方事業所基準雇用
者数）を乗じて計算した金額の20％相当額と
されました（措令27の12の 5 ③）。
イ　その法人が適用事業年度において租税特
別措置法第42条の12第 1 項の規定の適用を
受ける場合におけるその適用事業年度の特
定新規雇用者基礎数とその適用事業年度の
特定非新規雇用者基礎数とを合計した数

（措令27の12の 5 ③一）
ロ　その法人が適用事業年度において租税特
別措置法第42条の12第 2 項の規定の適用を
受ける場合におけるその適用事業年度の同
条第 6項第16号イの数のうち同号ロの数に
達するまでの数から、その法人がその適用
事業年度において同条第 1項の規定の適用
を受ける場合におけるその適用事業年度の
次の数を合計した数を控除した数（措令27
の12の 5 ③二）
イ　特定新規雇用者基礎数のうち移転型特
定新規雇用者数に達するまでの数
ロ　特定非新規雇用者基礎数のうち移転型
特定非新規雇用者基礎数に達するまでの
数

（注 1）　地方事業所基準雇用者数は、その適用

事業年度の基準雇用者数を上限とします。
（注 2）　雇用者、地方事業所基準雇用者数、特

定新規雇用者基礎数、特定非新規雇用者

基礎数、移転型特定新規雇用者数、移転

型特定非新規雇用者基礎数及び基準雇用

者数については、前述「六　地方活力向

上地域等において雇用者の数が増加した

場合の法人税額の特別控除制度」の 1 ⑴

②イ、1 ⑴②イ（注 1）、（注 3）、（注 6）

及び 1 ⑴②ロをご参照ください。
（注 3）　租税特別措置法第42条の12第 6 項第16

号イの数及び同号ロの数は、それぞれ前

述「六　地方活力向上地域等において雇

用者の数が増加した場合の法人税額の特

別控除制度」の 2 ⑴①及び②の数です。

⑤　雇用者給与等支給額等の見直し
　次の額の算定に際し、給与等に充てるため
他の者から支払を受ける金額のうち役務の提
供の対価として支払を受ける金額は、給与等
の支給額から控除しないこととされました
（措法42の12の 5 ⑤四）。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合に関する
要件の判定における継続雇用者給与等支給
額及び継続雇用者比較給与等支給額
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ロ　控除対象雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額
ハ　控除対象雇用者給与等支給増加額の上限
となる調整雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額
　すなわち、給与等の支給額から役務の提供
の対価として支払を受ける金額を控除しない
で計算することとなります。
　令和 6年度税制改正前の「給与等に充てる
ため他の者から支払を受ける金額」には、診
療報酬における処遇改善加算などの、その給
付の目的が給与等の支給額に係る負担を軽減
させる目的であることが明らかである一方で、
こうした目的とともに「役務の提供の対価」
としての性質を有するもの（報酬上の加算措
置）が含まれるかどうか法令上は明確ではあ
りませんでした。
　令和 6年度診療報酬・介護報酬・障害福祉
サービス等報酬改定に向けた議論が進められ
る中、「令和 6 年度診療報酬改定の基本方
針」（令和 5 年12月11日）において「医療従
事者の賃上げに向けた取組の推進」が明記さ
れるなど、令和 6年度報酬改定において、賃
上げに資する措置を講ずることの重要性が強
調されました。
　このような方針の下、本制度における令和
6年度診療報酬・介護報酬・障害福祉サービ
ス等報酬改定を受けた報酬上の加算措置の取
扱いについて検討が行われる中で、給与等の
支給額から控除する「給与等に充てるため他
の者から支払を受ける金額」について、報酬
上の加算措置を含め幅広く役務の提供の対価
としての性質のあるものを除くこととされま
した。

⑵　特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置の追加
①　措置の概要

　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
令和 6年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで
の間に開始する各事業年度において国内雇用
者に対して給与等を支給する場合で、かつ、
その事業年度終了の時において特定法人に該
当する場合において、その事業年度において
継続雇用者給与等支給増加割合が 3％以上で
あるときは、その法人のその事業年度の控除
対象雇用者給与等支給増加額（その事業年度
において、地方活力向上地域等において雇用
者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
制度（措法42の12）の適用を受ける場合には、
その適用による控除を受ける金額の計算の基
礎となった者に対する給与等の支給額として
計算した金額を控除した残額）の10％（その
事業年度において次の要件を満たす場合には、
それぞれ次の割合（その事業年度において次
の要件のうち 2以上の要件を満たす場合には、
それぞれの割合を合計した割合）を加算した
割合）相当額（以下「特定税額控除限度額」
といいます。）の税額控除ができるというも
のです。なお、控除を受ける金額は、当期の
調整前法人税額の20％相当額を上限とするこ
ととされています。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％以
上であること��15％
ロ　次の要件の全てを満たすこと�� 5％
イ　その法人のその事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入される教育訓練
費の額からその比較教育訓練費の額を控
除した金額のその比較教育訓練費の額に
対する割合が10％以上であること。
ロ　その法人のその事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入される教育訓練
費の額のその法人の雇用者給与等支給額
に対する割合が0.05％以上であること。

ハ　次の要件のいずれかを満たすこと�� 5％
イ　その事業年度終了の時において次世代
育成支援対策推進法に規定する特例認定
一般事業主に該当すること。
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ロ　その事業年度において女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律の認定
を受けたこと（同法の女性労働者に対す
る職業生活に関する機会の提供及び雇用
環境の整備の状況が特に良好な場合に限
ります。）。
ハ　その事業年度終了の時において女性の
職業生活における活躍の推進に関する法
律に規定する特例認定一般事業主に該当
すること。

　ただし、事業年度終了の時において、法人
の資本金の額又は出資金の額が10億円以上で
あり、かつ、その法人の常時使用する従業員
の数が1,000人以上である場合には、マルチ
ステークホルダー方針を公表している場合と
して一定の場合に該当する場合に限り、本措
置の適用を受けることができることとされて
います。
②　適用対象法人
　この措置の適用対象となる法人は、青色申
告書を提出する法人とされています（措法42
の12の 5 ②）。なお、下記④ロで述べるとお
り、常時使用する従業員の数に係る要件があ
ります。
（注）　中堅企業向けの措置ですが、中小企業者

等であっても、この措置の適用ができます。

③　適用事業年度
　この措置は、令和 6年 4月 1日から令和 9
年 3月31日までの間に開始する各事業年度に
おいて適用できることとされています（措法
42の12の 5 ②）。ただし、次の事業年度は、
除外されています（措法42の12の 5 ②）。
イ　上記⑴の措置の適用を受ける事業年度
ロ　設立事業年度
　法人の設立の日を含む事業年度をいいま
す。なお、次の法人にあっては、それぞれ
次の事業年度とされています（措法42の12
の 5 ⑤一）。
イ　法人税法第 2条第 4号に規定する外国
法人��恒久的施設を有することとなっ

た日を含む事業年度
ロ　新たに収益事業を開始した公益法人等
又は人格のない社団等��その開始した
日を含む事業年度
ハ　公共法人に該当していた収益事業を行
う公益法人等��その公益法人等に該当
することとなった日を含む事業年度
ニ　公共法人又は収益事業を行っていない
公益法人等に該当していた普通法人又は
協同組合等��その普通法人又は協同組
合等に該当することとなった日を含む事
業年度

ハ　解散（合併による解散を除きます。）の
日を含む事業年度
ニ　清算中の各事業年度
（注）　上記のほか、この措置の適用を受ける事

業年度については、上記 1 ⑵の措置の適用

を受けることができないこととされていま

す（措法42の12の 5 ③）。

④　適用要件
　この措置は、適用対象法人が、適用事業年
度において、次のイからハまでの全ての要件
を満たす場合に適用できることとされていま
す（措法42の12の 5 ②）。ただし、適用事業
年度終了の時において、適用対象法人の資本
金の額又は出資金の額が10億円以上であり、
かつ、適用対象法人の常時使用する従業員の
数が1,000人以上である場合には、次のイか
らハまでの要件に加え、次のニの要件も満た
す必要があります。
イ　国内雇用者に対して給与等を支給するこ
と。
　国内雇用者は、具体的には、法人の国内
に所在する事業所につき作成された労働基
準法に規定する賃金台帳に記載された者と
されています（措法42の12の 5 ⑤二、措令
27の12の 5 ⑤⑥）。役員及びその親族等並
びに使用人兼務役員が除かれること、日々
雇い入れられる者が含まれること等、上記
1 ⑴及び⑵の措置における国内雇用者と同

─�440�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



様です。
　また、給与等とは、所得税法第28条第 1
項に規定する給与等、すなわち、俸給、給
料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性
質を有する給与をいいます（措法42の12の
5 ⑤三）。

ロ　適用事業年度終了の時において特定法人
に該当すること。
　特定法人は、具体的には、常時使用する
従業員の数が2,000人以下の法人をいいま
す（措法42の12の 5 ⑤十）。
　なお、適用対象法人及びその適用対象法
人との間にその適用対象法人による法人税
法第 2条第12号の 7の 5に規定する支配関
係がある他の法人の常時使用する従業員の
数の合計数が 1万人を超える法人は、除外
されています（措法42の12の 5 ⑤十）。
（注）　適用対象法人による支配関係とされて

いることから、適用対象法人が被支配法

人に該当する場合における支配法人（親

法人）やその支配法人との間に支配関係

がある法人相互の関係がある法人（兄弟

会社）については、合算の対象にはなり

ません。

ハ　継続雇用者給与等支給増加割合が 3％以
上であること。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合
　継続雇用者給与等支給増加割合とは、
その適用対象法人の継続雇用者給与等支
給額からその継続雇用者比較給与等支給
額を控除した金額のその継続雇用者比較
給与等支給額に対する割合をいいます
（措法42の12の 5 ②）。
ロ　継続雇用者に該当し得る国内雇用者
　継続雇用者に該当し得る国内雇用者は、
一般被保険者に該当する者に限るものと
されています。また、適用対象法人の就
業規則において継続雇用制度を導入して
いる旨の記載があり、かつ、次の書類の
いずれかにその者がその継続雇用制度に

基づき雇用されている者である旨の記載
がある場合のその者を除くこととされて
います（措法42の12の 5 ⑤四、措令27の
12の 5 ⑦、措規20の10④）。上記 1 ⑴の
措置と同様です。
Ａ　雇用契約書その他これに類する雇用
関係を証する書類
Ｂ　その適用対象法人の国内に所在する
事業所につき作成された労働基準法に
規定する賃金台帳

（注）　一般被保険者とは、雇用保険法第60

条の 2 第 1 項第 1 号に規定する一般被

保険者をいい、継続雇用制度とは、高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第 9 条第 1 項第 2 号に規定する継続雇

用制度をいいます（措令27の12の 5 ⑦）。

ハ　継続雇用者
　継続雇用者とは、次の場合の区分に応
じそれぞれ次のとおりとされています
（措令27の12の 5 ⑦）。上記 1 ⑴の措置と
同様です。
Ａ　適用事業年度の月数と前事業年度の
月数とが同じ場合
　上記ロの国内雇用者のうちその適用
対象法人の国内雇用者として適用事業
年度及び前事業年度の期間内の各月分
のその適用対象法人の給与等の支給を
受けた者が継続雇用者となります（措
令27の12の 5 ⑦一）。
（注 1）　前事業年度とは、適用事業年度

開始の日の前日を含む事業年度を

いいます（措令27の12の 5 ⑦一）。
（注 2）　適用事業年度開始の日の前日を

含む事業年度が外国法人である人

格のない社団等の新たに収益事業

を開始した日を含む事業年度であ

る場合には、その開始した日から

その事業年度終了の日までの期間

のみが上記（注 1）の前事業年度

となります。
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Ｂ　前事業年度の月数が適用事業年度の
月数に満たない場合
　上記ロの国内雇用者のうちその適用
対象法人の国内雇用者として適用事業
年度の期間及び前 1年事業年度特定期
間内の各月分のその適用対象法人の給
与等の支給を受けた者が継続雇用者と
なります（措令27の12の 5 ⑦二イ）。
（注 1）　前 1 年事業年度特定期間とは、

適用事業年度開始の日前 1 年以内

に終了した各事業年度の期間をい

います（措令27の12の 5 ⑦二イ）。

ただし、適用事業年度開始の日前

1 年以内に終了した各事業年度の

うち、適用事業年度開始の日から

起算して 1 年前の日を含む事業年

度にあっては、適用事業年度開始

の日から起算して 1 年前の日から

その事業年度終了の日までの期間

のみが前 1 年事業年度特定期間に

含まれます。
（注 2）　上記（注 1）の適用事業年度開

始の日前 1 年以内に終了した各事

業年度は、次の法人にあっては、

それぞれ次の事業年度に限ること

とされています（措令27の12の 5

⑦二イ）。

　A�　法人税法第 2 条第 4 号に規定

する外国法人��恒久的施設を

有することとなった日以後に終

了した事業年度

　B�　新たに収益事業を開始した公

益法人等又は人格のない社団等

��その開始した日を含む事業

年度

　C�　公共法人に該当していた収益

事業を行う公益法人等��その

公益法人等に該当することとな

った日を含む事業年度

　D�　公共法人又は収益事業を行っ

ていない公益法人等に該当して

いた普通法人又は協同組合等

��その普通法人又は協同組合

等に該当することとなった日を

含む事業年度

　�　また、外国法人である人格のな

い社団等の新たに収益事業を開始

した日を含む事業年度については、

適用事業年度開始の日から起算し

て 1 年前の日とその収益事業を開

始した日とのうちいずれか遅い日

からその事業年度終了の日までの

期間のみが前 1 年事業年度特定期

間に含まれます。
（注 3）　適用事業年度が 1 年に満たない

場合には、上記（注 1）及び（注

2）において、「 1 年」は、「適用

事業年度の期間」となります。

Ｃ　前事業年度の月数が適用事業年度の
月数を超える場合
　上記ロの国内雇用者のうちその適用
対象法人の国内雇用者として適用事業
年度の期間及び前事業年度特定期間内
の各月分のその適用対象法人の給与等
の支給を受けた者が継続雇用者となり
ます（措令27の12の 5 ⑦二ロ）。
（注）　前事業年度特定期間とは、前事業

年度の期間のうち適用事業年度の期

間に相当する期間で前事業年度終了

の日に終了する期間をいいます（措

令27の12の 5 ⑦二ロ）。したがって、

前事業年度が12か月で適用事業年度

が 6 か月の場合には、前事業年度の

うち最後の 6 か月間が前事業年度特

定期間となります。

ニ　継続雇用者給与等支給額
　継続雇用者給与等支給額とは、雇用者
給与等支給額のうち継続雇用者に係る金
額とされています（措法42の12の 5 ⑤四、
措令27の12の 5 ⑧）。上記 1 ⑴の措置
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（上記⑴⑤の改正後）と同様です。
ホ　継続雇用者比較給与等支給額
　継続雇用者比較給与等支給額とは、次
の場合の区分に応じそれぞれ次のとおり
とされています（措法42の12の 5 ⑤五、
措令27の12の 5 ⑨）。上記 1 ⑴の措置
（上記⑴⑤の改正後）と同様です。
Ａ　上記ハＡの場合
　上記ハＡの適用対象法人の前事業年
度に係る給与等支給額のうち継続雇用
者に係る金額が、継続雇用者比較給与
等支給額となります（措令27の12の 5
⑨一）。
　給与等支給額とは、適用対象法人の
事業年度の所得の金額の計算上損金の
額に算入される国内雇用者に対する給
与等の支給額をいいます。この給与等
の支給額からは、その給与等に充てる
ため他の者から支払を受ける金額があ
る場合には、その金額を控除すること
とされています（措法42の12の 5 ⑤
四）。ただし、その給与等に充てるた
め他の者から支払を受ける金額のうち
雇用安定助成金額及び役務の提供の対
価として支払を受ける金額は、給与等
の支給額から控除しないこととされて
います（措法42の12の 5 ⑤四）。
（注 1）　他の者には、その適用対象法人

が外国法人である場合の法人税法

第138条第 1 項第 1 号に規定する

本店等を含むこととされています

（措法42の12の 5 ①二イ）。
（注 2）　雇用安定助成金額とは、国又は

地方公共団体から受ける雇用保険

法第62条第 1 項第 1 号に掲げる事

業として支給が行われる助成金そ

の他これに類するものの額をいい

ます（措法42の12の 5 ⑤四）。

Ｂ　上記ハＢの場合
　上記ハＢの適用対象法人の適用事業

年度開始の日前 1年以内に終了した各
事業年度に係る給与等支給額のうち継
続雇用者に係る金額（前 1年事業年度
特定期間に対応する金額に限ります。）
の合計額に適用事業年度の月数を乗じ
てこれを前 1年事業年度特定期間の月
数の合計数で除して計算した金額が、
継続雇用者比較給与等支給額となりま
す（措令27の12の 5 ⑨二）。
Ｃ　上記ハＣの場合
　上記ハＣの適用対象法人の前事業年
度に係る給与等支給額のうち継続雇用
者に係る金額（前事業年度特定期間に
対応する金額に限ります。）が、継続
雇用者比較給与等支給額となります
（措令27の12の 5 ⑨三）。

ヘ　継続雇用者比較給与等支給額が 0であ
る場合
　継続雇用者比較給与等支給額が 0であ
る場合には、継続雇用者給与等支給増加
割合が 3％以上であるときに該当しない
ものとされています（措令27の12の 5
㉓）。したがって、本措置の適用を受け
ることができません。

ニ　期末において資本金の額又は出資金の額
が10億円以上であり、かつ、常時使用する
従業員の数が1,000人以上である場合の追
加要件
　適用事業年度終了の時において、適用対
象法人の資本金の額又は出資金の額が10億
円以上であり、かつ、適用対象法人の常時
使用する従業員の数が1,000人以上である
場合には、給与等の支給額の引上げの方針、
下請事業者その他の取引先との適切な関係
の構築の方針その他の事業上の関係者との
関係の構築の方針に関する事項として厚生
労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
が告示で定める事項（マルチステークホル
ダー方針）を、適用対象法人のホームペー
ジに公表し、その公表した旨を経済産業大
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臣に届け出て、確定申告書等に、適用対象
法人がその告示で定める事項を公表してい
ることについて届出があった旨を経済産業
大臣が証する書類の写しの添付がある場合
に限り、本措置の適用を受けることができ
ることとされています（措法42の12の 5 ②、
措令27の12の 5 ①②㉗、令 4 . 3 経産告88）。
上記 1 ⑴の措置（上記⑴②の改正後）と同
様です。
　上記の「告示で定める事項」は、次のと
おりです（令 4 . 3 厚労・経産・国交告 1）。
イ　給与等の支給額の引上げ及び教育訓練
等の実施の方針
ロ　下請事業者その他の取引先（消費税法
第 9条第 1項本文の規定により消費税を
納める義務が免除される事業者を含みま
す。）との適切な関係の構築の方針
ハ　イ及びロの事項のほか、その他の事業
上の関係者との関係の構築の方針を定め
ているときは、その内容

（注 1）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条

第30号に規定する中間申告書で同法第

72条第 1 項各号に掲げる事項を記載し

たもの及び同法第144条の 4 第 1 項各号

又は第 2 項各号に掲げる事項を記載し

たもの並びに同法第 2 条第31号に規定

する確定申告書をいいます（措法 2 ②

二十八）。

　�　すなわち、仮決算をした場合の中間

申告書及び確定申告書をいい、確定申

告書には、その確定申告書に係る期限

後申告書を含むこととされています。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考

3）及び（参考 4）をご参照ください。
⑤　特定税額控除限度額の計算
　特定税額控除限度額は、控除対象雇用者給
与等支給増加額の10％に相当する金額とされ
ています（措法42の12の 5 ②）。
　なお、この特定税額控除限度額が適用対象
法人の適用事業年度の調整前法人税額の20％

相当額を超える場合には、控除を受ける金額
は、その調整前法人税額の20％相当額を上限
とすることとされています（措法42の12の 5
②後段）。
イ　税額控除割合の上乗せ
　税額控除割合は、適用事業年度において
次の要件を満たす場合には、10％にそれぞ
れ次の割合を加算した割合とし、適用事業
年度において次の要件のうち 2以上の要件
を満たす場合には、10％にそれぞれの割合
を合計した割合を加算した割合（最大で35
％）とすることとされています（措法42の
12の 5 ②）。
イ　継続雇用者給与等支給増加割合が 4％
以上であること��15％
ロ　次の要件の全てを満たすこと�� 5％
Ａ　その適用対象法人の適用事業年度の
所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れる教育訓練費の額からその比較教育
訓練費の額を控除した金額のその比較
教育訓練費の額に対する割合が10％以
上であること。
Ｂ　その適用対象法人の適用事業年度の
所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れる教育訓練費の額のその適用対象法
人の雇用者給与等支給額に対する割合
が0.05％以上であること。

ハ　次の要件のいずれかを満たすこと��
5％
Ａ　適用事業年度終了の時において次世
代育成支援対策推進法第15条の 3第 1
項に規定する特例認定一般事業主に該
当すること。
　すなわち、適用事業年度終了の時に
おいて次世代育成支援対策推進法の
「プラチナくるみん認定」を受けてい
る適用対象法人が、本要件に該当しま
す。
Ｂ　適用事業年度において女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律第
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9 条の認定を受けたこと（同法第 4条
の女性労働者に対する職業生活に関す
る機会の提供及び同条の雇用環境の整
備の状況が特に良好な場合として財務
省令で定める場合に限ります。）。
　この「財務省令で定める場合」は、
その認定が女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律に基づく一般事
業主行動計画等に関する省令第 8条第
1項第 3号に規定する事業主の類型に
係るものである場合（適用事業年度終
了の日までに女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律第11条の規定
によりその認定が取り消された場合を
除きます。）とされています（措規20
の10①）。
　すなわち、適用対象法人が、適用事
業年度において女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律における
「えるぼし認定（ 3段階目）」を受けた
場合に、その適用事業年度において、
本要件に該当することとなります。た
だし、その適用事業年度終了の日まで
にその認定を取り消された場合には、
本要件には該当しないこととなります。
下記Ｃと異なり、本要件に該当するの
は、認定を受けた事業年度のみとなり
ます。
Ｃ　適用事業年度終了の時において女性
の職業生活における活躍の推進に関す
る法律第13条第 1項に規定する特例認
定一般事業主に該当すること。
　すなわち、適用事業年度終了の時に
おいて女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律の「プラチナえるぼ
し認定」を受けている適用対象法人が、
本要件に該当します。

（注）　関係法令については、下記の（参考

1）、（参考 2）及び（参考 5）をご参

照ください。

ロ　調整前法人税額
　調整前法人税額は、次の規定を適用しな
いで計算した場合の法人税の額をいい、附
帯税の額を除くこととされています（措法
42の 4 ⑲二、震災税特法17の 2 ⑭、17の 2
の 2 ⑨、17の 2 の 3 ⑨、17の 3 ⑥、17の 3
の 2 ⑥、17の 3 の 3 ⑤、措令27の 4 ⑨）。
（注）　附帯税の額とは、国税通則法第 2 条第

4 号に規定する附帯税の額をいいます

（措法42の 4 ⑲二）。

イ　租税特別措置法第42条の 4（試験研究
を行った場合の法人税額の特別控除）
ロ　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び
第 3項（中小企業者等が機械等を取得し
た場合の法人税額の特別控除等）
ハ　租税特別措置法第42条の 9（沖縄の特
定地域において工業用機械等を取得した
場合の法人税額の特別控除等）
ニ　租税特別措置法第42条の10第 2 項（国
家戦略特別区域において機械等を取得し
た場合の法人税額の特別控除）
ホ　租税特別措置法第42条の11第 2 項（国
際戦略総合特別区域において機械等を取
得した場合の法人税額の特別控除）
ヘ　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項
（地域経済牽

けん

引事業の促進区域内におい
て特定事業用機械等を取得した場合の法
人税額の特別控除）
ト　租税特別措置法第42条の11の 3 第 2 項
（地方活力向上地域等において特定建物
等を取得した場合の法人税額の特別控
除）
チ　租税特別措置法第42条の12（地方活力
向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の法人税額の特別控除）
リ　租税特別措置法第42条の12の 2 （認定
地方公共団体の寄附活用事業に関連する
寄附をした場合の法人税額の特別控除）
ヌ　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項
及び第 3項（中小企業者等が特定経営力
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向上設備等を取得した場合の法人税額の
特別控除等）
ル　租税特別措置法第42条の12の 5 （給与
等の支給額が増加した場合の法人税額の
特別控除等）
ヲ　租税特別措置法第42条の12の 6 第 2 項
（認定特定高度情報通信技術活用設備を
取得した場合の法人税額の特別控除）
ワ　租税特別措置法第42条の12の 7 第 4 項
から第 8項まで、第10項及び第11項（事
業適応設備を取得した場合等の法人税額
の特別控除等）
カ　租税特別措置法第42条の14第 1 項（通
算法人の仮装経理に基づく過大申告の場
合等の法人税額）
ヨ　租税特別措置法第66条の 7第 4項（控
除対象所得税額等相当額の法人税額の特
別控除）
タ　租税特別措置法第66条の 9の 3第 3項
（控除対象所得税額等相当額の法人税額
の特別控除）
レ　租税特別措置法第62条第 1項（使途秘
匿金の支出がある場合の課税の特例）
ソ　租税特別措置法第62条の 3第 1項及び
第 9項（土地の譲渡等がある場合の特別
税率）
ツ　租税特別措置法第63条第 1項（短期所
有に係る土地の譲渡等がある場合の特別
税率）
ネ　法人税法第67条（特定同族会社の特別
税率）
ナ　法人税法第68条（所得税額の控除）
ラ　法人税法第69条（外国税額の控除）
ム　法人税法第69条の 2（分配時調整外国
税相当額の控除）
ウ　法人税法第70条（仮装経理に基づく過
大申告の場合の更正に伴う法人税額の控
除）
ヰ　法人税法第70条の 2（税額控除の順
序）

ノ　法人税法第144条（外国法人に係る所
得税額の控除）
オ　法人税法第144条の 2（外国法人に係
る外国税額の控除）
ク　法人税法第144条の 2 の 2（外国法人
に係る分配時調整外国税相当額の控除）
ヤ　法人税法第144条の 2 の 3（税額控除
の順序）
マ　震災税特法第17条の 2第 2項及び第 3
項（特定復興産業集積区域において機械
等を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
ケ　震災税特法第17条の 2の 2第 2項及び
第 3項（企業立地促進区域等において機
械等を取得した場合の法人税額の特別控
除等）
フ　震災税特法第17条の 2の 3第 2項及び
第 3項（避難解除区域等において機械等
を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
コ　震災税特法第17条の 3（特定復興産業
集積区域において被災雇用者等を雇用し
た場合の法人税額の特別控除）
（注）　本制度と重複適用できないこととさ

れています（震災税特法17の 3 ②）。

エ　震災税特法第17条の 3の 2（企業立地
促進区域等において避難対象雇用者等を
雇用した場合の法人税額の特別控除）
（注）　本制度と重複適用できないこととさ

れています（震災税特法17の 3 の 2 ③）。

テ　震災税特法第17条の 3の 3（避難解除
区域等において避難対象雇用者等を雇用
した場合の法人税額の特別控除）
（注）　本制度と重複適用できないこととさ

れています（震災税特法17の 3 の 3 ②）。

ハ　控除対象雇用者給与等支給増加額
　控除対象雇用者給与等支給増加額とは、
適用対象法人の雇用者給与等支給額からそ
の比較雇用者給与等支給額を控除した金額
をいいます（措法42の12の 5 ⑤六）。ただ
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し、その金額が調整雇用者給与等支給増加
額を超える場合には、調整雇用者給与等支
給増加額が控除対象雇用者給与等支給増加
額となります（措法42の12の 5 ⑤六）。
イ　雇用者給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額
　雇用者給与等支給額とは、適用対象法
人の適用事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入される国内雇用者に対す
る給与等の支給額をいい、比較雇用者給
与等支給額とは、適用対象法人の適用事
業年度の前事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入される国内雇用者に対
する給与等の支給額をいいます（措法42
の12の 5 ⑤九・十一）。
　給与等の支給額は、その給与等に充て
るため他の者から支払を受ける金額があ
る場合には、その金額を控除した金額と
されています（措法42の12の 5 ⑤四）。
ただし、その給与等に充てるため他の者
から支払を受ける金額のうち、雇用安定
助成金額及び役務の提供の対価として支
払を受ける金額は、給与等の支給額から
控除しないこととされています（措法42
の12の 5 ⑤四）。
　上記 1 ⑴の措置における雇用者給与等
支給額及び比較雇用者給与等支給額（上
記⑴⑤の改正後）と同様です。前事業年
度の月数と適用事業年度の月数とが異な
る場合や組織再編成があった場合の調整
についても上記 1 ⑴の措置と同様です。
ロ　調整雇用者給与等支給増加額
　調整雇用者給与等支給増加額とは、雇
用者給与等支給額から比較雇用者給与等
支給額を控除した金額をいいますが、調
整雇用者給与等支給増加額の計算におけ
る雇用者給与等支給額及び比較雇用者給
与等支給額の計算においては、これらの
支給額からその支給額の計算の基礎とな
る給与等に充てるための雇用安定助成金

額を控除することとされています（措法
42の12の 5 ⑤六イロ）。上記 1 ⑴の措置
における調整雇用者給与等支給増加額
（上記⑴⑤の改正後）と同様です。

ニ　地方活力向上地域等において雇用者の数
が増加した場合の法人税額の特別控除制度
の適用を受ける場合の控除対象雇用者給与
等支給増加額の調整
　適用事業年度において租税特別措置法第
42条の12の規定（地方活力向上地域等にお
いて雇用者の数が増加した場合の法人税額
の特別控除制度）の適用を受ける場合には、
控除対象雇用者給与等支給増加額から、そ
の適用による控除を受ける金額の計算の基
礎となった者に対する給与等の支給額とし
て計算した金額を控除して、特定税額控除
限度額を計算することとされています。
　具体的な調整の方法は、上記⑴④と同様
です（措令27の12の 5 ④）。
ホ　教育訓練費の額及び比較教育訓練費の額
　上記イロで述べたとおり、適用対象法人
の適用事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入される教育訓練費の額が比較教
育訓練費の額の1.1倍以上であり、かつ、
適用対象法人の適用事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入される教育訓練費
の額の適用対象法人の雇用者給与等支給額
に対する割合が0.05％以上である場合には、
税額控除割合を 5％上乗せすることとされ
ています（措法42の12の 5 ②二）。
　教育訓練費の範囲は、上記 1 ⑴及び⑵の
措置と同様です（措法42の12の 5 ⑤七、措
令27の12の 5 ⑩、措規20の10⑤～⑦）。ま
た、上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様に、教育
訓練費の額は、その教育訓練費に充てるた
め他の者から支払を受ける金額がある場合
には、その金額を控除した金額となります
（措法42の12の 5 ①二）。
　比較教育訓練費の額とは、適用対象法人
の適用事業年度開始の日前 1年以内に開始
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した各事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入される教育訓練費の額の合計額
をその 1年以内に開始した各事業年度の数
で除して計算した金額をいいます（措法42
の12の 5 ⑤八）。適用事業年度開始の日前
1年以内に開始した各事業年度の月数と適
用事業年度の月数とが異なる場合や組織再
編成があった場合の調整を含め、上記 1 ⑴
及び⑵の措置と同様です。
　なお、適用事業年度において、教育訓練
費の額が比較教育訓練費の額の1.1倍以上
であり、かつ、教育訓練費の額の雇用者給
与等支給額に対する割合が0.05％以上であ
るとして、上記イロの税額控除割合の上乗
せの適用を受ける場合には、教育訓練費の
明細を記載した書類を保存しなければなら
ないこととされています（措令27の12の 5
⑪）。上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様です。
（注）　上記の教育訓練費の明細を記載した書

類は、適用事業年度の所得の金額の計算

上損金の額に算入される教育訓練費の額

及び比較教育訓練費の額に関する次の事

項を記載した書類とされています（措規

20の10⑧）。

・　教育訓練等の実施時期

・　教育訓練等の内容

・�　教育訓練等の対象となる国内雇用者

の氏名

・�　その費用を支出した年月日、内容及

び金額並びに相手先の氏名又は名称

　次に、比較教育訓練費の額が 0である場
合において、適用事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入される教育訓練費の
額も 0 であるときは、「適用対象法人の適
用事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入される教育訓練費の額が比較教育訓
練費の額の1.1倍以上であること（上記イ
ロＡ）」の要件を満たさないものとするこ
ととされています（措令27の12の 5 ㉖一）。
一方、それ以外のとき、すなわち、比較教

育訓練費の額が 0である場合において、適
用事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入される教育訓練費の額が 1円以上あ
るときは、上記イロＡの要件を満たすもの
とすることとされています（措令27の12の
5 ㉖二）。上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様で
す。

⑥　法人税法の規定との調整
　本措置の適用がある場合における法人税法
の規定との調整に係る規定については、研究
開発税制における調整規定を準用することと
されています（措法42の12の 5 ⑩）。具体的
には、上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様の調整を
行うこととされています。
⑦　申告要件
　本措置の適用を受ける場合の申告要件につ
いては、確定申告書等（控除を受ける金額を
増加させる修正申告書又は更正請求書を提出
する場合には、その修正申告書又は更正請求
書を含みます。）に控除の対象となる控除対
象雇用者給与等支給増加額、継続雇用者給与
等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額、
控除を受ける金額並びにその金額の計算に関
する明細を記載した書類の添付がある場合に
限り、適用することとされています（措法42
の12の 5 ⑦）。上記 1 ⑴の措置と同様です。
　この場合において、控除される金額の計算
の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加
額は、確定申告書等に添付された書類に記載
された控除対象雇用者給与等支給増加額を限
度とすることとされています（措法42の12の
5 ⑦後段）。上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様で
す。
（注）　修正申告書とは、国税通則法第19条第 3

項に規定する修正申告書をいい（措法 2 ②

三十一）、更正請求書とは、同法第23条第 3

項に規定する更正請求書をいいます（措法

2②三十二）。
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⑶　中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加し
た場合に係る措置
①　税額控除割合の上乗せ措置の見直し
　税額控除割合の上乗せ措置について、本措
置の適用を受けようとする事業年度（以下
「適用事業年度」といいます。）において次の
要件を満たす場合には、15％にそれぞれ次の
割合を加算した割合を税額控除割合とし、適
用事業年度において次の要件のうち 2以上の
要件を満たす場合には、15％にそれぞれの割
合を合計した割合を加算した割合（最大で45
％）を税額控除割合とする措置に見直されま
した（措法42の12の 5 ③）。
イ　雇用者給与等支給増加割合が2.5％以上
であること��15％
ロ　次の要件の全てを満たすこと��10％
イ　その中小企業者等のその適用事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れる教育訓練費の額からその比較教育訓
練費の額を控除した金額のその比較教育
訓練費の額に対する割合が 5％以上であ
ること。
ロ　その中小企業者等のその適用事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れる教育訓練費の額のその中小企業者等
の雇用者給与等支給額に対する割合が
0.05％以上であること。
　すなわち、教育訓練費に係る上乗せ措置
の適用割合が小さいことを踏まえ上記イの
割合が10％から 5％に引き下げられるとと
もに、わずかな教育訓練費の増加でも上乗
せ措置の適用を受けている法人が一定数あ
ることを踏まえて上記ロの要件が追加され
ました。
ハ　次の要件のいずれかを満たすこと�� 5
％
イ　その適用事業年度において次世代育成
支援対策推進法第13条の認定を受けたこ
と（同法第 2条に規定する次世代育成支
援対策の実施の状況が良好な場合として

財務省令で定める場合に限ります。）。下
記ロと異なり、本要件に該当するのは、
認定を受けた事業年度のみとなります。
　この「財務省令で定める場合」は、そ
の認定が次のものである場合（その適用
事業年度終了の日までに次世代育成支援
対策推進法第15条の規定によりその認定
が取り消された場合を除きます。）とさ
れています（措規20の10②）。
Ａ　次世代育成支援対策推進法施行規則
第 4条第 1項第 1号に規定する事業主
の類型に係るもの
　ただし、次世代育成支援対策推進法
施行規則の一部を改正する省令（令和
3 年厚生労働省令第185号）附則第 2
条第 2項の規定に基づきなお従前の例
により行った次世代育成支援対策推進
法第13条の申請（以下「認定申請」と
いいます。）に基づき受けたものを除
くこととされています。
Ｂ　次世代育成支援対策推進法施行規則
第 4条第 1項第 2号に規定する事業主
の類型に係るもの
　ただし、次世代育成支援対策推進法
施行規則の一部を改正する省令（令和
3 年厚生労働省令第185号）附則第 2
条第 2項の規定に基づきなお従前の例
により行った認定申請に基づき受けた
もの及び同条第 3項の規定により次世
代育成支援対策推進法施行規則第 4条
第 1項第 2号イに規定する要件を満た
しているものとみなされて受けたもの
を除くこととされています。
　すなわち、中小企業者等が適用事業年
度において次世代育成支援対策推進法の
「くるみん認定」又は「くるみんプラス
認定」を受けた場合に、その適用事業年
度において、本要件に該当することとな
ります。ただし、その適用事業年度終了
の日までにその認定を取り消された場合
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には、本要件には該当しないこととなり
ます。なお、「トライくるみん認定」又
は「トライくるみんプラス認定」を受け
たとしても、本要件には該当しません。
　なお、次世代育成支援対策推進法施行
規則の一部を改正する省令（令和 3年厚
生労働省令第185号）附則第 2 条第 2 項
の規定に基づき、令和 4年 3月31日以前
の改正前の男性の育児休業等の取得に関
する基準により「くるみん認定」又は
「くるみんプラス認定」を受けた場合
（この場合には、改正前くるみんマーク
が付与されます。）には、本要件には該
当せず、このハの税額控除割合の上乗せ
措置は適用できないこととされています。
また、次世代育成支援対策推進法施行規
則の一部を改正する省令（令和 3年厚生
労働省令第185号）附則第 2 条第 3 項の
規定に基づき、令和 4年 3月31日以前の
改正前のくるみん認定に係る基準に基づ
きくるみん認定を受けた法人が不妊治療
と仕事との両立に関する基準を追加的に
満たして「くるみんプラス」認定を受け
た場合（この場合には、改正前くるみん
プラスマークが付与されます。）には、
本要件には該当せず、このハの税額控除
割合の上乗せ措置は適用できないことと
されています。ただし、令和 4年 3月31
日以前の改正前のくるみん認定に係る基
準を前提に労働者の仕事と子育ての両立
を図るための雇用環境の整備などに取り
組んでおり、男性の育児休業等の取得に
関する基準の算出に当たり、次世代育成
支援対策推進法施行規則の一部を改正す
る省令（令和 3 年厚生労働省令第185
号）附則第 2条第 4項の規定に基づき、
令和 4年 4月 1日から当初の計画期間の
終期までを計画期間とみなしてその期間
について改正後の男性の育児休業等の取
得に関する基準を満たして「くるみん認

定」又は「くるみんプラス認定」を受け
た場合（この場合には、改正後くるみん
マークが付与されます。）には、その認
定を受けた適用事業年度において、本要
件に該当することとされています。
ロ　その適用事業年度終了の時において次
世代育成支援対策推進法第15条の 3第 1
項に規定する特例認定一般事業主に該当
すること。
　すなわち、適用事業年度終了の時にお
いて次世代育成支援対策推進法の「プラ
チナくるみん認定」を受けている適用対
象法人が、本要件に該当します。
ハ　その適用事業年度において女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律第
9条の認定を受けたこと（同法第 4条の
女性労働者に対する職業生活に関する機
会の提供及び同条の雇用環境の整備の状
況が良好な場合として財務省令で定める
場合に限ります。）。下記ニと異なり、本
要件に該当するのは、認定を受けた事業
年度のみとなります。
　この「財務省令で定める場合」は、そ
の認定が女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律に基づく一般事業主行
動計画等に関する省令第 8条第 1項第 2
号又は第 3号に規定する事業主の類型に
係るものである場合（その適用事業年度
終了の日までに女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律第11条の規定に
よりその認定が取り消された場合を除き
ます。）とされています（措規20の10③）。
　すなわち、適用対象法人が適用事業年
度において女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律の「えるぼし認定
（ 2段階目又は 3段階目）」を受けた場合
に、その適用事業年度において、本要件
に該当することとなります。ただし、そ
の適用事業年度終了の日までにその認定
を取り消された場合には、本要件には該
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当しないこととなります。
ニ　その適用事業年度終了の時において女
性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律第13条第 1項に規定する特例認定
一般事業主に該当すること。
　すなわち、適用事業年度終了の時にお
いて女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律における「プラチナえるぼ
し認定」を受けている適用対象法人が、
本要件に該当します。

（注）　関係法令については、下記の（参考 1）、

（参考 2）及び（参考 5）から（参考 7）

までをご参照ください。

②　適用期限の延長
　本措置の適用期限が、令和 9年 3月31日ま
で 3年延長されました（措法42の12の 5 ③）。
③　地方活力向上地域等において雇用者の数が
増加した場合の法人税額の特別控除制度の適
用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給
増加額の調整計算の見直し
　適用事業年度において租税特別措置法第42
条の12の規定（地方活力向上地域等において
雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別
控除制度）の適用を受ける場合には、控除対
象雇用者給与等支給増加額から、その適用に
よる控除を受ける金額の計算の基礎となった
者に対する給与等の支給額として計算した金
額を控除して、中小企業者等税額控除限度額
を計算することとされています。
　この調整計算を行うことは改正前と同様で
すが、地方活力向上地域等において雇用者の
数が増加した場合の法人税額の特別控除制度
に改正があったことに伴い、調整の方法が変
更されています。
　具体的な調整の方法は、上記⑴④と同様で
す（措令27の12の 5 ④）。
④　雇用者給与等支給額等の見直し
　次の額の算定に際し、給与等に充てるため
他の者から支払を受ける金額のうち役務の提
供の対価として支払を受ける金額は、給与等

の支給額から控除しないこととされました
（措法42の12の 5 ⑤四）。上記⑴⑤と同様です。
イ　雇用者給与等支給増加割合に関する要件
の判定における雇用者給与等支給額及び比
較雇用者給与等支給額
ロ　控除対象雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額
ハ　控除対象雇用者給与等支給増加額の上限
となる調整雇用者給与等支給増加額の算定
の基礎となる雇用者給与等支給額及び比較
雇用者給与等支給額

⑷　中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除
制度の創設
①　制度の概要
　この制度は、青色申告書を提出する法人の
各事業年度においてその法人の雇用者給与等
支給額がその比較雇用者給与等支給額を超え
る場合において、上記 1 ⑵の措置（上記⑶の
改正後）による控除をしてもなお控除しきれ
ない金額（繰越税額控除限度超過額）を有す
るときは、その控除しきれない金額につき 5
年間繰り越して税額控除ができるというもの
です。なお、控除を受ける金額は、上記 1 ⑴
及び⑵の措置（上記⑴及び⑶の改正後）並び
に上記⑵の措置と合計して当期の調整前法人
税額の20％相当額を上限とすることとされて
います。
②　適用対象法人
　この制度の適用対象となる法人は、青色申
告書を提出する法人とされています（措法42
の12の 5 ④）。この制度の適用を受ける場合
には、税額控除限度超過額の生じた事業年度
終了の時において中小企業者等である必要は
ありますが、その繰越控除を行う事業年度に
おいて中小企業者等に該当することは要件と
されていません。
③　適用事業年度
　この制度は、青色申告書を提出する法人の
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各事業年度において適用できることとされて
います（措法42の12の 5 ④）。ただし、合併
による解散以外の解散の日を含む事業年度及
び清算中の各事業年度は、除外されています
（措法42の12の 5 ④）。
④　適用要件
　この制度は、適用対象法人が、適用事業年
度において、次のイ及びロの要件を満たす場
合に適用できることとされています（措法42
の12の 5 ④）。
イ　適用対象法人の雇用者給与等支給額がそ
の比較雇用者給与等支給額を超えること。
　雇用者給与等支給額とは、適用対象法人
の適用事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入される国内雇用者に対する給与
等の支給額をいい、比較雇用者給与等支給
額とは、適用対象法人の適用事業年度の前
事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入される国内雇用者に対する給与等の支
給額をいいます（措法42の12の 5 ⑤九・十
一）。
　給与等の支給額は、その給与等に充てる
ため他の者から支払を受ける金額がある場
合には、その金額を控除した金額とされて
います（措法42の12の 5 ⑤四）。ただし、
その給与等に充てるため他の者から支払を
受ける金額のうち、雇用安定助成金額及び
役務の提供の対価として支払を受ける金額
は、給与等の支給額から控除しないことと
されています（措法42の12の 5 ⑤四）。
　上記 1 ⑵の措置（上記⑴⑤及び⑶④の改
正後）における雇用者給与等支給額及び比
較雇用者給与等支給額と同様です。前事業
年度の月数と適用事業年度の月数とが異な
る場合や組織再編成があった場合の調整に
ついても上記 1 ⑵の措置と同様です。
　なお、比較雇用者給与等支給額が 0であ
る場合には、雇用者給与等支給額がその比
較雇用者給与等支給額を超える場合に該当
しないものとされています（措令27の12の

5 ㉕）。したがって、比較雇用者給与等支
給額が 0である場合には、本制度の適用を
受けることができません。
　この要件は、持続的な賃上げを実現する
観点から、税額控除限度超過額の生じた事
業年度だけではなく、黒字化し法人税額が
発生している事業年度においても賃上げを
行っていることが望ましいとの観点から設
けられているものです。
ロ　繰越税額控除限度超過額を有しているこ
と。
　繰越税額控除限度超過額とは、適用対象
法人の適用事業年度開始の日前 5年以内に
開始した各事業年度（その適用事業年度ま
で連続して青色申告書の提出をしている場
合の各事業年度に限ります。）における中
小企業者等税額控除限度額のうち、上記 1
⑵の措置（上記⑶の改正後）による控除を
してもなお控除しきれない金額（既に本制
度によりその各事業年度において調整前法
人税額から控除された金額がある場合には、
その金額を控除した残額）の合計額をいい
ます（措法42の12の 5 ⑤十二）。
　すなわち、上記 1 ⑵の措置（上記⑶の改
正後）による税額控除をしても控除しきれ
ない金額がある場合には、その控除しきれ
ない金額につき 5年間繰り越して税額控除
を行うことができることとされました。上
記 1 ⑵の措置（上記⑶の改正後）における
中小企業者等税額控除限度額がある事業年
度であれば、その事業年度において中小企
業者等税額控除限度額の一部を控除できた
場合には控除できなかった金額が「控除し
きれない金額」となり、その事業年度にお
いて調整前法人税額がないことにより中小
企業者等税額控除限度額が全く控除できな
かった場合にはその中小企業者等税額控除
限度額の全額が「控除しきれない金額」と
なります。

⑤　税額控除限度額の計算
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　税額控除限度額は、繰越税額控除限度超過
額相当額とされています（措法42の12の 5 ④）。
　なお、この繰越税額控除限度超過額が適用
対象法人の適用事業年度の調整前法人税額の
20％相当額を超える場合には、控除を受ける
金額は、その調整前法人税額の20％相当額を
上限とすることとされています（措法42の12
の 5 ④後段）。ただし、適用事業年度におい
て上記 1 ⑴若しくは⑵の措置（上記⑴又は⑶
の改正後）又は上記⑵の措置によりその適用
事業年度の調整前法人税額から控除される金
額がある場合には、その金額を控除した残額
とすることとされています（措法42の12の 5
④後段括弧書）。
　この調整前法人税額は、上記⑵⑤ロと同様
です。
⑥　法人税法の規定との調整
　この制度の適用がある場合における法人税
法の規定との調整に係る規定については、研
究開発税制における調整規定を準用すること
とされています（措法42の12の 5 ⑩）。具体
的には、上記 1 ⑴及び⑵の措置と同様の調整
を行うこととされています。
⑦　申告要件
　この制度の適用を受ける場合の申告要件に
ついては、上記 1 ⑵の措置（上記⑶の改正
後）の措置の適用を受けた事業年度以後の各
事業年度の法人税法第 2条第31号に規定する
確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細
書の添付がある場合で、かつ、本制度の適用
を受けようとする事業年度の確定申告書等
（控除を受ける金額を増加させる修正申告書
又は更正請求書を提出する場合には、その修
正申告書又は更正請求書を含みます。）に控
除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控
除を受ける金額及びその金額の計算に関する
明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用することとされています（措法42の12の
5 ⑧）。
　すなわち、「上記 1 ⑵の措置（上記⑶の改

正後）の適用を受けた事業年度以後の各事業
年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額
の明細書の添付がある場合」とされているこ
とから、中小企業者等税額控除限度額が生じ
た事業年度において赤字である等の理由によ
り調整前法人税額がない場合であっても、翌
事業年度以後に本制度の適用を受けるために
は、その中小企業者等税額控除限度額が生じ
た事業年度の確定申告書に、上記 1 ⑵の措置
（上記⑶の改正後）に係る控除を受ける金額
の計算に関する明細を記載した書類（法規別
表 6�）及び繰越税額控除限度超過額の明細
書（法規別表 6�付表 1）を添付する必要が
あります。また、中小企業者等税額控除限度
額が生じた事業年度後の事業年度において赤
字である等の理由により調整前法人税額がな
い場合であっても、繰越税額控除限度超過額
をその事業年度の翌事業年度以後に繰り越す
ためには、その事業年度の確定申告書に繰越
税額控除限度超過額の明細書（法規別表 6�
付表 1）を添付する必要があります。

（参考 1）　次世代育成支援対策推進法（平成15年

法律第120号）

（定義）

第 2 条　この法律において「次世代育成支

援対策」とは、次代の社会を担う子ども

を育成し、又は育成しようとする家庭に

対する支援その他の次代の社会を担う子

どもが健やかに生まれ、かつ、育成され

る環境の整備のための国若しくは地方公

共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇

用環境の整備その他の取組をいう。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第13条　厚生労働大臣は、第12条第 1 項又

は第 4 項の規定による届出をした一般事

業主からの申請に基づき、厚生労働省令

で定めるところにより、当該事業主につ

いて、雇用環境の整備に関し、行動計画

策定指針に照らし適切な一般事業主行動

計画を策定したこと、当該一般事業主行
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動計画を実施し、当該一般事業主行動計

画に定めた目標を達成したことその他の

厚生労働省令で定める基準に適合するも

のである旨の認定を行うことができる。

（認定一般事業主の認定の取消し）

第15条　厚生労働大臣は、認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、

第13条の認定を取り消すことができる。

一　第13条に規定する基準に適合しなく

なったと認めるとき。

二　この法律又はこの法律に基づく命令

に違反したとき。

三　前 2 号に掲げる場合のほか、認定一

般事業主として適当でなくなったと認

めるとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第15条の 2 　厚生労働大臣は、認定一般事

業主からの申請に基づき、厚生労働省令

で定めるところにより、当該認定一般事

業主について、雇用環境の整備に関し、

行動計画策定指針に照らし適切な一般事

業主行動計画（その計画期間の末日が、

当該認定一般事業主が第13条の認定を受

けた日以後であるものに限る。）を策定し

たこと、当該一般事業主行動計画を実施し、

当該一般事業主行動計画に定めた目標を

達成したこと、当該認定一般事業主の次

世代育成支援対策の実施の状況が優良な

ものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。

　（特例認定一般事業主の特例等）

第15条の 3 　前条の認定を受けた認定一般

事業主（以下「特例認定一般事業主」と

いう。）については、第12条第 1 項及び第

4項の規定は、適用しない。

2・ 3　省　略
（参考 2）　女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成27年法律第64号）

（事業主の責務）

第 4 条　事業主は、基本原則にのっとり、

その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の

積極的な提供、雇用する労働者の職業生

活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を自ら実施する

よう努めるとともに、国又は地方公共団

体が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策に協力しなければ

ならない。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第 9 条　厚生労働大臣は、前条第 1 項又は

第 7 項の規定による届出をした一般事業

主からの申請に基づき、厚生労働省令で

定めるところにより、当該事業主について、

女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関し、当該取組の実施の状況

が優良なものであることその他の厚生労

働省令で定める基準に適合するものであ

る旨の認定を行うことができる。

（認定の取消し）

第11条　厚生労働大臣は、認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、

第 9条の認定を取り消すことができる。

一　第 9 条に規定する基準に適合しなく

なったと認めるとき。

二　この法律又はこの法律に基づく命令

に違反したとき。

三　不正の手段により第 9 条の認定を受

けたとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第12条　厚生労働大臣は、認定一般事業主

からの申請に基づき、厚生労働省令で定

めるところにより、当該事業主について、

女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関し、当該事業主の策定した

一般事業主行動計画に基づく取組を実施

し、当該一般事業主行動計画に定められ

た目標を達成したこと、雇用の分野にお
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ける男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律（昭和47年法律第113号）第

13条の 2 に規定する業務を担当する者及

び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成 3 年法律第76号）第29条に規定する業

務を担当する者を選任していること、当

該女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施の状況が特に優良なも

のであることその他の厚生労働省令で定

める基準に適合するものである旨の認定

を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）

第13条　前条の認定を受けた一般事業主（以

下「特例認定一般事業主」という。）につ

いては、第 8条第 1項及び第 7項の規定は、

適用しない。

2　省　略
（参考 3）　事業上の関係者との関係の構築の方針

に記載する事項を定める告示（令和 4 年

3 月厚生労働省、経済産業省、国土交通

省告示第 1号）

　租税特別措置法施行令（昭和32年政令

第43号）第 5 条の 6 の 4 第 1 項又は第27

条の12の 5 第 1 項に規定する事業上の関

係者との関係の構築の方針に記載する事

項は、次に掲げる事項とする。

一　給与等の支給額の引上げ及び教育訓

練等の実施の方針

二　下請事業者その他の取引先（消費税

法（昭和63年法律第108号）第 9 条第 1

項本文の規定により消費税を納める義

務が免除される事業者を含む。）との適

切な関係の構築の方針

三　前 2 号に掲げる事項のほか、その他

の事業上の関係者との関係の構築の方

針を定めているときは、その内容
（参考 4）　事業上の関係者との関係の構築の方針

の公表及び届出に係る手続を定める告示

（令和 4年 3月経済産業省告示第88号）

（公表及び届出の義務）

第 1 条　租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第10条の 5 の 4 第 1 項の規定の適

用を受けようとする個人であって、常時

使用する従業員の数が2,000人を超える個

人（以下「適用個人」という。）又は同法

第42条の12の 5 第 1 項若しくは第 2 項若

しくは地方税法（昭和25年法律第226号）

附則第 9 条第13項の規定の適用を受けよ

うとする法人であって、資本金の額若し

くは出資金の額が10億円以上であり、かつ、

常時使用する従業員の数が1,000人以上で

ある法人若しくは常時使用する従業員の

数が2,000人を超える法人（以下「適用法

人」という。）は、様式第 1 に従い、令和

4 年厚生労働省・経済産業省・国土交通

省告示第 1 号に規定する事項を記載した

事業上の関係者との関係の構築の方針を

公表するとともに、その旨を経済産業大

臣に届け出なければならない。

（公表の方法及び期間）

第 2 条　前条の規定による公表は、当該適

用個人又は適用法人のホームページに掲

載する方法により行うものとする。

2 　前条の規定による公表は、租税特別措

置法第10条の 5 の 4 第 1 項の規定の適用

を受けようとする年（以下「適用年」と

いう。）の12月31日又は同法第42条の12の

5 第 1 項若しくは第 2 項若しくは地方税

法附則第 9 条第13項の規定の適用を受け

ようとする事業年度（以下「適用事業年

度」という。）終了の日までに行うものと

する。

3 　前条の規定による公表の期間は、当該

公表を行った日から、適用年の12月31日

若しくは適用事業年度終了の日の翌日か

ら起算して45日を経過する日又は当該公

表を行った日から起算して 1 年を経過す

る日のうち、いずれか遅い日までとする。

（届出の手続及び期間）
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第 3 条　第 1 条の規定による届出は、様式

第 2 に従い、次に掲げる事項を記載した

届出書を経済産業大臣に提出することに

より行うものとする。

一　適用個人の氏名及び住所又は適用法

人の名称及び住所並びに代表者の役職

及び氏名

二　適用年又は適用事業年度

三　事業上の関係者との関係の構築の方

針の公表日及び当該公表に係るホーム

ページアドレス

2 　前項の規定による届出は、適用年の12

月31日又は適用事業年度終了の日の翌日

から起算して45日を経過する日までに行

うものとする。

（届出の受理）

第 4 条　前条第 1 項の届出を受理した旨の

通知は、様式第 3 による通知書によって

行うものとする。

2 　経済産業大臣は、前項の規定による通

知を行ったときは、第 2 条第 3 項に規定

する公表の期間が終了するまでの間、届

出書に記載されたホームページアドレス

に事業上の関係者との関係の構築の方針

の公表が行われていることを定期的に確

認するものとする。

（届出事項の変更）

第 5 条　適用個人又は適用法人は、前条第

1 項の通知書を受理した後において、第

1 条の規定により公表した事業上の関係

者との関係の構築の方針に変更があった

とき又は第 3 条第 1 項に掲げる事項に変

更があったときは、様式第 4 に従い、速

やかに経済産業大臣に届け出なければな

らない。

2 　前項の規定による届出を受理した旨の

通知は、様式第 5 による通知書によって

行うものとする。

3 　経済産業大臣は、第 1 項の規定による

届出があった場合において、必要がある

と認めるときは、前条第 1項の通知書（当

該届出が 2 回目以降の第 1 項の規定によ

る届出である場合にあっては、前項の通

知書）の返還を求めるものとする。

（届出の取下げ）

第 6 条　適用個人又は適用法人は、第 4 条

第 1 項又は前条第 2 項の通知書を受理し

た後において、第 1 条又は前条第 1 項の

規定による届出を取り下げるときは、様

式第 6 に従い、経済産業大臣に届け出る

ものとする。

2 　前項の規定による届出を受理した旨の

通知は、様式第 7 による通知書によって

行うものとする。

3 　経済産業大臣は、第 1 項の規定による

届出があった場合において、必要がある

と認めるときは、第 4 条第 1 項の通知書

（第 1 項の適用個人又は適用法人が前条第

1 項の規定による届出を取り下げる場合

にあっては、同条第 2 項の通知書）の返

還を求めるものとする。
（参考 5）　女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく一般事業主行動計画

等に関する省令（平成27年厚生労働省令

第162号）

（法第 9条の認定の基準等）

第 8 条　法第 9 条の厚生労働省令で定める

基準は、次の各号のいずれかに該当する

こととする。

一　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　次に掲げる事項のうち 1 又は 2 の

事項に該当し、該当する事項の実績

を厚生労働省のウェブサイトに公表

していること。

⑴　次のいずれかに該当すること。

⒤　雇用管理区分ごとに算出した

直近の 3 事業年度ごとに労働者

の募集（期間の定めのない労働

契約を締結する労働者として雇
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い入れることを目的とするもの

に限る。以下この⒤において同

じ。）に対する女性の応募者の数

を当該募集で採用した女性労働

者の数で除して得た数を当該 3

事業年度において平均した数に

それぞれ10分の 8 を乗じて得た

数が雇用管理区分ごとに算出し

た直近の 3 事業年度ごとに労働

者の募集に対する男性の応募者

の数を当該募集で採用した男性

労働者の数で除して得た数を当

該 3 事業年度において平均した

数よりもそれぞれ低いこと。こ

の場合において、同一の雇用管

理区分に属する労働者の数がそ

の雇用する労働者の数のおおむ

ね10分の 1 に満たない雇用管理

区分がある場合は、職務の内容

等に照らし、類似の雇用管理区

分と合わせて一の区分として算

出することができること（雇用

形態が異なる場合を除く。以下

同じ。）。

ⅱ　次のいずれにも該当すること。

ただし、通常の労働者に雇用管

理区分を設定していない一般事

業主にあっては、イに該当する

こと。

イ　直近の事業年度におけるそ

の雇用する通常の労働者に占

める女性労働者の割合が産業

ごとの通常の労働者に占める

女性労働者の割合の平均値（当

該平均値が 4 割を超える産業

にあっては 4 割）以上である

こと。

ロ　直近の事業年度におけるそ

の雇用する通常の労働者の基

幹的な雇用管理区分における

通常の労働者に占める女性労

働者の割合が産業ごとの通常

の労働者の基幹的な雇用管理

区分における通常の労働者に

占める女性労働者の割合の平

均値（当該平均値が 4 割を超

える産業にあっては 4 割）以

上であること。

⑵　次のいずれかに該当すること。

ただし、ⅱは、直近の事業年度に

おいて⒤で定める割合を算出する

ことができない一般事業主に限る

こと。

⒤　雇用管理区分ごとに算出した

その雇用する男性労働者（期間

の定めのない労働契約を締結し

ている者に限る。以下この⒤及

びⅱにおいて同じ。）の直近の事

業年度における平均継続勤務年

数に対するその雇用する女性労

働者（期間の定めのない労働契

約を締結している者に限る。以

下この⒤及びⅱにおいて同じ。）

の直近の事業年度における平均

継続勤務年数の割合がそれぞれ

10分の 7 以上であること又は雇

用管理区分ごとに算出した10事

業年度前及びその前後の事業年

度に採用した女性労働者（新規

学卒者等として雇い入れた者に

限る。）の数に対する当該女性労

働者であって直近の事業年度に

おいて引き続き雇用されている

ものの数の割合を10事業年度前

及びその前後の事業年度に採用

した男性労働者（新規学卒者等

として雇い入れた者に限る。）の

数に対する当該男性労働者であ

って直近の事業年度において引

き続き雇用されているものの数
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の割合で除して得た割合がそれ

ぞれ10分の 8 以上であること。

この場合において、同一の雇用

管理区分に属する労働者の数が

その雇用する労働者の数のおお

むね10分の 1 に満たない雇用管

理区分がある場合は、職務の内

容等に照らし、類似の雇用管理

区分と合わせて一の区分として

算出することができること。

ⅱ　直近の事業年度における女性

の通常の労働者の平均継続勤務

年数が産業ごとの女性の通常の

労働者の平均継続勤務年数の平

均値以上であること。

⑶　その雇用する労働者（労働基準

法第38条の 2 第 1 項の規定により

労働する労働者、同法第38条の 3

第 1 項の規定により労働する労働

者、同法第38条の 4 第 1 項の規定

により労働する労働者、同法第41

条各号に該当する労働者及び同法

第41条の 2 第 1 項の規定により労

働する労働者を除く。） 1 人当たり

の各月ごとの時間外労働及び休日

労働の合計時間数を雇用管理区分

ごとに算出したものが、直近の事

業年度に属する各月ごとに全て45

時間未満であること。この場合に

おいて、同一の雇用管理区分に属

する労働者の数がその雇用する労

働者の数のおおむね10分の 1 に満

たない雇用管理区分がある場合は、

職務の内容等に照らし、類似の雇

用管理区分と合わせて一の区分と

して算出することができること。

⑷　直近の事業年度における管理職

に占める女性労働者の割合が産業

ごとの管理職に占める女性労働者

の割合の平均値以上であること又

は直近の 3 事業年度ごとに当該各

事業年度の開始の日に課長級より

1 つ下の職階にあった女性労働者

の数に対する当該各事業年度にお

いて課長級に昇進した女性労働者

の数の割合を当該 3 事業年度にお

いて平均した数を直近の 3 事業年

度ごとに当該各事業年度の開始の

日に課長級より 1 つ下の職階にあ

った男性労働者の数に対する当該

各事業年度において課長級に昇進

した男性労働者の数の割合を当該

3 事業年度において平均した数で

除して得た割合が10分の 8 以上で

あること。

⑸　直近の 3 事業年度において、次

に掲げる事項のうち一般事業主（常

時雇用する労働者の数が300人以下

のものに限る。）にあっては一以上

の事項、一般事業主（常時雇用す

る労働者の数が300人を超えるもの

に限る。）にあっては二以上の事項

（通常の労働者以外の労働者を雇用

し、又は労働者派遣（労働者派遣

法第 2 条第 1 号に規定する労働者

派遣をいう。）の役務の提供を受け

る一般事業主にあっては、⒤に掲

げる事項及び次に掲げる事項（⒤

に掲げるものを除く。）のうち一以

上の事項）の実績を有すること。

⒤　その雇用する女性労働者（通

常の労働者を除く。）の通常の労

働者への転換又はその指揮命令

の下に労働させる女性の派遣労

働者の通常の労働者としての雇

入れ

ⅱ　女性労働者のキャリアアップ

に資するよう行われる雇用管理

区分間の転換（⒤に掲げるもの

を除く。）

─�458�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



ⅲ　女性の再雇用（通常の労働者

として雇い入れる場合に限る。）

ⅳ　女性の中途採用（おおむね30

歳以上の者を通常の労働者とし

て雇い入れる場合に限る。）

ロ　イに掲げる事項のうち当該一般事

業主が該当しない事項について、事

業主行動計画策定指針に定められた

当該事項に関する取組を実施し、そ

の実施状況について厚生労働省のウ

ェブサイトに公表するとともに、 2

年以上連続して当該事項の実績が改

善していること。

ハ　事業主行動計画策定指針に即して

適切な一般事業主行動計画を定めた

こと。

ニ　策定した一般事業主行動計画につ

いて、適切に公表及び労働者への周

知をしたこと。

ホ　次のいずれにも該当しないこと。

⑴　法第11条の規定により認定を取

り消され、又は第 9 条の 5 の規定

による辞退の申出を行い、その取

消し又は辞退の日から起算して 3

年を経過しないこと（当該辞退の

日前に女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の実施の状

況が、厚生労働省雇用環境・均等

局長が定める基準に該当しないこ

とにより、当該辞退の申出をした

場合を除く。）。

⑵　職業安定法施行令（昭和28年政

令第242号）第 1 条で定める規定の

違反に関し、法律に基づく処分、

公表その他の措置が講じられたこ

と（職業安定法施行規則（昭和22

年労働省令第12号）第 4 条の 5 第

3 項に規定する求人の申込みを受

理しないことができる場合に該当

する場合に限る。）。

⑶　法又は法に基づく命令その他関

係法令に違反する重大な事実があ

ること。

二　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　前号イに掲げる事項のうち 3 又は

4 の事項に該当し、該当する事項の

実績を厚生労働省のウェブサイトに

公表していること。

ロ　前号イに掲げる事項のうち当該一

般事業主が該当しない事項について、

事業主行動計画策定指針に定められ

た当該事項に関する取組を実施し、

その実施状況について厚生労働省の

ウェブサイトに公表するとともに、

2 年以上連続して当該事項の実績が

改善していること。

ハ　前号ハからホまでに掲げる事項の

いずれにも該当すること。

三　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　第 1 号イに掲げる事項のいずれに

も該当し、その実績を厚生労働省の

ウェブサイトに公表していること。

ロ　第 1 号ハからホまでに掲げる事項

のいずれにも該当すること。

2　省　略
（参考 6）　次世代育成支援対策推進法施行規則（平

成15年厚生労働省令第122号）

（法第13条の厚生労働省令で定める基準等）

第 4 条　法第13条の厚生労働省令で定める

基準は、次の各号のいずれかに該当する

こととする。

一　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　雇用環境の整備に関し、法第 7 条

第 1 項の行動計画策定指針に照らし

適切な一般事業主行動計画（法第12

条第 1 項に規定する一般事業主行動

計画をいう。以下同じ。）を策定した
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こと。

ロ　策定した一般事業主行動計画の計

画期間（以下「計画期間」という。）

が、 2年以上 5年以下であること。

ハ　策定した一般事業主行動計画を実

施し、当該一般事業主行動計画に定

めた目標を達成したこと。

ニ　策定した一般事業主行動計画につ

いて、適切に公表及び労働者への周

知をしたこと。

ホ　その雇用する男性労働者であって

計画期間において配偶者が出産した

ものの数に対するその雇用する男性

労働者であって当該計画期間におい

て育児休業等（育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成 3 年法律第

76号。以下「育児・介護休業法」と

いう。）第 2 条第 1 号に規定する育児

休業及び育児・介護休業法第23条第

2 項又は第24条第 1 項の規定に基づ

く措置として育児休業に関する制度

に準ずる措置が講じられた場合の当

該措置によりする休業をいう。以下

同じ。）をしたものの数の割合（以下

「育児休業等をした男性労働者の割

合」という。）が100分の10以上であり、

当該育児休業等をした男性労働者の

割合を厚生労働省のウェブサイトに

公表していること又はその雇用する

男性労働者であって計画期間におい

て配偶者が出産したものの数に対す

る、その雇用する男性労働者であっ

て当該計画期間において育児休業等

をしたものの数及び小学校就学の始

期に達するまでの子を養育する男性

労働者を雇用する一般事業主が講ず

る育児を目的とした休暇制度（育児

休業等及び育児・介護休業法第16条

の 2 第 1 項に規定する子の看護休暇

（以下「子の看護休暇」という。）を

除く。以下「育児目的休暇制度」と

いう。）を利用したものの数の合計数

の割合が100分の20以上であり、当該

割合を厚生労働省のウェブサイトに

公表していること、かつ、当該育児

休業等をしたものの数が 1 人以上で

あること。ただし、当該計画期間に

おいて、その雇用する男性労働者の

うち育児休業等をしたもの又は小学

校就学の始期に達するまでの子につ

いて育児目的休暇制度を利用したも

のがいない中小事業主（一般事業主

であって、常時雇用する労働者の数

が300人以下のものをいう。以下同

じ。）にあっては、次のいずれかに該

当し、かつ、これらの規定に該当す

る男性労働者の数（⑶に該当する場

合にあっては、育児休業等をした男

性労働者の割合）を厚生労働省のウ

ェブサイトに公表していれば足りる

こと。

⑴　当該計画期間において、その雇

用する男性労働者のうち子の看護

休暇を取得したものがいること（ 1

歳に満たない子のために子の看護

休暇を取得した場合を除く。）。

⑵　当該計画期間において、所定労

働時間の短縮措置等（育児・介護

休業法第23条第 1 項に規定する所

定労働時間の短縮措置、育児・介

護休業法第24条第 1 項第 3 号の規

定に基づき所定労働時間の短縮措

置に準ずる措置として講じられて

いるもの及び 6 歳に達する日以後

の最初の 3 月31日を経過した子で

あって15歳に達する日以後の最初

の 3 月31日までの間にあるものに

係る所定労働時間の短縮措置に準

ずる措置として講じられているも

─�460�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



のをいう。以下同じ。）を講じてお

り、その雇用する男性労働者のう

ち子の養育のために当該所定労働

時間の短縮措置等を利用したもの

がいること。

⑶　当該計画期間の開始前 3 年以内

の日であって当該中小事業主が定

める日から当該計画期間の末日ま

での期間を計画期間とみなした場

合における当該計画期間において、

育児休業等をした男性労働者の割

合が100分の10以上であること。

⑷　当該計画期間において、小学校

就学の始期に達するまでの子を養

育する男性労働者がいない場合に

あっては、その雇用する男性労働

者であって15歳に達する日以後の

最初の 3 月31日までの間にある子

又は小学校就学の始期に達するま

での孫がいるもののうち、育児目

的休暇制度を利用したものがいる

こと。

ヘ　その雇用する女性労働者であって

計画期間において出産したものの数

に対するその雇用する女性労働者で

あって当該計画期間において育児休

業等をしたものの数の割合（以下こ

のヘにおいて「育児休業等をしたも

のの割合」という。）が100分の75以

上であり、当該育児休業等をしたも

のの割合を厚生労働省のウェブサイ

トに公表していること。ただし、計

画期間において育児休業等をしたも

のの割合が100分の75未満である中小

事業主にあっては、当該計画期間の

開始前 3 年以内の日であって当該中

小事業主が定める日から当該計画期

間の末日までの期間を計画期間とみ

なした場合における育児休業等をし

たものの割合が100分の75以上であり、

当該育児休業等をしたものの割合を

厚生労働省のウェブサイトに公表し

ていれば足りること。

ト　その雇用する 3 歳から小学校就学

の始期に達するまでの子を養育する

労働者について、育児・介護休業法

第24条第 1 項第 3 号の規定により、

育児休業に関する制度、所定外労働

の制限に関する制度、所定労働時間

の短縮措置又は始業時刻変更等の措

置に準じて講ずるよう努めなければ

ならないものとされている必要な措

置を講じていること。

チ　次のいずれにも該当すること。

⑴　次のいずれにも該当すること。

⒤　その雇用する労働者（短時間

労働者及び有期雇用労働者の雇

用管理の改善等に関する法律（平

成 5 年法律第76号）第 2 条第 1

項に規定する短時間労働者を除

く。第 5 条の 4 第 4 号において

同じ。） 1 人当たりの各月ごとの

時間外労働及び休日労働の合計

時間数が、計画期間の終了日の

属する事業年度（ⅱにおいて「計

画期間終了事業年度」という。）

に属する各月ごとに全て45時間

未満であること。

ⅱ　計画期間終了事業年度におい

て、その雇用する労働者であって、

平均した 1 月当たりの時間外労

働時間が60時間以上であるもの

がいないこと。

⑵　所定外労働の削減、労働基準法

（昭和22年法律第49号）第39条の規

定による年次有給休暇（以下「年

次有給休暇」という。）の取得の促

進、短時間正社員（期間の定めの

ない労働契約を締結している労働

者であって、 1 週間の所定労働時
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間が同一の事業所に雇用される通

常の労働者の 1 週間の所定労働時

間に比し短く、かつ、通常の労働

者と同等の待遇を受けるものをい

う。第 5 条の 3 第 1 項第 1 号ハ⑶

において同じ。）の活用に関する措

置、在宅勤務、情報通信技術を活

用した勤務その他の働き方の見直

しに資する多様な労働条件の整備

のための措置について成果に関す

る具体的な目標を定めて講じてい

ること。

リ　次のいずれにも該当しないこと。

⑴　法第15条の規定により認定を取

り消され、その取消しの日から起

算して 3年を経過しないこと。

⑵　職業安定法施行令（昭和28年政

令第242号）第 1 条で定める規定の

違反に関し、法律に基づく処分、

公表その他の措置が講じられたこ

と（職業安定法施行規則（昭和22

年労働省令第12号）第 4 条の 5 第

3 項に規定する求人の申込みを受

理しないことができる場合に該当

する場合に限る。）。

⑶　法又は法に基づく命令その他関

係法令に違反する重大な事実があ

ること。

二　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　前号イからリまでのいずれにも該

当すること。

ロ　次のいずれにも該当すること。

⑴　不妊治療のための休暇制度（不

妊治療を含む多様な目的で利用す

ることができる休暇制度及び利用

目的を限定しない休暇制度を含み、

年次有給休暇を除く。第 5 条の 4

第 9 号において同じ。）及び不妊治

療のために利用することができる

次のいずれかの制度を設けている

こと。

⒤　年次有給休暇を半日又は時間

を単位として取得することがで

きる制度

ⅱ　所定外労働の制限に関する制

度

ⅲ　 1 日の所定労働時間を変更す

ることなく始業及び終業の時刻

を繰り上げ又は繰り下げる制度

ⅳ　労働基準法第32条の 3 第 1 項

の規定による労働時間の制度

⒱　所定労働時間の短縮の制度

ⅵ　在宅勤務又は情報通信技術を

活用した勤務を可能とする制度

⑵　不妊治療と仕事との両立の推進

に関する方針を示し、⑴に掲げる

制度の内容とともに労働者に周知

させるための措置を講じているこ

と。

⑶　不妊治療と仕事との両立に関す

る研修その他の不妊治療と仕事と

の両立に関する労働者の理解を促

進するための取組を実施している

こと

⑷　不妊治療と仕事との両立を図る

ための業務を担当する者（以下こ

の⑷において「両立支援担当者」

という。）を選任し、当該両立支援

担当者に労働者からの不妊治療と

仕事との両立に関する相談に応じ

させる措置を講ずるとともに、当

該両立支援担当者を労働者に周知

させるための措置を講じているこ

と。

三　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　第 1 号イからニまで及び同号ヘか

らリまでのいずれにも該当すること。

この場合において、第 1 号ヘ中「で
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あり、当該育児休業等をしたものの

割合を厚生労働省のウェブサイトに

公表している」とあるのは「である」

と、「であり、当該育児休業等をした

ものの割合を厚生労働省のウェブサ

イトに公表していれば」とあるのは

「であれば」と読み替えるものとする。

ロ　中小事業主（計画期間において、

その雇用する男性労働者のうち育児

休業等をしたもの又は小学校就学の

始期に達するまでの子について育児

目的休暇制度を利用したものがいな

い者に限る。以下このロにおいて同

じ。）を除く一般事業主にあっては⑴

又は⑵のいずれかに該当し、中小事

業主にあっては次のいずれかに該当

すること。

⑴　育児休業等をした男性労働者の

割合が100分の 7以上であること。

⑵　その雇用する男性労働者であっ

て計画期間において配偶者が出産

したものの数に対する、その雇用

する男性労働者であって当該計画

期間において育児休業等をしたも

のの数及び小学校就学の始期に達

するまでの子について育児目的休

暇制度を利用したものの数の合計

数の割合が100分の15以上であり、

かつ、当該育児休業等をしたもの

の数が 1人以上であること。

⑶　次のいずれかに該当すること。

⒤　第 4 条第 1 項第 1 号ホ⑴、⑵

又は⑷のいずれかに該当するこ

と。

ⅱ　当該計画期間の開始前 3 年以

内の日であって当該中小事業主

が定める日から当該計画期間の

末日までの期間を計画期間とみ

なした場合における当該計画期

間において、育児休業等をした

男性労働者の割合が100分の 7 以

上であること。

四　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　前号イ及びロのいずれにも該当す

ること。

ロ　第 2号ロに該当すること。

2　省　略

（法第15条の 2 の厚生労働省令で定める基

準等）

第 5 条の 3 　法第15条の 2 の厚生労働省令

で定める基準は、次の各号のいずれかに

該当することとする。

一　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　第 4 条第 1 項第 1 号イからニまで、

ヘ、ト及びチ⑴に掲げる基準に適合

すること。この場合において、同条

第 1 項第 1 号イ中「一般事業主行動

計画（法第12条第 1 項に規定する一

般事業主行動計画をいう。以下同

じ。）」とあるのは「一般事業主行動

計画（その計画期間の末日が、法第

13条の認定を受けた日以後であるも

のに限る。ロからニまでにおいて同

じ。）」と、同号ヘ中「であり、当該

育児休業等をしたものの割合を厚生

労働省のウェブサイトに公表してい

る」とあるのは「である」と、「であ

り、当該育児休業等をしたものの割

合を厚生労働省のウェブサイトに公

表していれば」とあるのは「であれ

ば」と読み替えるものとする。

ロ　中小事業主（計画期間（その末日

が法第13条の認定を受けた日以後で

あるものに限る。以下この条におい

て同じ。）において、その雇用する男

性労働者のうち育児休業等をしたも

の又は小学校就学の始期に達するま

での子について育児目的休暇制度を
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利用したものがいない者に限る。以

下このロにおいて同じ。）を除く一般

事業主にあっては⑴又は⑵のいずれ

かに該当し、中小事業主にあっては

次のいずれかに該当すること。

⑴　育児休業等をした男性労働者の

割合が100分の30以上であること。

⑵　その雇用する男性労働者であっ

て計画期間において配偶者が出産

したものの数に対する、その雇用

する男性労働者であって当該計画

期間において育児休業等をしたも

のの数及び小学校就学の始期に達

するまでの子について育児目的休

暇制度を利用したものの数の合計

数の割合が100分の50以上であり、

かつ、当該育児休業等をしたもの

の数が 1人以上であること。

⑶　次のいずれかに該当すること。

⒤　第 4 条第 1 項第 1 号ホ⑴、⑵

又は⑷のいずれかに該当するこ

と。

ⅱ　当該計画期間の開始前 3 年以

内の日であって当該中小事業主

が定める日から当該計画期間の

末日までの期間を計画期間とみ

なした場合における当該計画期

間において、育児休業等をした

男性労働者の割合が100分の30以

上であること。

ハ　次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、

⑴又は⑵のいずれかについて、定量

的な目標を定めて実施し、当該目標

を達成したこと。

⑴　所定外労働の削減

⑵　年次有給休暇の取得の促進

⑶　短時間正社員の活用に関する措

置、在宅勤務、情報通信技術を活

用した勤務その他の働き方の見直

しに資する多様な労働条件の整備

のための措置

ニ　次のいずれかに該当すること。た

だし、次のいずれにも該当しない中

小事業主にあっては、当該計画期間

の開始前 3 年以内の日であって当該

中小事業主が定める日から当該計画

期間の末日までの期間を計画期間と

みなした場合において、次のいずれ

かに該当すれば足りること。

⑴　その雇用する又は雇用していた

女性労働者であって計画期間の開

始日から計画期間の終了日の 1 年

前までの間において出産したもの

（出産の日に在職している者に限る。

⑵において同じ。）の数に対する当

該女性労働者であって出産後 1 年

以上継続して在職している又は在

職していたもの（育児休業等をし

ている若しくはしていた者又は育

児目的休暇制度を利用している若

しくはしていた者を含む。以下同

じ。）の数の割合が100分の90以上

であること。

⑵　その雇用する又は雇用していた

女性労働者であって計画期間の開

始日から計画期間の終了日の 1 年

前までの間において出産したもの

の数及びその雇用していた女性労

働者であって当該期間に出産する

予定であったもののうち退職した

ものの数の合計数に対する当該期

間に出産した女性労働者であって

出産後 1 年以上継続して在職して

いる又は在職していたものの数の

割合が100分の70以上であること。

ホ　育児休業等をし、又は育児を行う

女性労働者が就業を継続し、活躍で

きるような能力の向上又はキャリア

形成の支援のための取組に係る計画

を策定し、これを実施していること。
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ヘ　次のいずれにも該当しないこと。

⑴　法第15条の 5 の規定により認定

を取り消された場合（当該取消し

の日前に第 5 条の 5 の規定による

辞退の申出をした場合（雇用環境・

均等局長が定める基準に該当する

場合に限る。）を除く。）にあっては、

その取消しの日後に、法第13条の

認定を新たに受けていないこと。

⑵　第 4 条第 1 項第 1 号リ⑵又は⑶

に該当すること。

二　次のいずれにも該当する一般事業主

であること。

イ　前号イからヘまでのいずれにも該

当すること。

ロ　第 4 条第 1 項第 2 号ロに該当する

こと。

2・ 3　省　略
（参考 7）　次世代育成支援対策推進法施行規則の

一部を改正する省令（令和 3 年厚生労働

省令第185号）

　　附　則

第 2条　省　略

2 　新令第 4 条第 1 項第 1 号ホに定める男

性労働者の育児休業等の取得及び育児目

的休暇制度の利用に係る基準（当該基準中、

育児休業等をした男性労働者の割合及び

当該基準に該当する男性労働者の数を厚

生労働省ウェブサイトで公表しているこ

とに関する部分を除く。）については、同

号ホの規定にかかわらず、施行日から令

和 6 年 3 月31日までの間に行われた法第

13条（新令第 4 条第 1 項第 1 号及び第 2

号に規定する事業主の類型に係る認定を

受けようとする場合に限る。）の申請につ

いては、なお従前の例によることができる。

3 　施行日前にこの省令による改正前の次

世代育成支援対策推進法施行規則（第 6

項において「旧令」という。）第 4 条の基

準を満たすものとして法第13条の規定に

基づく認定を受けている事業主が新令第

4 条第 1 項第 2 号に規定する事業主の類

型に係る認定を受けようとする場合にお

いては、当該事業主は新令第 4 条第 1 項

第 2 号イに規定する要件を満たしている

ものとみなす。

4 　法第12条第 1 項に規定する一般事業主

行動計画の計画期間の開始の日が施行日

前であり、かつ、施行日以後に法第13条

の申請を行った事業主に係る、新令第 4

条第 1 項第 1 号ホの適用については、同

号ホ中「その雇用する男性労働者であっ

て計画期間において配偶者が出産したも

のの数に対するその雇用する男性労働者

であって当該計画期間」とあるのは「そ

の雇用する男性労働者であって令和 4 年

4 月 1 日から当該計画期間の末日までの

期間（以下このホにおいて「特例計画期

間」という。）において配偶者が出産した

ものの数に対するその雇用する男性労働

者であって当該特例計画期間」と、「割合

（以下「育児休業等をした男性労働者の割

合」という。）」とあるのは「割合」と、

「当該育児休業等をした男性労働者の割

合」とあるのは「当該割合」と、「計画期

間において配偶者が出産したものの数に

対する、その雇用する男性労働者であっ

て当該計画期間」とあるのは「特例計画

期間において配偶者が出産したものの数

に対する、その雇用する男性労働者であ

って当該特例計画期間」と、「にあっては、

育児休業等をした男性労働者の割合」と

あるのは「にあっては、次世代育成支援

対策推進法施行規則の一部を改正する省

令（令和 3 年厚生労働省令第185号）附則

第 2 条第 4 項の規定による読替え前の第

4 条第 1 項第 1 号ホに規定する育児休業

等をした男性労働者の割合」とすること

ができる。

5～ 9　省　略
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4 　適用関係及び経過措置

⑴　上記 3 ⑴①②及び⑶①の改正は、法人の令和
6年 4月 1日以後に開始する事業年度分の法人
税について適用し、法人の同日前に開始した事
業年度分の法人税については、従前どおりとさ
れています（改正法附則38、令 6 . 3 厚労・経
産・国交告 1附則②、令 6 . 3 経産告68附則②）。
⑵　上記 3 ⑴④及び⑶③の改正は、法人の令和 6
年 4月 1日以後に開始する事業年度分の法人税
について適用し、法人の同日前に開始した事業
年度分の法人税については、従来どおり適用で
きることとされています（改正措令附則13①
②）。これに関連して、次の経過措置が設けら
れています。
①　改正前の本制度と改正後及び改正前の地方
活力向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の法人税額の特別控除制度の適用を受
ける場合の経過措置
　法人の令和 6年 4月 1日前に開始し、かつ、
同日以後に終了する事業年度における地方活
力向上地域等において雇用者の数が増加した
場合の法人税額の特別控除制度の適用を受け
る場合の控除対象雇用者給与等支給増加額の
調整については、次の経過措置が講じられて
います（改正措令附則13②）。
　具体的には、控除対象雇用者給与等支給増
加額は、適用事業年度に係る雇用者給与等支
給額をその適用事業年度終了の日における雇
用者の数で除して計算した金額に、次のイ及
びロの数を合計した数（その合計した数が地
方事業所基準雇用者数を超える場合には、そ
の地方事業所基準雇用者数）を乗じて計算し
た金額の20％相当額を控除することとされて
います。
イ　その法人が適用事業年度において租税特
別措置法第42条の12第 1 項の規定の適用を
受ける場合におけるその適用事業年度の特
定新規雇用者基礎数とその適用事業年度の
特定非新規雇用者基礎数とを合計した数

ロ　その法人が適用事業年度において租税特
別措置法第42条の12第 2 項の規定の適用を
受ける場合におけるその適用事業年度の同
条第 6項第16号イの数のうち同号ロの数に
達するまでの数から、その法人がその適用
事業年度において同条第 1項の規定の適用
を受ける場合におけるその適用事業年度の
次の数を合計した数を控除した数
イ　特定新規雇用者基礎数のうち移転型特
定新規雇用者数に達するまでの数
ロ　特定非新規雇用者基礎数のうち移転型
特定非新規雇用者基礎数に達するまでの
数

　すなわち、前述の「六　地方活力向上地域
等において雇用者の数が増加した場合の法人
税額の特別控除」の改正が令和 6年 4月 1日
以後に地方活力向上地域等特定業務施設整備
計画の認定を受ける法人のその地方活力向上
地域等特定業務施設整備計画について適用す
ることとされた（改正法附則43）ことから、
法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終
了する事業年度（すなわち、改正前の本制度
の適用を受ける事業年度）における控除対象
雇用者給与等支給増加額の調整について、所
要の整備が行われたものです。
②　改正後及び改正前の本制度と改正前の地方
活力向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の法人税額の特別控除制度の適用を受
ける場合の経過措置
　改正前の地方活力向上地域等において雇用
者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
制度の適用がある事業年度における本制度に
おける控除対象雇用者給与等支給増加額の調
整については、次のとおりとされています
（改正措令附則13③）。
イ　旧租税特別措置法第42条の12第 1 項第 2
号イに規定する地方事業所基準雇用者数を
もって、次の数とみなします。
イ　改正後の本制度の適用を受ける場合
��新租税特別措置法施行令第27条の12
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の 5第 3項に規定する地方事業所基準雇
用者数（上記 3 ⑴④の地方事業所基準雇
用者数）
ロ　改正前の本制度の適用を受ける場合
��旧効力令第27条の12の 5 第 3 項に規
定する地方事業所基準雇用者数（上記①
の地方事業所基準雇用者数）
（注）　旧効力令とは、租税特別措置法施行

令の一部を改正する政令（令和 6 年政

令第151号）附則第13条第 2項の規定に

よりなおその効力を有するものとされ

る旧租税特別措置法施行令をいいます

（改正措令附則13②）。

ロ　令和 6年 4月 1日前に旧租税特別措置法
第42条の12第 1 項に規定する計画の認定を
受けた同項に規定する地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画に係る旧租税特別措
置法施行令第27条の12の 5 第 3 項各号（同
条第 4 項において準用する場合を含みま
す。）の規定の例により計算した同条第 3
項各号の数をもって、次の数とみなします。
イ　改正後の本制度の適用を受ける場合
��その地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画に係る新租税特別措置法施行
令第27条の12の 5 第 3 項各号の数（上記
3 ⑴④イ及びロの数）

ロ　改正前の本制度の適用を受ける場合
��旧効力令第27条の12の 5 第 3 項各号
の数（上記①イ及びロの数）

　すなわち、前述の「六　地方活力向上地域
等において雇用者の数が増加した場合の法人
税額の特別控除」の改正について、令和 6年
4月 1日前に地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画について計画の認定を受けた法人
のその地方活力向上地域等特定業務施設整備
計画については、従前どおりとされた（改正
法附則43）ことから、改正前の地方活力向上
地域等において雇用者の数が増加した場合の
法人税額の特別控除制度の適用を受ける事業
年度における控除対象雇用者給与等支給増加

額の調整について、所要の整備が行われたも
のです。

⑶　上記 3 ⑴⑤及び⑶④の改正は、法人の令和 6
年 4月 1日以後に開始する事業年度分の法人税
について適用し、法人の同日前に開始した事業
年度分の法人税については、従前どおりとされ
ています（改正法附則38）。
　これは、本改正の適用後においては、継続雇
用者比較給与等支給額及び比較雇用者給与等支
給額についても、給与等の支給額から控除する
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける
金額」から「役務の提供の対価として支払を受
ける金額」を除いて算出する必要があり、これ
に伴って生じうる事務負担の増加等に配慮しつ
つ、本制度に係る他の改正事項及び令和 6年 6
月施行の令和 6年度報酬改定と連動して、全体
としての制度の安定的な運用を図る観点を踏ま
えたものです。
（参考）　令和 6 年 1 月19日には、「医療・介護・障

害福祉関係団体との賃上げに関する意見交

換」（於：総理大臣官邸）が開催され、政府

側から、関係団体に対し、「今般の報酬改定

による上乗せ点数（加算措置）の活用や賃

上げ促進税制の活用を組み合わせることに

より、令和 6 年度に＋2.5％、令和 7 年度に

＋2.0％のベースアップを実現いただくよう

お願いします。」との要請が行われました。

報酬改定と本制度の関連を明示した上で、

政府としての賃上げ要請が行われたのは、

令和 6 年度診療報酬・介護報酬・障害福祉

サービス等報酬改定が初めてです。

　こうした改正の趣旨等を踏まえ、本改正の適
用までの期間に関して、運用上、令和 6年 4月
1日以後に終了する事業年度分の法人税から、
報酬上の加算措置を含む役務の提供の対価とし
て支払を受ける金額を「給与等に充てるため他
の者から支払を受ける金額」に含めないことと
しても差し支えない（この場合、継続雇用者比
較給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に
ついても、報酬上の加算措置を含む役務の提供
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の対価として支払を受ける金額は「給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額」には含
まれない）ことが明らかにされました。
⑷　上記 3 ⑵の措置は、法人の令和 6年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適

用することとされています（措法42の12の 5 ②）。
⑸　上記 3 ⑷の制度は、法人の令和 6年 4月 1日
以後に開始する事業年度において生ずる控除し
きれない金額について適用することとされてい
ます（改正法附則44）。

八�　事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特
別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵によって構成されて
います。

⑴　デジタルトランスフォーメーション投資促進
税制
①　事業適応設備に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で
産業競争力強化法の認定事業適応事業者であ
るものが、産業競争力強化法等の一部を改正
する等の法律（令和 3 年法律第70号。以下
「令和 3年産競法等改正法」といいます。）の
施行の日（令和 3年 8月 2日）から令和 7年
3月31日までの間に、情報技術事業適応の用
に供するために特定ソフトウエアの新設若し
くは増設をし、又は情報技術事業適応を実施
するために利用するソフトウエアのその利用
に係る費用（繰延資産となるものに限ります。
以下同じです。）を支出する場合において、
その新設若しくは増設に係る特定ソフトウエ
ア並びにその特定ソフトウエア若しくはその
利用するソフトウエアとともに情報技術事業
適応の用に供する機械及び装置並びに器具及
び備品（主として産業試験研究の用に供され
る一定のものを除きます。以下「情報技術事
業適応設備」といいます。）でその製作の後
事業の用に供されたことのないものの取得又
は情報技術事業適応設備の製作をして、その
法人の事業の用に供したときは、その事業の
用に供した日を含む事業年度において、その

情報技術事業適応設備の取得価額（下記②の
措置の対象となる資産と合計して300億円が
上限とされています。）の30％相当額の特別
償却とその取得価額の 3％（情報技術事業適
応のうち産業競争力の強化に著しく資する一
定のものの用に供する資産については、 5
％）相当額の税額控除との選択適用ができる
というものです（措法42の12の 7 ①④）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除
を受ける金額は、下記②の措置の税額控除及
び下記⑵の制度の税額控除と合計して当期の
調整前法人税額の20％相当額を上限とするこ
ととされています（措法42の12の 7 ④後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を
含む事業年度及び清算中の各事業年度は、こ
の措置の適用を受けることはできません（措
法42の12の 7 ①④）。
（注）　情報技術事業適応とは、産業競争力強化

法第21条の16第 2 項に規定する認定事業適

応計画に従って実施される同法第21条の28

に規定する情報技術事業適応をいいます（措

法42の12の 7 ①）。

②　事業適応繰延資産に係る措置
　この措置は、青色申告書を提出する法人で
産業競争力強化法の認定事業適応事業者であ
るものが、令和 3年産競法等改正法の施行の
日（令和 3年 8月 2日）から令和 7年 3月31
日までの間に、情報技術事業適応を実施する
ために利用するソフトウエアのその利用に係
る費用を支出した場合には、その支出した日
を含む事業年度において、その支出した費用
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に係る繰延資産の額（上記①の措置の対象と
なる資産と合計して300億円が上限とされて
います。）の30％相当額の特別償却とその繰
延資産の額の 3％（情報技術事業適応のうち
産業競争力の強化に著しく資する一定のもの
を実施するために利用するソフトウエアのそ
の利用に係る費用に係る繰延資産については、
5％）相当額の税額控除との選択適用ができ
るというものです（措法42の12の 7 ②⑤）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除
を受ける金額は、上記①の措置の税額控除及
び下記⑵の制度の税額控除と合計して当期の
調整前法人税額の20％相当額を上限とするこ
ととされています（措法42の12の 7 ⑤後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を
含む事業年度及び清算中の各事業年度は、こ
の措置の適用を受けることはできません（措
法42の12の 7 ②⑤）。

⑵　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
　この制度は、青色申告書を提出する法人で産
業競争力強化法の認定事業適応事業者（その認
定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に
その計画に従って行うエネルギー利用環境負荷
低減事業適応のための措置として生産工程効率
化等設備等を導入する旨の記載があるものに限
ります。）であるものが、令和 3 年産競法等改
正法の施行の日（令和 3年 8月 2日）から令和
6年 3月31日までの間に、その計画に記載され
た生産工程効率化等設備等でその製作若しくは
建設の後事業の用に供されたことのないものの
取得又はその計画に記載された生産工程効率化
等設備等の製作若しくは建設をして、その法人
の事業の用に供した場合には、その事業の用に
供した日を含む事業年度において、その生産工
程効率化等設備等の取得価額（500億円が上限
とされています。）の50％相当額の特別償却と
その取得価額の 5％（その生産工程効率化等設
備等のうちエネルギーの利用による環境への負
荷の低減に著しく資する一定のものについては、

10％）相当額の税額控除との選択適用ができる
というものです（措法42の12の 7 ③⑥）。
　税額控除の適用を受ける場合における控除を
受ける金額は、上記⑴の制度の税額控除と合計
して当期の調整前法人税額の20％相当額を上限
とすることとされています（措法42の12の 7 ⑥
後段）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含
む事業年度及び清算中の各事業年度は、この制
度の適用を受けることはできません（措法42の
12の 7 ③⑥）。
（注 1）　認定エネルギー利用環境負荷低減事業適

応計画とは、産業競争力強化法第21条の16

第 2 項に規定する認定事業適応計画のうち、

同法第21条の13第 2 項第 3 号に規定するエ

ネルギー利用環境負荷低減事業適応に関す

るものをいいます（措法42の12の 7 ③）。
（注 2）　生産工程効率化等設備等とは、産業競争

力強化法第 2 条第13項に規定する生産工程

効率化等設備又は同条第14項に規定する需

要開拓商品生産設備をいいます（措法42の

12の 7 ③）。

2 　改正の内容

⑴　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
（上記 1⑵）の見直し
①　対象法人及び対象資産の取得等の期限の見
直し
　制度の対象となる法人が、青色申告書を提
出する法人で令和 3年産競法等改正法の施行
の日（令和 3年 8月 2日）から令和 8年 3月
31日までの間にされた産業競争力強化法第21
条の22第 1 項の認定（以下「認定」といいま
す。）に係る同法第21条の23第 1 項に規定す
る認定事業適応事業者（その認定エネルギー
利用環境負荷低減事業適応計画にその計画に
従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業
適応のための措置として生産工程効率化等設
備を導入する旨の記載があるものに限りま
す。）であるものとされ、対象資産が、その
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認定を受けた日から同日以後 3年を経過する
日までの間に、取得又は製作若しくは建設を
して、その法人の事業の用に供した生産工程
効率化等設備とされました（措法42の12の 7
③⑥）。この改正により、本制度の適用を受
けようとする法人は、令和 8年 3月31日まで
にエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画
の認定を受け、かつ、その認定を受けた日以
後 3年以内に、生産工程効率化等設備の取得
又は製作若しくは建設をして、その法人の事
業の用に供する必要があります。
（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

②　税額控除割合の見直し
　税額控除割合が、次の区分に応じそれぞれ
次のとおりとされました（措法42の12の 7 ⑥）。
イ　中小企業者（適用除外事業者又は通算適
用除外事業者に該当するものを除きます。）
が事業の用に供した生産工程効率化等設備
��次の生産工程効率化等設備の区分に応
じそれぞれ次の割合
イ　エネルギーの利用による環境への負荷
の低減に著しく資する生産工程効率化等
設備��14％
ロ　上記イ以外の生産工程効率化等設備
��10％

ロ　中小企業者（適用除外事業者又は通算適
用除外事業者に該当するものを除きます。）
以外の法人が事業の用に供した生産工程効
率化等設備��次の生産工程効率化等設備
の区分に応じそれぞれ次の割合
イ　エネルギーの利用による環境への負荷
の低減に特に著しく資する生産工程効率
化等設備��10％
ロ　上記イ以外の生産工程効率化等設備
�� 5％

（注 1）　中小企業者とは、資本金の額若しく

は出資金の額が 1 億円以下の法人のう

ち次の法人以外の法人（受託法人を除

きます。）又は資本若しくは出資を有し

ない法人のうち常時使用する従業員の

数が1,000人以下の法人（受託法人及び

その法人が通算親法人である場合にお

けるハの法人を除きます。）をいいます

（措法42の 4 ⑲七、措令 1の 2 ③、27の

4 ⑰）。

イ�　その発行済株式又は出資（その有

する自己の株式又は出資を除きます。

以下同じです。）の総数又は総額の 2

分の 1 以上が同一の大規模法人の所

有に属している法人

　なお、大規模法人とは、資本金の

額若しくは出資金の額が 1 億円を超

える法人、資本若しくは出資を有し

ない法人のうち常時使用する従業員

の数が1,000人を超える法人又は次の

法人をいい、中小企業投資育成株式

会社を除きます。

Ａ�　大法人（次の法人をいいます。

以下同じです。）との間にその大法

人による完全支配関係がある普通

法人

A　資本金の額又は出資金の額が

5億円以上である法人

B　保険業法に規定する相互会社

及び外国相互会社のうち、常時

使用する従業員の数が1,000人を

超える法人

C　受託法人

Ｂ�　普通法人との間に完全支配関係

がある全ての大法人が有する株式

及び出資の全部をその全ての大法

人のうちいずれか一の法人が有す

るものとみなした場合においてそ

のいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人

による完全支配関係があることと

なるときのその普通法人（上記Ａ

の法人を除きます。）

ロ�　上記イの法人のほか、その発行済
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株式又は出資の総数又は総額の 3 分

の 2 以上が大規模法人の所有に属し

ている法人

ハ�　他の通算法人のうちいずれかの法

人が次の法人に該当せず、又は受託

法人に該当する場合における通算法

人

Ａ�　資本金の額又は出資金の額が 1

億円以下の法人のうち上記イ及び

ロの法人以外の法人

Ｂ�　資本又は出資を有しない法人の

うち常時使用する従業員の数が

1,000人以下の法人
（注 2）　適用除外事業者とは、その事業年度

開始の日前 3 年以内に終了した各事業

年度（以下「基準年度」といいます。）

の所得の金額の合計額を各基準年度の

月数の合計数で除し、これに12を乗じ

て計算した金額（設立後 3 年を経過し

ていないこと、既に基準年度の所得に

対する法人税の額につき欠損金の繰戻

しによる還付制度の適用があったこと、

基準年度において合併、分割又は現物

出資が行われたこと等の事由がある場

合には、その計算した金額につきその

事由の内容に応じ調整を加えた金額と

なります。）が15億円を超える法人をい

います（措法42の 4 ⑲八）。
（注 3）　通算適用除外事業者とは、通算法人

である法人の各事業年度終了の日にお

いてその通算法人である法人との間に

通算完全支配関係がある他の通算法人

のうちいずれかの法人が適用除外事業

者に該当する場合におけるその通算法

人である法人をいいます（措法42の 4

⑲八の二）。

　上記イイのエネルギーの利用による環境へ
の負荷の低減に著しく資する生産工程効率化
等設備は、エネルギーの利用による環境への
負荷の低減に著しく資するものとして経済産

業大臣が定める基準に適合するものとされて
います（措令27の12の 7 ③）。この経済産業
大臣が定める基準は、その設備が記載された
計画が炭素生産性（二酸化炭素排出量 1単位
当たりの付加価値額をいいます。以下同じで
す。）が17％以上向上する計画であることと
されました（令 3 . 7 経産告170、実施指針 1
二ハ①⑴）。
　上記ロイのエネルギーの利用による環境へ
の負荷の低減に特に著しく資する生産工程効
率化等設備は、エネルギーの利用による環境
への負荷の低減に特に著しく資するものとし
て経済産業大臣が定める基準に適合するもの
とされています（措令27の12の 7 ③）。この
経済産業大臣が定める基準は、その設備が記
載された計画が炭素生産性が20％以上向上す
る計画であることとされました（令 6 . 3 経
産告61、実施指針 1二ハ①⑴）。
（注 1）　上記の改正のほか、事業適応計画の認

定要件のうち事業所等の炭素生産性に係

る要件等について、事業適応の実施に関

する指針（令和 3 年 7 月財務省・経済産

業省告示第 6 号）において見直しが行わ

れています。その詳細については、下記

⑤をご参照ください。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 2）

から（参考 4）までをご参照ください。
③　対象資産の見直し
　対象資産について、次の見直しが行われま
した。
イ　対象資産である生産工程効率化等設備に、
車両のうち、列車の走行に伴う二酸化炭素
の排出量の削減に資する鉄道車両として国
土交通大臣が定めるものが追加されました
（生産工程効率化等設備に関する命令①、
令 6 . 3 国交告289四）。
ロ　対象資産から次の資産が除外されました
（生産工程効率化等設備に関する命令①、
措法42の12の 7 ③⑥）。
イ　生産工程効率化等設備のうち、広く一
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般に流通している照明設備及びエアコン
ディショナー（使用者の快適性を確保す
るために使用されるものに限ります。）
ロ　需要開拓商品生産設備

（注）　関係法令については、下記の（参考 5）

及び（参考 6）をご参照ください。
④　従前の認定に基づく資産の除外
　下記⑤の見直しが行われたこと等を踏まえ、
対象資産から、令和 6年 4月 1日前に認定の
申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低
減事業適応計画（同日以後に変更の認定の申
請がされた場合において、その変更の認定が
あったときは、その変更後のものを除きま
す。）に記載された生産工程効率化等設備で
同日以後に取得又は製作若しくは建設をされ
たものが除外されました（措法42の12の 7 ⑮
三）。
⑤　その他関係法令等の改正
　事業適応計画の認定要件のうち事業所等の
炭素生産性に係る要件等が次のとおり見直さ
れました。
イ　事業所等の炭素生産性に係る要件の見直
し
　事業適応計画の認定要件のうち「目標年
度における炭素生産性の基準年度における
炭素生産性に対する向上率が 7％以上であ
ること」との要件が、「目標年度における
炭素生産性の基準年度における炭素生産性
に対する向上率が15％以上（中小企業者に
あっては、10％以上）であること」とされ
ました（実施指針 1二ハ①⑴）。
（注 1）　目標年度とは、エネルギー利用環境

負荷低減事業適応開始後 3 年以内に設

定した年度をいい（実施指針 1 二ハ①

⑴）、基準年度とは、事業適応計画の開

始の直前の事業年度をいいます（実施

指針 1二イ①⑴）。
（注 2）　中小企業者とは、租税特別措置法第

42条の12の 7 第 6 項第 1 号に規定する

中小企業者をいいます（実施指針 1 二

ハ①⑴）。

ロ　事業所等の炭素生産性の算定方法の見直
し
　事業所等の炭素生産性を算定する際に電
気の排出係数による影響等を除外する等の
見直しが行われました。
　具体的には、事業所等の炭素生産性の算
定に当たって、改正前においては、他人か
ら供給される電気の使用に伴って発生する
二酸化炭素の排出量の算定に用いる電気の
排出係数については、小売電気事業者ごと
の調整後排出係数を用いることができるも
のとされ、また、無効化した国内認証排出
削減量（他者へ移転した量を差し引いたも
の）又は海外認証排出削減量を炭素生産性
の数値から差し引くことができるものとさ
れていましたが、改正後においては、これ
らの調整ができないこととされました（生
産工程効率化等設備に関する命令④）。
ハ　その他
　事業所等のエネルギー起源二酸化炭素排
出量が増加する場合には、今後、環境負荷
の低減を図りながら、生産の拡大により、
市場の獲得を目指す計画が対象となること
から、事業適応計画の認定申請書に、中長
期的にどの程度の市場の獲得を目指すのか
を記載することとされました（エネルギー
利用環境負荷低減事業適応計画（カーボン
ニュートラルに向けた投資促進税制）の申
請方法・審査のポイント）。
　また、令和 6年 3月31日までに、具体的
な設備投資金額を含め、組織として投資決
定している設備は対象とならないこととさ
れました。なお、同日以前に決議又は決定
がされた投資計画であっても、以下のいず
れかに該当するエネルギーの利用による環
境への負荷の低減効果が高まることが認め
られる変更が行われ、令和 6年 4月 1日以
後に改めてその経営の方針の決議又は決定
がされた場合のその決議又は決定に係るも
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のは、対象となることとされています（実
施指針 5七、エネルギー利用環境負荷低減
事業適応計画（カーボンニュートラルに向
けた投資促進税制）の申請方法・審査のポ
イント）。
イ　導入することが決定されている設備を、
よりエネルギー消費効率が高い設備へ変
更する。
ロ　導入することが決定されている設備と
セットで用いることで、エネルギーの合
理的な利用を実現することができる設備
を追加で導入する。
ハ　導入することが決定されている設備投
資を 1年以上前倒す。

（注）　関係法令については、下記の（参考 3）

及び（参考 5）をご参照ください。
（参考 1）　産業競争力強化法（平成25年法律第98

号）（新たな事業の創出及び産業への投資

を促進するための産業競争力強化法等の

一部を改正する法律（令和 6 年法律第45

号）第 1条の規定による改正後）

（事業適応計画の認定）

第21条の22　事業者は、その実施しようと

する事業適応（当該事業者が法人を設立し、

その法人が実施しようとするものを含む。

以下同じ。）に関する計画（以下「事業適

応計画」という。）を作成し、主務省令で

定めるところにより、これを主務大臣に

提出して、その認定を受けることができる。

2～ 5　省　略

（事業適応計画の変更等）

第21条の23　前条第 1 項の認定を受けた者

（当該認定に係る事業適応計画に従って設

立された法人を含む。以下「認定事業適

応事業者」という。）は、当該認定に係る

事業適応計画を変更しようとするときは、

主務省令で定めるところにより、主務大

臣の認定を受けなければならない。

2～ 5　省　略
（参考 2）　生産工程効率化等設備のうちエネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に著

しく資するものとして経済産業大臣が定

める基準（令和 3 年経済産業省告示第170

号）

　租税特別措置法施行令第 5 条の 6 の 6

第 6 項及び第27条の12の 7 第 3 項に規定

する生産工程効率化等設備のうちエネル

ギーの利用による環境への負荷の低減に

著しく資するものとして経済産業大臣が

定める基準は、当該生産工程効率化等設

備（産業競争力強化法（平成25年法律第

98号。以下「法」という。）第 2 条第13項

に規定する生産工程効率化等設備をい

う。）について記載された法第21条の16第

2 項に規定する認定事業適応計画に記載

された事業適応の実施に関する指針（令

和 3 年財務省・経済産業省告示第 6 号）

第 1 項第 2 号ハ①のエネルギー利用環境

負荷低減事業適応による生産性の向上に

関する目標が同号ハ①中「10パーセント」

とあるのを「17パーセント」と読み替え

た場合における同号ハ①⑴に該当するも

のであることとする。
（参考 3）　事業適応の実施に関する指針（令和 3

年財務省、経済産業省告示第 6号）

1 　事業適応の促進の意義及び目標その他

の事業適応に関する基本的事項

一　省　略

二　事業適応による生産性の向上又は需

要の開拓に関する目標の設定に関する

事項

　主務大臣が法第21条の15第 4 項の規

定に基づき認定を行うに当たっては、

事業適応計画の実施期間（産業競争力

強化法施行規則（平成30年内閣府、総

務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省令第 1 号）第11条の 2 第 5 項に

規定する実施期間をいう。）の終了時を

含む事業年度（以下「計画終了年度」
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という。）以前において、事業適応計画

に定める事業を行うことにより、次の

イからハまでに掲げる事業適応の類型

に応じ、同イからハまでに定める生産

性の向上に関する目標又は新たな需要

の開拓に関する目標の達成が見込まれ

ることを認定の要件とする。

イ・ロ　省　略

ハ　エネルギー利用環境負荷低減事業

適応

①　エネルギー利用環境負荷低減事

業適応による生産性の向上に関す

る目標

⑴　生産工程効率化等設備の導入

を伴うエネルギー利用環境負荷

低減事業適応による生産性の向

上に関する目標は、事業者全体

若しくは生産工程効率化等設備

を導入する事業所のうち基準年

度の炭素生産性（付加価値額を

エネルギー起源二酸化炭素排出

量で除して算出する指標。以下

同じ。）の数値が存在する事業所

において次のイ、ロ若しくはハ

のいずれかを満たすこと又は生

産工程効率化等設備を導入する

事業所のうち基準年度の炭素生

産性の数値が存在しない事業所

において次のロ若しくはハのい

ずれかを満たすこととする。なお、

この場合において、需要開拓商

品生産設備の導入を伴うときは、

次の②も満たすこととする。また、

事業所を単位として設定するエ

ネルギー利用環境負荷低減事業

適応に関する目標については、

当該事業所のエネルギー使用量

（エネルギーの使用の合理化及び

非化石エネルギーへの転換等に

関する法律施行令（昭和54年政

令第267号）第 2 条第 2 項に規定

する原油換算エネルギー使用量

をいう。以下同じ。）がエネルギ

ー利用環境負荷低減事業適応の

開始の初年度（基準年度の炭素

生産性の数値が存在しない事業

所にあっては、エネルギー利用

環境負荷低減事業適応開始後 3

年以内に設定した年度（以下「目

標年度」という。））において

3,000キロリットル（原油換算）

以上である場合又は当該事業所

を有する事業者が中小企業者等

（租税特別措置法（昭和32年法律

第26号）第10条の 5 の 6 第 9 項

第 1 号に規定する中小事業者又

は同法第42条の12の 7 第 6 項第

1 号に規定する中小企業者をい

う。以下同じ。）である場合に限

る。なお、基準年度と目標年度

の炭素生産性を適切に比較する

ことが困難な場合に限り、エネ

ルギー使用量が標準的な年度等

を基準年度とみなすものとする。
（注 1）　生産工程効率化等設備

とは、法第 2 条第13項の

規定に基づき、生産工程

効率化等設備に関する命

令（令和 3 年内閣府、総

務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、

環境省令第 3 号）に定め

られた設備をいうもので

あり、基本的な要件は次

のとおりである。

　エネルギー利用環境負

荷低減事業適応に資する

設備（機械若しくは装置、

器具若しくは備品、建物
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附属設備若しくは構築物

若しくはこれらを組み合

わせたもの又は車両（列

車の走行に伴う二酸化炭

素の排出量の削減に資す

る鉄道車両として国土交

通大臣が定めるものに限

る。）をいい、広く一般に

流通している照明設備及

びエアコンディショナー

（使用者の快適性を確保す

るために使用されるもの

に限る。）を除く。）のうち、

設備の導入前後の炭素生

産性を 1 パーセント以上

向上させるもの。

イ　目標年度における炭素生産

性の数値が、基準年度におけ

る炭素生産性の数値より15パ

ーセント以上（中小企業者等

の場合は、10パーセント以上）

上回ること。
（注 2）　租税特別措置法第10

条の 5 の 6 第 5 項及び

第42条の12の 7 第 3 項

の規定により特別償却

の適用を受けようとす

る者並びに同法第10条

の 5 の 6 第 9 項（第 2

号イ又は第 3 号に係る

部分に限る。）及び第42

条の12の 7 第 6 項（第

2 号イ又は第 3 号に係

る部分に限る。）の規定

により税額控除 5 パー

セント（中小企業者等

の場合は、10パーセン

ト）の措置の適用を受

けようとする者におい

ては、基準年度におけ

る炭素生産性の数値よ

り15パーセント以上（中

小企業者等の場合は、

10パーセント以上）上

回ることを目標とし、

租税特別措置法施行令

（昭和32年政令第43号）

第 5 条の 6 の 6 第 6 項

及び第27条の12の 7 第

3 項の規定に基づき、

生産工程効率化等設備

のうちエネルギーの利

用による環境への負荷

の低減に著しく資する

ものとして経済産業大

臣が定める基準に適合

するものとして、税額

控除14パーセントの措

置の適用を受けようと

する中小企業者等にお

いては、同基準のとお

り基準年度における炭

素生産性の数値より17

パーセント以上上回る

ことを目標とし、同令

第 5 条の 6 の 6 第 6 項

及び第27条の12の 7 第

3 項の規定に基づき、

生産工程効率化等設備

のうちエネルギーの利

用による環境への負荷

の低減に特に著しく資

するものとして経済産

業大臣が定める基準に

適合するものとして、

税額控除10パーセント

の措置の適用を受けよ

うとする者においては、

同基準のとおり基準年

度における炭素生産性
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の数値より20パーセン

ト以上上回ることを目

標とするものである（以

下この⑴において同

じ。）。なお、目標年度

の炭素生産性の算出に

際しては、基準年度の

炭素生産性の算出に用

いた排出係数を用いる

こと（以下この⑴にお

いて同じ。）。

ロ　当該事業所の目標年度にお

ける炭素生産性の数値が、当

該事業所の属する事業者全体

の基準年度における炭素生産

性の数値より15パーセント以

上（中小企業者等の場合は、

10パーセント以上）上回ること。

ただし、「事業者全体」とある

のは、「設備を導入する事業所

で営む事業と同種の事業を営

む事業所全体」と読み替えて

適用することができるものと

し、これに加えて業態特性や

固有の事情等がある場合は、

これを考慮するものとする。

ハ　上記イ又はロに相当する炭

素生産性の向上を示す他の指

標の改善が達成されること。

⑵　省　略

②　省　略

三　省　略

2～ 4　省　略

5　その他事業適応に関する重要事項

一～六　省　略

七　生産工程効率化等設備に関する事項

　生産工程効率化等設備の導入を伴う

エネルギー利用環境負荷低減事業適応

計画の認定申請書の提出する際に添付

する当該事業適応に係る経営の方針の

決議又は決定の過程及びその内容を示

す書類は、事業適応の実施に関する指

針の一部を改正する告示（令和 6 年財

務省、経済産業省告示第 3 号）の施行

の日以後に取締役会その他これに準ず

る機関によりされた決議又は決定に係

るもの（同日前に決議又は決定がされ

た経営の方針につき、導入することが

決定されている設備と比較してエネル

ギー消費効率が向上する設備へ変更す

るなど、エネルギーの利用による環境

への負荷の低減効果が大きいことが認

められる変更が行われ、同日以後に改

めて当該経営の方針の決議又は決定が

された場合のその決議又は決定に係る

ものを含む。）に限るものとする。

八　省　略

6　省　略
（参考 4）　生産工程効率化等設備のうちエネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に特

に著しく資するものとして経済産業大臣

が定める基準（令和 6 年経済産業省告示

第61号）

　租税特別措置法施行令第 5 条の 6 の 6

第 6 項及び第27条の12の 7 第 3 項に規定

する生産工程効率化等設備のうちエネル

ギーの利用による環境への負荷の低減に

特に著しく資するものとして経済産業大

臣が定める基準は、当該生産工程効率化

等設備（産業競争力強化法（平成25年法

律第98号。以下「法」という。）第 2 条第

13項に規定する生産工程効率化等設備を

いう。）について記載された法第21条の16

第 2 項に規定する認定事業適応計画に記

載された事業適応の実施に関する指針（令

和 3 年財務省・経済産業省告示第 6 号）

第 1 項第 2 号ハ①のエネルギー利用環境

負荷低減事業適応による生産性の向上に

関する目標が同号ハ①中「15パーセント」

とあるのを「20パーセント」と読み替え
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た場合における同号ハ①⑴に該当するも

のであることとする
（参考 5）　生産工程効率化等設備に関する命令（令

和 3 年内閣府、総務省、財務省、文部科

学省、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、国土交通省、環境省令第 3号）

1 　産業競争力強化法（以下「法」とい

う。）第 2 条第13項に規定する生産工程効

率化等設備は、事業者の実施するエネル

ギー利用環境負荷低減事業適応（法第21

条の13第 2 項第 3 号に規定するエネルギ

ー利用環境負荷低減事業適応をいう。以

下同じ。）に資する設備（機械若しくは装

置、器具若しくは備品、建物附属設備若

しくは構築物若しくはこれらを組み合わ

せたもの又は車両（列車の走行に伴う二

酸化炭素の排出量の削減に資する鉄道車

両として国土交通大臣が定めるものに限

る。）をいい、広く一般に流通している照

明設備及びエアコンディショナー（使用

者の快適性を確保するために使用される

ものに限る。）を除く。以下同じ。）のうち、

当該設備が導入される事業所における付

加価値の創出に伴って生じる環境への負

荷の程度を低減させるものであり、次項

で定める方法により算出される指標（以

下「炭素生産性」という。）を向上させる

ために必要不可欠な設備（発電の用に供

する設備（当該設備と併せて設置される

架台、蓄電装置、制御装置その他の当該

設備に附属する装置を含む。以下「発電

設備等」という。）であって、エネルギー

利用環境負荷低減事業適応の実施時期の

うち当該発電設備等により発電される電

気の販売を行うことが見込まれる期間に

おいて、当該発電設備等により発電され

ることが見込まれる電気の量のうちに販

売を行うことが見込まれる電気の量の占

める割合が 2 分の 1 を超えるものを除

く。）であって、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に掲げる式によ

り算出された数値が101以上となるものと

する。

一　設備の導入前における事業所の炭素

生産性の数値が存在する場合

　設備の導入後における事業所の炭素

生産性÷設備の導入前における事業所

の炭素生産性×100

二　設備の導入前における事業所の炭素

生産性の数値が存在しない場合

　設備の導入後における事業所の炭素

生産性÷設備の導入前における事業者

全体の炭素生産性×100

2 ・ 3 　省　略

4 　第 2 項各号の式中のエネルギー起源二

酸化炭素排出量は、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数

値とする。ただし、業態特性や固有の事

情等がある場合は、これを考慮するもの

とする。

一　事業所のエネルギー起源二酸化炭素

排出量　エネルギーの使用の合理化及

び非化石エネルギーへの転換等に関す

る法律施行規則（昭和54年通商産業省

令第74号。次号において「省エネ法施

行規則」という。）様式第 9 指定―第10

表 1 の「エネルギーの使用に伴って発

生する二酸化炭素」として同表備考 1

の規定により計算される数値

二　事業者全体のエネルギー起源二酸化

炭素排出量　省エネ法施行規則様式第

9 特定―第12表 1 の「事業者全体」に

おける「エネルギーの使用に伴って発

生する二酸化炭素」として同表備考 3

及び備考 4 の規定により計算される数

値

5　省　略
（参考 6）　鉄道業の事業適応の実施に関する指針

（令和 6年国土交通省告示第289号）

一・二　省　略
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三　エネルギー利用環境負荷低減事業適

応に関する基本的方向性

　「2050年カーボンニュートラル」の実

現に向けては、上述のとおり、運輸部

門からのCO 2 排出量の削減が必要不可

欠である。鉄道輸送からのCO 2 排出量

は、運輸部門全体の 5 パーセント程度

ではあるものの、カーボンニュートラ

ル社会の実現に資するインフラとして、

エネルギー効率の更なる向上や動力源

の非化石転換等、脱炭素化に向けた更

なる取組が必要である。

　鉄道業の脱炭素化に向けては、鉄道

業のCO 2 排出量の約 4 分の 3 を占める

列車運行に由来するCO 2 排出量の削減

が必要不可欠である。具体的に進める

べき取組は、次のとおりとする。

イ　電気車については、チョッパ制御

や抵抗制御等の旧式の制御方式を使

用していることによりエネルギー効

率の劣る鉄道車両から、VVVFイン

バータ（可変電圧可変周波数インバ

ータ）により制御される鉄道車両で

あって、VVVFインバータの半導体

素子にSiC（炭化けい素）を採用した

ものへの代替を進めること。

ロ　内燃車については、蓄電池車両（車

両に搭載された蓄電池に蓄電された

電気を動力源とする鉄道車両をい

う。）又はハイブリッド車両（内燃機

関及び主電動機を搭載する鉄道車両

をいう。）への代替を進めること。

ハ　電気車又は内燃車から、水素又は

水素から生み出した電気を動力源と

する鉄道車両への代替を進めること。

四　エネルギー利用環境負荷低減事業適

応についての要件

　生産工程効率化等設備に関する命令

第 1 項の列車の走行に伴う二酸化炭素

の排出量の削減に資する鉄道車両とし

て国土交通大臣が定めるものは、前号

イからハまでに規定する取組に係る代

替後の鉄道車両とする。また、設備が

導入される事業所の同項に規定する炭

素生産性の算出に当たっては、次のと

おりとする。

イ　設備が導入される事業所は、車両

基地（鉄道事業法施行規則（昭和62

年運輸省令第 6 号）第 9 条第 3 号に

掲げる車庫及び車両検査修繕施設で

あって、施設及び車両の定期検査に

関する告示（平成13年国土交通省告

示第1786号）別表備考第 1 号に規定

する状態・機能検査を行う施設をい

う。）とする。

ロ　設備が導入される事業所の付加価

値額（生産工程効率化等設備に関す

る命令第 3 項に掲げる式により算出

された数値をいう。以下このロにお

いて同じ。）は、鉄道業の付加価値額

を輸送人キロで除した値に当該事業

所に係る車両の輸送人キロを乗じた

値とする。

ハ　設備が導入される事業所のエネル

ギー起源二酸化炭素排出量は、鉄道

業に由来するエネルギー起源二酸化

炭素排出量を車両走行キロで除した

値に当該事業所に係る車両の走行キ

ロを乗じた値とする。

⑵　戦略分野国内生産促進税制の創設
①　創設の経緯及び趣旨
　生産性向上・供給力強化を通じて潜在成長
率を引き上げるため、中長期的な経済成長を
牽
けん

引し、真に我が国の供給力強化につながる
分野については、集中的に国内投資を促して
いくことが重要と考えられています。「新し
い資本主義のグランドデザイン及び実行計画
2023改訂版（令和 5 年 6 月16日閣議決定）」
において、「GXや DX等の中長期的成長が
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見込まれる戦略分野について、政府（引用
注：各国政府）が大規模・長期・包括的な支
援を行うことにより、自国内への民間企業の
立地・投資を誘致する動きも強まっている。」
と述べられています。こうしたことを踏まえ、
民間として事業採算性に乗りにくいが、国と
して特段に戦略的な長期投資が不可欠となる
分野の投資を選定し、これを対象として生
産・販売量に比例して税額控除を行う措置が
創設されました。
　GX分野に該当する物資に係る措置につい
ては、GX経済移行債（脱炭素成長型経済構
造への円滑な移行の推進に関する法律第 7条
第 1項の規定により政府が発行する公債）を
活用して財源を確保するとの特殊な性格を持
つものであることから、控除上限、措置年数、
繰越年数等についても、従来の制度の仕組み
からは一線を画した措置となっています。
②　制度の概要
　この制度は、次の 2つの措置で構成されて
います。
イ　半導体に係る措置
　青色申告書を提出する法人で新たな事業
の創出及び産業への投資を促進するための
産業競争力強化法等の一部を改正する法律
（令和 6 年法律第45号。以下「産競法等改
正法」といいます。）の施行の日から令和
9年 3月31日までの間にされた産業競争力
強化法の認定に係る認定事業適応事業者で
あるものが、その認定エネルギー利用環境
負荷低減事業適応計画に記載された産業競
争力基盤強化商品のうち半導体の生産をす
るための設備の新設又は増設をする場合に
おいて、その新設又は増設に係る機械その
他の減価償却資産（以下「半導体生産用資
産」といいます。）の取得等をして、その
法人の事業の用に供したときは、その事業
の用に供した日からその認定の日以後10年
を経過する日までの期間（イにおいて「対
象期間」といいます。）内の日を含む各事

業年度において、その半導体生産用資産に
より生産された半導体のうちその事業年度
の対象期間において販売されたものの数量
等に応じた金額とその半導体生産用資産及
びこれとともにその半導体の生産をするた
めに直接又は間接に使用する減価償却資産
に対して投資した金額の合計額（その半導
体生産用資産について既に本措置により調
整前法人税額から控除された金額及び繰越
控除の対象となった金額を除きます。）と
のうちいずれか少ない金額の税額控除がで
きることとされました。なお、控除を受け
る金額は、上記 1 ⑴及び⑵の制度の税額控
除と合計して当期の調整前法人税額の20％
を上限とし、税額控除限度超過額は 3年間
の繰越しができることとされています。
ロ　特定産業競争力基盤強化商品に係る措置
　青色申告書を提出する法人で産競法等改
正法の施行の日から令和 9年 3月31日まで
の間にされた産業競争力強化法の認定に係
る認定事業適応事業者であるものが、その
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応
計画に記載された産業競争力基盤強化商品
（半導体を除きます。以下「特定産業競争
力基盤強化商品」といいます。）の生産を
するための設備の新設又は増設をする場合
において、その新設又は増設に係る機械そ
の他の減価償却資産（以下「特定商品生産
用資産」といいます。）の取得等をして、
その法人の事業の用に供したときは、その
事業の用に供した日からその認定の日以後
10年を経過する日までの期間（ロにおいて
「対象期間」といいます。）内の日を含む各
事業年度において、その特定商品生産用資
産により生産された特定産業競争力基盤強
化商品のうちその事業年度の対象期間にお
いて販売されたものの数量等に応じた金額
とその特定商品生産用資産及びこれととも
にその特定産業競争力基盤強化商品の生産
をするために直接又は間接に使用する減価
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償却資産に対して投資した金額の合計額
（その特定商品生産用資産について既に本
措置により調整前法人税額から控除された
金額及び繰越控除の対象となった金額を除
きます。）とのうちいずれか少ない金額の
税額控除ができることとされました。なお、
控除を受ける金額は、上記 1 ⑴及び⑵の制
度の税額控除並びに上記イの措置と合計し
て当期の調整前法人税額の40％を上限とし、
税額控除限度超過額は 4年間の繰越しがで
きることとされています。

③　半導体に係る措置
イ　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提
出する法人で産競法等改正法の施行の日か
ら令和 9年 3月31日までの間にされた産業
競争力強化法第21条の22第 1 項の認定に係
る同法第21条の35第 2 項に規定する認定事
業適応事業者であるものとされています
（措法42の12の 7 ⑦）。
　すなわち、認定エネルギー利用環境負荷
低減事業適応計画に従って実施されるエネ
ルギー利用環境負荷低減事業適応のための
措置のうち、産業競争力強化法第 2条第14
項に規定する産業競争力基盤強化商品（以
下「産業競争力基盤強化商品」といいま
す。）の生産及び販売であって我が国産業
の基盤強化に特に資することその他主務大
臣が定める基準に適合することについて主
務大臣の確認を受けたものを行う認定事業
適応事業者が、適用対象法人となります。
　したがって、産競法等改正法の施行の日
から令和 9年 3月31日までの間に事業適応
計画について主務大臣の認定を受け、かつ、
上記の主務大臣の確認を受ける必要があり
ます。
　ここで、認定エネルギー利用環境負荷低
減事業適応計画とは、産業競争力強化法第
21条の23第 2 項に規定する認定事業適応計
画のうち、エネルギー利用環境負荷低減事

業適応に関するものをいいます（措法42の
12の 7 ③）。
（注 1）　産競法等改正法の施行の日は、産競

法等改正法の公布の日（令和 6 年 6 月

7 日）から起算して 3 月を超えない範

囲内において政令で定める日とされて

おり（産競法等改正法附則 1）、その政

令は、今後定められます。
（注 2）　事業適応とは、事業者が、産業構造

又は国際的な競争条件の変化その他の

経済社会情勢の変化に対応して、その

事業の生産性を相当程度向上させるこ

と又はその生産し、若しくは販売する

商品若しくは提供する役務に係る新た

な需要を相当程度開拓することを目指

して行うその事業の全部又は一部の変

更（取締役会その他これに準ずる機関

による経営の方針に係る決議又は決定

を伴うものに限ります。）であって、次

のいずれかに該当するものをいいます

（産競法 2 ⑫）。エネルギー利用環境負

荷低減事業適応は、次のロに該当する

事業適応です（産競法21の20②二）。

イ�　情報技術の進展による事業環境の

変化に対応して行うもの

ロ�　エネルギーの消費量の削減、非化

石エネルギー源の活用その他のエネ

ルギーの利用による環境への負荷の

低減に関する国際的な競争条件の変

化に対応して行うもの
（注 3）　主務大臣が定める基準は、今後、省

令・告示によって定められます。
（注 4）　主務大臣は、事業適応計画に係る事

業を所管する大臣とされています（産

競法147①七）。
（注 5）　関係法令については、下記の（参

考）をご参照ください。
ロ　適用期間
　適用期間は、適用対象法人が適用対象資
産の取得等をして、これを事業の用に供し
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た場合に、その事業の用に供した日（以下
「供用日」といいます。）から産業競争力強
化法第21条の22第 1 項の認定を受けた日以
後10年を経過する日まで（同日までに同法
第21条の23第 2 項又は第 3項の規定により
その認定を取り消されたときは、その取り
消された日の前日まで）の期間とされてい
ます（措法42の12の 7 ⑦）。
　その適用期間内に、適用対象資産により
生産された適用対象商品の販売をした場合
に、その販売した適用対象商品について適
用されます。
（注 1）　取得等とは、取得又は製作若しくは

建設をいいます。
（注 2）　関係法令については、下記の（参

考）をご参照ください。
ハ　適用対象資産
　適用対象となる減価償却資産は、半導体
生産用資産とされています。具体的には、
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応
計画に記載された半導体（下記ニ参照）を
生産するための設備の新設又は増設をし、
その新設又は増設に係る機械その他の減価
償却資産の取得等をした場合におけるその
機械その他の減価償却資産とされています
（措法42の12の 7 ⑦）。
　また、取得は、その製作又は建設の後事
業の用に供されたことのないものの取得に
限ることとされています（措法42の12の 7
⑦）。
ニ　適用対象商品
　適用対象となる半導体は、適用対象法人
が取得等をした半導体生産用資産により生
産された産業競争力強化法第 2条第14項に
規定する半導体（以下「半導体」といいま
す。）とされています（措法42の12の 7 ⑦）。
この半導体は、エネルギーの利用による環
境への負荷の低減に特に資する半導体であ
って、今後の我が国産業の基盤となること
が見込まれ、かつ、国際競争に対応して事

業者が市場を獲得することが特に求められ
るものとして主務省令で定める要件に該当
するものとされています（産競法 2⑭）。
（注 1）　主務省令で定める要件は、今後定め

られます。
（注 2）　関係法令については、下記の（参

考）をご参照ください。
ホ　適用対象事業
　適用対象となる事業は、特に業種の限定
はされていません。ただし、「国内にある
��事業の用」とされている（措法42の12
の 7 ⑦）ことから、適用対象法人の国内で
行われる事業に限り適用対象となります。
ヘ　適用対象事業年度
　適用対象となる事業年度は、適用期間内
の日を含む各事業年度（以下「供用中年
度」といいます。）とされています（措法
42の12の 7 ⑦）。
（注）　供用中年度からは、解散の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除くこ

ととされています（措法42の12の 7 ⑦）。

ただし、解散から「合併による解散」を

除くこととされているため、被合併法人

の最後事業年度は、適用対象事業年度か

ら除外されていません。

ト　税額控除限度額に係る税額控除
　税額控除限度額（半導体税額控除限度
額）は、次の金額のうちいずれか少ない金
額の合計額とされています（措法42の12の
7 ⑦、措令27の12の 7 ④～⑦）。
イ　その半導体生産用資産により生産され
た半導体が次の区分のいずれに該当する
かに応じそれぞれ次の金額に、その半導
体生産用資産により生産された半導体の
うち当期（当期が適用期間の末日を含む
事業年度である場合には、その末日以前
の期間に限ります。）において販売され
たものの直径200ミリメートルのウエハ
ーで換算した枚数を基礎として計算した
数の合計を乗じて計算した金額
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Ａ　トランジスター上に配置される導線
の中心の間隔が最も短い箇所において
130ナノメートル以下の演算を行う半
導体（以下「演算半導体」といいま
す。）�� 1万6,000円
Ｂ　トランジスター上に配置される導線
の中心の間隔が最も短い箇所において
130ナノメートルを超え165ナノメート
ル以下の演算半導体�� 1万3,000円
Ｃ　トランジスター上に配置される導線
の中心の間隔が最も短い箇所において
165ナノメートルを超え210ナノメート
ル以下の演算半導体�� 1万1,000円
Ｄ　トランジスター上に配置される導線
の中心の間隔が最も短い箇所において
210ナノメートルを超える演算半導体
��7,000円
E　パワー半導体等であって電流若しく
は電圧を電気的信号に変換し又は電気
的信号を電流若しくは電圧に変換する
ことができるといった固有の機能を果
たすもののうちそのパワー半導体等を
構成するウエハーが主としてけい素で
構成されるもの��6,000円
F　パワー半導体等であって電流若しく
は電圧を電気的信号に変換し又は電気
的信号を電流若しくは電圧に変換する
ことができるといった固有の機能を果
たすもののうちそのパワー半導体等を
構成するウエハーが主として炭化けい
素又は窒化ガリウムで構成されるもの
�� 2万9,000円
G　パワー半導体等であって光に関連す
る物理現象を電気的信号に変換し又は
電気的信号を光に関連する物理現象に
変換することができるといった固有の
機能を果たすもの�� 1万8,000円
H　演算半導体及び上記ＥからＧまでの
半導体以外の半導体��4,000円

（注 1）　直径200ミリメートルのウエハーで

換算した枚数を基礎として計算した

数は、販売された半導体の枚数を次

のその販売された日の属する期間ご

とに区分した枚数として財務省令で

定めるところにより証明がされた数

にそれぞれ次の割合を乗じて計算し

た数とされています（措法42の12の

7 ⑦一）。なお、財務省令で定めると

ころにより証明がされた数は、今後

定められます。

Ａ�　供用日から供用日以後 7 年を経

過する日までの期間��100％

Ｂ�　供用日以後 7 年を経過する日の

翌日から供用日以後 8 年を経過す

る日までの期間��75％

Ｃ�　供用日以後 8 年を経過する日の

翌日から供用日以後 9 年を経過す

る日までの期間��50％

Ｄ�　供用日以後 9 年を経過する日の

翌日以後の期間��25％
（注 2）　パワー半導体等とは、電流若しく

は電圧若しくは光に関連する物理現

象を電気的信号に変換し又は電気的

信号を電流若しくは電圧若しくは光

に関連する物理現象に変換すること

ができるといった固有の機能を果た

す半導体であって、演算半導体以外

の半導体をいいます（措法42の12の

7 ⑦二）。

ロ　事業の用に供したその半導体生産用資
産及びこれとともに半導体を生産するた
めに直接又は間接に使用する減価償却資
産に対して投資した金額の合計額として
財務省令で定める金額に相当する金額
（注）　財務省令で定める金額は、今後定め

られます。

　ただし、次の金額がある場合には、そ
の金額を控除した残額とすることとされ
ています（措法42の12の 7 ⑦、措令27の
12の 7 ⑥）。
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Ａ　その半導体生産用資産について既に
本措置における税額控除限度額に係る
税額控除によりその供用中年度前の各
事業年度の調整前法人税額から控除さ
れた金額
Ｂ　その半導体生産用資産に係るその供
用中年度前の各事業年度における半導
体税額控除限度額のうち、本措置にお
ける税額控除限度額に係る税額控除を
してもなお控除しきれない金額の合計
額
Ｃ　適格合併、適格分割又は適格現物出
資（以下「適格合併等」といいます。）
により移転を受けたその半導体生産用
資産について本措置における税額控除
限度額に係る税額控除によりその適格
合併等に係る被合併法人、分割法人又
は現物出資法人（以下「被合併法人
等」といいます。）の過去事業年度の
調整前法人税額から控除された金額
（その半導体生産用資産に係るその被
合併法人等の過去事業年度における半
導体税額控除限度額のうち、本措置に
おける税額控除限度額に係る税額控除
をしてもなお控除しきれない金額の合
計額を含みます。）
（注 1）　過去事業年度とは、適格合併等

の日（適格合併にあっては、適格

合併の日の前日）を含む事業年度

以前の各事業年度をいいます（措

令27の12の 7 ⑥二）。
（注 2）　上記Ｃのとおり、適格合併等に

より適格合併等に係る被合併法人

等が本措置における税額控除限度

額に係る税額控除の適用を受けて

いる半導体生産用資産を適用対象

法人が移転を受けた場合には、適

用対象法人においても本措置の適

用を受けることが可能です。この

場合には、適用対象法人が、その

半導体生産用資産の新設又は増設

をし、かつ、その半導体生産用資

産を取得し、又は製作し、若しく

は建設して、これを被合併法人等

供用日（その適格合併等に係る被

合併法人等がその半導体生産用資

産をその事業の用に供した日をい

います。）に適用対象法人の事業

の用に供したものとみなされます

（措令27の12の 7 ⑦）。

　なお、控除を受ける金額は、上記 1 ⑴及
び⑵の制度の税額控除との合計で、当期の
調整前法人税額の20％相当額（法人税額基
準額）を上限とすることとされています
（措法42の12の 7 ⑦後段）。
　また、この調整前法人税額は、次の規定
を適用しないで計算した場合の法人税の額
をいい、附帯税の額を除くこととされてい
ます（措法42の 4 ⑲二、震災税特法17の 2
⑭、17の 2 の 2 ⑨、17の 2 の 3 ⑨、17の 3
⑥、17の 3 の 2 ⑥、17の 3 の 3 ⑤、措令27
の 4 ⑨）。
（注）　附帯税の額とは、国税通則法第 2 条第

4 号に規定する附帯税の額をいいます

（措法42の 4 ⑲二）。

・　租税特別措置法第42条の 4（試験研究
を行った場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び
第 3項（中小企業者等が機械等を取得し
た場合の法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の 9（沖縄の特
定地域において工業用機械等を取得した
場合の法人税額の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の10第 2 項（国
家戦略特別区域において機械等を取得し
た場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の11第 2 項（国
際戦略総合特別区域において機械等を取
得した場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項
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（地域経済牽
けん

引事業の促進区域内におい
て特定事業用機械等を取得した場合の法
人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の11の 3 第 2 項
（地方活力向上地域等において特定建物
等を取得した場合の法人税額の特別控
除）
・　租税特別措置法第42条の12（地方活力
向上地域等において雇用者の数が増加し
た場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12の 2 （認定
地方公共団体の寄附活用事業に関連する
寄附をした場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項
及び第 3項（中小企業者等が特定経営力
向上設備等を取得した場合の法人税額の
特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の12の 5 （給与
等の支給額が増加した場合の法人税額の
特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の12の 6 第 2 項
（認定特定高度情報通信技術活用設備を
取得した場合の法人税額の特別控除）
・　租税特別措置法第42条の12の 7 第 4 項
から第 8項まで、第10項及び第11項（事
業適応設備を取得した場合等の法人税額
の特別控除等）
・　租税特別措置法第42条の14第 1 項（通
算法人の仮装経理に基づく過大申告の場
合等の法人税額）
・　租税特別措置法第66条の 7第 4項（控
除対象所得税額等相当額の法人税額の特
別控除）
・　租税特別措置法第66条の 9の 3第 3項
（控除対象所得税額等相当額の法人税額
の特別控除）
・　租税特別措置法第62条第 1項（使途秘
匿金の支出がある場合の課税の特例）
・　租税特別措置法第62条の 3第 1項及び
第 9項（土地の譲渡等がある場合の特別

税率）
・　租税特別措置法第63条第 1項（短期所
有に係る土地の譲渡等がある場合の特別
税率）
・　法人税法第67条（特定同族会社の特別
税率）
・　法人税法第68条（所得税額の控除）
・　法人税法第69条（外国税額の控除）
・　法人税法第69条の 2（分配時調整外国
税相当額の控除）
・　法人税法第70条（仮装経理に基づく過
大申告の場合の更正に伴う法人税額の控
除）
・　法人税法第70条の 2（税額控除の順
序）
・　法人税法第144条（外国法人に係る所
得税額の控除）
・　法人税法第144条の 2（外国法人に係
る外国税額の控除）
・　法人税法第144条の 2 の 2（外国法人
に係る分配時調整外国税相当額の控除）
・　法人税法第144条の 2 の 3（税額控除
の順序）
・　震災税特法第17条の 2第 2項及び第 3
項（特定復興産業集積区域において機械
等を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
・　震災税特法第17条の 2の 2第 2項及び
第 3項（企業立地促進区域等において機
械等を取得した場合の法人税額の特別控
除等）
・　震災税特法第17条の 2の 3第 2項及び
第 3項（避難解除区域等において機械等
を取得した場合の法人税額の特別控除
等）
・　震災税特法第17条の 3（特定復興産業
集積区域において被災雇用者等を雇用し
た場合の法人税額の特別控除）
・　震災税特法第17条の 3の 2（企業立地
促進区域等において避難対象雇用者等を
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雇用した場合の法人税額の特別控除）
・　震災税特法第17条の 3の 3（避難解除
区域等において避難対象雇用者等を雇用
した場合の法人税額の特別控除）

チ　繰越税額控除限度額に係る税額控除（繰
越税額控除）
　上記トのとおり、半導体税額控除限度額
が当期の調整前法人税額の20％相当額を超
える場合には、控除を受ける金額は当期の
調整前法人税額の20％相当額を上限とする
こととされていることから、半導体税額控
除限度額のうち控除をしてもなお控除しき
れない金額が生ずることとなりますが、こ
の控除をしてもなお控除しきれない金額は、
繰越税額控除限度超過額として、 3年間繰
り越して控除することができることとされ
ています（措法42の12の 7 ⑧⑨）。
　なお、この繰越税額控除限度超過額が適
用対象法人の適用事業年度の調整前法人税
額の20％相当額を超える場合には、控除を
受ける金額は、その調整前法人税額の20％
相当額を上限とすることとされています
（措法42の12の 7 ⑧後段）。
　すなわち、青色申告書を提出する法人が、
供用中年度において繰越税額控除限度超過
額を有する場合には、当期の調整前法人税
額の20％相当額を上限として、その繰越税
額控除限度超過額に相当する金額を控除す
ることができることとされています。
（注）　繰越税額控除限度超過額とは、適用対

象法人のその事業年度開始の日前 3 年以

内に開始した各事業年度における半導体

税額控除限度額のうち、本措置における

税額控除限度額に係る税額控除をしても

なお控除しきれない金額の合計額をいい

ます（措法42の12の 7 ⑨）。

　この控除をしてもなお控除しきれない

金額は、既に本措置における繰越税額控

除限度超過額に係る税額控除によりその

各事業年度において調整前法人税額から

控除された金額がある場合には、その金

額を控除した残額とすることとされてい

ます。

　ただし、この繰越税額控除限度超過額に
係る税額控除の適用を受ける場合における
その控除を受ける金額の上限となるその適
用を受ける事業年度の調整前法人税額の20
％相当額は、本措置における税額控除限度
額に係る税額控除により当期の調整前法人
税額から控除される金額並びに上記 1 ⑴及
び⑵の制度の税額控除により当期の調整前
法人税額から控除される金額がある場合に
は、これらの金額を控除した残額とするこ
ととされています（措法42の12の 7 ⑧後段）。
　すなわち、本措置における税額控除限度
額に係る税額控除及び繰越税額控除限度超
過額に係る税額控除並びに上記 1 ⑴及び⑵
の制度の税額控除の合計で当期の調整前法
人税額の20％相当額とされており、本措置
における繰越税額控除限度超過額に係る税
額控除の適用を受ける事業年度において、
本措置における税額控除限度額に係る税額
控除並びに上記 1 ⑴及び⑵の制度の税額控
除の適用を受ける場合には、当期の調整前
法人税額の20％相当額から、まず、これら
の税額控除により当期の調整前法人税額か
ら控除される金額を控除し、その控除した
残額を上限として、本措置における繰越税
額控除限度超過額に係る税額控除が適用で
きることとされています。
リ　法人税法の規定との調整
　本措置の適用がある場合における法人税
法の規定との調整に係る規定については、
研究開発税制における調整規定を準用する
こととされています（措法42の12の 7 ㉑）。
　なお、準用・読替え後の調整規定は、次
のとおりとなります（措法42の12の 7 ㉑、
42の 4 ㉒㉓）。
イ　法人税法第67条（特定同族会社の特別
税率）
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　特定同族会社の特別税率の規定の適用
において留保金額から控除される法人税
法第67条第 3項に規定する法人税の額は、
その法人税の額から特別税額控除規定
（本措置における税額控除の規定をいい
ます。以下同じです。）により控除する
金額を控除した金額とすることとされて
います（措法42の 4 ㉓一）。
ロ　法人税法第70条の 2（税額控除の順
序）又は第144条の 2 の 3（税額控除の
順序）
　法人税法第 2編第 1章第 2節第 2款又
は第 3 編第 2 章第 2 節（第143条を除き
ます。）の規定（以下「法人税法税額控
除規定」といいます。）による法人税の
額からの控除及び特別税額控除規定によ
る法人税の額からの控除については、ま
ず特別税額控除規定による控除をした後
において、同法第70条の 2 又は第144条
の 2の 3に定める順序により法人税法税
額控除規定による控除をするものとする
こととされています（措法42の 4 ㉒）。
ハ　法人税法第72条（仮決算をした場合の
中間申告書の記載事項等）
　法人税法第72条第 1項第 2号に掲げる
金額（内国法人の仮決算をした場合の中
間申告書に記載される法人税額）は、同
項に規定する期間（通算子法人にあって
は、同条第 5項第 1号に規定する期間）
を一事業年度とみなして同条第 1項第 1
号に掲げる所得の金額につき同法第 2編
第 1章第 2節（第67条、第68条第 3項及
び第70条を除きます。）の規定及び特別
税額控除規定を適用するものとした場合
に計算される法人税の額とすることとさ
れています（措法42の 4 ㉓二）。
ニ　法人税法第74条（確定申告）
　法人税法第74条第 1項第 2号に掲げる
金額（内国法人の確定申告書に記載され
る法人税額）は、同項第 1号に掲げる所

得の金額につき同法第 2編第 1章第 2節
の規定及び特別税額控除規定を適用して
計算した法人税の額とすることとされて
います（措法42の 4 ㉓三）。
ホ　法人税法第144条の 4（仮決算をした
場合の中間申告書の記載事項等）
　法人税法第144条 4 第 1 項第 3 号若し
くは第 4号又は第 2項第 2号に掲げる金
額（外国法人の仮決算をした場合の中間
申告書に記載される法人税額）は、同条
第 1項又は第 2項に規定する期間を一事
業年度とみなして同条第 1項第 1号若し
くは第 2号又は第 2項第 1号に掲げる国
内源泉所得に係る所得の金額につき同法
第 3 編第 2 章第 2 節（第144条（同法第
68条第 3項の規定を準用する部分に限り
ます。）を除きます。）の規定及び特別税
額控除規定を適用するものとした場合に
計算される法人税の額とすることとされ
ています（措法42の 4 ㉓四）。
ヘ　法人税法第144条の 6（確定申告）
　法人税法第144条の 6 第 1 項第 3 号若
しくは第 4号又は第 2項第 2号に掲げる
金額（外国法人の確定申告書に記載され
る法人税額）は、同条第 1項第 1号若し
くは第 2号又は第 2項第 1号に掲げる国
内源泉所得に係る所得の金額につき同法
第 3編第 2章第 2節の規定及び特別税額
控除規定を適用して計算した法人税の額
とすることとされています（措法42の 4
㉓五）。

ヌ　申告要件
　税額控除限度額に係る税額控除は、確定
申告書等（控除を受ける金額を増加させる
修正申告書又は更正請求書を提出する場合
には、その修正申告書又は更正請求書を含
みます。）に控除の対象となる半導体生産
用資産に係る上記トイ（注 1）の財務省令
で定めるところにより証明がされた数、控
除を受ける金額及びその金額の計算に関す
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る明細を記載した書類（下記ルイ又はロの
要件のいずれかに該当することにより下記
ルの不適用措置の適用がない場合には、下
記ルイ又はロの要件のいずれかに該当する
ことを明らかにする書類を含みます。）の
添付がある場合に限り、適用することとさ
れています（措法42の12の 7 ⑰）。
　繰越税額控除限度超過額に係る税額控除
は、本措置における税額控除限度額に係る
税額控除の適用を受けた事業年度以後の各
事業年度の法人税法第 2条第31号に規定す
る確定申告書に繰越税額控除限度超過額の
明細書の添付がある場合で、かつ、その繰
越税額控除限度超過額に係る税額控除の適
用を受けようとする事業年度の確定申告書
等（控除を受ける金額を増加させる修正申
告書又は更正請求書を提出する場合には、
その修正申告書又は更正請求書を含みま
す。）に控除の対象となる繰越税額控除限
度超過額、控除を受ける金額及びその金額
の計算に関する明細を記載した書類の添付
がある場合に限り、適用することとされて
います（措法42の12の 7 ⑳）。
（注 1）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条

第30号に規定する中間申告書で同法第

72条第 1 項各号に掲げる事項を記載し

たもの及び同法第144条の 4 第 1 項各号

又は第 2 項各号に掲げる事項を記載し

たもの並びに同法第 2 条第31号に規定

する確定申告書をいいます（措法 2 ②

二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間

申告書及び確定申告書をいい、確定申

告書には、その確定申告書に係る期限

後申告書を含むこととされています。
（注 2）　修正申告書とは、国税通則法第19条

第 3 項に規定する修正申告書をいい

（措法 2 ②三十一）、更正請求書とは、

同法第23条第 3 項に規定する更正請求

書をいいます（措法 2②三十二）。

ル　税額控除限度額に係る税額控除の不適用
　本措置における税額控除限度額に係る税
額控除は、次のイ及びロの要件のいずれに
も該当しない事業年度については、適用で
きないこととされています。ただし、次の
ハの要件に該当する場合には、次のイ及び
ロの要件のいずれにも該当しない事業年度
であっても、本措置における税額控除限度
額に係る税額控除を適用できることとされ
ています（措法42の12の 7 ⑱）。これらの
要件は、基本的には租税特別措置法第42条
の13第 5 項（法人税の額から控除される特
別控除額の特例）と同様となります。
イ　継続雇用者給与等支給額から継続雇用
者比較給与等支給額を控除した金額のそ
の継続雇用者比較給与等支給額に対する
割合が 1％以上であること。
　継続雇用者給与等支給額とは、租税特
別措置法第42条の12の 5 第 5 項第 4号に
規定する継続雇用者給与等支給額をいう
こととされ、継続雇用者比較給与等支給
額とは、同項第 5号に規定する継続雇用
者比較給与等支給額をいうこととされて
います（措法42の12の 7 ⑱一）。
　具体的には、継続雇用者給与等支給額
とは、継続雇用者に対する当期の給与等
の支給額をいい、継続雇用者比較給与等
支給額とは、その継続雇用者に対する前
期の給与等の支給額をいいます（措法42
の12の 5 ⑤四・五）。
（注）　給与等の支給額は、その給与等に充

てるため他の者から支払を受ける金額

がある場合には、その金額を控除した

金額とされています（措法42の12の 5

⑤四）。ただし、他の者から支払を受け

る金額からは、雇用安定助成金額及び

役務の提供の対価として支払を受ける

金額を除くこととされています（措法

42の12の 5 ⑤四）。

　すなわち、当期における継続雇用者に
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対する給与等の支給額の前期の継続雇用
者に対する給与等の支給額に対する増加
率が 1％以上であることがこのイの要件
となります。この場合において、当期及
び前期の継続雇用者に対する給与等の支
給額が 0である場合（すなわち、その給
与等の支給額がない場合）には、このイ
の要件に該当するものとすることとされ
ています（措令27の12の 7 ⑯）。したが
って、当期が設立事業年度に該当する場
合には、必ずこのイの要件を満たすこと
から、この不適用措置による税額控除限
度額に係る税額控除の適用制限はありま
せん。
　なお、継続雇用者の範囲、継続雇用者
給与等支給額及び継続雇用者比較給与等
支給額並びに当期と前期の月数が異なる
場合の調整計算については、租税特別措
置法第42条の12の 5 （給与等の支給額が
増加した場合の法人税額の特別控除）と
同様です。
ロ　次のＡの金額が次のＢの金額の40％相
当額を超えること。
A　適用対象法人が当期において取得等
をした国内資産で当期の終了の日にお
いて有するものの取得価額の合計額
（注 1）　取得等とは、取得又は製作若し

くは建設をいいますが、合併、分

割、贈与、交換、現物出資、現物

分配又は代物弁済としての取得は

除かれています（措法42の12の 7

⑱二イ、措令27の12の 7 ⑩）。
（注 2）　国内資産とは、国内にある適用

対象法人の事業の用に供する機械

及び装置その他の資産で、棚卸資

産、有価証券及び繰延資産以外の

資産のうち法人税法施行令第13条

各号に掲げるもの（時の経過によ

りその価値の減少しないものを除

きます。）をいいます（措法42の

12の 7 ⑱二イ、措令27の12の 7 ⑪）。

すなわち、国内にある適用対象法

人の事業の用に供する減価償却資

産とされています。

Ｂ　適用対象法人の有する減価償却資産
につき当期において償却費として損金
経理をした金額の合計額
（注 1）　損金経理とは、法人がその確定

した決算において費用又は損失と

して経理することをいい（法法 2

二十五）、仮決算による中間申告

書に係る所得の金額又は欠損金額

を計算する場合にあっては、その

中間期間に係る決算において費用

又は損失として経理することをい

います（措法 2②二十六）。
（注 2）　償却費として損金経理をした金

額は、損金経理の方法又はその事

業年度の決算の確定の日までに剰

余金の処分により積立金として積

み立てる方法により特別償却準備

金として積み立てた金額を含み、

損金経理額に含むものとされる金

額を除くこととされています。

　すなわち、適用対象法人が当期におい
て取得等をし、その終了の日まで有する
国内資産の取得価額の合計額が、その適
用対象法人の会計上の減価償却費の額の
合計額の40％相当額を超えることが、こ
のロの要件となります。
ハ　当期の所得の金額がその前事業年度の
所得の金額以下である場合（当期が設立
事業年度及び合併等事業年度のいずれに
も該当しない場合に限ります。）
　具体的には、当期（以下「対象年度」
といいます。）の基準所得等金額が前事
業年度の基準所得等金額の合計額以下で
ある場合とされています（措令27の12の
7 ⑫）。
　ただし、このハにより適用除外の対象
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となる事業年度は、設立事業年度又は合
併等事業年度に該当しない事業年度に限
られています。
（注 1）　前事業年度とは、対象年度開始の

日前 1 年以内に終了した各事業年度

をいいます（措令27の12の 7 ⑫一）。

ただし、対象年度が 1 年に満たない

場合には、前事業年度は、対象年度

開始の日前のその対象年度の期間以

内に終了した各事業年度とされてい

ます。すなわち、対象年度が 6 月

（半年決算）であれば、その対象年度

開始の日前 6 月以内に終了した事業

年度が前事業年度となります。なお、

最初課税事業年度開始の日前に終了

した各事業年度及び外国法人である

人格のない社団等の国内源泉所得の

うち収益事業から生ずるものを有す

ることとなった日を含む事業年度開

始の日からその有することとなった

日の前日までの期間は、前事業年度

から除くこととされています。
（注 2）　最初課税事業年度とは、適用対象

法人の次の事業年度をいいます（措

令27の12の 7 ⑭二）。

Ａ�　適用対象法人が新たに収益事業

を開始した内国法人である公益法

人等又は人格のない社団等に該当

する場合におけるその開始した日

を含む事業年度

Ｂ�　適用対象法人が公共法人に該当

していた収益事業を行う公益法人

等に該当する場合におけるその公

益法人等に該当することとなった

日を含む事業年度

Ｃ�　適用対象法人が公共法人又は収

益事業を行っていない公益法人等

に該当していた普通法人又は協同

組合等に該当する場合におけるそ

の普通法人又は協同組合等に該当

することとなった日を含む事業年

度

Ｄ�　適用対象法人が普通法人又は協

同組合等に該当していた公益法人

等に該当する場合におけるその公

益法人等に該当することとなった

日を含む事業年度

Ｅ�　適用対象法人が外国法人に該当

する場合における恒久的施設を有

することとなった日を含む事業年

度

　ただし、外国法人である人格の

ない社団等については、国内源泉

所得のうち収益事業から生ずるも

のを有することとなった日を含む

事業年度とされています（措令27

の12の 7 ⑭二ホ）。
（注 3）　国内源泉所得とは、法人税法第141

条第 1 号に定める国内源泉所得をい

い（措令27の12の 7 ⑭二ホ）、収益事

業とは、同法第 2 条第13号に規定す

る収益事業をいい、公益法人等とは、

同条第 6 号に規定する公益法人等を

いい、公共法人とは、同条第 5 号に

規定する公共法人をいい、普通法人

とは、同条第 9 号に規定する普通法

人をいい、協同組合等とは、同条第

7 号に規定する協同組合等をいいま

す。

Ａ　基準所得等金額（原則）
　基準所得等金額は、各事業年度の次
のA及びBの金額の合計額から次のC
の金額を控除した金額とされています
（措令27の12の 7 ⑭一）。
A　その事業年度の所得の金額
　ただし、被合併法人の合併の日の
前日の属する事業年度にあっては、
合併により合併法人に移転をした資
産及び負債のその移転による譲渡が
ないものとして計算した場合におけ
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る所得の金額とされています（措令
27の12の 7 ⑭一イ）。
B�　その事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入された繰越欠損金
額及び通算対象欠損金額
　具体的には、上記Aの所得の金額
の計算において法人税法第57条、第
59条、第64条の 5第 1項又は第64条
の 8の規定により損金の額に算入さ
れた金額です。
C�　その事業年度の所得の金額の計算
上益金の額に算入された災害損失欠
損金額、通算対象所得金額及び配賦
欠損金の控除不足額
　具体的には、上記Aの所得の金額
の計算において、法人税法第27条、
第64条の 5第 3項又は第64条の 7第
6項の規定により益金の額に算入さ
れた金額です。

Ｂ　基準所得等金額の調整
　基準所得等金額については、上記の
ほか、対象年度と前事業年度との月数
が一致しない場合又は適用対象法人が
特定の法人に該当する場合について、
次のとおり一定の調整を行うこととさ
れています。なお、次のA及びBの月
数は、暦に従って計算し、 1月に満た
ない端数を生じたときは、これを 1月
とすることとされています（措令27の
12の 7 ⑬）。
A�　前事業年度の月数を合計した数が
対象年度の月数に満たない場合
　この場合には、対象年度の基準所
得等金額をその対象年度の月数で除
し、これに前事業年度の月数を合計
した数を乗じて計算した金額を、対
象年度の基準所得等金額とすること
とされています（措令27の12の 7 ⑫
一）。
B�　前事業年度の月数を合計した数が

対象年度の月数を超える場合
　この場合には、前事業年度のうち、
対象年度開始の日から起算して 1年
前の日（対象年度が 1年に満たない
場合には、その対象年度の期間前の
日）を含む事業年度について、その
事業年度の基準所得等金額をその事
業年度の月数で除し、これに対象年
度の開始の日から起算して 1年前の
日からその事業年度終了の日までの
期間の月数を乗じて計算した金額と、
その事業年度以外の前事業年度（前
事業年度が複数ある場合）の基準所
得等金額とを合計した金額を、前事
業年度の基準所得等金額の合計額と
することとされています（措令27の
12の 7 ⑫二）。
C�　適用対象法人が特定の法人に該当
する場合
　適用対象法人が次の法人に該当す
る場合には、対象年度又は前事業年
度の基準所得等金額は、次のとおり
計算することとされています（措令
27の12の 7 ⑮）。
　ａ�　内国法人である公益法人等又は

人格のない社団等
　�　その事業年度の収益事業から生
じた所得の金額及び上記ＡBの金
額の合計額とされています（措令
27の12の 7 ⑮一）。なお、対象年
度と前事業年度との月数が一致し
ない場合には、上記A又はBによ
る月数による調整計算を行うこと
となります（措令27の12の 7 ⑫）。

　ｂ�　恒久的施設を有する外国法人
　�　法人税法第141条第 1 号イに掲
げる国内源泉所得についてはその
事業年度の恒久的施設帰属所得に
係る上記ＡAの所得の金額及びそ
の所得の金額の計算上損金の額に
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算入された欠損金額の合計額から
その所得の金額の計算上益金の額
に算入された災害損失欠損金額を
控除した金額とされ（措令27の12
の 7 ⑮二イ）、法人税法第141条第
1号ロに掲げる国内源泉所得につ
いてはその国内源泉所得に係る上
記ＡAの所得の金額及びその所得
の金額の計算上損金の額に算入さ
れた欠損金額の合計額からその所
得の金額の計算上益金の額に算入
された災害損失欠損金額を控除し
た金額とされています（措令27の
12の 7 ⑮二ロ）。また、人格のな
い社団等にあっては、上記の所得
の金額は、収益事業から生じた所
得の金額とされています。
（注）　恒久的施設帰属所得とは、法

人税法第142条第 1 項に規定す

る恒久的施設帰属所得をいいま

す。

　�　なお、対象年度と前事業年度と
の月数が一致しない場合には、上
記A又はBによる月数による調整
計算を行うこととなります（措令
27の12の 7 ⑫）。

Ｃ　設立事業年度
　設立事業年度は、租税特別措置法第
42条の12の 5 第 5 項第 1号に規定する
設立事業年度とされています（措法42
の12の 7 ⑱）。
　具体的には、法人の設立の日を含む
事業年度をいいます。なお、次の法人
にあっては、それぞれ次の事業年度と
されています（措法42の12の 5 ⑤一）。
A�　法人税法第 2条第 4号に規定する
外国法人��恒久的施設を有するこ
ととなった日を含む事業年度
B�　新たに収益事業を開始した公益法
人等又は人格のない社団等��その

開始した日を含む事業年度
C�　公共法人に該当していた収益事業
を行う公益法人等��その公益法人
等に該当することとなった日を含む
事業年度
D�　公共法人又は収益事業を行ってい
ない公益法人等に該当していた普通
法人又は協同組合等��その普通法
人又は協同組合等に該当することと
なった日を含む事業年度

Ｄ　合併等事業年度
　合併等事業年度とは、次のAからF
までの事業年度をいいます。ただし、
設立事業年度を除くこととされていま
す（措法42の12の 7 ⑲、措令27の12の
7 ⑰）。
A�　適用対象法人が合併等に係る合併
法人等又は分割法人等である場合に
おけるその合併等の日を含む事業年
度
　合併等とは、合併、事業を移転す
る分割又は事業を移転する現物出資
をいい、合併法人等とは、合併法人、
分割承継法人又は被現物出資法人を
いい、分割法人等とは、分割法人又
は現物出資法人をいいます。
B�　適用対象法人が事業の譲渡等に係
るその事業の移転をした法人又はそ
の事業の譲受けをした法人である場
合におけるその譲渡等の日を含む事
業年度
　譲渡等とは、譲渡又は譲受けをい
います。
C�　適用対象法人が特別の法律に基づ
く承継に係る被承継法人又は承継法
人である場合におけるその承継の日
を含む事業年度
D�　通算親法人である適用対象法人に
ついて、法人税法第64条の 9第 1項
の規定による承認の効力が生じた場
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合におけるその承認の効力が生じた
日を含む事業年度
E�　適用対象法人が通算親法人との間
に通算完全支配関係を有することと
なった場合におけるその有すること
となった日を含む事業年度
F�　適用対象法人が通算親法人（適用
対象法人が通算親法人である場合に
は、他の通算法人の全て）との間に
通算完全支配関係を有しなくなった
場合におけるその有しなくなった日
を含む事業年度
　なお、適用対象法人が初年度離脱通
算子法人に該当する場合におけるその
適用対象法人の通算グループに加入し
た日を含む事業年度及び通算グループ
から離脱した日を含む事業年度は、上
記E及びFの事業年度に該当しないこ
ととされています（措令27の12の 7 ⑱）。
（注）　初年度離脱通算子法人とは、法人

税法施行令第24条の 3 に規定する初

年度離脱通算子法人をいいます（措

令27の12の 7 ⑱）。

④　特定産業競争力基盤強化商品に係る措置
イ　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提
出する法人で産競法等改正法の施行の日か
ら令和 9年 3月31日までの間にされた産業
競争力強化法第21条の22第 1 項の認定に係
る同法第21条の35第 2 項に規定する認定事
業適応事業者であるものとされています
（措法42の12の 7 ⑩）。
　すなわち、認定エネルギー利用環境負荷
低減事業適応計画に従って実施されるエネ
ルギー利用環境負荷低減事業適応のための
措置のうち、産業競争力基盤強化商品の生
産及び販売であって我が国産業の基盤強化
に特に資することその他主務大臣が定める
基準に適合することについて主務大臣の確
認を受けたものを行う認定事業適応事業者

が適用対象法人となります。
　したがって、産競法等改正法の施行の日
から令和 9年 3月31日までの間に事業適応
計画について主務大臣の認定を受け、かつ、
上記の主務大臣の確認を受ける必要があり
ます。
（注）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

ロ　適用期間
　適用期間は、適用対象法人が適用対象資
産の取得等をして、これを事業の用に供し
た場合に、その事業の用に供した日（以下
「供用日」といいます。）から産業競争力強
化法第21条の22第 1 項の認定を受けた日以
後10年を経過する日まで（同日までに同法
第21条の23第 2 項又は第 3項の規定により
その認定を取り消されたときは、その取り
消された日の前日まで）の期間とされてい
ます（措法42の12の 7 ⑩）。
　その適用期間内に、適用対象資産により
生産された適用対象商品の販売をした場合
に、その販売した適用対象商品について適
用されます。
（注 1）　取得等とは、取得又は製作若しくは

建設をいいます。
（注 2）　関係法令については、下記の（参

考）をご参照ください。
ハ　適用対象資産
　適用対象となる減価償却資産は、特定商
品生産用資産とされています。具体的には、
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応
計画に記載された特定産業競争力基盤強化
商品（下記ニ参照）を生産するための設備
の新設又は増設をし、その新設又は増設に
係る機械その他の減価償却資産の取得等を
した場合におけるその機械その他の減価償
却資産とされています（措法42の12の 7 ⑩）。
　また、取得は、その製作又は建設の後事
業の用に供されたことのないものの取得に
限ることとされています（措法42の12の 7
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⑩）。
ニ　適用対象商品
　適用対象となる特定産業競争力基盤強化
商品は、適用対象法人が取得等をした特定
商品生産用資産により生産された特定産業
競争力基盤強化商品とされています（措法
42の12の 7 ⑩）。この特定産業競争力基盤
強化商品は、自動車（専ら化石燃料を内燃
機関の燃料として用いるものを除きます。）、
鉄鋼、基礎化学品（化学製品の原材料であ
る化学品（化石燃料に由来するものを除き
ます。）をいいます。）、燃料その他事業適
応（エネルギー利用環境負荷低減事業適応
に該当するものに限ります。）に資する一
定の商品であって、今後の我が国産業の基
盤となることが見込まれ、かつ、国際競争
に対応して事業者が市場を獲得することが
特に求められるものとして主務省令で定め
る要件に該当するものとされています（措
法42の12の 7 ⑩、産競法 2⑭）。
（注 1）　主務省令で定める要件は、今後定め

られます。
（注 2）　下記トのとおり、税額控除限度額の

設定があるのは自動車、鉄鋼、基礎化

学品及び燃料に限られていることから、

これら以外の資産は結果的に適用対象

商品となりません。
（注 3）　関係法令については、下記の（参

考）をご参照ください。
ホ　適用対象事業
　適用対象となる事業は、特に業種の限定
はされていません。ただし、「国内にある
��事業の用」とされている（措法42の12
の 7 ⑩）ことから、適用対象法人の国内で
行われる事業に限り適用対象となります。
ヘ　適用対象事業年度
　適用対象となる事業年度は、適用期間内
の日を含む各事業年度（以下「供用中年
度」といいます。）とされています（措法
42の12の 7 ⑩）。

（注）　供用中年度からは、解散の日を含む事

業年度及び清算中の各事業年度を除くこ

ととされています（措法42の12の 7 ⑩）。

ただし、解散から「合併による解散」を

除くこととされているため、被合併法人

の最後事業年度は、適用対象事業年度か

ら除外されていません。

ト　税額控除限度額に係る税額控除
　税額控除限度額（特定商品税額控除限度
額）は、次の金額のうちいずれか少ない金
額の合計額とされています（措法42の12の
7 ⑩、措令27の12の 7 ⑧⑨）。
イ　その特定商品生産用資産により生産さ
れた特定産業競争力基盤強化商品が次の
区分のいずれに該当するかに応じそれぞ
れ次の金額に、その特定商品生産用資産
により生産された特定産業競争力基盤強
化商品のうち当期（当期が対象期間の末
日を含む事業年度である場合には、その
末日以前の期間に限ります。）において
販売されたものの数を基礎として計算し
た数の合計を乗じて計算した金額。
Ａ　自動車��20万円（内燃機関を有し
ないもの（軽自動車を除きます。）に
あっては、40万円）

Ｂ　鉄鋼�� 2万円
Ｃ　基礎化学品�� 5万円
Ｄ　燃料��30円
（注）　「販売されたものの数」は、自動車に

あっては台数と、鉄鋼及び基礎化学品

にあってはトンで表した重量と、燃料

にあってはリットルで表した体積とさ

れています。また、「基礎として計算し

た数」は、販売された特定産業競争力

基盤強化商品の数を次のその販売され

た日の属する期間ごとに区分した数と

して財務省令で定めるところにより証

明がされた数にそれぞれ次の割合を乗

じて計算した数とされています（措法

42の12の 7 ⑩一～四）。なお、財務省令
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で定めるところにより証明がされた数

は、今後定められます。

Ａ�　供用日から供用日以後 7 年を経過

する日までの期間��100％

Ｂ�　供用日以後 7 年を経過する日の翌

日から供用日以後 8 年を経過する日

までの期間��75％

Ｃ�　供用日以後 8 年を経過する日の翌

日から供用日以後 9 年を経過する日

までの期間��50％

Ｄ�　供用日以後 9 年を経過する日の翌

日以後の期間��25％

ロ　事業の用に供したその特定商品生産用
資産及びこれとともに特定産業競争力基
盤強化商品を生産するために直接又は間
接に使用する減価償却資産に対して投資
した金額の合計額として財務省令で定め
る金額に相当する金額
（注）　財務省令で定める金額は、今後定め

られます。

　ただし、次の金額がある場合には、そ
の金額を控除した残額とすることとされ
ています（措法42の12の 7 ⑩、措令27の
12の 7 ⑧）。
Ａ　その特定商品生産用資産について既
に本措置における税額控除限度額に係
る税額控除によりその供用中年度前の
各事業年度の調整前法人税額から控除
された金額
Ｂ　その特定商品生産用資産に係るその
供用中年度前の各事業年度における特
定商品税額控除限度額のうち、本措置
における税額控除限度額に係る税額控
除をしてもなお控除しきれない金額の
合計額
Ｃ　適格合併等により移転を受けたその
特定商品生産用資産について本措置に
おける税額控除限度額に係る税額控除
によりその適格合併等に係る被合併法
人等の過去事業年度の調整前法人税額

から控除された金額（その特定商品生
産用資産に係るその被合併法人等の過
去事業年度における特定商品税額控除
限度額のうち、本措置における税額控
除限度額に係る税額控除をしてもなお
控除しきれない金額の合計額を含みま
す。）
（注）　上記Ｃのとおり、適格合併等によ

り適格合併等に係る被合併法人等が

本措置における税額控除限度額に係

る税額控除の適用を受けている特定

商品生産用資産を適用対象法人が移

転を受けた場合には、適用対象法人

においても本措置の適用を受けるこ

とが可能です。この場合には、適用

対象法人が、その特定商品生産用資

産の新設又は増設をし、かつ、その

特定商品生産用資産を取得し、又は

製作し、若しくは建設して、これを

被合併法人等供用日（その適格合併

等に係る被合併法人等がその特定商

品生産用資産をその事業の用に供し

た日をいいます。）に適用対象法人

の事業の用に供したものとみなされ

ます（措令27の12の 7 ⑨）。

　なお、控除を受ける金額は、当期の調整
前法人税額の40％相当額から、上記 1 ⑴及
び⑵の制度の税額控除並びに上記③の措置
における税額控除限度額に係る税額控除及
び繰越税額控除限度超過額に係る税額控除
により当期の調整前法人税額から控除され
る金額を控除した残額（法人税額基準額）
を上限とすることとされています（措法42
の12の 7 ⑩後段）。
　この調整前法人税額は、上記③トと同様
です。
チ　繰越税額控除限度額に係る税額控除（繰
越税額控除）
　上記トのとおり、特定商品税額控除限度
額が当期の調整前法人税額の40％相当額を
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超える場合には、控除を受ける金額は当期
の調整前法人税額の40％相当額を上限とす
ることとされていることから、特定商品税
額控除限度額のうち控除をしてもなお控除
しきれない金額が生ずることとなりますが、
この控除をしてもなお控除しきれない金額
は、繰越税額控除限度超過額として、 4年
間繰り越して控除することができることと
されています（措法42の12の 7 ⑪⑫）。
　なお、この繰越税額控除限度超過額が適
用対象法人の適用事業年度の調整前法人税
額の40％相当額を超える場合には、控除を
受ける金額は、その調整前法人税額の40％
相当額を上限とすることとされています
（措法42の12の 7 ⑪後段）。
　すなわち、青色申告書を提出する法人が、
供用中年度において繰越税額控除限度超過
額を有する場合には、当期の調整前法人税
額の40％相当額を上限として、その繰越税
額控除限度超過額に相当する金額を控除す
ることができることとされています。
（注）　繰越税額控除限度超過額とは、適用対

象法人のその事業年度開始の日前 4 年以

内に開始した各事業年度における特定商

品税額控除限度額のうち、本措置におけ

る税額控除限度額に係る税額控除をして

もなお控除しきれない金額の合計額をい

います（措法42の12の 7 ⑫）。

　この控除をしてもなお控除しきれない

金額は、既に本措置における繰越税額控

除限度超過額に係る税額控除によりその

各事業年度において調整前法人税額から

控除された金額がある場合には、その金

額を控除した残額とすることとされてい

ます。

　ただし、この繰越税額控除限度超過額に
係る税額控除の適用を受ける場合における
その控除を受ける金額の上限となるその適
用を受ける事業年度の調整前法人税額の40
％相当額は、本措置における税額控除限度

額に係る税額控除により当期の調整前法人
税額から控除される金額、上記③の措置に
おける税額控除限度額に係る税額控除及び
繰越税額控除限度超過額に係る税額控除に
より当期の調整前法人税額から控除される
金額並びに上記 1 ⑴及び⑵の制度の税額控
除により当期の調整前法人税額から控除さ
れる金額がある場合には、これらの金額を
控除した残額とすることとされています
（措法42の12の 7 ⑪後段）。
　すなわち、本措置における繰越税額控除
限度超過額に係る税額控除の適用を受ける
事業年度において、本措置における税額控
除限度額に係る税額控除、上記③の措置に
おける税額控除限度額に係る税額控除及び
繰越税額控除限度超過額に係る税額控除並
びに上記 1 ⑴及び⑵の制度の税額控除の適
用を受ける場合には、当期の調整前法人税
額の40％相当額から、まず、これらの税額
控除により当期の調整前法人税額から控除
される金額を控除し、その控除した残額を
上限として、本措置における繰越税額控除
限度超過額に係る税額控除が適用できるこ
ととされています。
リ　法人税法及び地方法人税法の規定との調
整
　本措置の適用がある場合における法人税
法の規定との調整に係る規定については、
研究開発税制における調整規定を準用する
こととされています（措法42の12の 7 ㉑）。
具体的には、上記③リと同様です。
　また、本措置の適用がある場合には、地
方法人税の課税標準となる基準法人税額は、
本措置を適用しないで計算することとされ
ています（措法42の12の 7 ㉒）。
ヌ　申告要件
　税額控除限度額に係る税額控除は、確定
申告書等（控除を受ける金額を増加させる
修正申告書又は更正請求書を提出する場合
には、その修正申告書又は更正請求書を含
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みます。）に控除の対象となる特定商品生
産用資産に係る上記トイ（注）の財務省令
で定めるところにより証明がされた数、控
除を受ける金額及びその金額の計算に関す
る明細を記載した書類（下記ルイ又はロの
要件のいずれかに該当することにより下記
ルの不適用措置の適用がない場合には、下
記ルイ又はロの要件のいずれかに該当する
ことを明らかにする書類を含みます。）の
添付がある場合に限り、適用することとさ
れています（措法42の12の 7 ⑰）。
　繰越税額控除限度超過額に係る税額控除
は、本措置における税額控除限度額に係る
税額控除の適用を受けた事業年度以後の各
事業年度の法人税法第 2条第31号に規定す
る確定申告書に繰越税額控除限度超過額の
明細書の添付がある場合で、かつ、その繰
越税額控除限度超過額に係る税額控除の適
用を受けようとする事業年度の確定申告書
等（控除を受ける金額を増加させる修正申
告書又は更正請求書を提出する場合には、
その修正申告書又は更正請求書を含みま
す。）に控除の対象となる繰越税額控除限
度超過額、控除を受ける金額及びその金額
の計算に関する明細を記載した書類の添付
がある場合に限り、適用することとされて
います（措法42の12の 7 ⑳）。
ル　税額控除限度額に係る税額控除の不適用
　本措置における税額控除限度額に係る税
額控除は、次のイ及びロの要件のいずれに
も該当しない事業年度については、適用で
きないこととされています。ただし、次の
ハの要件に該当する場合には、次のイ及び
ロの要件のいずれにも該当しない事業年度
であっても、本措置における税額控除限度
額に係る税額控除を適用できることとされ
ています（措法42の12の 7 ⑱）。
　具体的には、上記③ルと同様です。
イ　継続雇用者給与等支給額から継続雇用
者比較給与等支給額を控除した金額のそ

の継続雇用者比較給与等支給額に対する
割合が 1％以上であること。
ロ　次のＡの金額が次のＢの金額の40％相
当額を超えること。
Ａ　適用対象法人が当期において取得等
をした国内資産で当期の終了の日にお
いて有するものの取得価額の合計額
Ｂ　適用対象法人の有する減価償却資産
につき当期において償却費として損金
経理をした金額の合計額

ハ　当期の所得の金額がその前事業年度の
所得の金額以下である場合（当期が設立
事業年度及び合併等事業年度のいずれに
も該当しない場合に限ります。）

（参考）　産業競争力強化法（平成25年法律第98号）

（新たな事業の創出及び産業への投資を促進

するための産業競争力強化法等の一部を改

正する法律（令和 6 年法律第45号）第 1 条

の規定による改正後）

（定義）

第 2条　省　略

2～11　省　略

12　この法律において「事業適応」とは、

事業者が、産業構造又は国際的な競争条

件の変化その他の経済社会情勢の変化に

対応して、その事業の生産性を相当程度

向上させること又はその生産し、若しく

は販売する商品若しくは提供する役務に

係る新たな需要を相当程度開拓すること

を目指して行うその事業の全部又は一部

の変更（取締役会その他これに準ずる機

関による経営の方針に係る決議又は決定

を伴うものに限る。）であって、次の各号

のいずれかに該当するものをいう。

一　情報技術の進展による事業環境の変

化に対応して行うもの

二　エネルギーの消費量の削減、非化石

エネルギー源の活用その他のエネルギ

ーの利用による環境への負荷の低減に

関する国際的な競争条件の変化に対応
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して行うもの

13　省　略

14　この法律において「産業競争力基盤強

化商品」とは、エネルギーの利用による

環境への負荷の低減に特に資する半導体、

自動車（専ら化石燃料を内燃機関の燃料

として用いるものを除く。）、鉄鋼、基礎

化学品（化学製品の原材料である化学品

（化石燃料に由来するものを除く。）をい

う。）、燃料その他事業適応（第12項第 2

号に該当するものに限る。）に資する商品

として政令で定める商品であって、今後

の我が国産業の基盤となることが見込ま

れ、かつ、国際競争に対応して事業者が

市場を獲得することが特に求められるも

のとして主務省令で定める要件に該当す

るものをいう。

15～37　省　略

（実施指針）

第21条の20　省　略

2 　実施指針においては、次に掲げる事項

について定めるものとする。

一　省　略

二　エネルギー利用環境負荷低減事業適

応（第 2 条第12項第 2 号に該当する事

業適応をいう。以下この号、第21条の

24第 1 項第 2 号及び第21条の35第 2 項

において同じ。）にあっては、次に掲げ

る事項

イ　省　略

ロ　エネルギー利用環境負荷低減事業

適応の実施に必要な生産工程効率化

等設備の導入並びに産業競争力基盤

強化商品の生産及び販売その他のエ

ネルギー利用環境負荷低減事業適応

の内容に関する事項

ハ・ニ　省　略

3～ 5　省　略

（事業適応計画の認定）

第21条の22　事業者は、その実施しようと

する事業適応（当該事業者が法人を設立し、

その法人が実施しようとするものを含む。

以下同じ。）に関する計画（以下「事業適

応計画」という。）を作成し、主務省令で

定めるところにより、これを主務大臣に

提出して、その認定を受けることができる。

2～ 5　省　略

（事業適応計画の変更等）

第21条の23　前条第 1 項の認定を受けた者

（当該認定に係る事業適応計画に従って設

立された法人を含む。以下「認定事業適

応事業者」という。）は、当該認定に係る

事業適応計画を変更しようとするときは、

主務省令で定めるところにより、主務大

臣の認定を受けなければならない。

2 　主務大臣は、認定事業適応事業者が当

該認定に係る事業適応計画（前項の規定

による変更の認定があったときは、その

変更後のもの。以下「認定事業適応計画」

という。）に従って事業適応のための措置

を行っていないと認めるときは、その認

定を取り消すことができる。

3 　主務大臣は、認定事業適応計画が前条

第 4 項各号のいずれかに適合しないもの

となったと認めるときは、認定事業適応

事業者に対して、当該認定事業適応計画

の変更を指示し、又はその認定を取り消

すことができる。

4・ 5　省　略

（課税の特例）

第21条の35　省　略

2 　認定事業適応計画に従って実施される

エネルギー利用環境負荷低減事業適応（当

該エネルギー利用環境負荷低減事業適応

のための措置のうち産業競争力基盤強化

商品の生産及び販売であって、我が国産

業の基盤強化に特に資することその他主

務大臣が定める基準に適合することにつ

いて主務大臣の確認を受けたものに限

る。）を行う認定事業適応事業者が、当該
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エネルギー利用環境負荷低減事業適応の

ための措置として生産及び販売を行った

産業競争力基盤強化商品については、租

税特別措置法で定めるところにより、課

税の特例の適用があるものとする。

（主務大臣等）

第147条　この法律における主務大臣は、次

の各号に掲げる事項の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める大臣とする。

一～六　省　略

七　事業適応計画に関する事項　事業適

応計画に係る事業を所管する大臣

八～十四　省　略

2・ 3　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①、②及び③ロロの改正は、法人が
令和 6年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは
建設をする生産工程効率化等設備について適用
し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設
をした生産工程効率化等設備等については、従
前どおりとされています（改正法附則45①）。

⑵　上記 2 ⑴③イ及びロイ並びに⑤ロの改正は、
令和 6年 4月 1日から施行されています（生産
工程効率化等設備に関する命令の一部を改正す
る命令附則）。
⑶　上記 2 ⑴④の改正は、法人の令和 6年 4月 1
日以後に終了する事業年度分の法人税について
適用することとされています（改正法附則45③）。
⑷　上記 2 ⑴⑤イの改正は、令和 6年 4月 1日か
ら施行されています（令 6 . 3 財務・経産告 3
附則①）。なお、この改正の施行の際現にされ
ている認定の申請及び変更の認定の申請に係る
事業適応計画については、従前どおりとされて
います（令 6 . 3 財務・経産告 3附則②）。
⑸　上記 2 ⑵の改正は、産競法等改正法の施行の
日から施行することとされています（改正法附
則 1十三）。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改

正法の公布の日（令和 6 年 6 月 7 日）から起

算して 3 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（産競法等改正法附則

1）、その政令は、今後定められます。

九　法人税の額から控除される特別控除額の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　法人税の額から控除される特別控除額の特例
　この措置は、法人が一の事業年度において租
税特別措置法における税額控除制度のうち複数
の制度の適用を受けようとする場合において、
その適用を受けようとする制度（同法第42条の
4第13項（同条第18項において準用する場合を
含みます。以下同じです。）の措置を除きま
す。）による税額控除可能額の合計額が当期の
調整前法人税額の90％相当額（同条第13項の措
置の適用を受けようとする場合には、その調整

前法人税額から同項の措置の適用を受けようと
する金額を控除した金額の90％相当額）を超え
るときは、その超える部分の金額は、当期の法
人税額からは控除ができず、各税額控除制度の
繰越税額控除限度超過額として翌期以後に繰越
控除ができるというものです（措法42の13①③）。

⑵　特定税額控除制度の不適用措置
　この措置は、法人（中小企業者（適用除外事
業者又は通算適用除外事業者に該当するものを
除きます。）又は農業協同組合等を除きます。
以下同じです。）が、平成30年 4 月 1 日から令
和 6年 3月31日までの間に開始する各事業年度
（以下「対象年度」といいます。）において特定
税額控除制度の適用を受けようとする場合にお
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いて、その対象年度において次の要件のいずれ
にも該当しないとき（その対象年度が設立事業
年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しな
い場合であって、その対象年度の所得の金額が
その対象年度の前事業年度の所得の金額以下で
ある場合を除きます。）は、その対象年度にお
いては、その特定税額控除制度を適用しないと
いうものです（措法42の13⑤）。
①　次の場合の区分に応じそれぞれ次の要件に
該当すること。
イ　次の場合のいずれにも該当する場合��
その法人の継続雇用者給与等支給額からそ
の継続雇用者比較給与等支給額を控除した
金額のその継続雇用者比較給与等支給額に
対する割合が 1％（その対象年度が令和 4
年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの間
に開始する事業年度である場合には、0.5
％）以上であること（以下「上乗せ要件」
といいます。）。
イ　その対象年度終了の時において、その
法人の資本金の額又は出資金の額が10億
円以上であり、かつ、その法人の常時使
用する従業員の数が1,000人以上である
場合
ロ　その対象年度が設立事業年度及び合併
等事業年度のいずれにも該当しない場合
であってその対象年度の前事業年度の所
得の金額が 0を超える一定の場合又はそ
の対象年度が設立事業年度若しくは合併
等事業年度に該当する場合

ロ　上記イ以外の場合��その法人の継続雇
用者給与等支給額がその継続雇用者比較給
与等支給額を超えること。

②　その法人の国内設備投資額がその当期償却
費総額の30％相当額を超えること。
　特定税額控除制度とは、試験研究を行った場
合の法人税額の特別控除制度（研究開発税制）
のうち、一般試験研究費の額に係る税額控除制
度（措法42の 4 ①）及び特別試験研究費の額に
係る税額控除制度（措法42の 4 ⑦）、地域経済

牽
けん

引事業の促進区域内において特定事業用機械
等を取得した場合の法人税額の特別控除制度
（措法42の11の 2 ②）、認定特定高度情報通信技
術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控
除制度（措法42の12の 6 ②）並びに事業適応設
備を取得した場合等の法人税額の特別控除制度
（措法42の12の 7 ④～⑥）をいいます（措法42
の13①一・三・九・十六・十七⑤）。
（注 1）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出

資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法

人以外の法人（受託法人を除きます。）又は

資本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

（受託法人及びその法人が通算親法人である

場合における③の法人を除きます。）をいい

ます（措法42の 4 ⑲七、措令 1 の 2 ③、27

の 4 ⑰）。

①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2分の 1 以上

が同一の大規模法人の所有に属している

法人

　�　なお、大規模法人とは、資本金の額若

しくは出資金の額が 1 億円を超える法人、

資本若しくは出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人を超え

る法人又は次の法人をいい、中小企業投

資育成株式会社を除きます。

　イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人

　イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

　ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人

　ハ�　受託法人

　ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず
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れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）

②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人

③�　他の通算法人のうちいずれかの法人が

次の法人に該当せず、又は受託法人に該

当する場合における通算法人

　イ�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円

以下の法人のうち上記①及び②の法人

以外の法人

　ロ�　資本又は出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人以下

の法人
（注 2）　適用除外事業者とは、その事業年度開始

の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以

下「基準年度」といいます。）の所得の金額

の合計額を各基準年度の月数の合計数で除

し、これに12を乗じて計算した金額（設立

後 3 年を経過していないこと、既に基準年

度の所得に対する法人税の額につき欠損金

の繰戻しによる還付制度の適用があったこ

と、基準年度において合併、分割又は現物

出資が行われたこと等の事由がある場合に

は、その計算した金額につきその事由の内

容に応じ調整を加えた金額となります。）が

15億円を超える法人をいいます（措法42の

4 ⑲八）。
（注 3）　通算適用除外事業者とは、通算法人であ

る法人の各事業年度終了の日においてその

通算法人である法人との間に通算完全支配

関係がある他の通算法人のうちいずれかの

法人が適用除外事業者に該当する場合にお

けるその通算法人である法人をいいます（措

法42の 4 ⑲八の二）。
（注 4）　農業協同組合等とは、農業協同組合、農

業協同組合連合会、中小企業等協同組合、

出資組合である商工組合及び商工組合連合

会、内航海運組合、内航海運組合連合会、

出資組合である生活衛生同業組合、漁業協

同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業

協同組合、水産加工業協同組合連合会、森

林組合並びに森林組合連合会をいいます（措

法42の 4 ⑲九）。
（注 5）　設立事業年度とは、法人の設立の日を含

む事業年度をいいます。なお、次の法人に

あっては、それぞれ次の事業年度とされて

います（措法42の12の 5 ③一）。

　①�　法人税法第 2 条第 4 号に規定する外国

法人��恒久的施設を有することとなっ

た日を含む事業年度

　②�　新たに収益事業を開始した公益法人等

又は人格のない社団等��その開始した

日を含む事業年度

　③�　公共法人に該当していた収益事業を行

う公益法人等��その公益法人等に該当

することとなった日を含む事業年度

　④�　公共法人又は収益事業を行っていない

公益法人等に該当していた普通法人又は

協同組合等��その普通法人又は協同組

合等に該当することとなった日を含む事

業年度
（注 6）　合併等事業年度とは、次の事業年度（設

立事業年度を除きます。）をいいます（措法

42の13⑥、措令27の13⑧）。

　①�　合併等に係る合併法人等又は分割法人

等である場合におけるその合併等の日を

含む事業年度

　②�　事業の譲渡等に係るその事業の移転を

した法人又はその事業の譲受けをした法

人である場合におけるその譲渡等の日を

含む事業年度

　③�　特別の法律に基づく承継に係る被承継

法人又は承継法人である場合におけるそ

の承継の日を含む事業年度

　④�　グループ通算制度の開始、グループ通
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算制度への加入及びグループ通算制度か

らの離脱の日を含む事業年度
（注 7）　継続雇用者給与等支給額、継続雇用者比

較給与等支給額については、前述「七 給

与等の支給額が増加した場合の法人税額の

特別控除制度」の 1 ⑴（注 3）をご参照く

ださい。
（注 8）　国内設備投資額とは、その法人がその対

象年度において取得等（取得又は製作若し

くは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、

現物出資又は現物分配による取得等を除き

ます。）をした国内資産（国内にあるその法

人の事業の用に供する機械及び装置その他

の資産をいいます。）でその対象年度終了の

日において有するものの取得価額の合計額

をいい（措法42の13⑤二イ）、当期償却費総

額とは、その法人がその有する減価償却資

産につきその対象年度においてその償却費

として損金経理をした金額（損金経理の方

法又はその対象年度の決算の確定の日まで

に剰余金の処分により積立金として積み立

てる方法により特別償却準備金として積み

立てた金額を含み、損金経理額に含むもの

とされる金額を除きます。）の合計額をいい

ます（措法42の13⑤二ロ）。

⑶　グループ通算制度
　通算法人が適用対象事業年度において研究開
発税制のうち、一般試験研究費の額に係る税額
控除制度又は特別試験研究費の額に係る税額控
除制度の適用を受けようとする場合における上
記⑵の措置の適用については、次のとおり通算
グループを一体として計算することとされてい
ます（措法42の13⑦）。
（注）　適用対象事業年度とは、研究開発税制のうち、

通算法人の一般試験研究費の額に係る税額控

除制度又は特別試験研究費の額に係る税額控

除制度の適用を受けようとする事業年度（そ

の通算法人に係る通算親法人の事業年度（合

併による解散以外の解散の日を含む事業年度

を除きます。）終了の日に終了する事業年度に

限ります。）をいいます（措法42の 4 ⑧二⑱）。

①　対象法人
　適用除外事業者に該当する通算法人で通算
加入適用除外事業者に該当するものは、上記
⑵の適用除外事業者に該当しないものとされ、
通算親法人である農業協同組合等で中小通算
農業協同組合等に該当しないものは、上記⑵
の農業協同組合等に該当しないものとされて
います（措法42の13⑦一）。
②　対象年度
　通算子法人の対象年度は、その通算子法人
に係る通算親法人の対象年度終了の日に終了
するその通算子法人の事業年度とされていま
す（措法42の13⑦二）。
③　適用要件のうち継続雇用者給与等支給額に
係る要件
　適用要件のうち継続雇用者給与等支給額に
係る要件（上記⑵①）は、次の場合の区分に
応じそれぞれ次の要件に該当することとされ
ています（措法42の13⑦三～六）。
イ　次の場合のいずれにも該当する場合��
その通算法人及びその通算法人の対象年度
終了の日においてその通算法人との間に通
算完全支配関係がある他の通算法人（以下
「他の通算法人」といいます。）の継続雇用
者給与等支給額の合計額からその通算法人
及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等
支給額の合計額を控除した金額のその合計
額に対する割合が 1％（その通算法人の対
象年度終了の日に終了するその通算法人に
係る通算親法人の事業年度が令和 4年 4月
1日から令和 5年 3月31日までの間に開始
する事業年度である場合には、0.5％）以
上であること（以下「通算法人の上乗せ要
件」といいます。）。
イ　その通算法人又は他の通算法人のいず
れかが、その対象年度終了の時において、
資本金の額又は出資金の額が10億円以上
であり、かつ、常時使用する従業員の数
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が1,000人以上である場合
ロ　その通算法人の対象年度が合併等事業
年度に該当しない場合であってその対象
年度の前事業年度及びその対象年度終了
の日に終了する他の通算法人の対象年度
（以下「他の対象年度」といいます。）の
前事業年度の所得の金額の合計額が 0を
超える一定の場合又はその通算法人の対
象年度が合併等事業年度に該当する場合
（注）　合併等事業年度とは、次の事業年度

をいいます（措法42の13⑦四）。

Ａ�　対象法人である通算法人又は他の

通算法人のいずれかが、合併又は分

割等に係る合併法人、分割承継法人

等又は分割法人等である場合（その

分割等に係る分割承継法人等又は分

割法人等がその通算法人又は他の通

算法人との間に通算完全支配関係が

ある法人である場合を除きます。）に

おけるその合併又は分割等の日を含

むその通算法人の事業年度

Ｂ�　対象法人である通算法人又は他の

通算法人のいずれかが、事業の譲渡

等に係るその事業の移転をした法人

又はその事業の譲受けをした法人で

ある場合（その事業の移転をした法

人又はその事業の譲受けをした法人

がその通算法人又は他の通算法人と

の間に通算完全支配関係がある法人

である場合を除きます。）におけるそ

の譲渡等の日を含むその通算法人の

事業年度

Ｃ�　対象法人である通算法人又は他の

通算法人のいずれかが、特別の法律

に基づく承継に係る被承継法人又は

承継法人である場合（その承継に係

る承継法人又は被承継法人がその通

算法人又は他の通算法人との間に通

算完全支配関係がある法人である場

合を除きます。）におけるその承継の

日を含むその通算法人の事業年度

Ｄ�　他の法人がその通算法人に係る通

算親法人との間に通算完全支配関係

を有する又は有しないこととなった

場合（当該他の法人の設立の日にそ

の通算完全支配関係を有することと

なった場合を除きます。）におけるそ

の有する又は有しないこととなった

日を含むその通算法人の事業年度

ロ　上記イ以外の場合��その通算法人及び
他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の
合計額がその通算法人及び他の通算法人の
継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超
えること。

④　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件
　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件
（上記⑵②）は、その通算法人及び他の通算
法人の国内設備投資額の合計額がその通算法
人及び他の通算法人の当期償却費総額の合計
額の30％相当額を超えることとされています
（措法42の13⑦七）。
⑤　適用除外
　適用除外となる「対象年度が設立事業年度
及び合併等事業年度のいずれにも該当しない
場合であって、その対象年度の所得の金額が
その対象年度の前事業年度の所得の金額以下
である場合」は、その通算法人の対象年度が
合併等事業年度に該当しない場合であって、
その通算法人の対象年度及び他の対象年度の
所得の金額の合計額がその対象年度の前事業
年度及び当該他の対象年度の前事業年度の所
得の金額の合計額以下である場合とされてい
ます（措法42の13⑦八）。

2 　改正の内容

　特定税額控除制度の不適用措置（上記 1 ⑵及び
⑶）について、次の見直しが行われました。この
見直しは、企業マインドを変革させ、果敢な経営
判断を促す観点から、税制措置の実効性を高める
メリハリ付けの一環として行われたものです。
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⑴　上乗せ要件の見直し
①　継続雇用者給与等支給額に係る上乗せ要件
の対象の追加
　上記 1 ⑵①イの上乗せ要件の対象となる場
合に、次のいずれにも該当する場合が追加さ
れました（措法42の13⑤一イ）。
イ　当該事業年度終了の時においてその法人
の常時使用する従業員の数が2,000人を超
える場合
ロ　当該事業年度が設立事業年度及び合併等
事業年度のいずれにも該当しない場合であ
って当該事業年度の前事業年度の所得の金
額が 0を超える一定の場合又は当該事業年
度が設立事業年度若しくは合併等事業年度
に該当する場合
（注）　当該事業年度の前事業年度の所得の金

額が 0 を超える一定の場合は、上記 1 ⑵

①イロと同様に、前事業年度の基準所得

等金額の合計額が 0 を超える場合とされ

ています（措令27の13③）。

②　国内設備投資額に係る上乗せ要件の創設
　国内設備投資額に係る要件（上記 1 ⑵②）
について、上記 1 ⑵①イイ及びロのいずれに
も該当する場合又は上記①イ及びロのいずれ
にも該当する場合には、国内設備投資額が当
期償却費総額の40％（改正前：30％）相当額
を超えることとされました（措法42の13⑤二）。

⑵　継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較
給与等支給額の見直し
　特定税額控除制度の不適用措置における上記
1 ⑵①の要件の判定上、継続雇用者給与等支給
額及び継続雇用者比較給与等支給額の算定に際
し、給与等に充てるため他の者から支払を受け
る金額のうち役務の提供の対価として支払を受
ける金額は、給与等の支給額から控除しないこ
ととされました（措法42の12の 5 ⑤四、42の13
⑤一イ）。
（注）　詳細については、前述「七　給与等の支給

額が増加した場合の法人税額の特別控除制度」

の 3 ⑴⑤をご参照ください。

⑶　適用期限の延長
　特定税額控除制度の不適用措置の適用期限が、
令和 9年 3月31日まで 3年延長されました（措
法42の13⑤）。

⑷　グループ通算制度
　上記⑴の改正に伴い、グループ通算制度にお
ける特定税額控除制度の不適用措置（上記 1
⑶）について、次の改正が行われました。
①　継続雇用者給与等支給額に係る上乗せ要件
の対象の追加
　上記⑴①の改正に伴い、上記 1 ⑶③イイの
通算法人の上乗せ要件の対象となる場合に、
次のいずれにも該当する場合が追加されまし
た（措法42の13⑦三）。
イ　その通算法人又はその通算法人の当該事
業年度終了の日においてその通算法人との
間に通算完全支配関係がある他の通算法人
（以下「他の通算法人」といいます。）のい
ずれかが、当該事業年度終了の時において
常時使用する従業員の数が2,000人を超え
る場合
ロ　その通算法人の当該事業年度が合併等事
業年度に該当しない場合であって当該事業
年度の前事業年度及び当該事業年度終了の
日に終了する他の通算法人の事業年度の前
事業年度（以下「他の前事業年度」といい
ます。）の所得の金額の合計額が 0 を超え
る一定の場合又はその通算法人の当該事業
年度が合併等事業年度に該当する場合
（注）　当該事業年度の前事業年度及び他の前

事業年度の所得の金額の合計額が 0 を超

える一定の場合は、上記 1 ⑶③イロと同

様に、前事業年度の基準通算所得等金額

の合計額と他の前事業年度の基準通算所

得等金額の合計額との合計額が 0 を超え

る場合とされています（措令27の13⑩）。

②　国内設備投資額に係る上乗せ要件の創設
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　上記⑴②の改正に伴い、通算法人の国内設
備投資額に係る要件（上記 1 ⑶④）について、
上記 1 ⑶③イイ及びロのいずれにも該当する
場合又は上記①イ及びロのいずれにも該当す
る場合には、その通算法人及び他の通算法人
の国内設備投資額の合計額がその通算法人及
び他の通算法人の当期償却費総額の合計額の
40％（改正前：30％）相当額を超えることと
されました（措法42の13⑦七）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、法人の令和 6年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正法附則38）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人の令和 6年 4月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正法附則38）。
　なお、運用上、令和 6年 4月 1日以後に終了
する事業年度分の法人税から、報酬上の加算措

置を含む役務の提供の対価として支払を受ける
金額を「給与等に充てるため他の者から支払を
受ける金額」に含めないこととしても差し支え
ない（この場合、継続雇用者比較給与等支給額
についても、報酬上の加算措置を含む役務の提
供の対価として支払を受ける金額は「給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額」には
含まれない。）ことが明らかにされました。
（注）　詳細については、前述「七　給与等の支給

額が増加した場合の法人税額の特別控除制度」

の 4⑶をご参照ください。
⑶　上記 2 ⑷の改正は、通算グループを一体とし
て一般試験研究費の額に係る税額控除制度又は
特別試験研究費の額に係る税額控除制度の適用
を受けようとする通算法人（以下「適用通算法
人」といいます。）に係る通算親法人の令和 6
年 4月 1日以後に開始する事業年度終了の日に
終了するその適用通算法人の事業年度分の法人
税について適用し、適用通算法人に係る通算親
法人の同月 1日前に開始した事業年度終了の日
に終了するその適用通算法人の事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています
（改正法附則46②）。

十　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合
等の法人税額の特例
　この措置は、内国法人の税額控除規定（次の
規定をいいます。以下同じです。）の適用を受
けた一の事業年度（その内国法人に係る通算親
法人の事業年度終了の日に終了するものに限り
ます。以下「適用事業年度」といいます。）後
の各事業年度（以下「調整事業年度」といいま
す。）終了の時において、過大申告の場合又は

期限後欠損金額の場合において、要加算調整額
があるときは、その調整事業年度の法人税額は、
他の税額計算規定等により計算した法人税額に、
その要加算調整額を加算するというものです
（措法42の14①）。
①　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第 3
項（中小企業者等が機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除等）の規定
②　租税特別措置法第42条の 9第 1項及び第 2
項（沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除等）の規
定
③　租税特別措置法第42条の10第 2 項（国家戦
略特別区域において機械等を取得した場合の
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法人税額の特別控除）の規定
④　租税特別措置法第42条の11第 2 項（国際戦
略総合特別区域において機械等を取得した場
合の法人税額の特別控除）の規定
⑤　租税特別措置法第42条の11の 2 第 2 項（地
域経済牽

けん

引事業の促進区域内において特定事
業用機械等を取得した場合の法人税額の特別
控除）の規定
⑥　租税特別措置法第42条の11の 3 第 2 項若し
くは第42条の12第 1 項の規定又は同条第 2項
の規定（地方活力向上地域等において特定建
物等を取得した場合の法人税額の特別控除又
は地方活力向上地域等において雇用者の数が
増加した場合の法人税額の特別控除）
⑦　租税特別措置法第42条の12の 2 第 1 項（認
定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄
附をした場合の法人税額の特別控除）の規定
⑧　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及び
第 3項（中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の法人税額の特別控除等）
の規定
⑨　租税特別措置法第42条の12の 5 第 1 項及び
第 2項（給与等の支給額が増加した場合の法
人税額の特別控除）の規定
⑩　租税特別措置法第42条の12の 6 第 2 項（認
定特定高度情報通信技術活用設備を取得した
場合の法人税額の特別控除）の規定
⑪　租税特別措置法第42条の12の 7 第 4 項から
第 6項まで（事業適応設備を取得した場合等
の法人税額の特別控除）の規定

（注 1）　過大申告の場合とは、他の通算法人（そ

の内国法人のその適用事業年度終了の日（以

下「基準日」といいます。）においてその内

国法人との間に通算完全支配関係がある他

の内国法人をいいます。以下同じです。）の

いずれかの基準日に終了する事業年度（以

下「他の適用事業年度」といいます。）にお

いて生じた通算前欠損金額（法人税法第64

条の 5 第 1 項に規定する通算前欠損金額を

いい、同法第64条の 6 の規定によりないも

のとされたものを除きます。以下同じで

す。）が当該他の通算法人の当該他の適用事

業年度の確定申告書等に添付された書類に

通算前欠損金額として記載された金額を超

える場合において、その超える部分の金額

（以下「通算不足欠損金額」といいます。）

のうちに事実を仮装して経理したところに

基づくものがある場合をいいます（措法42

の14①）。
（注 2）　期限後欠損金額の場合とは、期限後欠損

金額がある場合をいい、期限後欠損金額とは、

他の通算法人のいずれかの他の適用事業年

度の確定申告書等（期限後申告書に限りま

す。）に添付された書類に通算前欠損金額と

して記載された金額をいいます（措法42の

14①）。
（注 3）　要加算調整額とは、税額控除規定により

適用事業年度の法人税額から控除された金

額（以下「控除額」といいます。）のうち通

算不足欠損相当税額にその税額控除規定の

控除上限割合（租税特別措置法第42条の14

第 1 項の表の各号の上欄に掲げる税額控除

規定の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる

割合をいいます。）を乗じて計算した金額か

ら税額控除余裕額を控除した金額（その適

用事業年度の調整前法人税額からその通算

不足欠損相当税額を控除した金額をその適

用事業年度の調整前法人税額とみなして同

法第42条の13第 1 項及び同項各号に掲げる

規定を適用した場合に同項の規定によりそ

の調整前法人税額から控除しないこととな

る調整前法人税額超過額があるときは、そ

の控除額のうちその調整前法人税額超過額

を構成することとなる部分に相当する金額

を加算した金額）に達するまでの金額（そ

の控除額のうちにその調整事業年度前の各

事業年度においてこの措置又は下記⑵の措

置の規定により加算された金額がある場合

には、その達するまでの金額からその加算

された金額の合計額を控除した金額）の合
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計額をいいます（措法42の14①）。
（注 4）　通算不足欠損相当税額とは、他の通算法

人（過大申告の場合又は期限後欠損金額の

場合に係るものに限ります。）に係る通算不

足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に

欠損分配割合（当該他の通算法人につき法

人税法第64条の 5 第 5 項の規定を適用しな

いものとした場合のその内国法人のその適

用事業年度の同項の規定を適用した同条第

2 項に規定する割合をいいます。）を乗じて

計算した金額をその内国法人のその適用事

業年度の所得の金額とみなしてその所得の

金額につき同法第66条の規定並びに租税特

別措置法第67条の 2 及び第68条の規定を適

用するものとした場合に計算される法人税

額をいいます（措法42の14①）。
（注 5）　税額控除余裕額とは、控除額がその適用

事業年度のその税額控除規定の控除上限額

（租税特別措置法第42条の14第 1 項の表の各

号の上欄に掲げる税額控除規定の区分に応

じ当該各号の下欄に掲げる金額をいいま

す。）に満たない場合におけるその満たない

部分の金額をいいます（措法42の14①）。
（注 6）　調整前法人税額とは、租税特別措置法第

42条の 4 第19項第 2 号に規定する調整前法

人税額をいいます。
（注 7）　調整前法人税額超過額とは、租税特別措

置法第42条の13第 1 項に規定する調整前法

人税額超過額をいいます。すなわち、租税

特別措置法における各税額控除制度による

税額控除可能額の合計額が調整前法人税額

の90％相当額を超える場合のその超える部

分の金額であり、当期の法人税額から控除

できない金額をいいます。
（注 8）　他の税額計算規定等とは、法人税法第66

条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項並びに

第69条第19項（同条第23項又は第24項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定、租

税特別措置法第42条の 4 第 8 項第 6 号ロ及

び第 7 号（これらの規定を同条第18項にお

いて準用する場合を含みます。）、第42条の

14第 4 項、第67条の 2 第 1 項並びに第68条

第 1 項の規定その他法人税に関する法令の

規定をいいます（措法42の14①）。

　なお、上記の内国法人の調整事業年度のこの
措置の適用において、他の通算法人（過大申告
の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに
限ります。）の他の適用事業年度において生じ
た通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額（そ
の調整事業年度終了の日以前に提出された当該
他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正
申告書に添付された書類又は同日以前にされた
国税通則法第24条若しくは第26条の規定による
更正に係る同法第28条第 2項に規定する更正通
知書に添付された書類のうち、最も新しいもの
に通算前欠損金額として記載された金額をいい
ます。以下同じです。）と異なる場合には、そ
の既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年
度において生じた通算前欠損金額とみなすこと
とされています（措法42の14②）。
　また、上記の適用事業年度について法人税法
第64条の 5第 8項（法人税の負担を不当に減少
させる結果となると認められる場合の全体再計
算）の規定の適用がある場合には、その適用事
業年度に係る上記の内国法人の調整事業年度に
ついては、この措置は適用しないこととされて
います（措法42の14③）。

⑵　通算承認の失効の場合の法人税額の特例（取
戻し課税）
　この措置は、通算法人（通算法人であった法
人を含みます。以下同じです。）について、法
人税法第64条の10第 5 項の規定により同法第64
条の 9第 1項の規定による承認（以下「通算承
認」といいます。）が効力を失う場合において、
その通算法人がその効力を失う日（以下「失効
日」といいます。）前 5 年以内に開始した各事
業年度（その通算承認の効力が生じた日前に終
了した事業年度を除きます。）において特別税
額控除規定（次の規定をいいます。以下同じで
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す。）の適用を受けたときは、その通算法人の
失効日の前日を含む事業年度（以下「失効事業
年度」といいます。）の法人税額は、他の税額
計算規定等により計算した法人税額に、特別税
額控除規定によりその各事業年度の法人税額か
ら控除された金額に相当する金額を加算した金
額とするものです（措法42の14④）。
①　租税特別措置法第42条の 6第 2項及び第 3
項（中小企業者等が機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除等）の規定
②　租税特別措置法第42条の 9第 1項及び第 2
項（沖縄の特定地域において工業用機械等を
取得した場合の法人税額の特別控除等）の規
定
③　租税特別措置法第42条の12の 4 第 2 項及び
第 3項（中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の法人税額の特別控除等）
の規定

（注 1）　失効事業年度は、失効日の前日がその通

算法人に係る通算親法人の事業年度終了の

日である場合には、その失効日を含む事業

年度とされています（措法42の14④）。
（注 2）　他の税額計算規定等とは、法人税法第66

条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項並びに

第69条第19項（同条第23項又は第24項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定、租

税特別措置法第42条の14第 1 項、第67条の

2 第 1 項及び第68条第 1 項の規定その他法

人税に関する法令の規定をいいます（措法

42の14④）。
（注 3）　法人税額に加算する金額となる「特別税

額控除規定により各事業年度の法人税額か

ら控除された金額」からは、失効事業年度

前の各事業年度において上記⑴の措置の適

用があった場合には、その各事業年度にお

いて上記⑴の措置により加算された金額の

合計額を控除することとされています（措

法42の14④）。

2 　改正の内容

⑴　税額控除規定の追加
　上記 1 ⑴の措置の対象に、次の規定が追加さ
れました（措法42の14①）。
①　租税特別措置法第42条の12の 5 第 2 項及び
第 4項（給与等の支給額が増加した場合の法
人税額の特別控除のうち、特定法人の継続雇
用者給与等支給額が増加した場合に係る措置
及び中小企業者等税額控除限度超過額の繰越
控除制度）の規定
（注）　租税特別措置法第42条の12の 5 第 1 項及

び第 3 項の規定は、引き続き対象とされて

います。

②　租税特別措置法第42条の12の 7 第 7 項、第
8項、第10項及び第11項（事業適応設備を取
得した場合等の法人税額の特別控除のうち、
戦略分野国内生産促進税制）の規定
（注 1）　租税特別措置法第42条の12の 7 第10項

の規定又は同条第11項の規定に係る控除

上限額（上記 1 ⑴（注 5）参照）は、当

期の所得に対する調整前法人税額の40％

相当額から同条第 4 項から第 8 項までの

規定により当期の所得に対する調整前法

人税額から控除される金額を控除し、さ

らにこれらの規定に係る個別要加算調整

額を加算した金額とすることとされてい

ます（措法42の14①表十一下欄）。
（注 2）　個別要加算調整額とは、各税額控除規

定による控除額のうち、通算不足欠損相

当税額にその税額控除規定の控除上限割

合を乗じて計算した金額から税額控除余

裕額を控除した金額に達するまでの金額

をいいます。この場合において、「通算不

足欠損相当税額にその税額控除規定の控

除上限割合を乗じて計算した金額から税

額控除余裕額を控除した金額」は、その

適用事業年度の調整前法人税額からその

通算不足欠損相当税額を控除した金額を

その適用事業年度の調整前法人税額とみ
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なして租税特別措置法第42条の13第 1 項

及び同項各号に掲げる規定を適用した場

合に同項の規定によりその調整前法人税

額から控除しないこととなる調整前法人

税額超過額があるときは、その控除額の

うちその調整前法人税額超過額を構成す

ることとなる部分に相当する金額を加算

した金額とすることとされています。

⑵　特別税額控除規定の追加
　上記 1 ⑵の措置の対象に、次の規定が追加さ
れました（措法42の14④）。
①　租税特別措置法第42条の12の 5 第 3 項及び
第 4項（給与等の支給額が増加した場合の法
人税額の特別控除のうち、中小企業者等の雇
用者給与等支給額が増加した場合に係る措置
及び中小企業者等税額控除限度超過額の繰越
控除制度）の規定
②　租税特別措置法第42条の12の 7 第 7 項、第
8項、第10項及び第11項（事業適応設備を取
得した場合等の法人税額の特別控除のうち、
戦略分野国内生産促進税制）の規定

⑶　戦略分野国内生産促進税制に係る整備
　租税特別措置法第42条の12の 7 第10項及び第
11項（戦略分野国内生産促進税制のうち特定産
業競争力基盤強化商品に係る措置）の規定によ
り各事業年度の法人税額から控除された金額に
ついて、上記 1 ⑴及び⑵の措置により調整事業
年度又は失効事業年度の法人税額に加算された
金額は、地方法人税の課税標準となる法人税額
に加算しないこととされました（措法42の14⑤）。

　これは、戦略分野国内生産促進税制の特定産
業競争力基盤強化商品に係る措置による控除税
額が、地方法人税の課税標準となる法人税額か
ら控除しないこととされていることによります
（措法42の12の 7 ㉒）。
（注）　特定産業競争力基盤強化商品とは、租税特

別措置法第42条の12の 7 第10項に規定する特

定産業競争力基盤強化商品をいいます。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①及び⑵①（租税特別措置法第42条
の12の 5 第 4 項に係る部分に限ります。）の改
正は、令和 6年 4月 1日から施行されています
（改正法附則 1）。
⑵　上記 2 ⑴②、⑵②及び⑶の改正は、新たな事
業の創出及び産業への投資を促進するための産
業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和
6年法律第45号。以下「産競法等改正法」とい
います。）の施行の日から施行されます（改正
法附則 1十三）。
（注）　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改

正法の公布の日（令和 6 年 6 月 7 日）から起

算して 3 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（産競法等改正法附則

1）、その政令は、今後定められます。

⑶　上記 2 ⑵①（租税特別措置法第42条の12の 5
第 3 項に係る部分に限ります。）の改正は、同
項の規定により令和 6年 4月 1日以後に開始す
る各事業年度の所得に対する法人税の額から控
除された金額について適用することとされてい
ます（改正法附則47①）。
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第二　特別償却関係
一　環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

⑴　環境負荷低減事業活動用資産に係る措置
　青色申告書を提出する法人で環境負荷低減事
業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動
実施計画について環境と調和のとれた食料シス
テムの確立のための環境負荷低減事業活動の促
進等に関する法律（以下「促進法」といいま
す。）第19条第 1 項又は第21条第 1 項の認定を
受けた農林漁業者等であるものが、促進法の施
行の日（令和 4年 7月 1日）から令和 6年 3月
31日までの間に、環境負荷低減事業活動用資産
でその製作若しくは建設の後事業の用に供され
たことのないものの取得又は環境負荷低減事業
活動用資産の製作若しくは建設をして、これを
その法人の環境負荷低減事業活動又は特定環境
負荷低減事業活動の用に供した場合には、その
用に供した日を含む事業年度において、その環
境負荷低減事業活動用資産の取得価額の32％
（建物及びその附属設備並びに構築物について
は、16％）相当額の特別償却ができるというも
のです（措法44の 4 ①）。
（注 1）　環境負荷低減事業活動実施計画とは、促

進法第19条第 1 項に規定する環境負荷低減

事業活動実施計画をいい、特定環境負荷低

減事業活動実施計画とは、促進法第21条第

1 項に規定する特定環境負荷低減事業活動

実施計画をいいます。
（注 2）　農林漁業者等とは、促進法第 2 条第 3 項

に規定する農林漁業者（その農林漁業者が

団体である場合におけるその同項に規定す

る構成員等を含みます。）をいいます。
（注 3）　環境負荷低減事業活動用資産とは、上記

の認定に係る次の資産のうち環境負荷の低

減に著しく資する一定のものをいいます。

①�　促進法第20条第 3 項に規定する認定環

境負荷低減事業活動実施計画に記載され

た環境負荷低減事業活動の用に供する設

備等を構成する機械その他の減価償却資

産

②�　促進法第22条第 3 項に規定する認定特

定環境負荷低減事業活動実施計画に記載

された特定環境負荷低減事業活動の用に

供する設備等を構成する機械その他の減

価償却資産
（注 4）　環境負荷低減事業活動とは、促進法第 2

条第 4 項に規定する環境負荷低減事業活動

（促進法第19条第 3 項に規定する措置を含み

ます。）をいい、設備等とは、施設、設備、

機器、装置又は情報処理の促進に関する法

律第 2 条第 2 項に規定するプログラムをい

い、特定環境負荷低減事業活動とは、促進

法第15条第 2 項第 3 号に規定する特定環境

負荷低減事業活動（促進法第21条第 3 項に

規定する措置を含みます。）をいいます（促

進法19④、21④一）。

⑵　基盤確立事業用資産に係る措置
　青色申告書を提出する法人で促進法第39条第
1項の認定を受けたものが、促進法の施行の日
（令和 4 年 7 月 1 日）から令和 6 年 3 月31日ま
での間に、基盤確立事業用資産でその製作若し
くは建設の後事業の用に供されたことのないも
のの取得又は基盤確立事業用資産の製作若しく
は建設をして、これをその法人の基盤確立事業
の用に供した場合には、その用に供した日を含
む事業年度において、その基盤確立事業用資産
の取得価額の32％（建物及びその附属設備並び
に構築物については、16％）相当額の特別償却
ができるというものです（措法44の 4 ②）。
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（注 1）　基盤確立事業用資産とは、上記の認定に

係る認定基盤確立事業実施計画に記載され

た基盤確立事業の用に供する設備等を構成

する機械その他の減価償却資産のうち次の

ものをいいます（措法44の 4 ②、措令28の

7 ③、令 4 . 9 農水告1415⑵）。

①�　専ら化学的に合成された肥料又は農薬

に代替する生産資材（普及が十分でない

ものに限ります。）を生産するために用い

られる機械等

②�　上記①の機械等と一体的に整備された

建物及びその附属設備並びに構築物（以

下「建物等」といいます。）
（注 2）　認定基盤確立事業実施計画とは、促進法

第39条第 1 項の認定に係る同項に規定する

基盤確立事業実施計画（促進法第40条第 1

項の規定による変更の認定又は同条第 2 項

の規定による変更の届出があったときは、

その変更後のもの）をいいます（促進法40

③）。
（注 3）　基盤確立事業とは、促進法第 2 条第 5 項

に規定する基盤確立事業をいい、同項第 3

号に掲げるものに限ります。
（注 4）　機械等とは、機械若しくは装置、器具若

しくは備品又はこれらを組み合わせたもの

をいいます（令 4 . 9 農水告1415（ 1 一））。

2 　改正の内容

⑴　基盤確立事業用資産に係る措置の見直し
　基盤確立事業用資産に係る措置（上記 1 ⑵）
について、次の改正が行われました。
①　基盤確立事業用資産に係る基準の見直し
　基盤確立事業用資産の適合基準に、専ら化
学的に合成された肥料又は農薬に代替する生
産資材を生産するために用いられる機械等及
びその機械等と一体的に整備された建物等で
あること（上記 1 ⑵（注 1）①又は②の資産
であること）について基盤確立事業実施計画
に係る促進法第39条第 4項の規定による認定
の際、確認が行われたものであることが追加

されました（令 4 . 9 農水告1415（ 2 二））。
（注）　関係法令については、下記の（参考 1）

をご参照ください。

②　基盤確立事業用資産に係る書類添付義務の
追加
　法人が、その取得し、又は製作し、若しく
は建設した機械その他の減価償却資産につき
本措置の適用を受ける場合には、その機械そ
の他の減価償却資産につき本措置の適用を受
ける事業年度の確定申告書等にその機械その
他の減価償却資産が基盤確立事業用資産に該
当するものであることを証する書類を添付し
なければならないこととされました（措令28
の 7 ④）。
（注 1）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第

30号に規定する中間申告書で同法第72条

第 1 項各号に掲げる事項を記載したもの

及び同法第144条の 4 第 1 項各号又は第 2

項各号に掲げる事項を記載したもの並び

に同法第 2 条第31号に規定する確定申告

書をいいます（措法 2②二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間申

告書及び確定申告書をいい、確定申告書

には、その確定申告書に係る期限後申告

書を含むこととされています。

　上記の証する書類は、その法人が受けた促
進法第39条第 1項の認定に係る次の書類とさ
れています（措規20の15）。
イ　環境と調和のとれた食料システムの確立
のための環境負荷低減事業活動の促進等に
関する法律に基づく基盤確立事業実施計画
の認定等に関する省令（以下「認定等省
令」といいます。）第 1 条第 1 項の申請書
に添付された基盤確立事業実施計画の写し
（注）　上記の基盤確立事業実施計画は、上記

の機械その他の減価償却資産が記載され

たものに限るものとし、その基盤確立事

業実施計画につき促進法第40条第 1 項の

規定による変更の認定（以下「変更認

定」といいます。）があったときはその変
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更認定に係る認定等省令第 3 条第 1 項の

申請書に添付された変更後の基盤確立事

業実施計画を含みます（措規20の15一）。

ロ　認定等省令第 1条第 1項の申請に係る認
定通知書の写し
（注）　上記の認定通知書には、その基盤確立

事業実施計画につき変更認定があったと

きは、その変更認定に係る認定通知書を

含みます（措規20の15二）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法44の 4 ①②）。
（参考 1）　環境と調和のとれた食料システムの確

立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律（令和 4年法律第37号）

（基盤確立事業実施計画の認定）

第39条　基盤確立事業を行おうとする者は、

単独で又は共同して、主務省令で定める

ところにより、基盤確立事業の実施に関

する計画（以下「基盤確立事業実施計画」

という。）を作成し、主務大臣の認定を申

請することができる。この場合において、

基盤確立事業を行おうとする者が共同し

て基盤確立事業実施計画を作成したとき

は、主務省令で定めるところにより、代

表者を定め、これをその認定を受けよう

とする主務大臣に提出しなければならな

い。

2・ 3　省　略

4 　主務大臣は、第 1 項の規定による申請

があった場合において、その申請に係る

基盤確立事業実施計画が次の各号のいず

れにも適合すると認めるときは、その認

定をするものとする。

一　基本方針に照らし適切なものであり、

かつ、当該基盤確立事業を確実に遂行

するために適切なものであること。

二　当該基盤確立事業が環境負荷の低減

の効果の増進又は環境負荷の低減を図

るために行う取組を通じて生産された

農林水産物の付加価値の向上に相当程

度寄与するものであること。

三　当該基盤確立事業に食品等の流通の

合理化が含まれる場合には、食品等流

通法第 5 条第 3 項の規定により同条第

1 項の認定をすることができる場合に

該当すること。

5～ 9　省　略

（基盤確立事業実施計画の変更等）

第40条　前条第 1 項の認定を受けた者（以

下「認定基盤確立事業者」という。）は、

当該認定に係る基盤確立事業実施計画を

変更しようとするときは、主務省令で定

めるところにより、主務大臣の認定を受

けなければならない。ただし、主務省令

で定める軽微な変更については、この限

りでない。

2～ 4　省　略
（参考 2）　環境と調和のとれた食料システムの確

立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律に基づく基盤確立事業実

施計画の認定等に関する省令（令和 4 年

財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・環境省令第 3号）

（基盤確立事業実施計画の認定の申請）

第 1 条　環境と調和のとれた食料システム

の確立のための環境負荷低減事業活動の

促進等に関する法律（以下「法」とい

う。）第39条第 1 項の規定により基盤確立

事業実施計画の認定を受けようとする者

は、氏名及び住所（法人その他の団体に

あっては、その名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）を記載した申請

書を当該基盤確立事業実施計画の代表者

の主たる事務所の所在地を管轄する地方

農政局長（北海道農政事務所長を含む。

第 3 条第 1 項において同じ。）を経由して、
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主務大臣に提出しなければならない。

2～ 4　省　略

（基盤確立事業実施計画の変更の認定の申

請）

第 3 条　法第40条第 1 項の規定により基盤

確立事業実施計画の変更の認定を受けよ

うとする者は、氏名及び住所（法人その

他の団体にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地）並び

に変更しようとする理由を記載した申請

書を当該基盤確立事業実施計画の代表者

の主たる事務所の所在地を管轄する地方

農政局長を経由して、主務大臣に提出し

なければならない。

2　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、令和 6年 4月 1日から
施行されています（令 6 . 3 農水告679附則）。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、法人が令和 6年 4月 1
日以後に取得又は製作若しくは建設をする機械
その他の減価償却資産について適用することと
されています（改正措令附則14）。

二　生産方式革新事業活動用資産等の特別償却制度（創設）

1 　制度創設の経緯及び趣旨

　今後20年間で、基幹的農業従事者は現在の約 4
分の 1にまで減少することが見込まれ、従来の生
産方式を前提とした農業生産では農業の持続的な
発展や食料の安定供給を確保できないおそれがあ
り、農業者の減少下において生産水準が維持でき
る生産性の高い食料供給体制を確立するためには、
農作業の効率化等に資するスマート農業技術の活
用と併せて生産方式の転換を進めることが急務と
なっています。「経済財政運営と改革の基本方針
2023（令和 5 年 6 月16日閣議決定）」においては
「産学官連携による新技術開発と生産・流通等の
方式の変革を促進する仕組みの検討やスマート農
林水産業の実装加速化、担い手・サービス事業体
等の育成・確保��等を進める」こととされてい
ます。
　これを踏まえ、農業者の減少等の農業を取り巻
く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を
図るための「農業の生産性の向上のためのスマー
ト農業技術の活用の促進に関する法律案」が第
213回国会に提出され、令和 6 年 6 月14日に可
決・成立し、同月21日に公布されました。この農
業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活
用の促進に関する法律（以下「スマート農業法」

といいます。）では、スマート農業技術の活用及
びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の
導入に関する計画並びにスマート農業技術等の開
発及びその成果の普及に関する計画の認定制度が
設けられています。税制においては、スマート農
業法の認定を受けたスマート農業技術の活用等に
関する計画に従って行う一定の設備投資に対する
特別償却制度が創設されました。

2 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人でスマ
ート農業法の認定生産方式革新事業者であるもの
が、スマート農業法の施行の日から令和 9年 3月
31日までの間に、その認定生産方式革新事業者と
して行う生産方式革新事業活動の用に供するため
の認定生産方式革新実施計画に記載された設備等
を構成する機械その他の減価償却資産のうち農作
業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著し
く資する一定のもの等（ 2において「生産方式革
新事業活動用資産等」といいます。）でその製作
若しくは建設の後事業の用に供されたことのない
ものの取得又は生産方式革新事業活動用資産等の
製作若しくは建設をして、これをその法人のその
生産方式革新事業活動等の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度において、その
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生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ次の
特別償却限度額の特別償却ができるというもので
す（措法44の 5 ①）。
⑴　認定生産方式革新実施計画に記載された生産
方式革新事業活動の用に供する設備等を構成す
る機械及び装置、器具及び備品、建物及びその
附属設備並びに構築物��その取得価額の32％
（建物及びその附属設備並びに構築物について
は、16％）相当額
⑵　認定生産方式革新実施計画に記載された促進
措置の用に供する設備等を構成する機械及び装
置��その取得価額の25％相当額

3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提出す
る法人でスマート農業法第 8条第 3項に規定す
る認定生産方式革新事業者であるものとされて
います（措法44の 5 ①）。認定生産方式革新事
業者は、具体的には次の者とされています。
①　スマート農業法第 7条第 1項の認定を受け
た農業者等
　すなわち、生産方式革新事業活動の実施に
関する計画（以下「生産方式革新実施計画」
といいます。）についてスマート農業法によ
り農林水産大臣の認定を受けた農業者等です。
（注 1）　農業者等とは、スマート農業法第 2 条

第 2 項に規定する農業者等をいい、具体

的には、農業者又はその組織する団体（農

業者が主たる構成員又は出資者（以下「構

成員等」といいます。）となっている法人

を含みます。）をいいます。
（注 2）　生産方式革新事業活動とは、スマート

農業法第 2 条第 3 項に規定する生産方式

革新事業活動をいい、具体的には、農業

者等（その農業者等が団体である場合に

おけるその構成員等を含みます。）が、次

の事業活動の全てを相当規模で行うこと

により、その農業者等が行う農業の生産

性を相当程度向上させることをいいます。

イ�　スマート農業技術を活用して行う農

産物の生産（農産物が出荷されるまで

に行われる一連の行為を含みます。）又

は農業の経営管理

ロ�　上記イの事業活動の実施による農作

業の効率化等の効果を十分に発揮させ

るために併せて行う農産物の新たな生

産（農産物が出荷されるまでに行われ

る一連の行為を含みます。）の方式の導

入
（注 3）　スマート農業技術とは、農業機械、農

業用ソフトウェアその他一定のもの（以

下「農業機械等」といいます。）に組み込

まれる遠隔操作（農業機械から離れた場

所からその農業機械に情報通信技術を用

いて指令を与えることによりその農業機

械の操作をする技術をいいます。）、自動

制御（情報処理の促進に関する法律第 2

条第 2 項に規定するプログラムにより自

動的に農業機械等の制御を行う技術をい

います。）その他の情報通信技術を用いた

技術であって、農業を行うに当たって必

要となる認知、予測、判断又は動作に係

る能力の全部又は一部を代替し、補助し、

又は向上させることにより、農作業の効

率化等を通じて農業の生産性を相当程度

向上させることに資するものをいいます

（スマート農業法 2①）。
（注 4）　農作業の効率化等とは、農作業の効率

化、農作業における身体の負担の軽減又

は農業の経営管理の合理化をいいます（ス

マート農業法 2①）。
（注 5）　生産方式革新実施計画は、生産方式革

新事業活動を行おうとする農業者等が団

体である場合にあっては、その構成員等

が行う生産方式革新事業活動に関するも

のを含みます（スマート農業法 7①）。

②　上記①の農業者等が団体である場合におけ
るその構成員等
③　上記①の農業者等に係る次の措置でその農
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業者等が行う生産方式革新事業活動の促進に
資するもの（以下「促進措置」といいます。）
を行う次の者
イ　スマート農業技術活用サービスの提供
��スマート農業技術活用サービス事業者
（注）　スマート農業技術活用サービスとは、

農業者等が行う農業を支援するため対価

を得て継続的に行うスマート農業技術を

活用した次の役務をいい、スマート農業

技術活用サービス事業者とは、スマート

農業技術活用サービスを提供する事業者

をいいます（スマート農業法 2 ④、 7 ③

一）。

イ�　委託により、農業者等に代わって農

作業を行うこと。

ロ�　農業者等に対し、農業機械等を使用

させること。

ハ�　農業者等に対し、農業に関する高度

な知識又は技術を有する者を派遣する

こと。

ニ�　農業に関する情報を収集し、整理し、

及び分析し、並びに農業者等に対し、

その結果を提供し、又はその結果に基

づく農業の生産性の向上のための指導

若しくは助言を行うこと。

ロ　農産物又は食品の新たな製造、加工、流
通又は販売の方式の導入��食品等事業者
（注）　食品とは、農産物を原料又は材料とし

て製造し、又は加工した飲食物のうち医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第 2 条第 1 項

に規定する医薬品、同条第 2 項に規定す

る医薬部外品及び同条第 9 項に規定する

再生医療等製品以外のものをいい、食品

等事業者とは、農産物又は食品の製造、

加工、流通又は販売の事業を行う者をい

います（スマート農業法 7③二）。
（注 1）　スマート農業法第 7 条第 1 項において

は、生産方式革新事業活動を行おうとす

る農業者等は、単独で又は共同して、生

産方式革新実施計画を作成し、農林水産

大臣の認定を申請することができること

とされています。この生産方式革新実施

計画には、上記イ又はロの者が行う促進

措置に関する事項を含めることができる

こととされています（スマート農業法 7

③）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

⑵　適用期間
　適用期間は、スマート農業法の施行の日から
令和 9 年 3 月31日までの期間とされています
（措法44の 5 ①）。
（注）　スマート農業法の施行の日は、スマート農

業法の公布の日（令和 6 年 6 月21日）から起

算して 6 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（スマート農業法附則

1）、その政令は、今後定められます。

⑶　適用対象資産
　適用対象となる資産は、生産方式革新事業活
動用資産等とされています（措法44の 5 ①）。
　生産方式革新事業活動用資産等は、上記⑴の
認定生産方式革新事業者として行う生産方式革
新事業活動（促進措置を含みます。）の用に供
するための次の機械その他の減価償却資産とさ
れています（措法44の 5 ①）。
①　認定生産方式革新実施計画に記載された生
産方式革新事業活動の用に供する設備等を構
成する機械及び装置、器具及び備品、建物及
びその附属設備並びに構築物のうち、農作業
の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著
しく資する一定のもの（措法44の 5 ①一）
（注 1）　認定生産方式革新実施計画とは、スマ

ート農業法第 7 条第 1 項の認定に係る生

産方式革新実施計画（スマート農業法第

8 条第 1 項の規定による変更の認定又は

同条第 2 項の規定による変更の届出があ

ったときは、その変更後のもの）をいい
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ます（スマート農業法 8③）。
（注 2）　設備等とは、施設、設備、機器、装置

又は情報処理の促進に関する法律第 2 条

第 2 項に規定するプログラムをいいます

（スマート農業法 7④一）。
（注 3）　生産方式革新実施計画には、生産方式

革新事業活動の用に供する設備等の導入

を行う場合におけるその設備等の導入の

内容等を記載することができることとさ

れています（スマート農業法 7④一）。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

　農作業の効率化等を通じた農業の生産性の
向上に著しく資する一定のものは、上記の設
備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、
建物及びその附属設備並びに構築物のうち、
農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向
上に著しく資するものとして農林水産大臣が
定める基準に適合するものとされています
（措令28の 8 ①）。
（注 5）　農林水産大臣が定める基準としては、

次の基準が、今後、告示によって定めら

れる予定です。

イ�　その生産方式革新事業活動による取

組の過半がスマート農業技術の効果の

発揮に必要となるほ場の形状、栽培の

方法又は品種の転換等の取組であるこ

と等の要件を満たす生産方式革新事業

活動の用に供されるものであること。

ロ�　次のいずれかに該当する減価償却資

産であること。

イ�　スマート農業技術を組み込んだ機

械及び装置のうち 7 年以内に販売さ

れたもの

ロ�　上記イの機械及び装置と一体的に

導入された機械及び装置、器具及び

備品、建物及びその附属設備並びに

構築物のうち、スマート農業技術の

効果の発揮に必要不可欠なもの

②　認定生産方式革新実施計画に記載された促

進措置の用に供する設備等を構成する機械及
び装置のうち、その認定生産方式革新実施計
画に係る農業者等が行う生産方式革新事業活
動の促進に特に資する一定のもの（措法44の
5 ①二）
（注 1）　生産方式革新実施計画には、促進措置

の用に供する設備等の導入を行う場合に

おけるその設備等の導入の内容等を記載

することができることとされています（ス

マート農業法 7④二）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

　生産方式革新事業活動の促進に特に資する
一定のものは、上記の設備等を構成する機械
及び装置のうち、上記の農業者等が行う上記
の生産方式革新事業活動の促進に特に資する
ものとして農林水産大臣が定める基準に適合
するものとされています（措令28の 8 ②）。
（注 3）　農林水産大臣が定める基準としては、

次の基準が、今後、告示によって定めら

れる予定です。

イ�　その認定生産方式革新実施計画に記

載された生産方式革新事業活動につい

て、その取組に係る作付面積又は売上

高が認定を受けた農業者等の行う農業

に係る総作付面積又は総売上高のおお

むね80％以上を占めること等の要件を

満たすこと。

ロ�　その取得予定価額が促進措置を行う

法人の前事業年度における減価償却費

の額の10％以上であること等の要件を

満たす設備等を構成する減価償却資産

のうち次のものに該当すること。

イ�　認定生産方式革新実施計画に記載

された生産方式革新事業活動を行う

農業者等に対して供給する一定のス

マート農業技術活用サービス（農業

者等の委託を受けて行う農作業に限

ります。）に専ら供される上記①（注

5）ロの減価償却資産で、は種、移
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植又は収穫用のもの

ロ�　認定生産方式革新実施計画に記載

された生産方式革新事業活動の実施

により生産された農産物の選別、調

製等の作業を代替して行う一定の農

産物等の新たな製造、加工、流通又

は販売の方式の導入を図るための取

組に専ら供される減価償却資産で、

農産物の洗浄、選別等の作業用のも

の

　上記⑴の認定生産方式革新事業者として行う
生産方式革新事業活動（促進措置を含みます。）
の用に供するための資産であることから、上記
⑴①又は②の認定生産方式革新事業者（認定を
受けた農業者等及びその農業者等が団体である
場合におけるその構成員等）である法人につい
ては上記①の資産が、上記⑴③の認定生産方式
革新事業者（促進措置を行うスマート農業技術
活用サービス事業者及び食品等事業者）である
法人については上記②の資産が、それぞれ適用
対象資産となります。

⑷　適用対象事業
　適用対象となる事業は、生産方式革新事業活
動又は促進措置とされています（措法44の 5 ①）。

⑸　適用対象事業年度
　適用対象となる事業年度は、適用対象法人が、
適用期間内に、生産方式革新事業活動用資産等
でその製作若しくは建設の後事業の用に供され
たことのないものを取得し、又は生産方式革新
事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、
これをその適用対象法人の適用対象事業の用に
供した場合におけるその用に供した日を含む事
業年度とされています（措法44の 5 ①）。
（注 1）　「適用対象事業の用に供した場合」からは、

所有権移転外リース取引により取得した生

産方式革新事業活動用資産等をその用に供

した場合を除くこととされています（措法

44の 5 ①）。

（注 2）　所有権移転外リース取引とは、法人税法

施行令第48条の 2 第 5 項第 5 号に規定する

所有権移転外リース取引をいいます（措法

42の 6 ⑤、措令27の 6 ⑨）。

⑹　特別償却限度額
　特別償却限度額は、次の生産方式革新事業活
動用資産等の区分に応じそれぞれ次のとおりと
されています（措法44の 5 ①一・二）。
①　上記⑶①の機械及び装置並びに器具及び備
品��その取得価額の32％相当額

②　上記⑶①の建物及びその附属設備並びに構
築物��その取得価額の16％相当額

③　上記⑶②の機械及び装置��その取得価額
の25％相当額

⑺　申告要件
　この制度は、確定申告書等に生産方式革新事
業活動用資産等の償却限度額の計算に関する明
細書の添付がない場合には、適用しないことと
されています（措法44の 5 ②、43②）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30号

に規定する中間申告書で同法第72条第 1 項各

号に掲げる事項を記載したもの及び同法第144

条の 4 第 1 項各号又は第 2 項各号に掲げる事

項を記載したもの並びに同法第 2 条第31号に

規定する確定申告書をいいます（措法 2 ②

二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間申告書

及び確定申告書をいい、確定申告書には、そ

の確定申告書に係る期限後申告書を含むこと

とされています。

⑻　特別償却不足額がある場合の償却限度額の計
算の特例
　他の特別償却制度と同様に、特別償却不足額
については、 1年間の繰越しができることとさ
れています（措法52の 2 ）。
（注）　特別償却不足額には、合併等特別償却不足

額を含むこととされています。
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⑼　準備金方式による特別償却（特別償却準備
金）制度
　他の特別償却制度と同様に、特別償却の方法
として、特別償却の適用を受けることに代えて、
準備金方式による特別償却制度の適用（特別償
却準備金の積立て）ができるとともに、特別償
却準備金積立不足額については、 1年間の繰越
しができることとされています（措法52の 3 ）。
（注）　特別償却準備金積立不足額には、合併等特

別償却準備金積立不足額を含むこととされて

います。

⑽　他の特別償却制度等との重複適用の排除
　法人の有する減価償却資産が上記⑸の事業年
度において租税特別措置法の規定による特別償
却又は税額控除制度等及び震災税特法の規定に
よる特別償却又は税額控除制度のうち、 2以上
の制度の適用を受けることができるものである
場合には、その減価償却資産については、これ
らの特別償却又は税額控除制度等のうちいずれ
か一の制度のみを適用することとされています
（措法53、61の 3 ④、64⑦、64の 2 ⑭、65⑫、
65の 7 ⑦、65の 8 ⑯、67の 4 ⑫、67の 5 ①、震
災税特法18の 7 、措令32、震災税特令18の 6 ）。
　すなわち、他の特別償却又は税額控除制度等
と同様に、租税特別措置法の規定によるこの制
度以外の特別償却若しくは税額控除制度等又は
震災税特法の規定による特別償却若しくは税額
控除制度の適用を受ける生産方式革新事業活動
用資産等に該当する減価償却資産については、
この制度の適用対象資産から除くこととされて
います。
（参考）　農業の生産性の向上のためのスマート農

業技術の活用の促進に関する法律（令和 6

年法律第63号）

（定義）

第 2 条　この法律において「スマート農業

技術」とは、農業機械、農業用ソフトウ

ェアその他農林水産省令で定めるもの（以

下この条において「農業機械等」とい

う。）に組み込まれる遠隔操作（農業機械

から離れた場所から当該農業機械に情報

通信技術（電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録

をいう。）として記録された情報を活用す

る場合に用いられる情報通信技術をいう。

以下この項及び次条第 2 項において同

じ。）を用いて指令を与えることにより当

該農業機械の操作をする技術をいう。）、

自動制御（プログラム（情報処理の促進

に関する法律（昭和45年法律第90号）第

2 条第 2 項に規定するプログラムをいう。

第 7 条第 4 項第 1 号において同じ。）によ

り自動的に農業機械等の制御を行う技術

をいう。）その他の情報通信技術を用いた

技術であって、農業を行うに当たって必

要となる認知、予測、判断又は動作に係

る能力の全部又は一部を代替し、補助し、

又は向上させることにより、農作業の効

率化、農作業における身体の負担の軽減

又は農業の経営管理の合理化（第 3 項第

2 号及び次条第 1 項において「農作業の

効率化等」という。）を通じて農業の生産

性を相当程度向上させることに資するも

のをいう。

2 　この法律において「農業者等」とは、

農業者又はその組織する団体（農業者が

主たる構成員又は出資者（以下「構成員

等」という。）となっている法人を含む。）

をいう。

3 　この法律において「生産方式革新事業

活動」とは、農業者等（当該農業者等が

団体である場合におけるその構成員等を

含む。次項において同じ。）が、次に掲げ

る事業活動の全てを相当規模で行うこと

により、当該農業者等が行う農業の生産

性を相当程度向上させることをいう。

一　スマート農業技術を活用して行う農

産物の生産（農産物が出荷されるまで
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に行われる一連の行為を含む。次号及

び次条第 1 項において同じ。）又は農業

の経営管理

二　前号に掲げる事業活動の実施による

農作業の効率化等の効果を十分に発揮

させるために併せて行う農産物の新た

な生産の方式の導入

4 　この法律において「スマート農業技術

活用サービス」とは、農業者等が行う農

業を支援するため対価を得て継続的に行

うスマート農業技術を活用した次に掲げ

る役務をいう。

一　委託により、農業者等に代わって農

作業を行うこと。

二　農業者等に対し、農業機械等を使用

させること。

三　農業者等に対し、農業に関する高度

な知識又は技術を有する者を派遣する

こと。

四　農業に関する情報を収集し、整理し、

及び分析し、並びに農業者等に対し、

その結果を提供し、又は当該結果に基

づく農業の生産性の向上のための指導

若しくは助言を行うこと。

5　省　略

（生産方式革新実施計画の認定）

第 7 条　生産方式革新事業活動を行おうと

する農業者等は、単独で又は共同して、

農林水産省令で定めるところにより、生

産方式革新事業活動の実施に関する計画

（当該農業者等が団体である場合にあって

は、その構成員等が行う生産方式革新事

業活動に関するものを含む。以下「生産

方式革新実施計画」という。）を作成し、

農林水産大臣の認定を申請することがで

きる。この場合において、生産方式革新

事業活動を行おうとする農業者等が共同

して生産方式革新実施計画を作成したと

きは、農林水産省令で定めるところにより、

代表者を定め、これを農林水産大臣に提

出しなければならない。

2 　生産方式革新実施計画には、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。

一　生産方式革新事業活動の目標

二　生産方式革新事業活動の内容及び実

施期間

三　生産方式革新事業活動の実施体制

四　生産方式革新事業活動に必要な資金

の額及びその調達方法

3 　生産方式革新実施計画には、次の各号

に掲げる者の区分に応じ、当該者が行う

それぞれ当該各号に定める措置（当該生

産方式革新実施計画の認定を受けようと

する農業者等が行う生産方式革新事業活

動の促進に資するものに限る。）に関する

事項を含めることができる。

一　スマート農業技術活用サービス事業

者（スマート農業技術活用サービスを

提供する事業者をいう。以下同じ。）　

スマート農業技術活用サービスの提供

二　食品等事業者（農産物又は食品（農

産物を原料又は材料として製造し、又

は加工した飲食物のうち医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和35年法律第145

号）第 2 条第 1 項に規定する医薬品、

同条第 2 項に規定する医薬部外品及び

同条第 9 項に規定する再生医療等製品

以外のものをいう。以下この号におい

て同じ。）の製造、加工、流通又は販売

の事業を行う者をいう。第12条第 1 項

第 3 号において同じ。）　農産物又は食

品の新たな製造、加工、流通又は販売

の方式の導入

4 　生産方式革新実施計画には、第 2 項各

号に掲げる事項又は前項に規定する措置

に関する事項として、次の各号に掲げる

行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める事項を記載することができる。

一　生産方式革新事業活動の用に供する
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設備等（施設、設備、機器、装置又は

プログラムをいう。以下同じ。）の導入　

次に掲げる事項

イ　当該設備等の種類その他の当該設

備等の導入の内容

ロ　その他農林水産省令で定める事項

二　前項に規定する措置の用に供する設

備等の導入　次に掲げる事項

イ　当該設備等の種類その他の当該設

備等の導入の内容

ロ　当該設備等の導入が当該生産方式

革新実施計画に係る生産方式革新事

業活動の促進に資するために必要な

措置に関する事項

ハ　その他農林水産省令で定める事項

三・四　省　略

5 　農林水産大臣は、第 1 項の規定による

申請があった場合において、その申請に

係る生産方式革新実施計画が次の各号の

いずれにも適合すると認めるときは、そ

の認定をするものとする。

一　基本方針に照らし適切なものである

こと。

二　当該生産方式革新実施計画に係る生

産方式革新事業活動（第 3 項に規定す

る措置を含む。次条第 3 項及び第12条

第 1 項において同じ。）が円滑かつ確実

に行われると見込まれるものであるこ

と。

6～ 8　省　略

9 　農林水産大臣は、第 1 項の認定をした

ときは、農林水産省令で定めるところに

より、当該認定に係る生産方式革新実施

計画の概要を公表するものとする。

（生産方式革新実施計画の変更等）

第 8 条　前条第 1 項の認定を受けた農業者

等は、当該認定に係る生産方式革新実施

計画を変更しようとするときは、農林水

産省令で定めるところにより、農林水産

大臣の認定を受けなければならない。た

だし、農林水産省令で定める軽微な変更

については、この限りでない。

2 　前条第 1 項の認定を受けた農業者等は、

前項ただし書の農林水産省令で定める軽

微な変更をしたときは、遅滞なく、その

旨を農林水産大臣に届け出なければなら

ない。

3 　農林水産大臣は、前条第 1 項の認定を

受けた農業者等（当該農業者等が団体で

ある場合におけるその構成員等及び当該

農業者等に係る同条第 3 項に規定する措

置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を

含む。以下「認定生産方式革新事業者」

という。）が当該認定に係る生産方式革新

実施計画（第 1 項の規定による変更の認

定又は前項の規定による変更の届出があ

ったときは、その変更後のもの。以下「認

定生産方式革新実施計画」という。）に従

って生産方式革新事業活動を行っていな

いと認めるときは、その認定を取り消す

ことができる。

4 　農林水産大臣は、前条第 8 項の規定に

よる通知に係る認定生産方式革新実施計

画の認定を前項の規定により取り消した

ときは、遅滞なく、その旨を独立行政法

人農畜産業振興機構に通知するものとす

る。

5 　農林水産大臣は、第 3 項の規定により

前条第 1 項の認定を取り消したときは、

その旨を公表するものとする。

6 　前条第 5 項から第 9 項までの規定は、

第 1項の認定について準用する。

4 　適用関係

　上記 3の制度は、スマート農業法の施行の日か
ら施行することとされています（改正法附則 1十
四）。
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三　特定地域における工業用機械等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴から⑶までの措置によって
構成されています（措法45）。

⑴　沖縄の特定地域において工業用機械等を取得
した場合の特別償却
　この措置は、青色申告書を提出する法人で次
の表の認定事業者に該当するものが、一定の期
間内に、沖縄振興特別措置法に規定する同表の
特定地域の区域内において同表の特定事業の用
に供する設備で一定の規模のものの新設又は増

設をする場合において、その新設又は増設に係
る同表の工業用機械等の取得又は製作若しくは
建設をして、これをその特定地域内においてそ
の法人の特定事業の用に供したときは、その特
定事業の用に供した日を含む事業年度において、
その工業用機械等の取得価額に同表の特別償却
割合を乗じて計算した金額の特別償却ができる
というものです（措法45①）。
　対象となる認定事業者、特定地域、特定事業、
工業用機械等及び特別償却割合は、次のとおり
です。

認定事業者 特定地域 特定事業 工業用機械等 特別償却割合

①

沖縄振興特別措置法
第36条に規定する認
定事業者

産業イノベーショ
ン促進地域

製造業その他一定の
事業

機械及び装置、器具
及び備品、建物及び
その附属設備並びに
構築物のうち、一定
のもの

34％（建物及びその
附属設備並びに構築
物については、20
％）

②
沖縄振興特別措置法
第50条第 1項に規定
する認定事業者

国際物流拠点産業
集積地域

製造業その他一定の
事業

機械及び装置並びに
一定の建物及びその
附属設備

50％（建物及びその
附属設備について
は、25％）

③

沖縄振興特別措置法
第57条第 1項に規定
する認定事業者

経済金融活性化特
別地区

認定経済金融活性化
計画に定められた特
定経済金融活性化産
業に属する事業

機械及び装置、一定
の器具及び備品並び
に建物及びその附属
設備

50％（建物及びその
附属設備について
は、25％）

（注 1）　一定の期間は、産業イノベーション促進

地域に係る措置（上記の表の①）又は国際

物流拠点産業集積地域に係る措置（上記の

表の②）についてはそれぞれ沖縄県知事か

ら主務大臣への産業イノベーション促進計

画又は国際物流拠点産業集積計画の提出の

あった日から令和 7 年 3 月31日までの期間

と、経済金融活性化特別地区に係る措置（上

記の表の③）については経済金融活性化計

画の認定の日から令和 7 年 3 月31日までの

期間とされています。なお、それぞれの期

間内に特定地域に該当しないこととなった

場合等には、それぞれの期間の初日からそ

の該当しないこととなった日まで等の期間

とされています（措法45①、措令28の 9 ①）。
（注 2）　一定の規模の設備は、産業イノベーショ

ン促進地域に係る措置及び国際物流拠点産

業集積地域に係る措置については一の生産

等設備でこれを構成する有形減価償却資産

の取得価額の合計額が1,000万円を超えるも

の又は機械及び装置並びに器具及び備品（国

際物流拠点産業集積地域に係る措置につい

ては、機械及び装置）で一の生産等設備を

構成するものの取得価額の合計額が100万円

を超えるものと、経済金融活性化特別地区

に係る措置については一の生産等設備でこ
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れを構成する有形減価償却資産の取得価額

の合計額が500万円を超えるもの又は機械及

び装置並びに器具及び備品で一の生産等設

備を構成するものの取得価額の合計額が50

万円を超えるものとされています（措法45①、

措令28の 9 ②）。
（注 3）　特定事業は、具体的には、次の措置の区

分に応じそれぞれ次のとおりとされていま

す（措法45①、措令28の 9 ④⑥、認定経済

金融活性化計画）。

①�　産業イノベーション促進地域に係る措

置��製造業、道路貨物運送業、倉庫業、

卸売業、デザイン業、自然科学研究所に

属する事業、電気業及びガス供給業

②�　国際物流拠点産業集積地域に係る措置

��製造業、道路貨物運送業、倉庫業、

卸売業、無店舗小売業、機械等修理業、

不動産賃貸業及び航空機整備業

③�　経済金融活性化特別地区に係る措置

��金融関連産業、情報通信関連産業、

観光関連産業、農業・水産養殖業、製造

業及び経営コンサルタント業
（注 4）　工業用機械等は、その区域の振興に資す

るものとして、次の措置の区分に応じそれ

ぞれ次のものに限られています（措法45①、

措令28の 9 ③）。

①�　産業イノベーション促進地域に係る措

置��認定事業者に該当する法人の認定

産業高度化・事業革新措置実施計画に記

載された減価償却資産

②�　国際物流拠点産業集積地域に係る措置

��認定事業者に該当する法人の認定国

際物流拠点産業集積措置実施計画に記載

された減価償却資産

③�　経済金融活性化特別地区に係る措置

��認定事業者に該当する法人の認定経

済金融活性化措置実施計画に記載された

減価償却資産
（注 5）　対象資産のうち特定高度情報通信技術活

用システム（ 5 G情報通信システム）に該当

するものについては、その法人の認定導入

計画に記載された認定特定高度情報通信技

術活用設備に限ることとされています（措

法45①）。
（注 6）　工業用機械等の取得価額は、20億円を超

える場合には20億円を上限とすることとさ

れています（措法45①）。

⑵　沖縄の離島において旅館業用建物等を取得し
た場合の特別償却
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月31日までの
間に、沖縄の離島の地域内において旅館業の用
に供する一定の規模の設備の取得等をする場合
において、その取得等をした設備をその地域内
においてその法人の旅館業の用に供したときは、
その用に供した日を含む事業年度において、そ
の設備に係る旅館業用建物等の取得価額の 8％
相当額の特別償却ができるというものです（措
法45②）。
（注 1）　旅館業は、具体的には、旅館業法第 2 条

第 2 項に規定する旅館・ホテル営業及び同

条第 3 項に規定する簡易宿所営業（風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律第 2 条第 6 項に規定する店舗型性風俗特

殊営業に該当する事業を除きます。）とされ

ています（措法45②、措令28の 9 ⑨、措規

20の16⑤）。
（注 2）　一定の規模の設備は、一の生産等設備で

これを構成する有形減価償却資産の取得価

額の合計額が次の法人の区分に応じそれぞ

れ次の金額以上のものとされています（措

令 1の 2③、28の 9 ⑩）。

①�　資本金の額等が1,000万円以下の法人又

は資本若しくは出資を有しない法人（こ

れらの法人が通算法人である場合には、

他の通算法人のうちいずれかの法人が資

本金の額等が1,000万円を超える法人に該

当するものを除きます。）��500万円

②�　①又は③の法人以外の法人��500万円
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（その一の生産等設備が新設又は増設によ

る取得等に係るものである場合には、

1,000万円）

③�　資本金の額等が5,000万円を超える法人

（他の通算法人のうちいずれかの法人が資

本金の額等が5,000万円を超える法人に該

当する場合における通算法人を含みま

す。）又は適用除外事業者若しくは通算適

用除外事業者に該当する法人若しくは受

託法人（他の通算法人のうちいずれかの

法人が受託法人に該当する場合における

通算法人を含みます。）��2,000万円
（注 3）　適用除外事業者とは、その事業年度開始

の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以

下「基準年度」といいます。）の所得の金額

の合計額を各基準年度の月数の合計数で除

し、これに12を乗じて計算した金額（設立

後 3 年を経過していないこと、既に基準年

度の所得に対する法人税の額につき欠損金

の繰戻しによる還付制度の適用があったこ

と、基準年度において合併、分割又は現物

出資が行われたこと等の事由がある場合に

は、その計算した金額につきその事由の内

容に応じ調整を加えた金額となります。）が

15億円を超える法人をいいます（措法42の

4 ⑲八）。
（注 4）　通算適用除外事業者とは、通算法人であ

る法人の各事業年度終了の日においてその

通算法人である法人との間に通算完全支配

関係がある他の通算法人のうちいずれかの

法人が適用除外事業者に該当する場合にお

けるその通算法人である法人をいいます（措

法42の 4 ⑲八の二）。
（注 5）　取得等とは、取得又は製作若しくは建設

をいい、建物及びその附属設備にあっては、

増築、改築、修繕又は模様替といった改修

のための工事による取得又は建設を含むこ

ととされています（措法45②）。また、中小

規模法人以外の法人については新設又は増

設に係る一定の規模の設備の取得等をする

場合に限り適用できることとされています

（措法45②）。
（注 6）　中小規模法人とは、次のいずれかの法人

に該当する法人をいい、適用除外事業者又

は通算適用除外事業者に該当する法人及び

受託法人を除きます。また、他の通算法人

のうちいずれかの法人が資本金の額等が

5,000万円を超える法人又は受託法人に該当

する場合における通算法人も中小規模法人

に該当しないこととされています（措法45②、

措令 1の 2③、28の 9 ⑪）。

①�　資本金の額等が5,000万円以下の法人

②�　資本又は出資を有しない法人
（注 7）　旅館業用建物等とは、上記（注 2）の一

定の規模の設備を構成するもののうち、そ

の構造設備が旅館業法第 3 条第 2 項に規定

する基準に適合する建物及びその附属設備

をいいます（措法45②、措令28の 9 ⑬）。
（注 8）　旅館業用建物等の取得価額は、一の生産

等設備を構成する旅館業用建物等の取得価

額の合計額が10億円を超える場合には10億

円を上限とすることとされています（措法

45②）。

⑶　特定地域において産業振興機械等を取得した
場合の割増償却
　この措置は、青色申告書を提出する法人が、
一定の期間内に、次の表の特定地域内において
同表の指定事業の用に供する同表の設備の取得
等をする場合において、その取得等をしたその
設備をその特定地域内においてその法人の指定
事業の用に供したときは、その指定事業の用に
供した日以後 5年以内の日を含む各事業年度に
おいて、その設備に係る産業振興機械等につい
て、その普通償却限度額の32％（建物及びその
附属設備並びに構築物については、48％）相当
額の割増償却ができるというものです（措法45
③）。
　対象となる特定地域、指定事業及び設備は、
次のとおりです。

─�522�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



特定地域 指定事業 設備

①

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法の過疎地域及びこれに準ずる地域の
うち、産業の振興のための取組が積極的に
促進される地区

製造業等のうち、その特定地域
に係る特定過疎地域持続的発展
市町村計画に振興すべき業種と
して定められた事業

特定地域内において営む指
定事業の用に供される設備
で一定の規模のもの

②

半島振興法の半島振興対策実施地域として
指定された地区のうち、産業の振興のため
の取組が積極的に促進される地区（上記①
の特定地域に該当する地区を除きます。）

製造業等のうち、その特定地域
に係る認定半島産業振興促進計
画に記載された事業

特定地域内において営む指
定事業の用に供される設備
で一定の規模のもの

③

離島振興法の離島振興対策実施地域として
指定された地区のうち、産業の振興のため
の取組が積極的に促進される地区（上記①
の特定地域に該当する地区を除きます。）

製造業等のうち、その特定地域
に係る特定離島振興計画に振興
すべき業種として定められた事
業

特定地域内において営む指
定事業の用に供される設備
で一定の規模のもの

④

奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島の
うち、産業の振興のための取組が積極的に
促進される地区（上記①の特定地域に該当
する地区を除きます。）

製造業等のうち、その特定地域
に係る認定奄美産業振興促進計
画に記載された事業

特定地域内において営む指
定事業の用に供される設備
で一定の規模のもの

（注 1）　一定の期間は、過疎地域等に係る措置（上

記の表の①）については令和 3 年 4 月 1 日

から令和 6 年 3 月31日までの期間と、半島

振興対策実施地域に係る措置（上記の表の

②）及び離島振興対策実施地域に係る措置

（上記の表の③）については平成25年 4 月 1

日から令和 7 年 3 月31日までの期間と、奄

美群島に係る措置（上記の表の④）につい

ては平成25年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月31

日までの期間とされています。なお、その

期間内に特定地域に該当しないこととなっ

た等の場合には、それぞれの期間の初日か

らその該当しないこととなった日まで等の

期間とされています（措法45③、措令28の

9 ⑮）。
（注 2）　一定の規模の設備は、次のとおりとされ

ています（措法45③、措令 1 の 2 ③、28の

9 ⑳㉒㉔㉖）。

①�　過疎地域等に係る措置、離島振興対策

実施地域に係る措置及び奄美群島に係る

措置については、次の事業の区分に応じ

それぞれ次のとおりとされています。

イ�　製造業又は旅館業��一の設備を構

成する有形減価償却資産の取得価額の

合計額が次の法人の区分に応じそれぞ

れ次の金額以上である場合のその一の

設備とされています。

イ�　資本金の額等が5,000万円以下の法

人又は資本若しくは出資を有しない

法人（これらの法人が通算法人であ

る場合には、他の通算法人のうちい

ずれかの法人が資本金の額等が5,000

万円を超える法人に該当するものを

除きます。）��500万円

ロ�　イ又はハの法人以外の法人��

1,000万円

ハ�　資本金の額等が 1 億円を超える法

人（他の通算法人のうちいずれかの

法人が資本金の額等が 1 億円を超え

る法人に該当する場合における通算

法人を含みます。）又は適用除外事業

者若しくは通算適用除外事業者に該

当する法人若しくは受託法人（他の

通算法人のうちいずれかの法人が受

託法人に該当する場合における通算

法人を含みます。）��2,000万円

ロ�　農林水産物等販売業又は情報サービ

ス業等��一の設備を構成する有形減

価償却資産の取得価額の合計額が500万

円以上である場合のその一の設備とさ
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れています。

②�　半島振興対策実施地域に係る措置につ

いては、次の事業の区分に応じそれぞれ

次のとおりとされています。

イ�　製造業又は旅館業��一の設備を構

成する有形減価償却資産の取得価額の

合計額が次の法人の区分に応じそれぞ

れ次の金額以上である場合のその一の

設備とされています。

イ�　資本金の額等が1,000万円以下の法

人又は資本若しくは出資を有しない

法人（これらの法人が通算法人であ

る場合には、他の通算法人のうちい

ずれかの法人が資本金の額等が1,000

万円を超える法人に該当するものを

除きます。）��500万円

ロ�　イ又はハの法人以外の法人��

1,000万円

ハ�　資本金の額等が5,000万円を超える

法人（他の通算法人のうちいずれか

の法人が資本金の額等が5,000万円を

超える法人に該当する場合における

通算法人を含みます。）又は適用除外

事業者若しくは通算適用除外事業者

に該当する法人若しくは受託法人

（他の通算法人のうちいずれかの法人

が受託法人に該当する場合における

通算法人を含みます。）��2,000万

円

ロ�　農林水産物等販売業又は情報サービ

ス業等��一の設備を構成する有形減

価償却資産の取得価額の合計額が500万

円以上である場合のその一の設備とさ

れています。
（注 3）　中小規模法人以外の法人については新設

又は増設に係る一定の規模の設備の取得等

をする場合に限り適用できることとされて

います（措法45③）。
（注 4）　産業振興機械等とは、上記（注 2）の一

定の規模の設備を構成するもののうち、機

械及び装置、建物及びその附属設備並びに

構築物をいいます（措法45③）。

2 　改正の内容

　特定地域において産業振興機械等を取得した場
合の割増償却における過疎地域等に係る措置（上
記 1 ⑶の表の①）及び奄美群島に係る措置（上記
1 ⑶の表の④）について、それぞれ次の改正が行
われました。

⑴　過疎地域等に係る措置の適用期限の延長
　過疎地域等に係る措置（上記 1 ⑶の表の①）
の適用期限が、令和 9年 3月31日まで 3年延長
されました（措法45③、措令28の 9 ⑮一）。

⑵　奄美群島に係る措置の廃止
　奄美群島に係る措置（上記 1 ⑶の表の④）は、
適用期限（令和 6年 3月31日）の到来をもって
廃止されました（旧措法45③表四、旧措令28の
9 ⑮四⑯四㉕㉖、旧措規20の16⑧）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑵の改正は、法人が令和 6年 4月 1日前
に取得等をした産業振興機械等については、従前
どおりとされています（改正法附則48①）。

四�　事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割
増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で農業

競争力強化支援法に規定する認定事業再編事業者
（同法の施行の日（平成29年 8 月 1 日）から令和
7年 3月31日までの間に事業再編計画の新たな認
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定を受けた法人又はその認定に係る事業再編計画
に従って設立された法人に限ります。）であるも
のが、その認定に係る事業再編計画（変更の認定
があったときはその変更後のものとし、その事業
再編計画に係る事業再編が良質かつ低廉な農業資
材の供給又は農産物流通等の合理化に特に資する
措置を行うものである場合におけるその事業再編
計画に限ります。以下「認定事業再編計画」とい
います。）に係る実施期間内において、その認定
事業再編計画に記載された事業再編促進設備等を
構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並
びに構築物（以下「事業再編促進機械等」といい
ます。）でその製作若しくは建設の後事業の用に
供されたことのないものの取得又は事業再編促進
機械等の製作若しくは建設をして、これをその法
人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、
その事業再編促進対象事業の用に供した日以後 5
年以内の日を含む各事業年度において、その事業
再編促進機械等の普通償却限度額の35％（建物及
びその附属設備並びに構築物については、40％）
相当額の割増償却ができるというものです（措法
46①）。
（注 1）　事業再編とは、良質かつ低廉な農業資材の

供給又は農産物流通等の合理化に資すること

を目的として農業生産関連事業者が行う事業

活動であって、次のいずれにも該当するもの

をいいます（農競法 2⑤、農競規 1①）。

⑴　次の措置を行うものであること。

①　合併

②　分割

③　農業生産関連事業の譲渡又は譲受け

④　株式交換

⑤　株式移転

⑥　資産の譲渡又は譲受け

⑦　出資の受入れ

⑧�　他の会社の株式又は持分の取得（その

取得により当該他の会社が関係事業者と

なる場合に限ります。）

⑨�　関係事業者の株式又は持分の譲渡（そ

の譲渡によりその農業生産関連事業者の

関係事業者でなくなる場合に限ります。）

⑩�　外国法人の株式若しくは持分又はこれ

らに類似するものの取得（その取得によ

りその外国法人が外国関係法人となる場

合に限ります。）

⑪�　外国関係法人の株式若しくは持分又は

これらに類似するものの譲渡（その譲渡

によりその農業生産関連事業者の外国関

係法人でなくなる場合に限ります。）

⑫�　会社又は外国法人の設立又は清算

⑬�　有限責任事業組合（有限責任事業組合

契約に関する法律第 2 条に規定する有限

責任事業組合をいいます。）に対する出資

⑭�　保有する施設の相当程度の撤去又は設

備の相当程度の廃棄

⑵�　上記⑴の措置に係る農業生産関連事業の

全部又は一部の方式の変更であって、農業

資材又は農産物に係る新たな生産若しくは

販売の方式の導入又は設備等（施設、設備、

機器、装置又は情報処理の促進に関する法

律第 2 条第 2 項に規定するプログラムをい

います。）その他の経営資源の高度な利用に

より、農業資材又は農産物の生産又は販売

の効率化を図るものであること。
（注 2）　良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物

流通等の合理化に特に資する措置とは、上記

（注 1）⑴①から⑬までの措置をいいます（措

規20の19①）。
（注 3）　事業再編促進設備等とは、農業資材又は農

産物の生産又は販売の用に供する設備等であ

って、事業再編の促進に特に資するものをい

います（農競法18⑤）。
（注 4）　事業再編促進対象事業とは、農業生産関連

事業のうち、その事業の属する事業分野の相

当部分を担う事業者の生産性が低いことその

他の事情により、事業再編の促進が特に必要

と認められる事業分野に属する次の事業をい

います（農競法 2⑦、農競規 2）。

⑴�　肥料製造事業、農薬製造事業及び配合飼

料製造事業
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⑵�　肥料卸売事業、農薬卸売事業、配合飼料

卸売事業及び農業用機械卸売事業

⑶�　肥料小売事業、農薬小売事業、配合飼料

小売事業及び農業用機械小売事業

⑷�　米穀卸売事業、生鮮食料品卸売事業その

他の飲食料品（花きを含みます。以下同じ

です。）の卸売事業

⑸�　飲食料品の小売事業

⑹�　小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業

その他の飲食料品の製造事業

2 　改正の内容

　制度が廃止されました（旧措法46、旧措令29の
3 、旧措規20の19）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が取得又は製作若しくは
建設をした事業再編促進機械等で令和 6年 4月 1
日前に受けた農業競争力強化支援法第18条第 1項
の認定に係る同法第19条第 2項に規定する認定事
業再編計画に記載されたものについては、従前ど
おりとされています（改正法附則48②）。なお、
法人が令和 6年 4月 1日以後に取得又は製作若し
くは建設をする事業再編促進機械等にあっては、
同年 3月31日に上記の認定事業再編計画に記載さ
れているものに限ることとされています。
（注）　関係法令については、下記の（参考）をご参

照ください。
（参考）　農業競争力強化支援法（平成29年法律第

35号）

（事業再編計画の認定）

第18条　事業再編促進対象事業者は、その実

施しようとする事業再編に関する計画（以

下「事業再編計画」という。）を作成し、主

務省令で定めるところにより、これを主務

大臣に提出して、その認定を受けることが

できる。

2～ 7　省　略

（事業再編計画の変更等）

第19条　前条第 1 項の認定を受けた事業再編

促進対象事業者（当該認定に係る事業再編

計画に従って設立された法人を含む。以下

「認定事業再編事業者」という。）は、当該

認定に係る事業再編計画を変更しようとす

るときは、主務省令で定めるところにより、

主務大臣の認定を受けるものとする。

2 　主務大臣は、認定事業再編事業者が当該

認定に係る事業再編計画（前項の規定によ

る変更の認定があったときは、その変更後

のもの。以下「認定事業再編計画」とい

う。）に従って事業再編を実施していないと

認めるときは、その認定を取り消すことが

できる。

3～ 5　省　略

五　輸出事業用資産の割増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で農林
水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（以下
「輸出促進法」といいます。）に規定する認定輸出
事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出
の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令
和 4年法律第49号）の施行の日（令和 4年10月 1
日）から令和 6年 3月31日までの間に、輸出事業
用資産でその製作若しくは建設の後事業の用に供

されたことのないものの取得又は輸出事業用資産
の製作若しくは建設をして、これをその法人の輸
出事業の用に供した場合には、その用に供した日
以後 5年以内の日を含む各事業年度（その輸出事
業用資産を輸出事業の用に供していることにつき
証明がされた事業年度に限ります。）において、
その輸出事業用資産について、普通償却限度額の
30％（建物及びその附属設備並びに構築物につい
ては、35％）相当額の割増償却ができるというも
のです（措法46の 2 ①）。
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（注 1）　輸出事業用資産とは、その法人の認定輸出

事業計画に記載された施設に該当する機械及

び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

のうち、農林水産物又は食品の生産、製造、

加工又は流通の合理化、高度化その他の改善

に資するものとして農林水産大臣が定める次

の要件を満たすものをいいます（措法46の 2 ①、

措令29の 4 ①、令 4 . 9 農水告1476）。

⑴�　農林水産物・食品輸出促進対策整備交付

金のうち食品産業の輸出向けHACCP 等対

応施設整備事業による交付金の交付の対象

となる資産ではないこと。

⑵�　農産物等輸出拡大施設整備事業による交

付金の交付を受けた資産ではないこと。
（注 2）　輸出事業とは、農林水産物又は食品の輸出

の拡大を図るためこれらの生産、製造、加工

又は流通の合理化、高度化その他の改善を図

る事業をいいます（輸出促進法37①）。
（注 3）　認定輸出事業計画とは、輸出促進法第37条

第 1 項の認定に係る同項に規定する輸出事業

計画（輸出促進法第38条第 1 項の規定による

変更の認定があったときは、その変更後のも

の）をいいます（輸出促進法38②）。

2 　改正の内容

⑴　輸出事業用資産の範囲の見直し
①　開発研究用資産の除外
　輸出事業用資産の範囲から、開発研究の用
に供される資産が除外されました（措法46①）。
　開発研究とは、新たな製品の製造又は新た
な技術の発明に係る一定の試験研究をいい、
具体的には、次の試験研究とされています
（措令29②）。
イ　新たな製品のうちその法人の既存の製品
と構造、品種その他の特性が著しく異なる
ものの製造を目的として行う試験研究

ロ　新たな製品を製造するために行う新たな
資源の利用方法の研究
ハ　新たな製品を製造するために現に企業化
されている製造方法その他の生産技術を改
善することを目的として行う試験研究
ニ　新たな技術のうちその法人の既存の技術
と原理又は方法が異なるものの発明を目的
として行う試験研究

②　農林水産物等の生産の合理化等に関する要
件の見直し
　農林水産物又は食品の生産、製造、加工又
は流通の合理化、高度化その他の改善に資す
るものとして農林水産大臣が定める要件のう
ち一定の交付金の交付を受けた資産でないこ
ととの要件（上記 1（注 1）⑵）について、
対象となる交付金が、食肉流通構造高度化・
輸出拡大総合対策事業による交付金その他固
定資産の取得等に充てるための国の補助金、
給付金又は交付金のうち、その交付の目的が
農林水産物又は食品の輸出の促進であるもの
に見直されました（令 4 . 9 農水告1476二）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法46①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、法人が令和 6年 4月 1
日以後に取得又は製作若しくは建設をする輸出
事業用資産について適用し、法人が同日前に取
得又は製作若しくは建設をした輸出事業用資産
については、従前どおりとされています（改正
法附則48③）。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、令和 6年 4月 1日から
施行されています（令 6 . 3 農水告680附則）。
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六　倉庫用建物等の割増償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人で特定
総合効率化計画の認定を受けたものが、昭和49年
4 月 1 日から令和 6年 3月31日までの間に、物資
の流通の拠点区域内において、倉庫用建物等でそ
の建設の後使用されたことのないものの取得又は
倉庫用建物等の建設をして、これをその法人の倉
庫業の用に供した場合には、その倉庫業の用に供
した日（以下「供用日」といいます。）以後 5 年
以内の日を含む各事業年度において、その倉庫用
建物等について、普通償却限度額の 8％相当額の
割増償却ができるというものです（措法48①）。
（注 1）　特定総合効率化計画とは、流通業務の総合

化及び効率化の促進に関する法律（以下「物

流効率化法」といいます。）第 4 条第 1 項に規

定する総合効率化計画のうち同条第 3 項各号

に掲げる事項が記載されたものをいいます（措

法48①）。
（注 2）　倉庫用建物等とは、倉庫用の建物及びその

附属設備並びに構築物のうち、物資の輸送の

合理化に著しく資するものとして国土交通大

臣が財務大臣と協議して指定するもので、耐

火建築物又は準耐火建築物に該当するものを

いい（措法48①、措令29の 6 ②）、その認定に

係る特定総合効率化計画（変更の認定があっ

た場合には、変更後のもの）に記載された特

定流通業務施設であるものに限ることとされ

ています（措法48①）。
（注 3）　特定流通業務施設とは、物流効率化法第 2

条第 3 号に規定する特定流通業務施設をいい、

具体的には、流通業務施設（トラックターミ

ナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいいます。

以下同じです。）であって、高速自動車国道、

鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物

資の流通を結節する機能を有する社会資本等

の近傍に立地し、物資の搬入及び搬出の円滑

化を図るための情報処理システムその他の輸

送の合理化を図るための設備並びに流通加工

の用に供する設備を有するものをいいます。

2 　改正の内容

⑴　対象となる倉庫用建物等の見直し
　対象となる倉庫用建物等について、次の見直
しが行われました（平28. 9 国交告1108）。
①　到着時刻表示装置を有する倉庫用の建物及
びその附属設備並びに構築物について、貨物
自動車運送事業者から到着時刻管理システム
を通じて提供された貨物の搬入及び搬出をす
る数量に関する情報その他の情報を表示でき
る到着時刻表示装置を有するものに限ること
とされました。
（注）　到着時刻表示装置とは、特定流通業務施

設における貨物の搬入及び搬出の状況に係

る情報並びにその情報を利用して到着時刻

管理システムを使用してその特定流通業務

施設に到着する予定時刻に係る情報を表示

する装置であって、一定の基準に適合する

ものをいい、貨物自動車運送事業者とは、

貨物自動車運送事業法第39条第 1 号に規定

する貨物自動車運送事業者をいい、到着時

刻管理システムとは、貨物自動車運送事業

者から提供されたその特定流通業務施設に

到着する予定時刻に係る情報を管理するシ

ステムをいいます（物流効率化法施行規則

2①四ロ）。

②　特定搬出用自動運搬装置を有する貯蔵槽倉
庫（到着時刻表示装置を有するものを除きま
す。）用の建物及びその附属設備並びに構築
物が対象から除外されました。

⑵　適用対象事業年度の見直し
　本制度の適用を受けることができる事業年度
について、供用日以後 5年以内の日を含む各事
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業年度のうちその適用を受けようとする倉庫用
建物等が流通業務の省力化に特に資するものと
して一定の要件を満たす特定流通業務施設であ
ることにつき証明がされた事業年度に限ること
とされました（措法48①）。
（注）　流通業務の省力化とは、輸送、保管、荷さ

ばき、流通加工（物資の流通の過程における

簡易な加工をいいます。）その他の物資の流通

に係る業務の省力化をいいます（物流効率化

法 2二）。

①　流通業務の省力化に特に資する特定流通業
務施設の要件
　上記の一定の要件は、貨物の運送の用に供
する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間
の短縮その他の流通業務の省力化に特に資す
るものとして国土交通大臣が定める基準に該
当することとされており、具体的には、次の
基準が定められています（措令29の 3 ③、令
6 . 3 国交告299）。
イ　当該事業年度において生じたその特定流
通業務施設に係る荷待ち時間をその荷待ち
時間の算定の基礎となった貨物自動車の数
で除して得た時間が、20分以下であること。
（注）　荷待ち時間とは、貨物自動車（貨物の

運送の用に供する自動車をいいます。以

下同じです。）の運転者が貨物自動車の運

転の業務に従事した時間のうち、流通業

務施設又はその周辺の場所において、そ

の流通業務施設の管理者の都合により貨

物の受渡しのために待機した時間の合計

をいいます。

ロ　当該事業年度において生じたその特定流
通業務施設に係る荷役時間をその荷役時間
の算定の基礎となった貨物自動車の数で除
して得た時間（以下「平均荷役時間」とい
います。）が、その特定流通業務施設に係
る特定総合効率化計画に記載された次の時
間をいずれも下回ること。
イ　その特定流通業務施設に係る平均荷役
時間の目標

ロ　その特定総合効率化計画について物流
効率化法第 4条第 1項の認定を受けた同
項に規定する総合効率化事業者が基準年
度において他の流通業務施設を有する場
合におけるその基準年度において生じた
当該他の流通業務施設に係る平均荷役時
間

（注 1）　荷役時間とは、流通業務施設におい

て貨物自動車の運転者が荷役その他貨

物自動車の運転以外の業務に従事した

時間の合計をいい、基準年度とは、そ

の認定の申請の日を含む事業年度の前

事業年度をいいます。
（注 2）　上記ロの基準年度において他の流通

業務施設を有しない場合には、その特

定流通業務施設に係る平均荷役時間が、

その特定流通業務施設に係る特定総合

効率化計画に記載された上記イの時間

を下回ることとされています。

②　要件を満たす特定流通業務施設であること
につき証明がされた事業年度
　上記の証明がされた事業年度は、国土交通
大臣又は倉庫用建物等の所在地を管轄する地
方運輸局長（運輸監理部長を含みます。）の
その倉庫用建物等が本制度の適用を受けよう
とする事業年度において上記①の要件を満た
す特定流通業務施設に該当するものであるこ
とを証する書類をその事業年度の確定申告書
等に添付することにより証明がされたその事
業年度とされています（措規20の22②）。
（注）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条第30

号に規定する中間申告書で同法第72条第 1

項各号に掲げる事項を記載したもの及び同

法第144条の 4 第 1 項各号又は第 2項各号に

掲げる事項を記載したもの並びに同法第 2

条第31号に規定する確定申告書をいいます

（措法 2②二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間申告

書及び確定申告書をいい、確定申告書には、

その確定申告書に係る期限後申告書を含む

─�529�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



こととされています。

⑶　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法48①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施

行されています（令 6 . 3 国交告300附則）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人が令和 6年 4月 1日
以後に取得又は建設をする倉庫用建物等につい
て適用し、法人が同日前に取得又は建設をした
倉庫用建物等については、従前どおりとされて
います（改正法附則48④）。

七　特別償却等に関する複数の規定の不適用措置

1 　改正前の制度の概要

　法人の有する減価償却資産が当該事業年度にお
いて租税特別措置法の規定による特別償却又は税
額控除制度のうち、 2以上の制度に係る規定の適
用を受けることができるものである場合には、そ
の減価償却資産については、特別償却又は税額控
除制度に係る規定のうちいずれか一の規定のみを
適用することとされています（措法53①）。
（注 1）　震災税特法の規定による特別償却又は税額

控除制度の適用を受けることができる減価償

却資産については、租税特別措置法の規定に

よる特別償却又は税額控除制度及び震災税特

法の規定による特別償却又は税額控除制度に

係る規定のうちいずれか一の規定のみを適用

することとされています（震災税特法18の 7 ）。

　また、法人の有する減価償却資産の取得価額又
は繰延資産の額のうちに試験研究費の額が含まれ
る場合において、その試験研究費の額につき試験
研究を行った場合の法人税額の特別控除制度（措
法42の 4 ）の適用を受けたときは、その減価償却
資産又は繰延資産については、租税特別措置法の
規定による特別償却又は税額控除制度に係る規定
は、適用しないこととされています（措法53②）。
（注 2）　上記の減価償却資産については、震災税特

法の規定による特別償却又は税額控除制度も

適用できないこととされています（震災税特

法18の 7 ）。

2 　改正の内容

　法人の有する減価償却資産につき当該事業年度
前の各事業年度において租税特別措置法の規定に
よる特別償却又は税額控除制度に係る規定のうち
いずれか一の規定の適用を受けた場合には、その
減価償却資産については、そのいずれか一の規定
以外の租税特別措置法の規定による特別償却又は
税額控除制度に係る規定は、適用しないこととさ
れました（措法53③）。
　すなわち、法人の有する一の減価償却資産につ
いては、異なる事業年度であっても、租税特別措
置法の規定による特別償却又は税額控除制度のう
ち複数の制度の適用ができないこととされました。
　また、法人が適格合併、適格分割、適格現物出
資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、
現物出資法人又は現物分配法人において租税特別
措置法の規定による特別償却又は税額控除制度に
係る規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた
減価償却資産の移転を受けた場合には、その減価
償却資産については、その法人が当該事業年度前
の各事業年度においてそのいずれか一の規定の適
用を受けたものとみなすこととされました（措法
53④）。
　なお、租税特別措置法の規定による特別償却制
度に係る規定のうちいずれか一の規定とそのいず
れか一の規定に係る準備金方式による特別償却制
度に係る規定とは、あわせて一の規定とみなすこ
ととされました（措令32③）。
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　これにより、複数年度にわたって適用できる特
別償却制度においては、一の減価償却資産につい
て、ある事業年度において償却方式を適用し、他
の事業年度において準備金方式を適用することが、
従前どおり可能となります。
（注 1）　上記の租税特別措置法の規定による特別償

却又は税額控除制度に係る規定には、震災税

特法の規定による特別償却又は税額控除制度

に係る規定も含まれます（震災税特法18の 7 、

震災税特令18の 6 ②）。
（注 2）　上記 1の措置においては、特別償却に関す

るいずれか一の規定に係る準備金方式による

特別償却制度に係る規定（措法52の 3 ）とそ

のいずれか一の規定以外の特別償却に関する

規定に係る準備金方式による特別償却制度に

係る規定とは、それぞれ一の規定とすること

とされています（措令32②）が、今般の措置

については、これに相当する規定は設けられ

ていません。しかしながら、ある事業年度に

おいて一の特別償却に関する規定に係る準備

金方式による特別償却制度の適用を受けた場

合には、上記のとおりその後の事業年度にお

いて他の特別償却に関する規定の適用を受け

ることができないこととされたため、「特別償

却に関する規定の適用を受けることができる

もの」（措法52の 3 ①）との要件に該当しなく

なることから、当該他の特別償却に関する規

定に係る準備金方式による特別償却制度の適

用を受けることはできないこととなります。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 6年 4月 1日以後
に開始する事業年度分の法人税について適用し、
法人の同日前に開始した事業年度分の法人税につ
いては、従前どおりとされています（改正法附則
38）。

第三　準備金関係
一　海外投資等損失準備金制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する内国法人
（特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除きま
す。）が、昭和48年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月31
日までの期間（以下「指定期間」といいます。）
内の日を含む各事業年度の指定期間内において、
次の特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、こ
れをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引
き続き有している場合において、その特定株式等
の価格の低落による損失に備えるため、その特定
株式等の取得価額にその特定法人の区分に応じそ
れぞれ次の積立割合を乗じて計算した金額以下の
金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外
投資等損失準備金として積み立てたときは、その
積み立てた金額を損金の額に算入できるというも
のです（措法55①）。

⑴　資源開発事業法人��20％
⑵　資源開発投資法人��20％
⑶　資源探鉱事業法人��50％
⑷　資源探鉱投資法人��50％
（注 1）　特殊投資法人とは、上記⑵の資源開発投資

法人のうちその法人の資本金の額又は出資金

の額を超えて上記⑴の資源開発事業法人に係

る投融資等を行っているものをいい（措法55

②五）、投融資等とは、法人に対する出資又は

長期の資金の貸付けの事業（これらに関連し

て行われるその法人の採取した産物の引取り

その他その事業に密接に関連する事業及びこ

れに附帯して行われる事業を含みます。）をい

います（措法55②二）。
（注 2）　損金経理の方法により海外投資等損失準備

金として積み立てたときには、その事業年度

の決算の確定の日までに剰余金の処分により
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積立金として積み立てる方法により海外投資

等損失準備金として積み立てたときを含むこ

ととされています（措法55①）。

　この準備金は、積立て後 5年間据え置いた後、
5年間で均等額を取り崩して益金の額に算入する
こととされています（措法55③）。

2 　改正の内容

⑴　特定株式等の範囲の見直し
　特定株式等から、独立行政法人エネルギー・
金属鉱物資源機構法第11条第 1項第25号の規定
による助成金の交付を受けた内国法人がその助
成金をもって取得するその助成金の交付の目的
に適合した株式又は出資が除外されました（措
令32の 2 ⑦）。
　独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
法第11条第 1項第25号の規定による助成金は、
具体的には、独立行政法人エネルギー・金属鉱
物資源機構が安定供給確保支援業務として交付
する助成金（重要鉱物に係る安定供給確保事業
助成金）です。
　独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
は、経済施策を一体的に講ずることによる安全
保障の確保の推進に関する法律（以下「経済安
全保障推進法」といいます。）の安定供給確保
支援独立行政法人として指定を受けており、重
要鉱物の安定供給確保のための安定供給確保支
援業務を行うこととされています。この安定供
給確保支援業務のうち認定供給確保事業者が認
定供給確保事業を行うために必要な資金に充て
るための助成金の交付業務（これに附帯する業
務を含みます。）により交付される助成金は、
重要鉱物の安定供給確保のための取組に必要な
費用としてその重要鉱物に係る鉱業権維持管理
費や調査費等のほか、重要鉱物の権益取得に係
る株式購入費等の一部を助成するものとされて
います。この助成金をもって取得した株式につ
いて更に本制度の適用対象とする必要性は乏し
いことから、重要鉱物に係る安定供給確保事業
助成金の交付を受けた認定供給確保事業者であ

る内国法人が認定供給確保事業として株式又は
出資の取得をする場合におけるその助成金をも
って取得した株式又は出資について、本制度の
対象から除外することとされました。
（注 1）　重要鉱物とは、経済安全保障推進法第 7

条の規定に基づき特定重要物資として指定

された物資のうち、経済施策を一体的に講

ずることによる安全保障の確保の推進に関

する法律施行令第 1 条第10号に掲げる金属

鉱産物をいいます。
（注 2）　安定供給確保支援業務とは、経済安全保

障推進法第31条第 1 項に規定する安定供給

確保支援業務をいい、安定供給確保支援独

立行政法人の指定を受けた法人は、その指

定に係る次の安定供給確保支援業務を行う

ことができることとされています（経済安

全保障推進法31③一・二、42①）。また、認

定供給確保事業者とは、経済安全保障推進

法第10条第 1 項に規定する認定供給確保事

業者をいい、認定供給確保事業とは、経済

安全保障推進法第13条第 1 項第 1 号に規定

する認定供給確保事業をいいます。

①�　認定供給確保事業者が認定供給確保事

業を行うために必要な資金に充てるため

の助成金を交付すること。

②�　認定供給確保事業者が認定供給確保事

業を行うために必要な資金の貸付けを行

う金融機関に対し、利子補給金を支給す

ること。

③　上記①及び②の業務に附帯する業務
（注 3）　関係法令については、下記の（参考 1）

から（参考 3）までをご参照ください。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法55①）。
（参考 1）�　独立行政法人エネルギー・金属鉱物資

源機構法（平成14年法律第94号）

（業務の範囲）

第11条　機構は、第 3 条の目的を達成する
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ため、次の業務を行う。

一～二十四　省　略

二十五　経済施策を一体的に講ずること

による安全保障の確保の推進に関する

法律（令和 4 年法律第43号）第42条第

1 項に規定する安定供給確保支援業務

（同条第 2 項の規定による指定に係るも

のに限る。以下「安定供給確保支援業

務」という。）を行うこと。

2～ 6　省　略
（参考 2）�　経済施策を一体的に講ずることによる

安全保障の確保の推進に関する法律（令

和 4年法律第43号）

（特定重要物資の指定）

第 7 条　国民の生存に必要不可欠な若しく

は広く国民生活若しくは経済活動が依拠

している重要な物資（プログラムを含む。

以下同じ。）又はその生産に必要な原材料、

部品、設備、機器、装置若しくはプログ

ラム（以下この章において「原材料等」

という。）について、外部に過度に依存し、

又は依存するおそれがある場合において、

外部から行われる行為により国家及び国

民の安全を損なう事態を未然に防止する

ため、当該物資若しくはその生産に必要

な原材料等（以下この条において「物資

等」という。）の生産基盤の整備、供給源

の多様化、備蓄、生産技術の導入、開発

若しくは改良その他の当該物資等の供給

網を強靱
じん

化するための取組又は物資等の

使用の合理化、代替となる物資の開発そ

の他の当該物資等への依存を低減するた

めの取組により、当該物資等の安定供給

確保を図ることが特に必要と認められる

ときは、政令で、当該物資を特定重要物

資として指定するものとする。

（供給確保計画の認定）

第 9 条　特定重要物資等の安定供給確保を

図ろうとする者は、その実施しようとす

る特定重要物資等の安定供給確保のため

の取組（以下この条において「取組」と

いう。）に関する計画（以下この節及び第

29条において「供給確保計画」という。）

を作成し、主務省令で定めるところにより、

主務大臣に提出して、その認定を受ける

ことができる。

2～ 6　省　略

（供給確保計画の変更）

第10条　前条第 1 項の認定を受けた者（以

下この章において「認定供給確保事業者」

という。）は、当該認定に係る供給確保計

画を変更するときは、主務省令で定める

ところにより、あらかじめ、主務大臣の

認定を受けなければならない。ただし、

主務省令で定める軽微な変更については、

この限りでない。

2・ 3　省　略

（供給確保促進円滑化業務等実施基本方針）

第13条　主務大臣は、安定供給確保基本指

針に基づき、株式会社日本政策金融公庫

（以下この節及び第98条において「公庫」

という。）及び第16条第 1 項の規定による

指定を受けた者（以下この節及び第48条

第 5 項において「指定金融機関」とい

う。）の次に掲げる業務の実施に関する基

本指針（以下この節において「供給確保

促進円滑化業務等実施基本指針」とい

う。）を定めるものとする。

一　公庫が指定金融機関に対し、認定供

給確保事業者が認定供給確保事業（認

定供給確保計画に従って行われる特定

重要物資等の安定供給確保のための取

組に関する事業をいう。以下この章に

おいて同じ。）を行うために必要な資金

の貸付けに必要な資金を貸し付ける業

務及びこれに附帯する業務（以下この

節において「供給確保促進円滑化業務」

という。）

二　省　略

2～ 5　省　略

─�533�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



（安定供給確保支援法人の指定及び業務）

第31条　主務大臣は、安定供給確保基本指

針及び安定供給確保取組方針に基づき、

主務省令で定めるところにより、一般社

団法人、一般財団法人その他主務省令で

定める法人であって、第 3 項に規定する

業務（以下この章及び第96条第 3 号にお

いて「安定供給確保支援業務」という。）

に関し次の各号のいずれにも適合すると

認められるものを、その申請により、特

定重要物資ごとに安定供給確保支援法人

として指定することができる。

一　安定供給確保支援業務を適正かつ確

実に実施することができる経理的基礎

及び技術的能力を有するものであるこ

と。

二　安定供給確保支援業務の実施体制が

安定供給確保基本指針に照らし適切で

あること。

三　安定供給確保支援業務以外の業務を

行っている場合にあっては、その業務

を行うことによって安定供給確保支援

業務の適正かつ確実な実施に支障を及

ぼすおそれがないものであること。

四　前 3 号に掲げるもののほか、安定供

給確保支援業務を適正かつ確実に実施

することができるものとして、主務省

令で定める基準に適合するものである

こと。

2　省　略

3 　安定供給確保支援法人は、主務省令で

定めるところにより、次に掲げる業務を

行うものとする。

一　認定供給確保事業者が認定供給確保

事業を行うために必要な資金に充てる

ための助成金を交付すること。

二　認定供給確保事業者が認定供給確保

事業を行うために必要な資金の貸付け

を行う金融機関（第33条第 2 項第 4 号

において「貸付金融機関」という。）に

対し、利子補給金を支給すること。

三　安定供給確保支援業務の対象とする

特定重要物資等の安定供給確保に関す

る情報の収集を行うこと。

四　安定供給確保支援業務の対象とする

特定重要物資等の安定供給確保のため

に必要とされる事項について、当該特

定重要物資等の安定供給確保を図ろう

とする者の照会及び相談に応ずること。

五　前各号に掲げる業務に附帯する業務

を行うこと。

4～ 7　省　略

（安定供給確保支援独立行政法人の指定及

び業務）

第42条　別表に掲げる独立行政法人（独立

行政法人通則法（平成11年法律第103号）

第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人を

いう。次項及び第86条第 1 項第 4 号にお

いて同じ。）は、次項の規定による安定供

給確保支援独立行政法人の指定を受けた

ときは、同法第 1 条第 1 項に規定する個

別法（以下この項及び次条第 1 項におい

て「個別法」という。）の定めるところに

より、同法第 5 条の規定により個別法で

定める目的の範囲内において、この法律

の目的を達成するため、当該指定に係る

安定供給確保支援業務（第31条第 3 項第

1 号及び第 2 号に掲げる業務並びにこれ

らに附帯する業務に限る。次条第 1 項に

おいて同じ。）を行うことができる。

2 　主務大臣は、安定供給確保取組方針に

基づき、その所管する独立行政法人のうち、

その所管する事業に係る特定重要物資に

係るものを、特定重要物資ごとに安定供

給確保支援独立行政法人として指定する

ことができる。

3　省　略

別表（第42条、第86条関係）

一　国立研究開発法人医薬基盤・健康・

栄養研究所
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二　独立行政法人エネルギー・金属鉱物

資源機構

三　国立研究開発法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構
（参考 3）�　経済施策を一体的に講ずることによる

安全保障の確保の推進に関する法律施行

令（令和 4年政令第394号）

（特定重要物資の指定）

第 1 条　経済施策を一体的に講ずることに

よる安全保障の確保の推進に関する法律

（第 3 条第13号を除き、以下「法」とい

う。）第 7 条の規定に基づき、次に掲げる

物資を特定重要物資として指定する。

一～九　省　略

十　金属鉱産物（マンガン、ニッケル、

クロム、タングステン、モリブデン、

コバルト、ニオブ、タンタル、アンチ

モン、リチウム、ボロン、チタン、バ

ナジウム、ストロンチウム、希土類金属、

白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲル

マニウム、セレン、ルビジウム、ジル

コニウム、インジウム、テルル、セシ

ウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、

タリウム、ビスマス、グラファイト、

フッ素、マグネシウム、シリコン、リ

ン及びウランに限る。）

十一・十二　省　略

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、内国法人が令和 6年 4月 1
日以後に取得する特定株式等について適用し、内
国法人が同日前に取得した特定株式等については、
従前どおりとされています（改正措令附則15①）。

二　中小企業事業再編投資損失準備金制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者（適用除外事業者又は
通算適用除外事業者に該当するものを除きます。）
で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力
強化法等の一部を改正する等の法律（令和 3年法
律第70号）の施行の日（令和 3年 8月 2日）から
令和 6年 3月31日までの間に経営力向上計画（事
業承継等事前調査に関する事項の記載があるもの
に限ります。）について認定を受けたものが、各
事業年度においてその認定に係る経営力向上計画
に従って行う事業承継等（他の特定事業者等の株
式又は持分の取得で一定のものに限ります。）と
して他の法人の株式又は出資の取得（購入による
取得に限ります。）をし、かつ、これをその取得
の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有して
いる場合（その取得をした株式又は出資の取得価
額が10億円を超える場合を除きます。）において、
その株式又は出資の価格の低落による損失に備え
るため、その株式又は出資の取得価額の70％相当

額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金
として積み立てたときは、その積み立てた金額を
損金の額に算入することができるというものです
（措法56①）。
　この準備金は、各事業年度終了の日において前
事業年度から繰り越された金額のうち積立事業年
度終了の日の翌日から 5年を経過したものがある
場合には、その各事業年度において、積立金額の
5年均等額を益金の額に算入することとされてい
ます（措法56②）。
（注 1）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出資

金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法人以

外の法人（受託法人を除きます。）又は資本若

しくは出資を有しない法人のうち常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の法人（受託法人

及びその法人が通算親法人である場合におけ

る⑶の法人を除きます。）をいいます（措法42

の 4 ⑲七、措令 1の 2③、27の 4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで
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す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人

又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

ハ　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人

⑶�　他の通算法人のうちいずれかの法人が次

の法人に該当せず、又は受託法人に該当す

る場合における通算法人

①�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

下の法人のうち上記⑴及び⑵の法人以外

の法人

②�　資本又は出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人
（注 2）　適用除外事業者とは、その事業年度開始の

日前 3年以内に終了した各事業年度（以下「基

準年度」といいます。）の所得の金額の合計額

を各基準年度の月数の合計数で除し、これに

12を乗じて計算した金額（設立後 3 年を経過

していないこと、既に基準年度の所得に対す

る法人税の額につき欠損金の繰戻しによる還

付制度の適用があったこと、基準年度におい

て合併、分割又は現物出資が行われたこと等

の事由がある場合には、その計算した金額に

つきその事由の内容に応じ調整を加えた金額

となります。）が15億円を超える法人をいいま

す（措法42の 4 ⑲八）。
（注 3）　通算適用除外事業者とは、通算法人である

法人の各事業年度終了の日においてその通算

法人である法人との間に通算完全支配関係が

ある他の通算法人のうちいずれかの法人が適

用除外事業者に該当する場合におけるその通

算法人である法人をいいます（措法42の 4 ⑲

八の二）。
（注 4）　経営力向上計画とは、中小企業等経営強化

法第17条第 1 項に規定する経営力向上計画を

いい、事業承継等とは、同法第 2 条第10項に

規定する事業承継等をいいます（措法56①）。
（注 5）　事業承継等事前調査とは、事業承継等によ

り取得し、又は提供を受けようとする経営資

源が他の経営資源と一体的に用いるために必

要な機能その他の要素を備えていないことに

より損害が生ずるおそれがあるかどうかにつ

いて、法務、財務、税務その他の観点から行

う調査をいいます（中小企業等経営強化法17

④二）。
（注 6）　特定事業者等とは、次のいずれかに該当す

る者をいいます（中小企業等経営強化法 2⑥）。

⑴　特定事業者

⑵�　常時使用する従業員の数が一定数以下の

会社その他一定の法人及び個人（特定事業

者を除きます。）
（注 7）　特定事業者とは、次のいずれかに該当する

者をいいます（中小企業等経営強化法 2⑤）。

⑴�　常時使用する従業員の数が500人以下の会

社及び個人であって、製造業、建設業、運

輸業その他の業種（⑵及び⑶の業種並びに
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⑷の一定の業種を除きます。）に属する事業

を主たる事業として営むもの

⑵�　常時使用する従業員の数が400人以下の会

社及び個人であって、卸売業（⑷の一定の

業種を除きます。）に属する事業を主たる事

業として営むもの

⑶�　常時使用する従業員の数が300人以下の会

社及び個人であって、小売業又はサービス

業（⑷の一定の業種を除きます。）に属する

事業を主たる事業として営むもの

⑷�　常時使用する従業員の数がその業種ごと

に一定数以下の会社及び個人であって、一

定の業種に属する事業を主たる事業として

営むもの

⑸　企業組合

⑹　協業組合

⑺�　事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、

協同組合連合会その他の特別の法律により

設立された組合及びその連合会であって、

一定のもの

⑻�　一般社団法人であって⑴から⑺までに掲

げるものを直接又は間接の構成員とするも

ので一定のもの

2 　改正の内容

⑴　特別事業再編計画に係る措置の追加
　雇用の 7割を占める中小企業の成長を促し、
労働生産性の高い中堅企業を育てていくことは、
我が国の経済・地域の活性化の観点からも重要
と考えられています。中堅・中小企業のグルー
プ化については、「経済財政運営と改革の基本
方針2023（令和 5 年 6 月16日閣議決定）」にお
いて「地域経済を支える中堅・中小企業の活力
を向上させ、良質な雇用の創出や経済の底上げ
を図る。このため、成長力のある中堅企業の振
興や売上高100億円以上の企業など中堅企業へ
の成長を目指す中小企業の振興を行うため、予
算・税制等により、集中支援を行う。具体的に
は、Ｍ＆Ａや外需獲得、イノベーションの支援、
伴走支援の体制整備等に取り組む。」とされて

います。これを踏まえ、成長意欲のある中堅・
中小企業が、複数の中小企業をグループ化して
経営資源を集約化させるとともに、親会社の強
みを活かすことでグループ一体となって飛躍的
な成長を遂げることができるよう、中小企業事
業再編投資損失準備金制度を拡充することとさ
れました。こうした措置により、中小企業の従
業員の雇用を確保しつつ、成長分野への円滑な
労働移動を確保することとされています。
　具体的には、本制度に、特別事業再編計画に
係る措置が以下のとおり追加されました。
①　適用対象法人
　適用対象となる法人は、青色申告書を提出
する法人で新たな事業の創出及び産業への投
資を促進するための産業競争力強化法等の一
部を改正する法律（令和 6年法律第45号。以
下「産競法等改正法」といいます。）の施行
の日から令和 9年 3月31日までの間に産業競
争力強化法の特別事業再編計画について認定
を受けた認定特別事業再編事業者である法人
とされています（措法56①表二）。特別事業
再編計画について認定を受ける必要があるた
め、同法の中小企業者（常時使用する従業員
の数が2,000人以下のものに限ります。）又は
中堅企業者で、過去 5年以内に他の事業者の
経営の支配又は経営資源の取得で一定のもの
を行っているものに限られる（産競法24の 2
⑥三）こととなります。なお、この「他の事
業者の経営の支配又は経営資源の取得」につ
いて本制度の適用を受けることは、認定の要
件とはされていません。
（注 1）　産競法等改正法の施行の日は、産競法

等改正法の公布の日（令和 6年 6月 7日）

から起算して 3 月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日とされており（産競

法等改正法附則 1）、その政令は、今後定

められます。
（注 2）　産業競争力強化法の中小企業者とは、

資本金の額又は出資の総額が業種ごとに

定められた金額（5,000万円、 1 億円又は
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3 億円）以下及び常時使用する従業員の

数が業種ごとに定められた人数（50人、

100人又は300人）以下である会社等をい

います（産競法 2㉓）。
（注 3）　産業競争力強化法の中堅企業者とは、

常時使用する従業員の数が2,000人以下の

会社及び個人（上記（注 2）の中小企業

者を除きます。）をいいます（産競法 2㉔）。
（注 4）　産業競争力強化法の特別事業再編計画

とは、特別事業再編に関する計画をいい

（産競法24の 2 ①）、特別事業再編とは、

同法第 2 条第17項に規定する事業再編の

うち、同条第23項に規定する中小企業者

（常時使用する従業員の数が2,000人以下

のものに限ります。）又は同条第24項に規

定する中堅企業者であって、他の事業者

（その中小企業者又はその中堅企業者の同

条第15項に規定する関係事業者及び同条

第16項に規定する外国関係法人を除きま

す。）の経営の支配又は経営資源の取得

（主務省令で定める要件を満たすものに限

ります。）を行ったことがあるものが、当

該他の事業者以外の他の事業者の経営資

源を自らの経営資源と一体的に活用し、

新たな需要を相当程度開拓することを目

的として、吸収合併、吸収分割、株式交

換、他の会社の株式又は持分の取得（当

該他の会社の総株主又は総出資者の50％

を超える議決権を保有することとなるも

のに限ります。）等の措置により事業の全

部又は一部の構造の変更を行うものをい

います（産競法 2⑱）。
（注 5）　認定特別事業再編事業者とは、産業競

争力強化法第46条の 2 に規定する認定特

別事業再編事業者をいい、具体的には、

認定特別事業再編計画に従って実施され

る特別事業再編（生産性の向上及び需要

の開拓に特に資するものとして主務大臣

が定める基準に適合することについて主

務大臣の確認を受けたものに限ります。）

を行う認定特別事業再編事業者をいいま

す（措法56①表二、産競法46の 2 ）。主務

大臣が定める基準は、今後定められます。
（注 6）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

②　適用対象となる株式又は出資
　下記③の適用事業年度において適用対象と
なる株式又は出資は、認定特別事業再編計画
に従って行う特別事業再編のための措置とし
て他の法人の株式又は出資（以下「株式等」
といいます。）の取得をした場合におけるそ
の取得をした株式等（以下「特定株式等」と
いいます。）とされています（措法56①）。
イ　認定特別事業再編計画
　認定特別事業再編計画とは、産業競争力
強化法第24条の 2第 1項の認定に係る同項
に規定する特別事業再編計画をいい、同法
第24条の 3第 1項の規定による変更の認定
があったときはその変更後のものとされて
います（措法56①表二）。
（注）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

ロ　特別事業再編のための措置
　特別事業再編のための措置とは、産業競
争力強化法第46条の 2に規定する特別事業
再編（上記①（注 5）参照）のための措置
をいいます。ただし、本措置の対象となる
のは、同法第 2条第18項第 6号に掲げる措
置に限ることとされています（措法56①表
二）。
　産業競争力強化法第 2条第18項第 6号に
掲げる措置は、具体的には、他の会社の株
式又は持分（出資）の取得で、当該他の会
社の総株主又は総出資者の議決権の50％を
超える議決権を保有することとなるものと
されています（産競法 2⑱六）。
（注）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

ハ　取得
　本措置の対象となる特定株式等の取得は、
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購入による取得に限ることとされています
（措法56①）。したがって、合併、分割、株
式交換、株式移転又は株式交付による取得、
払込みによる取得、現物出資による取得、
贈与による取得及び新株予約権の行使によ
る取得は対象外となります。
　また、特定株式等をその取得の日を含む
事業年度終了の日まで引き続き有している
場合におけるその特定株式等に限り本措置
の適用があることとされ、特定株式等の取
得価額が100億円を超える金額又は 1 億円
に満たない金額である場合におけるその特
定株式等については本措置の対象外とされ
ています（措法56①）。

③　適用事業年度
　適用対象となる事業年度は、特定株式等の
取得をした日を含む事業年度とされています
（措法56①）。
　ただし、解散の日を含む事業年度及び清算
中の各事業年度を除くこととされています
（措法56①）。
④　積立限度額
　積立限度額は、特定株式等の取得価額に、
次の特定株式等の区分に応じそれぞれ次の割
合を乗じて計算した金額とされています（措
法56①）。
イ　その認定特別事業再編計画に従って行う
最初の特別事業再編のための措置として取
得をした株式等��90％
ロ　上記イ以外の株式等��100％
　なお、特定株式等の取得価額に90％又は
100％を乗じて計算した金額は、その適用事
業年度においてその特定株式等の帳簿価額を
減額した場合には、その減額した金額のうち
その適用事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入された金額に相当する金額を控除
した金額とすることとされています（措法56
①）。
（注 1）　準備金の積立ての対象となる特定株式

等からは、合併により合併法人に移転す

るものを除くこととされています（措法

56①）。
（注 2）　上記イの「措置」は、産業競争力強化

法第 2 条第18項第 6 号に掲げる措置（上

記②ロ参照）に限ることとされています。
（注 3）　「その認定特別事業再編計画に従って行

う最初の特別事業再編のための措置とし

て取得をした株式等」に該当するかどう

かの判定についての留意点は以下のとお

りです。

イ�　特別事業再編のための措置としては、

吸収合併、吸収分割、株式交換等があ

りますが、認定特別事業再編計画に従

って行う特別事業再編のための措置の

うち、産業競争力強化法第 2 条第18項

第 6 号に掲げる措置の中で最初（ 1 回

目）に行うものが上記イに該当し、 2

回目以後に行うものが上記ロに該当し

ます。したがって、認定事業再編計画

に従って行う特別事業再編のための措

置として、 1 回目に吸収合併を行い、

2 回目及び 3 回目に産業競争力強化法

第 2 条第18項第 6 号に掲げる措置を行

った場合には、 2 回目が上記イに該当

し、 3回目が上記ロに該当します。

ロ�　認定特別事業再編計画に従って行う

特別事業再編のための措置として産業

競争力強化法第 2 条第18項第 6 号に掲

げる措置を 2 回行う場合に、 1 回目の

措置において中小企業事業再編投資損

失準備金制度の適用を受けるかどうか

にかかわらず、 2 回目の措置は上記ロ

に該当します。

⑤　準備金の積立て（損金算入）
　上記①の適用対象法人が、上記②の特定株
式等の価格の低落による損失に備えるため、
上記③の適用事業年度において上記④の積立
限度額以下の金額を損金経理の方法により各
特定法人別に中小企業事業再編投資損失準備
金として積み立てたときは、その積み立てた
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金額は、その適用事業年度の所得の金額の計
算上、損金の額に算入することができること
とされています（措法56①）。
（注 1）　損金経理の方法により中小企業事業再

編投資損失準備金として積み立てたとき

には、その適用事業年度の決算の確定の

日までに剰余金の処分により積立金とし

て積み立てる方法により中小企業事業再

編投資損失準備金として積み立てたとき

を含むこととされています（措法56①）。
（注 2）　特定法人とは、特定株式等を発行した

法人をいいます（措法56①）。

　ただし、上記③の適用事業年度終了の日に
おいて上記②の特定株式等の取得に基因し、
又は関連する損害を塡補するための特定保険
契約（下記⑵①参照）を締結している場合に
は、損金算入できないこととされています
（措法56①）。
⑥　準備金の取崩し（益金算入）
イ　10年経過後 5年均等による準備金の取崩
し
　本措置の中小企業事業再編投資損失準備
金を積み立てている法人の各事業年度終了
の日において、前事業年度から繰り越され
た本措置の特定法人に係る中小企業事業再
編投資損失準備金の金額のうちにその積み
立てられた事業年度終了の日の翌日から10
年を経過したもの（以下「据置期間経過準
備金額」といいます。）がある場合には、
その据置期間経過準備金額については、そ
の積み立てられた事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入されたその中小企業
事業再編投資損失準備金として積み立てた
金額にその各事業年度の月数を乗じてこれ
を60で除して計算した金額に相当する金額
を、その事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入することとされています
（措法56②）。
　なお、積み立てられた事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入されたその中

小企業事業再編投資損失準備金として積み
立てた金額にその各事業年度の月数を乗じ
てこれを60で除して計算した金額は、据置
期間経過準備金額を超える場合には、その
据置期間経過準備金額とすることとされて
います（措法56②）。
（注 1）　中小企業事業再編投資損失準備金の

金額は、その日までに次のロにより益

金の額に算入された、若しくは算入さ

れるべきこととなった金額又は前事業

年度終了の日までにこのイにより益金

の額に算入された金額がある場合には、

これらの金額を控除した金額とするこ

ととされています（措法56②）。
（注 2）　月数は、暦に従って計算し、 1 月に

満たない端数を生じたときは、これを

1 月とすることとされています（措法

56⑤）。

ロ　特定の事由に該当することとなった場合
における準備金の取崩し
　本措置の中小企業事業再編投資損失準備
金を積み立てている法人が次の場合に該当
することとなった場合には、次の場合の区
分に応じそれぞれ次の金額に相当する金額
は、その法人のその該当することとなった
日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入することとされています
（措法56③）。なお、次のロからチまでは、
上記 1の経営力向上計画に係る措置と同様
です。
（注）　その該当することとなった日を含む事

業年度は、次のハの場合にあっては、合

併の日の前日を含む事業年度とすること

とされています（措法56③）。

イ　産業競争力強化法第24条の 3第 2項又
は第 3項の規定により特別事業再編計画
の認定を取り消された場合（その認定に
係る特別事業再編計画に従って行う特別
事業再編のための措置として特定法人の
株式等の取得をしていた場合に限りま
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す。）��その取り消された日における
その特定法人に係る中小企業事業再編投
資損失準備金の金額（措法56③一）
（注）　関係法令については、下記の（参

考）をご参照ください。
ロ　その中小企業事業再編投資損失準備金
に係る特定法人の株式等の全部又は一部
を有しないこととなった場合��その有
しないこととなった日におけるその特定
法人に係る中小企業事業再編投資損失準
備金の金額のうちその有しないこととな
った株式等に係る金額（措法56③二）
ハ　合併により合併法人に中小企業事業再
編投資損失準備金に係る特定法人の株式
等を移転した場合��その合併の直前に
おけるその特定法人に係る中小企業事業
再編投資損失準備金の金額（措法56③
三）
ニ　その中小企業事業再編投資損失準備金
に係る特定法人が解散した場合��その
解散の日におけるその特定法人に係る中
小企業事業再編投資損失準備金の金額
（措法56③四）
ホ　その中小企業事業再編投資損失準備金
に係る特定法人の株式等の帳簿価額を減
額した場合��その減額をした日におけ
るその特定法人に係る中小企業事業再編
投資損失準備金の金額のうちその減額を
した金額に相当する金額（措法56③五）
ヘ　その法人が解散した場合��その解散
の日における中小企業事業再編投資損失
準備金の金額（措法56③六）
ト　その法人が特定保険契約（下記⑵①参
照）を締結した場合（その特定保険契約
に係る特別事業再編のための措置として
特定法人の株式等を取得していた場合に
限ります。）��その締結した日におけ
るその特定法人に係る中小企業事業再編
投資損失準備金の金額（措法56③七）
チ　上記イ、上記イからトまで及び下記ハ

の場合以外の場合において特定法人に係
る中小企業事業再編投資損失準備金の金
額を取り崩した場合��その取り崩した
日におけるその特定法人に係る中小企業
事業再編投資損失準備金の金額のうちそ
の取り崩した金額に相当する金額（措法
56③八）

ハ　青色申告書の提出の承認を取り消された
場合等における準備金の取崩し
　中小企業事業再編投資損失準備金を積み
立てている法人が青色申告書の提出の承認
を取り消され、又は青色申告書による申告
をやめる旨の届出書の提出をした場合には、
その承認の取消しの基因となった事実のあ
った日又はその届出書の提出をした日（そ
の届出書の提出をした日が青色申告書によ
る申告をやめた事業年度終了の日後である
場合には、同日）における中小企業事業再
編投資損失準備金の金額は、その日を含む
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
に算入することとされています（措法56④）。
　なお、この場合においては、上記イ及び
ロは、適用しないこととされています（措
法56④後段）。
　また、上記の「その承認の取消しの基因
となった事実のあった日」は、次の場合に
はそれぞれ次の日とすることとされていま
す（措法56④）。
イ　通算法人がその取消しの処分に係る通
知を受けた場合��その通知を受けた日
の前日（その前日がその通算法人に係る
通算親法人の事業年度終了の日であると
きは、その通知を受けた日）
ロ　通算法人であった法人がその取消しの
処分に係る通知を受けた場合��その承
認の取消しの基因となった事実のあった
日又は失効日の前日（その前日がその法
人に係る通算親法人の事業年度終了の日
であるときは、その失効日）のいずれか
遅い日
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（注）　失効日とは、法人税法第64条の10第

4 項から第 6 項までの規定により同法

第64条の 9 第 1 項の規定による承認

（通算承認）の効力を失った日をいいま

す。

⑦　申告要件等
　この措置は、その適用を受けようとする事
業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投
資損失準備金として積み立てた金額の損金算
入に関する申告の記載があり、かつ、その確
定申告書等にその積み立てた金額の計算に関
する明細書の添付がある場合に限り、適用す
ることができることとされています（措法56
⑥）。

⑵　経営力向上計画に係る措置の見直し及び期限
延長
①　特定保険契約を締結した場合の準備金の積
立て
　事業承継等による株式等の取得の日を含む
事業年度終了の日において、その事業承継等
に基因し、又は関連する損害を塡補する特定
保険契約を締結している場合には、その株式
等に係る中小企業事業再編投資損失準備金の
積立額を損金算入できないこととされました
（措法56①）。
　特定保険契約とは、事業承継等又は特別事
業再編のための措置に基因し、又は関連して
生ずる損害を塡補する保険で事業承継等又は
特別事業再編のための措置として取得をした
株式等の売買契約における売主表明事項（売
主から表明された当該売主又は当該株式等を
発行した法人の法務に関する事項、財務に関
する事項、税務に関する事項、労務に関する
事項その他の事項をいいます。）につき正確
でない、又は真実でない事実があり、その売
主表明事項と異なる事実が生じたことによっ
てその取得をした法人に損害が生じた場合に
保険金を支払う定めのある保険（その損害に
より支払われることとされている保険金の限

度額が 5 億円を超えるものに限ります。）の
契約をいいます（措法56①、措規21の 2 ①）。
いわゆる表明保証保険で保険金の支払限度額
が 5億円超のものの契約です。
（注）　今後、省令改正により、上記のように特

別事業再編のための措置も含めた規定とさ

れる予定です。

②　特定保険契約を締結した場合の準備金の取
崩し
　中小企業事業再編投資損失準備金を積み立
てている法人が、特定保険契約を締結した場
合で、その特定保険契約に係る事業承継等と
して他の法人の株式等の取得をしていた場合
には、その締結した日における当該他の法人
に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金
額は、その日を含む事業年度の所得の金額の
計算上、益金の額に算入することとされまし
た（措法56③七）。
③　認定期限の延長
　制度の適用の前提となる経営力向上計画の
認定の期限が、令和 9年 3月31日まで 3年延
長されました（措法56①表一）。
④　その他
　事業承継等事前調査の終了後においても経
営力向上計画の認定を可能とする運用の改善
が行われました（中小企業等経営強化法にお
ける経営力向上計画の運用に係る実施要領）。

（参考）　産業競争力強化法（平成25年法律第98号）

（新たな事業の創出及び産業への投資を促進

するための産業競争力強化法等の一部を改

正する法律（令和 6 年法律第45号）第 1 条

の規定による改正後）

（定義）

第 2条　省　略

2～14　省　略

15　この法律において「関係事業者」とは、

事業者であって、他の事業者がその経営を

実質的に支配していると認められるものと

して主務省令で定める関係を有するものを

いう。
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16　この法律において「外国関係法人」とは、

外国法人（新たに設立されるものを含む。）

であって、国内に本店又は主たる事務所を

有する事業者がその経営を実質的に支配し

ていると認められるものとして主務省令で

定める関係を有するものをいう。

17　この法律において「事業再編」とは、事

業者がその事業の全部又は一部の生産性を

相当程度向上させることを目指した事業活

動であって、次の各号のいずれにも該当す

るものをいう。

一　次に掲げる措置のいずれかによる事業

の全部又は一部の構造の変更（当該事業

者の関係事業者及び外国関係法人が行う

事業の構造の変更を含む。）を行うもので

あること。

イ　合併

ロ　会社の分割

ハ　株式交換

ニ　株式移転

ホ　株式交付

ヘ　事業又は資産の譲受け又は譲渡（外

国におけるこれらに相当するものを含

む。）

ト　出資の受入れ

チ　他の会社の株式又は持分の取得（当

該他の会社が関係事業者である場合又

は当該取得により当該他の会社が関係

事業者となる場合に限る。）

リ　関係事業者の株式又は持分の譲渡（当

該株式又は持分を配当財産とする剰余

金の配当をすることを含み、当該譲渡

により当該事業者の関係事業者でなく

なる場合に限る。）

ヌ　外国法人の株式若しくは持分又はこ

れらに類似するものの取得（当該外国

法人が外国関係法人である場合又は当

該取得により当該外国法人が外国関係

法人となる場合に限る。）

ル　外国関係法人の株式若しくは持分又

はこれらに類似するものの譲渡（当該

株式若しくは持分又はこれらに類似す

るものを配当財産とする剰余金の配当

をすることを含み、当該譲渡により当

該事業者の外国関係法人でなくなる場

合に限る。）

ヲ　会社又は外国法人の設立又は清算

ワ　有限責任事業組合（有限責任事業組

合契約に関する法律（平成17年法律第

40号）第 2 条に規定する有限責任事業

組合をいう。第28項において同じ。）に

対する出資

カ　保有する施設の相当程度の撤去又は

設備の相当程度の廃棄

二　事業者がその経営資源を活用して行う

事業の全部又は一部の分野又は方式の変

更であって、次に掲げるもののいずれか

を行うものであること。

イ　新商品の開発及び生産又は新たな役

務の開発及び提供により、生産若しく

は販売に係る商品の構成又は提供に係

る役務の構成を相当程度変化させるこ

と。

ロ　商品の新たな生産の方式の導入又は

設備の能率の向上により、商品の生産

を著しく効率化すること。

ハ　商品の新たな販売の方式の導入又は

役務の新たな提供の方式の導入により、

商品の販売又は役務の提供を著しく効

率化すること。

ニ　新たな原材料、部品若しくは半製品

の使用又は原材料、部品若しくは半製

品の新たな購入の方式の導入により、

商品の生産に係る費用を相当程度低減

すること。

18　この法律において「特別事業再編」とは、

事業再編のうち、中小企業者（常時使用す

る従業員の数が2,000人以下のものに限る。）

又は中堅企業者であって、他の事業者（当

該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事

─�543�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



業者及び外国関係法人を除く。以下この項、

第24条の 2 及び第24条の 3 第 2 項において

同じ。）の経営の支配又は経営資源の取得

（主務省令で定める要件を満たすものに限る。

第24条の 2 第 3 項第 4 号及び第 6 項第 3 号

において同じ。）を行ったことがあるものが、

当該他の事業者以外の他の事業者の経営資

源を自らの経営資源と一体的に活用し、新

たな需要を相当程度開拓することを目的と

して、次に掲げる措置により事業の全部又

は一部の構造の変更を行うものをいう。

一　吸収合併

二　吸収分割

三　株式交換

四　株式交付（他の会社（関係事業者を除く。

第 6 号において同じ。）の総株主の議決権

の100分の50を超える議決権を保有するこ

ととなるものに限る。）

五　事業又は資産の譲受け

六　他の会社の株式又は持分の取得（当該

他の会社の総株主又は総出資者の議決権

の100分の50を超える議決権を保有するこ

ととなるものに限る。）

19～22　省　略

23　この法律において「中小企業者」とは、

次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一　資本金の額又は出資の総額が 3 億円以

下の会社並びに常時使用する従業員の数

が300人以下の会社及び個人であって、製

造業、建設業、運輸業その他の業種（次

号から第 4 号までに掲げる業種及び第 5

号の政令で定める業種を除く。）に属する

事業を主たる事業として営むもの

二　資本金の額又は出資の総額が 1 億円以

下の会社並びに常時使用する従業員の数

が100人以下の会社及び個人であって、卸

売業（第 5 号の政令で定める業種を除

く。）に属する事業を主たる事業として営

むもの

三　資本金の額又は出資の総額が5,000万円

以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が100人以下の会社及び個人であって、

サービス業（第 5 号の政令で定める業種

を除く。）に属する事業を主たる事業とし

て営むもの

四　資本金の額又は出資の総額が5,000万円

以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が50人以下の会社及び個人であって、

小売業（次号の政令で定める業種を除

く。）に属する事業を主たる事業として営

むもの

五　資本金の額又は出資の総額がその業種

ごとに政令で定める金額以下の会社並び

に常時使用する従業員の数がその業種ご

とに政令で定める数以下の会社及び個人

であって、その政令で定める業種に属す

る事業を主たる事業として営むもの

六　企業組合

七　協業組合

八　事業協同組合、協同組合連合会その他

の特別の法律により設立された組合及び

その連合会であって、政令で定めるもの

24　この法律において「中堅企業者」とは、

常時使用する従業員の数が2,000人以下の会

社及び個人（中小企業者を除く。）をいう。

25～37　省　略

（特別事業再編計画の認定）

第24条の 2 　事業者は、その実施しようとす

る特別事業再編に関する計画（以下「特別

事業再編計画」という。）を作成し、主務省

令で定めるところにより、これを主務大臣

に提出して、その認定を受けることができる。

2 　二以上の事業者がその特別事業再編のた

めの措置を共同して行おうとする場合にあ

っては、当該二以上の事業者は共同して特

別事業再編計画を作成し、前項の認定を受

けることができる。

3 　特別事業再編計画には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。

一　特別事業再編の目標
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二　特別事業再編による生産性の向上、需

要の開拓及び財務内容の健全性の向上の

程度を示す指標

三　特別事業再編の内容及び実施時期

四　他の事業者の経営の支配又は経営資源

の取得の実績に関する事項

五　特別事業再編の実施に必要な資金の額

及びその調達方法

六　特別事業再編に伴う労務に関する事項

4 　特別事業再編計画には、特別事業再編に

係る措置の相手方である他の事業者、関係

事業者及び外国関係法人が当該事業者の特

別事業再編のために行う措置に関する計画

を含めることができる。

5 　特別事業再編計画には、認定を受けよう

とする事業者又はその関係事業者若しくは

外国関係法人が、第 2 条第18項第 3 号、第

4 号又は第 6 号に掲げる措置により事業の

全部又は一部の構造の変更を行った後に、

更に次に掲げる措置（当該変更に係る措置

の相手方である他の事業者を相手方とする

ものに限る。）を行う場合には、当該措置に

関する計画を含めることができる。

一　吸収合併

二　吸収分割

三　吸収分割による他の会社がその事業に

関して有する権利義務の全部又は一部の

承継

四　事業又は資産の譲受け又は譲渡

6 　主務大臣は、第 1 項の認定の申請があっ

た場合において、その特別事業再編計画が

次の各号のいずれにも適合するものである

と認めるときは、その認定をするものとする。

一　実施指針に照らし適切なものであるこ

と。

二　当該特別事業再編計画に係る特別事業

再編が円滑かつ確実に実施されると見込

まれるものであること。

三　特別事業再編を実施する者が、過去 5

年以内において、他の事業者の経営の支

配又は経営資源の取得を行っていること。

四　当該特別事業再編計画に係る特別事業

再編による生産性の向上が、当該事業分

野における市場構造に照らして、持続的

なものと見込まれるものであること。

五　当該特別事業再編計画に係る事業の属

する事業分野が過剰供給構造にある場合

にあっては、当該特別事業再編計画に係

る特別事業再編が、当該事業分野の過剰

供給構造の解消に資するものであること。

六　従業員の地位を不当に害するものでな

いこと。

七　次のイ及びロに適合するものであるこ

と。

イ　内外の市場の状況に照らして、当該

申請を行う事業者とその営む事業と同

一の事業分野に属する事業を営む他の

事業者との間の適正な競争が確保され

るものであること。

ロ　一般消費者及び関連事業者の利益を

不当に害するおそれがあるものでない

こと。

7 　主務大臣は、第 1 項の認定をしたときは、

主務省令で定めるところにより、当該認定

に係る特別事業再編計画の内容を公表する

ものとする。

（特別事業再編計画の変更等）

第24条の 3　前条第 1項の認定を受けた者（以

下「認定特別事業再編事業者」という。）は、

当該認定に係る特別事業再編計画を変更し

ようとするときは、主務省令で定めるとこ

ろにより、主務大臣の認定を受けなければ

ならない。

2 　主務大臣は、認定特別事業再編事業者又

は特別事業再編に係る措置の相手方である

他の事業者、関係事業者若しくは外国関係

法人が当該認定に係る特別事業再編計画（前

項の規定による変更の認定があったときは、

その変更後のもの。以下「認定特別事業再

編計画」という。）に従って特別事業再編の
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ための措置を行っていないと認めるときは、

その認定を取り消すことができる。

3 　主務大臣は、認定特別事業再編計画が前

条第 6 項各号のいずれかに適合しないもの

となったと認めるときは、認定特別事業再

編事業者に対して、当該認定特別事業再編

計画の変更を指示し、又はその認定を取り

消すことができる。

4・ 5　省　略

（課税の特例）

第46条の 2 　認定特別事業再編計画に従って

実施される特別事業再編（生産性の向上及

び需要の開拓に特に資するものとして主務

大臣が定める基準に適合することについて

主務大臣の確認を受けたものに限る。）を行

う認定特別事業再編事業者が当該特別事業

再編のために行う措置（第 2 条第18項第 6

号に掲げる措置に限る。）として取得をした

株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う

登記については、租税特別措置法で定める

ところにより、課税の特例の適用があるも

のとする。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、産競法等改正法の施行の
日以後に取得をする株式等について適用するこ
ととされています（改正法附則49②）。
（注）�　産競法等改正法の施行の日は、産競法等改

正法の公布の日（令和 6 年 6 月 7 日）から起

算して 3 月を超えない範囲内において政令で

定める日とされており（産競法等改正法附則

1）、その政令は、今後定められます。

⑵　上記 2 ⑵①の改正は、法人が令和 6年 4月 1
日以後に取得をする株式等について適用し、法
人が同日前に取得をした株式等については、従
前どおりとされています（改正法附則49①）。
⑶　上記 2 ⑵②の改正は、法人が令和 6年 4月 1
日以後に締結する特定保険契約について適用す
ることとされています（改正法附則49③）。

第四　土地税制関係
一　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等

1 　改正前の制度の概要

⑴　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税
の特例
　この制度は、法人の有する資産が土地収用法
等の規定によって収用権が認められている事業
等のために収用等をされ、その補償金、対価又
は清算金（以下「補償金等」といいます。）の
額の全部又は一部に相当する金額をもって、そ
の収用等により譲渡した資産と同種の資産その
他これに代わるべき資産（以下「代替資産」と
いいます。）の取得をする場合において、一定
の要件の下で、収用換地等の場合の所得の特別
控除制度（5,000万円特別控除制度）（措法65の
2 ）との選択適用により、その代替資産につき、

譲渡益の額（圧縮限度額）の範囲内でその帳簿
価額の損金経理による減額等（圧縮記帳）をし
たときは、その減額等をした金額を損金の額に
算入できるというものです（措法64①）。
（注 1）　棚卸資産は、本制度の対象となる法人の

有する資産から除くこととされています。
（注 2）　収用等とは、収用、買取り、換地処分、

権利変換、買収又は消滅をいいます。
（注 3）　代替資産の取得については、所有権移転

外リース取引による取得を除き、製作及び

建設を含むこととされています。

⑵　収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の
特例
　この制度は、上記⑴の収用等による譲渡があ
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った場合において、その収用等のあった日を含
む事業年度では代替資産の取得がなく、指定期
間内に補償金等の額の全部又は一部に相当する
金額をもって代替資産の取得をする見込みであ
るときは、一定の要件の下で、その補償金等の
額で代替資産の取得に充てようとするものの額
に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を
その収用等のあった日を含む事業年度の確定し
た決算において特別勘定を設ける方法等により
経理したときに限り、上記⑴の特例に準じて課
税の特例が適用できるというものです（措法64
の 2 ①）。
（注）　指定期間とは、収用等のあった日を含む事

業年度終了の日の翌日から収用等のあった日

以後 2年を経過する日までの期間をいいます。

⑶　収用換地等の場合の所得の特別控除制度
（5,000万円特別控除制度）
　この制度は、法人が資産を収用換地等により
譲渡した場合において、その譲渡益の全部につ
いて収用等に伴い代替資産を取得した場合の課
税の特例（措法64）若しくは収用等に伴い特別
勘定を設けた場合の課税の特例（措法64の 2 ）
又は換地処分等に伴い資産を取得した場合の課
税の特例（措法65）の適用を受けないときは、
一定の要件の下で、その譲渡益の額のうち年
5,000万円までは、その譲渡の日を含む事業年
度において、所得控除ができるというものです
（措法65の 2 ①）。
（注）　収用換地等とは、収用等及び換地処分等を

いい（措法65の 2 ①）、換地処分等とは、収用、

買取り、換地処分、権利変換又は交換をいい

ます（措法65①）。

2 　改正の内容

　漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を
改正する法律（令和 5年法律第34号）により漁港
漁場整備法が改正され、漁港水面施設運営権が創
設されたことに伴い、適用対象に、次の場合が加
えられました。

⑴　土地収用法第 3条に規定する事業の施行者が
行うその事業の施行に伴う漁港水面施設運営権
の消滅により、補償金を取得する場合（措法64
①七）
　この場合に該当して上記 1 ⑴から⑶までの制
度の適用を受ける場合の確定申告書等に添付す
べき財務省令で定める書類は、その漁港水面施
設運営権について、その事業の施行に関する主
務大臣又はその事業の施行に係る地域を管轄す
る都道府県知事のその旨を証する書類とされま
した（措規14⑤八、22の 2 ④一）。
⑵　漁港管理者が漁港及び漁場の整備等に関する
法律第59条第 2項（第 2号に係る部分に限りま
す。）の規定に基づき行う漁港水面施設運営権
を取り消す処分に伴う資産の消滅等によって補
償金を取得する場合（措法64①八、措令39⑭）
　この場合に該当して上記 1 ⑴から⑶までの制
度の適用を受ける場合の確定申告書等に添付す
べき財務省令で定める書類は、その漁港水面施
設運営権について、その処分をした漁港管理者
のその旨を証する書類とされました（措規14⑤
九ハ、22の 2 ④一）。

（注 1）　上記の改正の趣旨等については、前掲「租

税特別措置法等（所得税関係）の改正」の「第

二　住宅・土地税制の改正」の「三　収用等

に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

等の改正」の 2をご参照ください。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）及

び（参考 2）をご参照ください。
（参考 1）　土地収用法（昭和26年法律第219号）

（土地を収用し、又は使用することができ

る事業）

第 3 条　土地を収用し、又は使用すること

ができる公共の利益となる事業は、次の

各号のいずれかに該当するものに関する

事業でなければならない。

一～九　省　略

十　港湾法（昭和25年法律第218号）によ

る港湾施設又は漁港及び漁場の整備等

に関する法律（昭和25年法律第137号）
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による漁港施設

十の二～三十五　省　略
（参考 2）�　漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭

和25年法律第137号）

（漁港水面施設運営権の取消し等）

第59条　省　略

2 　漁港管理者は、次の各号に掲げる場合

のいずれかに該当するときは、漁港水面

施設運営権を取り消し、又はその行使の

停止を命ずることができる。

一　漁港水面施設運営権者が次のいずれ

かに該当するとき。

イ　偽りその他不正の方法により漁港

水面施設運営権者となつたとき。

ロ　第51条各号のいずれかに該当する

こととなつたとき。

二　漁港の区域内の水域を他の公共の用

途に供することその他の理由に基づく

公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3　省　略

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 6年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1、改正措令附則 1）。

二�　特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所
得の特別控除制度（2,000万円特別控除制度）

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人の有する土地等が特定土地区
画整理事業等のために買い取られる場合に該当す
ることとなった場合には、一定の要件の下で、そ
の譲渡益の額のうち年2,000万円までは、その譲
渡の日を含む事業年度において、所得控除ができ
るというものです（措法65の 3 ①）。
　この「特定土地区画整理事業等のために買い取
られる場合」とは、次の場合をいいます（措法65
の 3 ①）。
⑴　国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機
構又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業、
住宅街区整備事業、第一種市街地再開発事業又
は防災街区整備事業として行う公共施設の整備
改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物
及び建築敷地の整備に関する事業の用に供する
ために土地等がこれらの者に買い取られる場合
⑵　第一種市街地再開発事業の事業予定地内の土
地等が、その第一種市街地再開発事業を行う都
市再開発法の認可を受けて設立された市街地再
開発組合に買い取られる場合
⑶　防災街区整備事業の事業予定地内の土地等が、
その防災街区整備事業を行う密集市街地におけ

る防災街区の整備の促進に関する法律の認可を
受けて設立された防災街区整備事業組合に買い
取られる場合
⑷　古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置法（以下「古都保存法」といいます。）、都
市緑地法等の買取請求に基づき土地等が地方公
共団体等に買い取られる場合
⑸　重要文化財、史跡、名勝、天然記念物として
指定された土地又は国立公園及び国定公園の特
別地域若しくは自然環境保全地域の特別地区と
して指定された区域内の土地が国又は地方公共
団体に買い取られる場合（その重要文化財、史
跡、名勝又は天然記念物として指定された土地
が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人
国立科学博物館、一定の地方独立行政法人又は
一定の文化財保存活用支援団体に買い取られる
場合を含みます。）
⑹　保安林等として指定された区域内の土地等が
保安施設事業のために国又は地方公共団体に買
い取られる場合
⑺　防災のための集団移転促進事業に係る国の財
政上の特別措置等に関する法律の集団移転促進
事業計画に定められた移転促進区域内の農地等
が同計画に基づき地方公共団体に買い取られる
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場合
⑻　農業経営基盤強化促進法第22条の 4第 1項に
規定する区域内にある農用地が、同条第 2項の
農用地等の所有者等からの同項の申出に基づき、
同項の農地中間管理機構に買い取られる場合
　ただし、この「特定土地区画整理事業等のため
に買い取られる場合」に該当することとなった土
地等の譲渡の日を含む事業年度のうち同一の年に
属する期間中に、その該当することとなった土地
等のいずれかについて、特定の資産の買換えの場
合等の課税の特例（措法65の 7 ～65の 9 ）等の適
用を受けた場合には、その該当することとなった
土地等のいずれについても、この制度は適用でき
ないこととされています。

2 　改正の内容

　都市緑地法等の改正に伴い、次の見直しが行わ
れました。
⑴　本特例の対象に、古都保存法第13条第 4項の
規定又は都市緑地法第17条の 2第 4項の規定に
より対象土地が都市緑化支援機構に買い取られ
る場合（次の要件を満たす場合に限ります。）
が追加されました（措法65の 3 ①三の二・三の
三、措令39の 4 ③④）。
①　その都市緑化支援機構が公益社団法人又は
公益財団法人であり、かつ、その定款におい
て、その都市緑化支援機構が解散した場合に
その残余財産が地方公共団体又はその都市緑
化支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目
的とする事業を行う法人に帰属する旨の定め
があること。
②　その都市緑化支援機構と地方公共団体との
間で、その買い取った対象土地の売買の予約
又はその買い取った対象土地の第三者への転
売を停止条件とする停止条件付売買契約の締
結をし、その旨の仮登記を行うこと。

（注 1）　対象土地とは、古都保存法第12条第 1 項

の土地所有者からの買い入れるべき旨の申

出に係る古都保存法第 6 条第 1 項に規定す

る特別保存地区内の土地及び都市緑地法第

17条第 1 項の土地所有者からの買い入れる

べき旨の申出に係る同法第12条の特別緑地

保全地区内の土地をいいます（古都保存法

13①、都市緑地法17の 2 ①）。
（注 2）　都市緑化支援機構とは、国土交通大臣が

全国を通じて一に限り指定することができ

る都市における緑地の保全及び緑化の推進

を支援することを目的とする一般社団法人

又は一般財団法人であって、都道府県等の

要請に基づく特別緑地保全地区内の土地の

買入れ等の業務の実施に関する一定の基準

に適合すると認められるものをいいます（都

市緑地法69①）。

　なお、上記の都市緑化支援機構に買い取られ
る場合の「土地等の買取りをする者から交付を
受けたその土地等の買取りがあったことを証す
る書類等を保存していること」とする書類保存
要件における書類は、買取要請をした知事等の
次の事項を証する書類とされました（措法65の
3 ④、措規22の 4 ①三の二・三の三）。
・　上記の都市緑化支援機構が対象土地を古都
保存法第13条第 4項又は都市緑地法第17条の
2第 4項の規定により買い取った旨

・　その対象土地がその都市緑化支援機構に買
い取られる場合が上記①及び②の要件を満た
すものであること

（注 3）　買取要請をした知事等とは、上記の都市

緑化支援機構に対する古都保存法第13条第

1 項の規定による要請をした府県の知事、

上記の都市緑化支援機構に対する同項の規

定による要請をした地方自治法第252条の19

第 1 項の指定都市の長、上記の都市緑化支

援機構に対する都市緑地法第17条の 2 第 1

項の規定による要請をした都道府県の知事

及び上記の都市緑化支援機構に対する同項

の規定による要請をした市の長をいいます。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。

⑵　上記 1⑷の場合に係る措置について、都市緑
地法の規定により土地等が緑地保全・緑化推進
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法人に買い取られる場合に係る措置が除外され
ました（措法65の 3 ①三、旧措令39の 4 ③、旧
措規22の 4 ①三ロ⑵）。
（注）　上記の改正の趣旨等については、前掲「租

税特別措置法等（所得税関係）の改正」の「第

二　住宅・土地税制の改正」の「四　特定土

地区画整理事業等のために土地等を譲渡した

場合の2,000万円特別控除の改正」の 2をご参

照ください。
（参考 1）�　古都における歴史的風土の保存に関す

る特別措置法（昭和41年法律第 1 号）（都

市緑地法等の一部を改正する法律（令和

6 年法律第40号）第 2 条の規定による改

正後）

（歴史的風土特別保存地区に関する都市計

画）

第 6 条　歴史的風土保存区域内において歴

史的風土の保存上当該歴史的風土保存区

域の枢要な部分を構成している地域につ

いては、歴史的風土保存計画に基づき、

都市計画に歴史的風土特別保存地区（以

下「特別保存地区」という。）を定めるこ

とができる。

2・ 3　省　略

（土地の買入れ）

第12条　府県は、特別保存地区内の土地で

歴史的風土の保存上必要があると認める

ものについて、当該土地の所有者から第

9 条第 1 項の許可を得ることができない

ためその土地の利用に著しい支障を来す

こととなることにより当該土地を府県に

おいて買い入れるべき旨の申出があつた

場合においては、次条第 4 項の規定によ

る買い入れが行われる場合を除き、当該

土地を買い入れるものとする。

2 　前項の規定による買入れをする場合に

おける土地の価額は、時価によるものと

する。

（都市緑化支援機構による特定土地保全業

務）

第13条　府県は、前条第 1 項の申出があつ

た場合において、当該申出に係る土地の

規模若しくは形状又は管理の状況、当該

府県における同項の規定による買入れの

ために必要な事務の実施体制その他の事

情を勘案して必要があると認めるときは、

国土交通省令で定めるところにより、都

市緑化支援機構（都市緑地法（昭和48年

法律第72号）第69条第 1 項の規定により

指定された都市緑化支援機構をいう。以

下この条から第15条までにおいて同じ。）

に対し、当該土地（以下この条及び次条

において「対象土地」という。）について、

次条第 1 項各号に掲げる業務（以下この

条において「特定土地保全業務」とい

う。）を行うことを要請することができる。

2 　前項の規定による要請を受けた都市緑

化支援機構は、当該要請に係る対象土地

が次条第 2 項の規定により読み替えて適

用する都市緑地法第71条第 2 項第 1 号に

規定する基準に該当すると認めるときは、

遅滞なく、当該要請をした府県に対し、

特定土地保全業務を実施する旨を通知す

るものとする。

3 　前項の規定による通知をした都市緑化

支援機構及び同項の府県は、当該通知の

後速やかに、特定土地保全業務の実施の

ため、次に掲げる事項をその内容に含む

協定（以下この条及び第15条において「土

地保全業務実施協定」という。）を締結す

るものとする。

一　都市緑化支援機構が次条第 1 項第 1

号に掲げる業務として行う対象土地の

買入れの時期

二　都市緑化支援機構が次条第 1 項第 2

号に掲げる業務として行う機能維持増

進事業の内容及び方法

三　都市緑化支援機構が次条第 1 項第 3

号に掲げる業務として行う対象土地の

管理の内容及び方法
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四　都市緑化支援機構が第 1 号の買入れ

に係る対象土地を保有する期間（当該

買入れの日から起算して10年を超えな

いものに限る。）

五　前号の期間内において都市緑化支援

機構が次条第 1 項第 4 号に掲げる業務

として行う府県への対象土地の譲渡の

方法及び時期

六　都市緑化支援機構による第 1 号から

第 3 号まで及び前号に規定する業務の

実施に要する費用であつて府県が負担

すべきものの支払の方法及び時期

七　その他国土交通省令で定める事項

4 　都市緑化支援機構は、土地保全業務実

施協定の内容に従つて、前条第 1 項の申

出をした者から対象土地を買い入れるも

のとする。

5 　前項の規定による買入れをする場合に

おける対象土地の価額は、時価によるも

のとし、当該買入れに要した費用は、第

2 項の府県が、土地保全業務実施協定の

内容に従つて負担するものとする。

6 　前 2 項に定めるもののほか、都市緑化

支援機構は、土地保全業務実施協定の内

容に従つて、特定土地保全業務を行わな

ければならない。

7 　第 5 項に定めるもののほか、府県は、

土地保全業務実施協定の内容に従つて、

第 3 項第 6 号に規定する費用を負担する

ものとする。
（参考 2）�　都市緑地法（昭和48年法律第72号）（都

市緑地法等の一部を改正する法律（令和

6 年法律第40号）第 1 条の規定による改

正後）

（特別緑地保全地区に関する都市計画）

第12条　都市計画区域内の緑地で次の各号

のいずれかに該当する土地の区域につい

ては、都市計画に特別緑地保全地区を定

めることができる。

一　無秩序な市街地化の防止、公害又は

災害の防止等のため必要な遮断地帯、

緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯

留浸透地帯（雨水を一時的に貯留し又

は地下に浸透させることにより浸水に

よる被害を防止する機能を有する土地

の区域をいう。）として適切な位置、規

模及び形態を有するもの

二　神社、寺院等の建造物、遺跡等と一

体となつて、又は伝承若しくは風俗慣

習と結びついて当該地域において伝統

的又は文化的意義を有するもの

三　次のいずれかに該当し、かつ、当該

地域の住民の健全な生活環境を確保す

るため必要なもの

イ　風致又は景観が優れていること。

ロ　動植物の生息地又は生育地として

適正に保全する必要があること。

2 　首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近

郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、

それらの近郊緑地保全区域内において近

郊緑地の保全のため特に必要とされるも

のに関する都市計画の策定に関し必要な

基準は、前項の規定にかかわらず、それ

ぞれ首都圏保全法第 5 条第 1 項及び近畿

圏保全法第 6 条第 1 項に定めるところに

よるものとする。

（土地の買入れ）

第17条　都道府県等は、特別緑地保全地区

内の土地で当該緑地の保全上必要がある

と認めるものについて、その所有者から

第14条第 1 項の許可を受けることができ

ないためその土地の利用に著しい支障を

来すこととなることにより当該土地を買

い入れるべき旨の申出があつた場合にお

いては、第 3 項又は次条第 4 項の規定に

よる買入れが行われる場合を除き、これ

を買い入れるものとする。

2 　前項の申出があつたときは、都道府県

知事にあつては当該土地の買入れを希望

する町村を、市長にあつては当該土地の

─�551�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



買入れを希望する都道府県を、当該土地

の買入れの相手方として定めることがで

きる。

3 　前項の場合においては、土地の買入れ

の相手方として定められた都道府県又は

町村が、当該土地を買い入れるものとする。

4 　第 1 項又は前項の規定による買入れを

する場合における土地の価額は、時価に

よるものとする。

（都市緑化支援機構による特定緑地保全業

務）

第17条の 2 　都道府県等は、前条第 1 項の

申出があつた場合において、当該申出に

係る土地の規模若しくは形状又は管理の

状況、当該都道府県等における同項の規

定による買入れのために必要な事務の実

施体制その他の事情を勘案して必要があ

ると認めるときは、国土交通省令で定め

るところにより、都市緑化支援機構に対し、

当該土地（以下この条及び第70条におい

て「対象土地」という。）について、第70

条第 1号から第 4号までに掲げる業務（こ

れらに附帯する業務を含む。以下「特定

緑地保全業務」という。）を行うことを要

請することができる。

2 　前項の規定による要請を受けた都市緑

化支援機構は、当該要請に係る対象土地

が第71条第 2 項第 1 号に規定する基準に

該当すると認めるときは、遅滞なく、当

該要請をした都道府県等に対し、特定緑

地保全業務を実施する旨を通知するもの

とする。

3 　前項の規定による通知をした都市緑化

支援機構及び同項の都道府県等は、当該

通知の後速やかに、特定緑地保全業務の

実施のため、次に掲げる事項をその内容

に含む協定（以下「業務実施協定」とい

う。）を締結するものとする。

一　都市緑化支援機構が第70条第 1 号に

掲げる業務として行う対象土地の買入

れの時期

二　都市緑化支援機構が第70条第 2 号に

掲げる業務として行う機能維持増進事

業の内容及び方法

三　都市緑化支援機構が第70条第 3 号に

掲げる業務として行う対象土地の管理

の内容及び方法

四　都市緑化支援機構が第 1 号の買入れ

に係る対象土地を保有する期間（当該

買入れの日から起算して10年を超えな

いものに限る。）

五　前号の期間内において都市緑化支援

機構が第70条第 4 号に掲げる業務とし

て行う都道府県等への対象土地の譲渡

の方法及び時期

六　都市緑化支援機構による第 1 号から

第 3 号まで及び前号に規定する業務の

実施に要する費用であつて都道府県等

が負担すべきものの支払の方法及び時

期

七　その他国土交通省令で定める事項

4 　都市緑化支援機構は、業務実施協定の

内容に従つて、前条第 1 項の申出をした

者から対象土地を買い入れるものとする。

5 　前項の規定による買入れをする場合に

おける対象土地の価額は、時価によるも

のとし、当該買入れに要した費用は、第

2 項の都道府県等が、業務実施協定の内

容に従つて負担するものとする。

6 　前 2 項に定めるもののほか、都市緑化

支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、

特定緑地保全業務を行わなければならな

い。

7 　第 5 項に定めるもののほか、都道府県

等は、業務実施協定の内容に従つて、第

3 項第 6 号に規定する費用を負担するも

のとする。

（支援機構の指定）

第69条　国土交通大臣は、都市における緑

地の保全及び緑化の推進を支援すること
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を目的とする一般社団法人又は一般財団

法人であつて、次条に規定する業務（以

下「支援業務」という。）に関し次の各号

のいずれにも適合すると認められるもの

を、その申請により、全国を通じて一に

限り、都市緑化支援機構（以下「支援機

構」という。）として指定することができ

る。

一　支援業務を適正かつ確実に実施する

ことができる経理的基礎及び技術的能

力を有するものであること。

二　支援業務以外の業務を行つている場

合にあつては、その業務を行うことに

よつて支援業務の適正かつ確実な実施

に支障を及ぼすおそれがないものであ

ること。

三　前 2 号に掲げるもののほか、支援業

務を適正かつ確実に実施することがで

きるものとして、国土交通省令で定め

る基準に適合するものであること。

2 　次の各号のいずれかに該当する者は、

前項の規定による指定（以下この章にお

いて「指定」という。）を受けることがで

きない。

一　この法律又はこの法律に基づく命令

若しくは処分に違反し、刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から起算して 2 年

を経過しない者

二　第79条第 1 項又は第 2 項の規定によ

り指定を取り消され、その取消しの日

から起算して 2年を経過しない者

三　その役員のうちに、第 1 号に該当す

る者がある者

3 　国土交通大臣は、指定をしたときは、

支援機構の名称、住所及び支援業務を行

う事務所の所在地を公示しなければなら

ない。

4 　支援機構は、その名称、住所又は支援

業務を行う事務所の所在地を変更すると

きは、あらかじめ、その旨を国土交通大

臣に届け出なければならない。

5 　国土交通大臣は、前項の規定による届

出があつたときは、当該届出に係る事項

を公示しなければならない。

（支援機構の業務）

第70条　支援機構は、次に掲げる業務を行

うものとする。

一　第17条の 2 第 1 項の規定による都道

府県等の要請に基づき、第17条第 1 項

の申出をした者から対象土地を買い入

れること。

二　前号の買入れに係る対象土地の区域

内において機能維持増進事業を行うこ

と。

三　前号に掲げるもののほか、同号に規

定する対象土地の管理を行うこと。

四　第17条の 2 第 3 項第 4 号の期間内に

おいて都道府県等への対象土地の譲渡

を行うこと。

五　第89条第 3 項に規定する認定事業者

に対し、第90条に規定する緑地確保事

業の実施のために必要な資金の貸付け

を行うこと。

六　緑地の保全及び緑化の推進に関する

情報又は資料を収集し、及び提供する

こと。

七　緑地の保全及び緑化の推進に関し必

要な助言及び指導を行うこと。

八　緑地の保全及び緑化の推進に関する

調査及び研究を行うこと。

九　前各号に掲げる業務に附帯する業務

を行うこと。

3 　適用関係

⑴　上記 2⑴の改正は、都市緑地法等の一部を改
正する法律（令和 6年法律第40号。以下「都市
緑地法等改正法」といいます。）の施行の日か
ら施行することとされています（改正法附則 1
十）。
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⑵　上記 2⑵の改正は、法人の有する土地等が都
市緑地法等改正法の施行の日以後に買い取られ
る場合について適用し、法人の有する土地等が
同日前に買い取られた場合については、従前ど
おりとされています（改正法附則51）。

（注）　都市緑地法等改正法の施行の日は、都市緑地

法等改正法の公布の日（令和 6 年 5 月29日）か

ら起算して 6 月を超えない範囲内において政令

で定める日とされており（都市緑地法等改正法

附則 1）、その政令は、今後定められます。

三　その他の土地税制

　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡し
た場合の所得の特別控除制度（1,500万円特別控
除制度）のうち一団の宅地の造成に関する事業の

用に供するために土地等が買い取られる場合に係
る措置の適用期限が、令和 8年12月31日まで 3年
延長されました（措法65の 4 ①三）。

第五　その他の特別措置関係
一　特許権等の譲渡等による所得の課税の特例（創設）

1 　制度創設の趣旨

　利益の源泉たるイノベーションについては、国
際競争が進んでおり、我が国においても、研究開
発拠点としての立地競争力を強化し、無形資産投
資を促進することが喫緊の課題となっています。
こうした観点から、我が国の研究開発拠点として
の立地競争力を強化するための制度として、国内
で自ら行う研究開発により生じた特許権等の譲渡
等により生ずる所得の一定割合を所得控除する本
制度が創設されたものです。
　「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行
計画2023改訂版（令和 5 年 6 月16日閣議決定）」
においても、「利益の源泉たるイノベーションに
ついても国際競争が進んでおり、民間による無形
資産投資を後押しする観点から、海外と比べて遜
色なく知的財産の創出に向けた研究開発投資を促
すための税制面の検討や、通信やコンピューティ
ング基盤など次世代の付加価値を創造する基盤設
備への投資を含めた、イノベーション環境の整備
を図る。」と述べられています。知的財産から生
ずる所得に対する課税を軽減する制度は、G 7 で
はフランス、イギリスに次ぐ 3か国目の創設であ
り、海外と比べて遜色ない制度で無形資産投資を

後押ししていくこととされています。
　なお、知的財産から生ずる所得についての優遇
措置を講ずるに当たっては、OECD の BEPS�
Action 5 の2015年の Final�Report（以下「OECD
報告書」といいます。）に従う必要があるため、
これに沿った内容とされています。

2 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する法人が、令
和 7年 4月 1日から令和14年 3 月31日までの間に
開始する各事業年度において、特許権譲渡等取引
を行った場合に、特許権譲渡等取引に係る所得の
金額に研究開発費割合を乗じて計算した金額の30
％相当額を、その事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入するというものです（措法59の 3
①）。

3 　制度の内容

⑴　適用対象法人
　この制度の適用対象となる法人は、青色申告
書を提出する法人とされている以外は、特に限
定はありません（措法59の 3 ①）。
（注）　事前に計画認定を受けるといった必要はあ

りませんが、この制度の適用を受けるためには、
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下記⑻③（注）の確認を受ける必要があります。

⑵　適用対象事業年度
　上記⑴の適用対象法人の令和 7年 4月 1日か
ら令和14年 3 月31日までの間に開始する各事業
年度において適用されます（措法59の 3 ①）。
（注）　適用対象事業年度が 7 年間とされているの

は、研究開発から特許権等の取得までに一定

の期間を要すること、特許権が収入をもたら

す期間が平均的に 7 年程度であることなどが

考慮されたものです。

⑶　適用対象事業
　この制度の適用対象となる事業について、特
に限定はされていません（措法59の 3 ①）。

⑷　適用対象所得金額（原則）
　この制度の対象となる所得の金額は、その適
用対象事業年度において行った特許権譲渡等取
引ごとに、その特許権譲渡等取引に係る所得の
金額に研究開発費割合を乗じて計算した金額を
合計した金額とされています（措法59の 3 ①一
イ）。このように研究開発費割合を乗ずること
とされているのは、OECD 報告書に沿った制
度とするためです。
（注）　次の④で述べるとおり、特許権譲渡等取引

に係る所得の金額は、収益の額から費用の額

を減算して算定することとされていることか

ら、マイナスの場合もあります。マイナスの

場合には、そのマイナスの特許権譲渡等取引

に係る所得の金額に研究開発費割合を乗じて、

マイナスのまま他の特許権譲渡等取引に係る

所得の金額に研究開発費割合を乗じた金額と

合計することとなります。ただし、その合計

した金額が 0 に満たない場合には、その金額

は 0 であるものとして、上記を適用すること

とされています（措令35の 3 ⑤）。したがって、

マイナスの金額が損金算入されることはあり

ません。

①　特許権譲渡等取引

　特許権譲渡等取引とは、次の取引をいうこ
ととされています（措法59の 3 ①）。
イ　居住者又は内国法人に対する特定特許権
等の譲渡
　なお、関連者に対する特定特許権等の譲
渡は対象外とされています。
ロ　他の者に対する特定特許権等の貸付け
　特定特許権等の貸付けには、特定特許権
等に係る権利の設定その他他の者に特定特
許権等を使用させる行為を含むこととされ
ています（措法59の 3 ①）。これには特許
権の通常実施権又は専用実施権の設定及び
ソフトウエアの使用許諾が該当します。な
お、いずれも関連者に対するものは対象外
とされています。

（注 1）　関連者に該当するかどうかの判定は、

その取引が行われた時の現況によるもの

とされています（措令35の 3 ⑥）。
（注 2）　特許権等から生ずる所得に対して税負

担を軽減する制度を設けるには、租税回

避を防止する観点から、OECD報告書に

沿った形で特許権等に関する収入と費用

を厳密に特定する必要がある中で、事実

認定に関する立証責任が税務当局にある

我が国においては、適切に制度を運用す

ることは執行上困難であること等を踏ま

え、特許権等が組み込まれた製品の売却

収入は対象とされていません。

②　関連者
　関連者とは、法人で、上記⑴の適用対象法
人との間にいずれか一方の法人が他方の法人
の発行済株式又は出資の総数又は総額の50％
以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は
間接に保有する関係その他の特殊の関係のあ
るものをいいます（措法59の 3 ②一）。
（注）　発行済株式又は出資からは、上記の他方

の法人が有する自己の株式又は出資を除く

こととされています。

　この「特殊の関係」は、租税特別措置法施
行令第39条の12第 1 項から第 4項までの規定
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を準用することとされており（措令35の 3
⑦）、移転価格税制（措法66の 4 ）における
国外関連者の判定の際の「特殊の関係」と同
様となります。
（注）　本税制における関連者は、法人に限定さ

れていますが、外国法人に限定されていま

せん。

③　特定特許権等
　特定特許権等とは、適格特許権等のうち、
上記⑴の適用対象法人が令和 6年 4月 1日以
後に取得又は製作をしたものをいいます（措
法59の 3 ②二）。
　適格特許権等とは、次のもののうち、我が
国の国際競争力の強化に資するものとして財
務省令で定めるものをいうこととされていま
す（措法59の 3 ②二）。財務省令は、今後定
められます。
イ　特許権
ロ　人工知能関連技術を活用したプログラム
の著作物

（注 1）　人工知能関連技術とは、官民データ活

用推進基本法第 2 条第 2 項に規定する人

工知能関連技術をいい、プログラムとは、

著作権法第 2 条第 1 項第10号の 2 に規定

するプログラムをいい、著作物とは、同

項第 1号に規定する著作物をいいます。
（注 2）　まだ登録していない特許権は、「令和 6

年 4 月 1 日以後に取得又は製作をしたも

の」に該当しないことから、特定特許権

等に該当しません。したがって、仮専用

実施権の設定は、特許権譲渡等取引に該

当しません。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。

④　特許権譲渡等取引に係る所得の金額
　特許権譲渡等取引に係る所得の金額は、適
用対象事業年度において行った特許権譲渡等
取引に係る収益の額としてその適用対象事業
年度の所得の金額の計算上益金の額に算入さ
れる金額から、次のその特許権譲渡等取引の

区分に応じた金額を減算した金額とされてい
ます（措法59の 3 ①一イ⑴、措令35の 3 ②）。
イ　特定特許権等の譲渡��次の額としてそ
の適用対象事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入される金額の合計額
イ　その特定特許権等の譲渡に係る原価の
額
ロ　その特定特許権等の出願、審査、登録
又は維持に要する費用の額
ハ　その特定特許権等に関して弁護士その
他の専門家に支払う費用の額
ニ　その特定特許権等の譲渡に係る対価を
回収することができないことにより受け
る損失を塡補する保険の保険料の額
ホ　その特定特許権等の譲渡に関する事務
に要する人件費その他の費用の額

（注）　上記ロの費用は、その特定特許権等が

その適用対象事業年度において行った譲

渡以外の特許権譲渡等取引に係るものに

も該当する場合には、その特定特許権等

の他の者に対する移転の登録に要する費

用に限ることとされています（措令35の

3 ②一ロ）。また、上記ハの費用は、その

特定特許権等がその適用対象事業年度に

おいて行った譲渡以外の特許権譲渡等取

引に係るものにも該当する場合には、そ

の特定特許権等の譲渡に伴い支払う費用

に限ることとされています（措令35の 3

②一ハ）。すなわち、上記ロ及びハの費用

には、譲渡に伴って生ずるもの、譲渡以

外の特許権譲渡等取引に伴って生ずるも

の及び特許権譲渡等取引に伴わないもの

（例えば、特定特許権等の維持・管理に要

する費用）の 3 種類があり、このうち特

許権譲渡等取引に伴わない費用について

は、その適用対象事業年度においてその

特定特許権等について譲渡と譲渡以外の

特許権譲渡等取引の両方が行われた場合

に、重複を避けるため、下記ロのみの費

用とするものです。
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ロ　上記イ以外の特許権譲渡等取引��次の
額としてその適用対象事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入される金額の合
計額
イ　その特許権譲渡等取引に係る特定特許
権等の償却費の額
ロ　その特許権譲渡等取引に係る特定特許
権等の出願、審査、登録又は維持に要す
る費用の額
ハ　その特許権譲渡等取引に係る特定特許
権等に関して弁護士その他の専門家に支
払う費用の額
ニ　その特許権譲渡等取引に係る特許権に
係る発明が共同でされた場合におけるそ
の特許権に係る他の発明者に対して支払
うその発明の使用料の額
ホ　その特許権譲渡等取引に係る上記③ロ
の著作物が共同著作物である場合におけ
るその著作物の創作をした他の者に対し
て支払うその著作物の使用料の額
ヘ　その特許権譲渡等取引に係る対価を回
収することができないことにより受ける
損失を塡補する保険の保険料の額
ト　その特許権譲渡等取引に関する事務に
要する人件費その他の費用の額

（注 1）　発明とは、特許法第 2 条第 1 項に規

定する発明をいい、共同著作物とは、

著作権法第 2 条第 1 項第12号に規定す

る共同著作物をいいます。
（注 2）　上記イからトまでの額としてその適

用対象事業年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入される金額は、その特

許権譲渡等取引に係る特定特許権等が

その適用対象事業年度において行った

他の特許権譲渡等取引（特定特許権等

の譲渡を除きます。）に係るものにも該

当する場合には、当該他の特許権譲渡

等取引に係る部分の金額として財務省

令で定めるところにより計算した金額

を除くこととされています（措令35の

3 ②二）。すなわち、 1つの特定特許権

等が複数の特許権譲渡等取引（特定特

許権等の譲渡を除きます。）の対象とさ

れている場合には、費用を各取引に係

る金額に按
あん

分するものです。

　�　次に、上記ロの費用は、その特定特

許権等がその適用対象事業年度におい

て行った特定特許権等の譲渡に係るも

のにも該当する場合には、その特定特

許権等の他の者に対する移転の登録に

要する費用を除くこととされています

（措令35の 3 ②二ロ）。また、上記ハの

費用は、その特定特許権等がその適用

対象事業年度において行った特定特許

権等の譲渡に係るものにも該当する場

合には、その特定特許権等の譲渡に伴

い支払う費用を除くこととされていま

す（措令35の 3 ②二ハ）。すなわち、上

記イ（注）で述べたように、上記ロ及

びハの費用には、譲渡に伴って生ずる

もの、譲渡以外の特許権譲渡等取引に

伴って生ずるもの及び特許権譲渡等取

引に伴わないものの 3 種類があり、そ

の適用対象事業年度においてその特定

特許権等について譲渡と譲渡以外の特

許権譲渡等取引の両方が行われた場合

には、重複を避けるため、上記ロの費

用から除外するものです。
（注 3）　上記（注 2）の財務省令は、今後定

められます。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考

2）及び（参考 3）をご参照ください。

　次に、その適用対象事業年度前の各事業年
度（令和 7年 4月 1日以後に開始する事業年
度に限るものとし、その適用対象事業年度開
始の日前に開始し、かつ、本制度の適用を受
けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い
事業年度以前の各事業年度を除きます。）に
おいて行った特許権譲渡等取引に係る所得の
金額の計算上生じた損失の合計額として財務

─�557�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



省令で定める金額がある場合には、その金額
にその適用対象事業年度において行った特許
権譲渡等取引に係る所得の金額がその適用対
象事業年度において行った各特許権譲渡等取
引に係る所得の金額の合計額のうちに占める
割合として財務省令で定める割合を乗じて計
算した金額を控除することとされています
（措令35の 3 ②）。すなわち、特許権譲渡等取
引に係る所得の金額の合計額がマイナスの場
合に、その後の事業年度において特許権譲渡
等取引に係る所得の金額として本制度の適用
対象となる金額から控除するものです。財務
省令で定める金額及び財務省令で定める割合
は、今後定められますが、下記⑤の研究開発
費割合を考慮したものとされる予定です。
　なお、特許権譲渡等取引以外の取引とあわ
せて行った特許権譲渡等取引にあっては、そ
の契約において特許権譲渡等取引の対価の額
が明らかにされている場合における特許権譲
渡等取引に限って、特許権譲渡等取引に係る
所得の金額の基礎に含めることとされていま
す（措法59の 3 ①一イ）。
（注）　前述のとおり、特許権譲渡等取引は、特

定特許権等の譲渡等の取引であり、特定特

許権等とは、適格特許権等のうち、令和 6

年 4 月 1 日以後に取得又は製作をしたもの

であることから、同日以後に取得又は製作

をした適格特許権等と同日前に取得又は製

作をした適格特許権等とをあわせてライセ

ンスする取引は、上記の「特許権譲渡等取

引以外の取引とあわせて行った特許権譲渡

等取引」に該当します。

⑤　研究開発費割合
　研究開発費割合とは、イの金額のうちにロ
の金額の占める割合をいいます。なお、イの
金額が 0である場合には、研究開発費割合は
0となります。
イ　その適用対象事業年度及びその適用対象
事業年度前の各事業年度（令和 7年 4月 1
日以後に開始する事業年度に限ります。）

において生じた研究開発費の額のうち、そ
の特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に
直接関連する研究開発に係る金額の合計額
（措法59の 3 ①一イ⑵）
　「特定特許権等に直接関連する研究開発
に係る金額」は、特定特許権等に関連する
研究開発として財務省令で定める研究開発
に係る研究開発費の額のうち建物及びその
附属設備に係る額以外の額とされています
（措令35の 3 ①）。
（注 1）　財務省令で定める研究開発は、今後

定められます。
（注 2）　研究開発については下記⑥を、研究

開発費の額については下記⑦を、それ

ぞれご参照ください。

ロ　イの金額に含まれる適格研究開発費の額
の合計額（措法59の 3 ①一イ⑶）
（注）　適格研究開発費の額については、下記

⑧をご参照ください。

⑥　研究開発
　研究開発とは、次の行為をいいます（措法
59の 3 ②三）。
イ　新たな知識の発見を目的とした計画的な
調査及び探究（以下「研究」といいます。）
ロ　新たな製品若しくは役務若しくは製品の
新たな生産の方式についての計画若しくは
設計又は既存の製品若しくは役務若しくは
製品の既存の生産の方式を著しく改良する
ための計画若しくは設計として研究の成果
その他の知識を具体化する行為
　すなわち、研究開発費等に係る会計基準に
おける研究及び開発の定義と同様とされてい
ます。
⑦　研究開発費の額
　研究開発費の額とは、次の金額の合計額を
いいます（措法59の 3 ②四、措令35の 3 ⑧
⑨）。なお、次の金額に係る費用に充てるた
め他の者から支払を受ける金額がある場合に
は、次の金額の合計額からその支払を受ける
金額を控除した金額が研究開発費の額となり
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ます。
イ　研究開発に要した費用の額のうち各事業
年度において研究開発費として損金経理を
した金額
　ただし、研究開発に要した費用の額から
は、次の金額を除くこととされています。
イ　資産の償却費、除却による損失及び譲
渡による損失の額
ロ　負債の利子の額、手形の割引料、法人
税法施行令第136条の 2 第 1 項に規定す
る満たない部分の金額その他経済的な性
質が利子に準ずるものの額
（注）　法人税法施行令第136条の 2第 1項に

規定する満たない部分の金額とは、社

債の発行その他の事由により金銭債務

に係る債務者となった場合のその金銭

債務に係る収入額がその債務額に満た

ない場合のその満たない部分の金額で

す。

ロ　各事業年度において事業の用に供した資
産につきその取得をするため及びその事業
の用に供するために支出した金額（上記イ
の金額を除きます。）のうち研究開発に関
連する部分の金額
　研究開発に関連する部分の金額は、各事
業年度において事業の用に供した資産のう
ち研究開発の用に供するものの法人税法施
行令第54条第 1項各号の規定により計算し
た取得価額に相当する金額とされています。
　ただし、上記の取得価額のうちに上記イ
ロの金額が含まれている場合には、これを
控除した金額を上記の取得価額とすること
とされています。
　また、研究開発の用に供しない部分があ
る資産にあっては、上記の「取得価額に相
当する金額」のうち研究開発の用に供する
部分の金額として財務省令で定めるところ
により計算した金額を研究開発に関連する
部分の金額とすることとされており、財務
省令は、今後定められます。

（注 1）　「研究開発費等に係る会計基準」により

取得時に全額研究開発費として費用計上

される資産は、費用計上した事業年度に

おいて上記イの金額となります。一方、

取得時に資産計上され、償却費の全部又

は一部が研究開発費となる場合には、そ

の資産の事業供用時にその取得価額の全

部又は一部が上記ロの金額となります。

このように事業供用時に費用カウントす

ることとされているのは、OECD報告書

に沿った制度とするためです。
（注 2）　上記イロの金額が研究開発費として損

金経理される実態はあまり見受けられま

せんが、OECD報告書に沿ったルールと

するため、法令上明示的に除かれている

ものです。

⑧　適格研究開発費の額
　適格研究開発費の額とは、研究開発費の額
のうち、次の金額以外の金額をいいます（措
法59の 3 ②五）。イ及びロの研究開発費の額
を適格研究開発費の額に含めないこととされ
ているのはOECD報告書に沿った制度とす
るためであり、ハの研究開発費の額を適格研
究開発費の額に含めないこととされているの
は本制度が我が国の立地競争力を強化するた
めの制度であるためです。
イ　特許権譲受等取引によって生じた研究開
発費の額（措法59の 3 ②五イ）
　特許権譲受等取引とは、他の者からの適
格特許権等の譲受け又は借受けをいい、適
格特許権等に該当する特許権に係る専用実
施権の他の者による設定、特許を受ける権
利に基づいて取得すべき適格特許権等に該
当する特許権に係る仮専用実施権の他の者
による設定その他他の者が上記⑴の適用対
象法人に適格特許権等を独占的に使用させ
る行為を含むこととされています。
（注）　税法における無形資産の取引に関する

一般的な規定と同様の規定とされている

ことから「適格特許権等の借受け」が含
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まれていますが、特許権及びプログラム

の著作物に関してこれに該当する行為は

通常は想定されません。理論的には、コ

ピーを手元に残さずに媒体に書き込まれ

たプログラムを借り受ける行為が該当す

ると考えられます。いずれにせよ、借受

けについても独占的に使用することがで

きる行為が想定されます。

　なお、特許権譲受等取引以外の取引とあ
わせて特許権譲受等取引を行った場合にお
いて、その契約において特許権譲受等取引
の対価の額が明らかにされていないときは、
これらの取引（すなわち、特許権譲受等取
引と特許権譲受等取引以外の取引）によっ
て生じた研究開発費の額の全額を適格研究
開発費の額に含めないこととされています。
ロ　次の研究開発に係る研究開発費の額（措
法59の 3 ②五ロ、措令35の 3 ⑩）
イ　上記⑴の適用対象法人に係る国外関連
者に委託する研究開発
ロ　上記⑴の適用対象法人に係る非国外関
連者に委託する研究開発のうち、その研
究開発がその適用対象法人に係る国外関
連者に再委託されることがその委託の時
において契約その他によりあらかじめ定
まっている場合で、かつ、その再委託に
係る対価の額がその適用対象法人とその
国外関連者との間で実質的に決定されて
いると認められる場合におけるその研究
開発
　ただし、上記イ又はロの研究開発が上記
イ又はロの国外関連者から非国外関連者に
再委託される場合には、その国外関連者の
その再委託する研究開発に係る研究開発費
の額に相当する額を控除することとされて
います（措令35の 3 ⑩）。
（注 1）　国外関連者とは、外国法人である関

連者をいい、非国外関連者とは、国外

関連者以外の者をいいます（措令35の

3 ⑩）。

（注 2）　関連者に該当するかどうかの判定は、

その取引が行われた時の現況によるも

のとされています（措令35の 3 ⑥）。

　上記イ及びロの研究開発は、委任契約そ
の他の財務省令で定めるものに該当する契
約又は協定により委託する研究開発で、そ
の委託に基づき行われる業務が研究開発に
該当するものに限ることとされています
（措法59の 3 ②五ロ）。この財務省令は、今
後定められます。
ハ　上記⑴の適用対象法人が内国法人である
場合のその適用対象法人の国外事業所等を
通じて行う事業に係る研究開発費の額（措
法59の 3 ②五ハ）
　国外事業所等とは、法人税法第69条第 4
項第 1号に規定する国外事業所等をいいま
す。外国税額控除制度において国外源泉所
得金額を計算する際に用いる国外事業所等
です。
　なお、重複排除のため、上記イ及びロの
金額は、このハの金額から除くこととされ
ています（措法59の 3 ②五ハ）。

⑸　適用対象所得金額（経過措置）
　令和 9年 4月 1日前に開始する事業年度にお
いては、一定の場合を除き、経過措置により本
制度の対象となる所得の金額を算出することと
されています。経過措置による場合には、本制
度の対象となる所得の金額は、その適用対象事
業年度において行った特許権譲渡等取引に係る
所得の金額の合計額に経過措置研究開発費割合
を乗じて計算した金額とされています（措法59
の 3 ①一ロ）。
（注）　次の②で述べるとおり、特許権譲渡等取引

に係る所得の金額は、収益の額から費用の額

を減算して算定することとされていることか

ら、マイナスの場合もあります。マイナスの

場合には、そのマイナスの特許権譲渡等取引

に係る所得の金額をマイナスのまま他の特許

権譲渡等取引に係る所得の金額と合計するこ
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ととなります。ただし、その合計した金額が

0 に満たない場合には、その金額は 0 である

ものとして、上記を適用することとされてい

ます（措令35の 3 ⑤）。したがって、マイナス

の金額が損金算入されることはありません。

①　経過措置による場合
　次のイ又はロのいずれかに該当する場合に
は、経過措置によらず、上記⑷によることと
されています。
イ　上記⑴の適用対象法人がその適用対象事
業年度において行った特許権譲渡等取引に
係る特定特許権等のいずれについてもその
特定特許権等に直接関連する研究開発に係
る研究開発費の額がその適用対象法人の令
和 7年 4月 1日前に開始した事業年度にお
いて生じていない場合
　「特定特許権等に直接関連する研究開発
に係る研究開発費の額」は、上記⑷⑤イと
同様です（措令35の 3 ①）。
　なお、特許権譲渡等取引以外の取引とあ
わせて行った特許権譲渡等取引にあっては、
その契約において特許権譲渡等取引の対価
の額が明らかにされている場合における特
許権譲渡等取引に限って、このイの場合に
該当するかどうかの判定の基礎に含めるこ
ととされています（措法59の 3 ①一イ）。
ロ　その適用対象事業年度が令和 9年 4月 1
日以後に開始する事業年度である場合
　逆にいえば、次のハ及びニのいずれにも該
当する場合には、経過措置による場合として、
この⑸によることとなります。
ハ　上記⑴の適用対象法人がその適用対象事
業年度において行った特許権譲渡等取引に
係る特定特許権等のいずれかについてその
特定特許権等に直接関連する研究開発に係
る研究開発費の額がその適用対象法人の令
和 7年 4月 1日前に開始した事業年度にお
いて生じている場合
ニ　その適用対象事業年度が令和 9年 4月 1
日前に開始する事業年度である場合

②　特許権譲渡等取引に係る所得の金額
　特許権譲渡等取引に係る所得の金額は、上
記⑴の適用対象法人がその適用対象事業年度
において行った特許権譲渡等取引ごとに、そ
の特許権譲渡等取引に係る収益の額としてそ
の適用対象事業年度の所得の金額の計算上益
金の額に算入される金額から、上記⑷④イ又
はロのその特許権譲渡等取引の区分に応じた
金額を減算した金額とされています（措令35
の 3 ③）。
　上記⑷④と同様に、その適用対象事業年度
前の各事業年度（令和 7年 4月 1日以後に開
始する事業年度に限るものとし、その適用対
象事業年度開始の日前に開始し、かつ、本制
度の適用を受けた事業年度のうちその終了の
日が最も遅い事業年度以前の各事業年度を除
きます。）において行った特許権譲渡等取引
に係る所得の金額の計算上生じた損失の合計
額として財務省令で定める金額がある場合に
は、その金額にその適用対象事業年度におい
て行った特許権譲渡等取引に係る所得の金額
がその適用対象事業年度において行った各特
許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額の
うちに占める割合として財務省令で定める割
合を乗じて計算した金額を控除することとさ
れています（措令35の 3 ③）。
　なお、特許権譲渡等取引以外の取引とあわ
せて行った特許権譲渡等取引にあっては、そ
の契約において特許権譲渡等取引の対価の額
が明らかにされている場合における特許権譲
渡等取引に限って、特許権譲渡等取引に係る
所得の金額の基礎に含めることとされていま
す（措法59の 3 ①一イ）。
③　経過措置研究開発費割合
　経過措置研究開発費割合とは、イの金額の
うちにロの金額の占める割合をいいます。な
お、イの金額が 0である場合には、経過措置
研究開発費割合は 0となります。
イ　その適用対象事業年度及びその適用対象
事業年度前 2年以内に開始した各事業年度
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において生じた研究開発費の額の合計額
（措法59の 3 ①一ロ⑵）
ロ　イの金額に含まれる適格研究開発費の額
の合計額（措法59の 3 ①一ロ⑶）

④　特許権譲渡等取引、研究開発費の額及び適
格研究開発費の額
　特許権譲渡等取引、研究開発費の額及び適
格研究開発費の額は、上記⑷と同様です。
（注）　したがって、この研究開発費の額からは、

建物及びその附属設備に係る額を除外しな

いこととなります。

⑹　所得控除限度額
　この制度により損金の額に算入される金額は、
上記⑷又は⑸の適用対象所得金額と、その適用
対象事業年度の所得の金額（以下「所得基準
額」といいます。）とのうちいずれか少ない金
額の30％相当額とされています（措法59の 3 ①）。
①　所得基準額（原則）
　上記の所得基準額は、本制度を適用しない
で計算した場合のその適用対象事業年度の所
得の金額から、繰越欠損金残額（イの金額が
ロの金額を超える部分の金額をいいます。）
を控除した金額とされています（措法59の 3
①二、措令35の 3 ④）。すなわち、前期から
の繰越欠損金額がある場合には、欠損金の繰
越控除額が欠損金控除前の所得の金額の50％
相当額となる場合であってもその全額を控除
したものと仮定した場合の所得の金額となり
ます。
イ　法人税法第57条第 1項ただし書の規定を
適用しないものとした場合に同項本文の規
定によりその適用対象事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されることとな
る欠損金額（同条第 2項の規定によりその
法人の欠損金額とみなされたものを含みま
す。）
ロ　法人税法第57条第 1項の規定によりその
適用対象事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入される欠損金額

②　所得基準額（グループ通算制度）
　上記⑴の適用対象法人である通算法人の各
事業年度（その通算法人に係る通算親法人の
事業年度終了の日に終了するものに限ります。
以下「対象事業年度」といいます。）につい
て本制度の損金算入の適用を受ける場合には、
上記の所得基準額は、その通算法人及び他の
通算法人（同日においてその通算法人との間
に通算完全支配関係があるものに限ります。
以下同じです。）のその対象事業年度又は他
の通算法人の同日に終了する事業年度（以下
「他の事業年度」といいます。）の通算前所得
金額及び通算前欠損金額を基礎として法人税
法第64条の 5及び第64条の 7の規定により計
算したその通算法人の所得の金額として一定
の方法により計算した金額（通算法人の所得
基準額）に相当する金額とされています（措
法59の 3 ③、措令35の 3 ⑪）。
イ　通算法人の所得基準額
　通算法人の所得基準額は、その通算法人
の本制度を適用しないで計算した場合のそ
の対象事業年度の所得の金額のうち通算所
得基準額に達するまでの金額とされていま
す（措令35の 3 ⑪）。
　この通算所得基準額とは、イの金額にロ
の金額がロ及びハの金額の合計額のうちに
占める割合を乗じて計算した金額をいいま
す（措令35の 3 ⑪）。
イ　Aの金額からＢの金額を控除した金
額
Ａ　その通算法人のその対象事業年度及
び他の通算法人の他の事業年度の通算
前所得金額の合計額から他の通算法人
の他の事業年度において生ずる通算前
欠損金額の合計額を控除した金額
Ｂ　次の金額の合計額
A　法人税法第57条第 1項ただし書及
び第64条の 7の規定を適用しないも
のとした場合に同項本文の規定によ
りその通算法人のその対象事業年度
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の所得の金額の計算上損金の額に算
入されることとなる欠損金額（同法
第57条第 2項の規定によりその通算
法人の欠損金額とみなされたものを
含みます。以下「控除未済欠損金
額」といいます。）
B　法人税法第57条第 1項ただし書及
び第64条の 7の規定を適用しないも
のとした場合に同項本文の規定によ
り他の通算法人の他の事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入さ
れることとなる欠損金額（同法第57
条第 2項の規定により当該他の通算
法人の欠損金額とみなされたものを
含みます。以下「他の控除未済欠損
金額」といいます。）の合計額

ロ　その通算法人のその対象事業年度の通
算前所得金額
ハ　他の通算法人の他の事業年度の通算前
所得金額の合計額

（注）　上記の通算前所得金額及び通算前欠損

金額は、それぞれ法人税法第64条の 5 第

1 項に規定する通算前所得金額及び通算

前欠損金額をいいます（措令35の 3 ⑪）。

　すなわち、通算法人については、通算グ
ループ全体の通算前所得金額の合計額から
通算前欠損金額の合計額を控除した金額
（通算グループ内の損益通算後の所得の金
額の合計額）から、通算グループ全体の控
除未済欠損金額の合計額（通算グループ内
の繰越控除前の欠損金額の合計額）を控除
した金額を通算グループ全体の所得基準額
とし、これを各通算法人の通算前所得金額
の比で按

あん

分した金額を各通算法人の所得基
準額とすることとされています。これは、
グループ通算制度を選択した法人について
は損益通算制度及び欠損金の通算制度の適
用があることを踏まえ、グループ通算制度
を選択していない法人に比べ過度な所得控
除とならないように、通算グループ全体の

欠損金の繰越控除後の所得の金額の合計額
から通算グループ内の翌期繰越欠損金額の
合計額を控除した金額が、通算グループ全
体の所得基準額となるように措置されたも
のです。
ロ　遮断措置
　上記イを適用する場合において、上記イ
の通算法人の対象事業年度の通算前所得金
額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前
所得金額若しくは当初控除未済欠損金額
（それぞれその対象事業年度の確定申告書
等に添付された書類にその対象事業年度の
通算前所得金額又は控除未済欠損金額とし
て記載された金額をいいます。以下同じで
す。）と異なり、又は他の通算法人の他の
事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金
額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他
の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金
額若しくは当初他の控除未済欠損金額（そ
れぞれ当該他の事業年度の確定申告書等
（期限後申告書を除きます。）に添付された
書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、
通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額
として記載された金額をいいます。以下同
じです。）と異なるときは、当初通算前所
得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は
当初他の通算前所得金額、当初他の通算前
欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金
額を、その通算法人のその対象事業年度の
通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額
又は当該他の通算法人の当該他の事業年度
の通算前所得金額、通算前欠損金額若しく
は他の控除未済欠損金額とみなすこととさ
れています（措令35の 3 ⑫）。
　すなわち、適用対象法人である通算法人
の期限内申告若しくは期限後申告における
通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額
又は他の通算法人の期限内申告における通
算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他
の控除未済欠損金額の計算に誤りがあった
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場合においても、上記イの通算所得基準額
は、下記ハの適用により減額することとさ
れた場合を除き、変わらないことになりま
す。
（注 1）　確定申告書等とは、法人税法第 2 条

第30号に規定する中間申告書で同法第

72条第 1 項各号に掲げる事項を記載し

たもの及び同法第144条の 4 第 1 項各号

又は第 2 項各号に掲げる事項を記載し

たもの並びに同法第 2 条第31号に規定

する確定申告書をいいます（措法 2 ②

二十八）。

　すなわち、仮決算をした場合の中間

申告書及び確定申告書をいい、確定申

告書には、その確定申告書に係る期限

後申告書を含むこととされています。
（注 2）　他の通算法人のうち期限内申告書を

提出しなかったものについては、当該

他の通算法人の通算前所得金額、通算

前欠損金額又は他の控除未済欠損金額

が 0 となります。ただし、下記ニの適

用がある場合はこの限りではありませ

ん。また、通算法人の対象事業年度の

確定申告書等からは期限後申告書が除

かれていませんので、本制度の適用を

受けようとする通算法人の対象事業年

度の確定申告書が期限後申告書である

場合にも、その通算法人は、期限内申

告書を提出した他の通算法人の通算前

所得金額、通算前欠損金額及び他の控

除未済欠損金額の数値により通算所得

基準額を計算することとなります。

ハ　通算法人の当初申告の数値に誤りがあっ
た場合の通算所得基準額の計算
　上記イの通算所得基準額は、次の金額の
合計額が 0を超える場合には、その通算所
得基準額からその合計額を控除した金額と
されています（措令35の 3 ⑬）。
イ　対象事業年度に係る当初通算前所得金
額からその対象事業年度の通算前所得金

額を減算した金額
ロ　対象事業年度に係る控除未済欠損金額
からその対象事業年度に係る当初控除未
済欠損金額を減算した金額
　すなわち、その通算法人の対象事業年度
の通算所得金額若しくは控除未済欠損金額
又は他の通算法人の他の事業年度の通算前
所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控
除未済欠損金額の計算誤りがあった場合に
おいても、下記ニの場合を除き、上記ロの
遮断措置によりその通算法人の当初申告後
に通算所得基準額の再計算は行わないこと
とされたことから、その通算法人自身の通
算所得基準額の減額要素となる計算誤りが
あった場合には、通算所得基準額を減額す
ることとされたものです。
（注）　上記ロの遮断措置及びこの措置により、

当初申告の誤りの是正による通算所得基

準額の増額はできないこととなります。

ニ　法人税の負担を不当に減少させる結果と
なると認められる場合の全体再計算の適用
がある場合の上記ロの適用
　上記イの通算法人の対象事業年度におい
て、法人税法第64条の 5第 8項（法人税の
負担を不当に減少させる結果となると認め
られる場合の全体再計算）の規定の適用が
ある場合には、上記ロ及びハの措置は、そ
の対象事業年度については、適用しないこ
ととされています（措令35の 3 ⑭）。すな
わち、法人税法第64条の 5第 8項の規定の
適用があった事業年度については、上記ロ
の遮断措置を適用しないこととするととも
に、上記ロの遮断措置を前提とした上記ハ
の措置も適用しないこととするものです。

⑺　独立企業間価格で行われたものとみなされる
関連者との特許権譲受等取引
　上記⑴の適用対象法人が、各事業年度におい
て、その適用対象法人に係る関連者との間で特
許権譲受等取引を行った場合に、その特許権譲
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受等取引につきその適用対象法人がその関連者
に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない
ときは、その適用対象法人のその事業年度以後
の各事業年度における本制度の適用については、
その特許権譲受等取引は、独立企業間価格で行
われたものとみなすこととされています（措法
59の 3 ④）。
（注）　関連者に該当するかどうかの判定は、その

取引が行われた時の現況によるものとされて

います（措令35の 3 ⑥）。

　特許権譲受等取引は研究開発費割合及び経過
措置研究開発費割合に用いられることから、特
許権譲受等取引を行った事業年度だけでなく、
その後の各事業年度においても、その特許権譲
受等取引が独立企業間価格で行われたものとみ
なすこととされています。なお、「本制度の適
用について」独立企業間価格で行われたものと
みなすこととされていることから、所得の金額
の計算全てについて独立企業間価格で行われた
ものとみなされるのではなく、本制度による損
金算入額の計算においてのみ独立企業間価格で
行われたものとみなされます。
　特許権譲受等取引は研究開発費割合及び経過
措置研究開発費割合の分母のみに含まれる要素
であることから、支払う対価の額が過少である
場合に、研究開発費割合又は経過措置研究開発
費割合が過大となり、適用対象所得金額が過大
となり、損金算入額が過大となります。したが
って、移転価格税制と異なり、「支払う対価の
額が独立企業間価格に満たないとき」に独立企
業間価格で行われたものとみなすこととされて
います。
　また、関連者は国外関連者に限定されていな
いことから、内国法人や外国法人の日本 PEと
の取引についても適用されます。
　このような措置が講じられているのは、
OECD報告書に沿った制度とするためです。
①　独立企業間価格
　上記の独立企業間価格は、特許権譲受等取
引の対価の額について移転価格税制における

独立企業間価格の算定方法（措法66の 4 ②）
に準じて算定した金額とされています（措法
59の 3 ⑤）。ただし、その特許権譲受等取引
が租税特別措置法第66条の 4第 1項に規定す
る国外関連取引である場合には、上記の独立
企業間価格は、移転価格税制における独立企
業間価格（措法66の 4 ①）とされています。
②　みなし関連者取引
　上記⑴の適用対象法人がその適用対象法人
に係る関連者との特許権譲受等取引を他の者
（他の関連者を除きます。以下「非関連者」
といいます。）を通じて行う場合におけるそ
の適用対象法人とその非関連者との特許権譲
受等取引は、その適用対象法人とその関連者
との特許権譲受等取引とみなして、この⑺を
適用することとされています（措法59の 3 ⑥）。
　非関連者を通じて行う場合は、具体的には、
上記の関連者と非関連者との間で行う特許権
譲受等取引に係る適格特許権等が適用対象法
人に特許権譲受等取引によって移転又は提供
をされることがその関連者と非関連者との間
で特許権譲受等取引を行った時において契約
その他によりあらかじめ定まっている場合で、
かつ、その移転又は提供に係る対価の額がそ
の適用対象法人とその関連者との間で実質的
に決定されていると認められる場合とされて
います（措令35の 3 ⑮）。移転価格税制と同
様です。
　なお、関連者との間で行われた特許権譲受
等取引とみなされた取引に係る独立企業間価
格は、上記①にかかわらず、その取引が適用
対象法人とその関連者との間で行われたもの
とみなして上記①を適用した場合に算定され
る金額に、その適用対象法人とその関連者と
の取引が非関連者を通じて行われることによ
り生ずる対価の額の差につき必要な調整を加
えた金額とすることとされています（措令35
の 3 ⑯）。移転価格税制と同様です。
（注）　関連者に該当するかどうかの判定は、そ

の取引が行われた時の現況によるものとさ
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れています（措令35の 3 ⑥）。

③　同時文書化義務
　この制度の適用を受けようとする法人が、
当該事業年度において、その法人に係る関連
者との間で特許権譲受等取引を行った場合に
は、その特許権譲受等取引に係る独立企業間
価格を算定するために必要と認められる書類
を、その事業年度の確定申告書の提出期限ま
でに作成し、又は取得し、保存しなければな
らないこととされています（措法59の 3 ⑦）。
（注 1）　租税特別措置法第66条の 4 第 1 項に規

定する国外関連取引に該当する特許権譲

受等取引については、この③による同時

文書化義務の対象外とされています（措

法59の 3 ⑦）。これは、別途移転価格税制

による同時文書化義務の対象とされてい

るためです。
（注 2）　その特許権譲受等取引を行った事業年

度が令和 7 年 4 月 1 日前に開始した事業

年度である場合には、書類の作成・取得

の期限は、同日以後最初に開始する事業

年度の確定申告書の提出期限とされてい

ます（措法59の 3 ⑦）。
（注 3）　関連者に該当するかどうかの判定は、

その取引が行われた時の現況によるもの

とされています（措令35の 3 ⑥）。

　「独立企業間価格を算定するために必要と
認められる書類」は、今後財務省令で定めら
れますが、移転価格税制と同様とされる予定
です。
（注 4）　独立企業間価格を算定するために必要

と認められる書類には、その作成に代え

て電磁的記録の作成がされている場合に

おけるその電磁的記録を含みます（措法

59の 3 ⑦）。

④　同時文書化義務の免除
　次の書類については、上記③の同時文書化
義務を免除することとされています（措法59
の 3 ⑧）。
イ　次のイ又はロの場合における次のイ又は

ロの「一の関連者」との間で行った特許権
譲受等取引に係る独立企業間価格を算定す
るために必要と認められる書類
イ　上記③の法人が当該事業年度の前事業
年度においてその法人に係る一の関連者
との間で行った特許権譲受等取引につき
その一の関連者に支払う対価の額の合計
額が 3億円未満である場合
　ただし、次の場合には、当該事業年度
の前事業年度ではなく当該事業年度にお
いてその法人に係る一の関連者との間で
行った特許権譲受等取引につきその一の
関連者に支払う対価の額の合計額が 3億
円未満であるかどうかにより判定するこ
ととされています（措法59の 3 ⑧、措令
35の 3 ⑰）。
Ａ　上記③の法人の当該事業年度の前事
業年度がない場合
Ｂ　上記の「一の関連者」が当該事業年
度においてその法人に係る関連者に該
当することとなった場合（Ａの場合を
除きます。）
　移転価格税制と同様ですが、特許権譲
受等取引のみで 3億円を判定することと
されています。
ロ　上記③の法人が前事業年度においてそ
の一の関連者との間で行った特許権譲受
等取引がない一定の場合
　具体的には、当該事業年度の前事業年
度においてその一の関連者との間で行っ
た特許権譲受等取引がない場合とされて
います（措令35の 3 ⑱）。ただし、上記
イＡ又はＢの場合に該当することにより
当該事業年度の前事業年度においてその
一の関連者との間で行った特許権譲受等
取引がない場合を除くこととされていま
す（措令35の 3 ⑱）。

ロ　次のイ又はロの場合における次のイ又は
ロの特許権譲受等取引に係る独立企業間価
格を算定するために必要と認められる書類
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イ　上記③の法人が当該事業年度において
その法人に係る関連者との間で行った特
許権譲受等取引により研究開発費の額が
生じない場合
ロ　上記③の法人が当該事業年度において
その法人に係る関連者との間で行った特
許権譲受等取引により生ずる研究開発費
の額が本制度により損金の額に算入され
る金額の計算の基礎となることが見込ま
れない場合

（注 1）　租税特別措置法第66条の 4 第 1 項に規

定する国外関連取引に該当する特許権譲

受等取引については、上記③の同時文書化

義務の対象外とされていることから、上記

の特許権譲受等取引から除くこととされ

ています（措法59の 3 ⑦）。
（注 2）　関連者に該当するかどうかの判定は、

その取引が行われた時の現況によるもの

とされています（措令35の 3 ⑥）。

⑤　比較対象企業に対する質問検査等
　次の各措置についても、移転価格税制と同
様とされました。
イ　関連者との間で行われた上記③の同時文
書化義務の対象となる特許権譲受等取引に
係る独立企業間価格を算定するために必要
と認められる書類若しくはその写しの提示
若しくは提出がされない場合又は関連者と
の間で行われた上記③の同時文書化義務の
対象となる特許権譲受等取引に係る独立企
業間価格を算定するために重要と認められ
る書類若しくはその写しの提示若しくは提
出がされない場合における同業者に対する
質問検査権（措法59の 3 ⑨）
（注）　上記の質問検査を忌避した場合の罰則

は設けられていません。下記ロの質問検

査についても同様です。

ロ　関連者との間で行われた上記④により同
時文書化義務の対象とならない特許権譲受
等取引に係る独立企業間価格を算定するた
めに重要と認められる書類又はその写しの

提示又は提出がされない場合における同業
者に対する質問検査権（措法59の 3 ⑩）
ハ　上記イ又はロの質問検査権により提出さ
れた帳簿書類の留置き（措法59の 3 ⑪、措
令35の 3 ⑲）
ニ　特定特許権譲受等取引に係る価格調整措
置（措法59の 3 ⑭において準用する措法66
の 4 ⑧～⑪）
（注 1）　特定特許権譲受等取引とは、特許権

譲受等取引のうち法人がその法人に係

る関連者との間で行うもので、適格特

許権等のうち次の要件に該当するもの

（以下「特定無形資産」といいます。）

に係る取引をいいます（措法59の 3 ⑭

において準用する措法66の 4 ⑧、措令

35の 3 ⑳において準用する措令39の12

⑭）。移転価格税制における価格調整措

置の対象となる特定無形資産国外関連

取引と同様の要件に該当するものです。

　イ�　固有の特性を有し、かつ、高い付

加価値を創出するために使用される

適格特許権等であること。

　ロ�　その特許権譲受等取引に係る独立

企業間価格をその特許権譲受等取引

を行った時に上記イの適格特許権等

の使用その他の行為による利益（こ

れに準ずるものを含みます。以下同

じです。）が生ずることが予測される

期間内の日を含む各事業年度のその

利益の額としてその特許権譲受等取

引を行った時に予測される金額を基

礎として算定するものであること。

　ハ�　上記イの適格特許権等に係る上記

ロの金額その他のその独立企業間価

格を算定するための前提となる事項

（その特許権譲受等取引を行った時に

予測されるものに限ります。）の内容

が著しく不確実な要素を有している

と認められるものであること。
（注 2）　収益乖離基準について、本制度が、
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移転価格税制と異なり、特許権譲受等

取引について関連者に支払う対価の額

が独立企業間価格に満たないときに独

立企業間価格で行われたものとみなす

措置であることから、次のとおりとさ

れています（措令35の 3 ⑳において準

用する措令39の12⑯⑱）。

　イ�　取引の対価の額と価格調整措置に

より独立企業間価格とみなされる金

額とが著しく相違しない場合の価格

調整措置の適用除外（措法59の 3 ⑭

において準用する措法66の 4 ⑧ただ

し書）の要件��特定特許権譲受等

取引につき価格調整措置（措法59の

3 ⑭において準用する措法66の 4 ⑧

本文）を適用したならば独立企業間

価格とみなされる金額がその特定特

許権譲受等取引の対価の額の120％相

当額を超えない場合

　ロ�　予測された利益の額と生じた利益

の額とが著しく相違しない場合の価

格調整措置の適用免除（措法59の 3

⑭において準用する措法66の 4 ⑩）

の要件��特定特許権譲受等取引に

係る判定期間にその適格特許権等の

使用その他の行為により生じた利益

の額がその特定特許権譲受等取引を

行った時においてその判定期間にそ

の適格特許権等の使用その他の行為

により生ずることが予測された利益

の額の120％相当額を超えない場合
（注 3）　上記（注 2）ロの特定特許権譲受等

取引は、その対価の額につき、その特

定特許権譲受等取引を行った時にその

特定特許権譲受等取引に係る適格特許

権等の使用その他の行為による利益が

生ずることが予測された期間内の日を

含む各事業年度のその利益の額として

その特定特許権譲受等取引を行った時

に予測された金額を基礎として算定し

たものに限ることとされています（措

令35の 3 ⑳において準用する措令39の

12⑱一）。
（注 4）　上記（注 2）ロの判定期間とは、租

税特別措置法第59条の 3 第14項におい

て準用する同法第66条の 4 第10項に規

定する判定期間をいいます（措令35の

3 ⑳において準用する措令39の12⑱一）。

具体的には、その法人と特殊の関係に

ない者又はその法人との間でその特定

特許権譲受等取引を行った関連者と特

殊の関係にない者から受ける特定無形

資産の使用その他の行為による収入が

最初に生じた日（その日がその特定特

許権譲受等取引が行われた日前である

場合には、その特定特許権譲受等取引

が行われた日）を含む事業年度開始の

日から 5 年を経過する日までの期間を

いいます（措法59の 3 ⑭において準用

する措法66の 4 ⑩）。

ホ　関連者との間で行われた同時文書化義務
の対象となる特許権譲受等取引に係る独立
企業間価格を算定するために必要と認めら
れる書類若しくはその写しの提示若しくは
提出がされない場合又は関連者との間で行
われた同時文書化義務の対象となる特許権
譲受等取引に係る独立企業間価格を算定す
るために重要と認められる書類若しくはそ
の写しの提示若しくは提出がされない場合
における推定課税（措法59の 3 ⑭において
準用する措法66の 4 ⑫⑬）
（注）　上記の「同時文書化義務」は、上記③

による同時文書化義務のほか、国外関連

取引に該当する特許権譲受等取引につい

ての移転価格税制における同時文書化義

務も含まれます。下記ヘの同時文書化義

務についても同様です。

ヘ　関連者との間で行われた同時文書化義務
の対象とならない特許権譲受等取引に係る
独立企業間価格を算定するために重要と認
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められる書類又はその写しの提示又は提出
がされない場合における推定課税（措法59
の 3 ⑭において準用する措法66の 4 ⑭⑮）
ト　法人がその法人に係る関連者との間で行
った特許権譲受等取引について独立企業間
価格で行われたものとみなす措置（措法59
の 3 ④）の適用があった場合におけるその
適用に関する更正の請求期限の 2 年延長
（措法59の 3 ⑭において準用する措法66の
4 ㉖）

チ　法人がその法人に係る関連者との特許権
譲受等取引を独立企業間価格と異なる対価
の額で行った事実に基づいてする更正決定
等の期限の 2年延長（措法59の 3 ⑭におい
て準用する措法66の 4 ㉗）
リ　法人がその法人に係る関連者との特許権
譲受等取引を独立企業間価格と異なる対価
の額で行ったことに伴い納付すべき税額が
過少となる等の場合における徴収権の時効
の 2年間不進行（措法59の 3 ⑭において準
用する措法66の 4 ㉘）

⑻　申告要件
　この制度の適用を受けるためには、その適用
を受けようとする事業年度の確定申告書等に損
金の額に算入される金額の損金算入に関する申
告の記載があり、かつ、その確定申告書等に次
の書類を添付する必要があります（措法59の 3
⑮）。
①　その損金の額に算入される金額の計算に関
する明細書
②　次の事項を記載した書類
イ　その損金の額に算入される金額の計算の
基礎となった取引にその法人に係る関連者
との間で行った特許権譲受等取引がある場
合におけるその関連者の名称及び本店又は
主たる事務所の所在地
ロ　その他財務省令で定める事項
（注）　財務省令で定める事項は、移転価格税

制と同様のものを中心に、今後定められ

ます。

③　その他財務省令で定める書類
（注）　産業競争力強化法の省令において、特許

権譲渡等取引に関する確認制度が設けられ

る予定であり、その確認に係る書類等が、

上記の財務省令で定める書類として、今後

定められます。

　この場合において、本制度により損金算入さ
れる金額は、その申告に係るその損金算入され
るべき金額に限るものとされています（措法59
の 3 ⑮後段）。
　ただし、その申告の記載又は添付がない確定
申告書等の提出があった場合においても、税務
署長がその記載又は添付がなかったことについ
てやむを得ない事情があると認めるときは、そ
の記載をした書類及び上記①から③までの書類
の提出があった場合に限り、本制度を適用する
ことができることとされています（措法59の 3
⑯）。

⑼　法人税法の規定等との調整
　法人が本制度の適用を受けた場合には、法人
税法の規定等の適用について、次のとおりとさ
れています。
①　特定同族会社の留保金課税
　本制度の適用による損金算入額は、法人税
法第67条第 3項及び第 5項（特定同族会社の
特別税率）の規定の適用については、これら
の規定に規定する所得等の金額に含まれるも
のとされています（措法59の 3 ⑰）。
②　利益積立金額
　本制度の適用を受けた法人の利益積立金額
の計算については、本制度の適用による損金
算入額は、法人税法施行令第 9条第 1号イに
規定する所得の金額に含まれるものとされて
います（措令35の 3 ㉑）。
③　その他
　上記⑹のとおり、所得基準額は、原則とし
て、他の制度を適用した後に算出するものと
されていることから、本制度の適用がある場
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合には、次の各制度における所得金額を基礎
とする基準額等については、本制度を適用し
ないで計算することとされています（措令35
の 3 ㉒において準用する措令33の 4 ⑥）。
イ　欠損金の繰越控除制度における欠損金控
除前の所得の金額（法人税法第57条第 1
項）
ロ　会社更生等による債務免除等があった場
合の欠損金の損金算入制度における欠損金
控除前の所得の金額（法人税法第59条第 2
項及び第 3項）並びに調整前所得金額及び
調整前欠損金額（同条第 5項の規定により
読み替えられた同条第 2項）
ハ　通算前所得金額及び通算前欠損金額（法
人税法第64条の 5第 1項）
ニ　欠損金の通算制度における欠損控除前所
得金額及び他の欠損控除前所得金額（法人
税法第64条の 7第 1項）並びに益金算入後
所得金額（同条第 7項）
ホ　契約者配当の損金算入制度における所得
基準額（法人税法施行令の一部を改正する
政令（昭和42年政令第106号）附則第 5 条
第 2項）
　また、同様に、寄附金の損金算入限度額の
計算（法令73②十六）、外国税額控除制度に
おいて利子等の収入金額を課税標準として源
泉徴収の方法に類する方法により課される外
国法人税の所得に対する負担が高率な部分の
金額を算定する場合の所得率の計算の基礎と
なる調整所得金額の計算（法令142の 2 ④、
195③）、関西国際空港用地整備準備金の所得
基準額の計算（措令33の 4 ③）、中部国際空
港整備準備金の所得基準額の計算（措令33の
5 ①）、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費
の特別控除における所得基準額の計算（措令
35②③）、沖縄の認定法人の課税の特例にお
ける所得基準額等の計算（措令36⑮）、国家
戦略特別区域における指定法人の課税の特例
における所得基準額等の計算（措令37⑦）、
農業経営基盤強化準備金の所得基準額の計算

（措令37の 2 ②）、農用地等を取得した場合の
課税の特例における所得基準額の計算（措令
37の 3 ④）、対象純支払利子等に係る課税の
特例における調整所得金額の計算（措令39の
13の 2 ①）、特定事業活動として特別新事業
開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の
特例における所得基準額の計算（措令39の24
の 2 ③⑮）及び組合事業等による損失がある
場合の課税の特例における組合等損金額等の
計算（措令39の31④、39の32①）の規定がそ
れぞれ整備され、これらの金額については、
本制度を適用しないで計算することとされて
います。
　さらに、損益通算制度における法人税の負
担を不当に減少させる結果となると認められ
る場合の全体再計算（法法64の 5 ⑧）の要件
である「遮断に関する規定を適用したならば
欠損金額が生ずる等の事実が生じ、その通算
法人又は他の通算法人の各事業年度終了の日
以後に終了する事業年度の所得に対する法人
税の負担を不当に減少させる結果となると認
めるとき」について、「遮断に関する規定」
に租税特別措置法施行令第35条の 3第12項の
規定が追加されています（法令131の 7 ②九）。

⑽　他の制度との重複適用の排除
　本制度の適用を受ける事業年度については、
次の制度は、適用しないこととされました（措
法60③五、61②四）。
①　沖縄の認定法人の課税の特例における損金
算入（措法60①②）
②　国家戦略特別区域における指定法人の課税
の特例における損金算入（措法61①）

（参考 1）�　官民データ活用推進基本法（平成28年

法律第103号）

（定義）

第 2条　省　略

2　この法律において「人工知能関連技術」

とは、人工的な方法による学習、推論、

判断等の知的な機能の実現及び人工的な

─�570�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



方法により実現した当該機能の活用に関

する技術をいう。

3・ 4　省　略
（参考 2）　著作権法（昭和45年法律第48号）

（定義）

第 2 条　この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

一　著作物　思想又は感情を創作的に表

現したものであつて、文芸、学術、美

術又は音楽の範囲に属するものをいう。

二～十　省　略

十の二　プログラム　電子計算機を機能

させて一の結果を得ることができるよ

うにこれに対する指令を組み合わせた

ものとして表現したものをいう。

十の三・十一　省　略

十二　共同著作物　 2 人以上の者が共同

して創作した著作物であつて、その各

人の寄与を分離して個別的に利用する

ことができないものをいう。

十三～二十五　省　略

2～ 9　省　略
（参考 3）　特許法（昭和34年法律第121号）

（定義）

第 2 条　この法律で「発明」とは、自然法

則を利用した技術的思想の創作のうち高

度のものをいう。

2～ 4　省　略

4 　適用関係

　上記 3の制度は、令和 7年 4月 1日から施行す
ることとされています（改正法附則 1五）。
　なお、連結欠損金個別帰属額に関する経過措置
（令和 2 年改正法附則20①）により内国法人の欠
損金額とみなされた金額は、上記 3 ⑹①イの欠損
金額並びに上記 3 ⑹②イイＢA及びBの欠損金額
に含むこととされています（令和 6年 6月改正措
令附則②）。

二　国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する内国法人で
各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法
第27条の 3 の指定（以下「指定」といいます。）
を受けた法人に該当するもの（国家戦略特別区域
法の一部を改正する法律（平成28年法律第55号）
の施行の日（平成28年 9 月 1 日）から令和 6年 3
月31日までの間に指定を受けたものに限ります。）
が、その各事業年度（その内国法人の設立の日か
ら同日以後 5年を経過する日までの期間内に終了
する事業年度に限ります。）において、国家戦略
特別区域内において行われる特定事業（その国家
戦略特別区域以外の地域において行われるその特
定事業に関連する事業を含みます。以下「特定事
業等」といいます。）に係る所得の金額を有する
場合には、その金額の20％相当額は、その各事業

年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する
ことができるというものです（措法61①）。
（注 1）　特定事業とは、産業の国際競争力の強化又

は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資す

る事業であって、次の要件のいずれにも該当

するものをいいます（国家特区法27の 3 、国

家特区規11の 2 ）。

⑴�　その事業の実施に当たり規制の特例措置

が重要な役割を果たすものであること。

⑵�　次のいずれかに該当するものであること。

　①�　高度な医療の提供に資する医療技術、

医療機器若しくは医薬品の研究開発又は

その成果を活用した製品の開発若しくは

生産若しくは役務の開発若しくは提供に

関する事業であって次のもの

　　イ�　放射線療法その他の高度な医療の提

供に資する医薬品、医療機器若しくは
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再生医療等製品（高度再生医療を行う

ために必要なものに限ります。）の研究

開発若しくは製造に関する事業又はそ

の成果を活用して役務を提供する事業

　　ロ�　手術補助その他の治療、日常生活訓

練その他医療及び介護に関する利用に

供するロボットの研究開発若しくは製

造に関する事業又はその成果を活用し

て役務を提供する事業

　　ハ�　高度な医療の提供に係る医療関係者

の技術の向上に必要な治験その他の臨

床研究若しくは高度再生医療の研究開

発に関する事業又はその成果を活用し

て役務を提供する事業

　　ニ�　高度な医療を提供する医療施設又は

医療設備の運営に関する事業

　②�　我が国の経済社会の活力の向上及び持

続的発展に寄与することが見込まれる産

業に係る国際的な事業機会の創出その他

その産業に係る国際的な規模の事業活動

の促進に資する事業であって次のもの

　　イ�　国際会議等に参加する者の利用に供

する大規模な集会施設、宿泊施設、文

化施設その他の施設の運営又はサービ

スの提供に関する事業（国際会議等に

参加する者に係るものに限ります。）

　　ロ�　外国語による医療の提供に関する事

業

　③�　付加価値の高い農林水産物若しくは加

工食品の効率的な生産若しくは輸出の促

進を図るために必要な高度な技術の研究

開発又はその技術の活用に関する事業（こ

れらの事業に必要な施設又は設備の整備

又は運営に関する事業を含みます。）

　④�　インターネットその他の情報通信技術

を活用し、物品による情報の収集、蓄積、

解析又は発信及びその情報を活用した物

品の自律的な作動を可能とするために必

要な技術の研究開発に関する事業又はそ

の成果を活用した事業であって、次のい

ずれかのもの

　　イ�　情報を収集、蓄積、解析又は発信す

る製品の研究開発に関する事業

　　ロ�　収集され、蓄積され、解析され、又

は発信された情報の迅速な共有を図る

ためのネットワークの構築に係る技術

の研究開発に関する事業

　　ハ�　収集され、蓄積され、解析され、又

は発信された情報を活用し自律的に作

動する製品の研究開発に関する事業

　　ニ�　上記イからハまでの事業の成果を活

用した事業

⑶�　新たな価値又は経済社会の変化をもたら

す革新的な事業であること。
（注 2）　特定事業等に係る所得の金額は、特定事業

等により生じた所得のみについて法人税を課

するものとした場合に課税標準となるべきそ

の事業年度の所得の金額をいい、全所得金額

を限度とすることとされています（措法61①、

措令37②）。

2 　改正の内容

⑴　所得控除割合等の引下げ
①　所得控除割合が、18％（改正前：20％）に
引き下げられました（措法61①）。
②　上記①の改正に伴い、通算法人の仮装経理
に基づく過大申告の場合等の益金算入措置に
ついて、益金算入額の計算の基礎となる通算
不足欠損控除額に乗ずる割合が、18％（改正
前：20％）に引き下げられました（措法61⑤）。
（注）　通算不足欠損控除額とは、租税特別措置

法第61条第 5 項第 1 号に掲げる金額（通算

不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額）

に同項第 2号に掲げる割合（欠損分配割合）

を乗じて計算した金額をいいます。

⑵　対象事業の除外
　対象事業である特定事業から次の事業が除外
されました（旧国家特区規11の 2 二ロハ）。
①　我が国の経済社会の活力の向上及び持続的

─�572�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



発展に寄与することが見込まれる産業に係る
国際的な事業機会の創出その他当該産業に係
る国際的な規模の事業活動の促進に資する事
業（上記 1（注 1）⑵②）
②　付加価値の高い農林水産物若しくは加工食
品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図る
ために必要な高度な技術の研究開発又は当該
技術の活用に関する事業（これらの事業に必
要な施設又は設備の整備又は運営に関する事
業を含みます。）（上記 1（注 1）⑵③）

⑶　指定期限の延長
　制度の適用の前提となる内国法人の指定期限
が、令和 8年 3月31日まで 2年延長されました
（措法61①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に指定を受ける内国法人（経過内国法人を除き
ます。）の各事業年度分の法人税について適用
し、同日前に指定を受けた内国法人（経過内国
法人を含みます。）の各事業年度分の法人税に
ついては、従前どおりとされています（改正法
附則50①）。
　経過内国法人とは、指定に係る国家戦略特別
区域法第27条の 3の認定区域計画に定められて
いる特定事業の実施に関する国家戦略特別区域
法施行規則第 3条の 2第 1項の事業実施計画を
令和 6年 4月 1日前に国家戦略特別区域担当大
臣に提出したものをいいます（改正法附則50①、
改正措規附則16）。
（注 1）　国家戦略特別区域担当大臣とは、国家戦

略特別区域法第 7 条第 1 項第 1 号に規定す

る国家戦略特別区域担当大臣をいいます（改

正法附則50①）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、令和 6年 4月 1日以後
に指定を受ける内国法人（経過内国法人を除き
ます。）の適用事業年度においてこの制度によ

り損金の額に算入した金額について適用し、同
日前に指定を受けた内国法人（経過内国法人を
含みます。）の適用事業年度においてこの制度
により損金の額に算入した金額については、従
前どおりとされています（改正法附則50②）。
⑶　上記 2 ⑵の改正は、令和 6年 4月 1日から施
行されています（総合特別区域法施行規則及び
国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する
内閣府令附則①）。
（参考 1）�　国家戦略特別区域法（平成25年法律第

107号）

（国家戦略特別区域会議）

第 7 条　国家戦略特別区域ごとに、次条第

1 項に規定する区域計画（第 3 項第 2 号

において単に「区域計画」という。）の作

成、第11条第 1 項に規定する認定区域計

画（同号において単に「認定区域計画」

という。）の実施に係る連絡調整並びに国

家戦略特別区域における産業の国際競争

力の強化及び国際的な経済活動の拠点の

形成に関し必要な協議（第 4 項及び第 5

項において「区域計画の作成等」とい

う。）を行うため、次に掲げる者は、国家

戦略特別区域会議を組織する。

一　国家戦略特別区域担当大臣（内閣府

設置法（平成11年法律第89号）第 9 条

第 1 項に規定する特命担当大臣であっ

て、同項の規定により命を受けて同法

第 4 条第 1 項第11号に掲げる事項に関

する事務及び同条第 3 項第 3 号の 7 に

掲げる事務を掌理するものをいう。以

下同じ。）

二　省　略

2～ 8　省　略

第27条の 3 　認定区域計画に定められてい

る特定事業（当該特定事業の将来におけ

る成長発展を図ることが産業の国際競争

力の強化又は国際的な経済活動の拠点の

形成に特に資するものとして内閣府令で

定めるものに限る。）を実施する法人（当
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該認定区域計画に係る国家戦略特別区域

内に本店又は主たる事務所を有する法人

であることその他の内閣府令で定める要

件に該当するものとして国家戦略特別区

域担当大臣が指定するものに限る。）の所

得については、租税特別措置法で定める

ところにより、課税の特例の適用がある

ものとする。
（参考 2）�　国家戦略特別区域法施行規則（平成26

年内閣府令第20号）

第 3 条の 2 　第11条の 2 に規定する特定事

業を実施しようとする者は、当該特定事

業を実施することについての計画その他

の事項について記載した別記様式第 1 の

5 による事業実施計画に、当該者の次に

掲げる書類を添えて、これらを国家戦略

特別区域担当大臣に提出するものとする。

一　定款及び登記事項証明書又はこれら

に準ずるもの

二　基準事業年度に係る貸借対照表、損

益計算書及び事業報告書その他の当該

特定事業を安定して実施するために必

要な経理的基礎を有することを証する

書類

三　常時雇用する従業員数及び認定区域

計画に係る国家戦略特別区域外に有す

る事業所において業務に従事する従業

員数を証する書類

四　第11条の 3 各号に掲げる要件に該当

する旨の別記様式第 1 の 6 による宣言

書

五　前各号に掲げるもののほか、参考と

なる事項を記載した書類

2・ 3　省　略

三　交際費等の損金不算入制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が平成26年 4 月 1 日から令和
6年 3月31日までの間に開始する各事業年度にお
いて支出する交際費等の額は、その事業年度にお
いて損金の額に算入しないというものです（措法
61の 4 ①）。
　ただし、接待飲食費に係る損金算入の特例とし
て、その事業年度終了の日における資本金の額又
は出資金の額（資本又は出資を有しない法人、公
益法人等、人格のない社団等、外国法人及び受託
法人にあっては、それぞれ資本金の額又は出資金
の額に準ずる金額。以下同じです。）が100億円以
下である法人（通算法人のその事業年度終了の日
においてその通算法人との間に通算完全支配関係
がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日
における資本金の額又は出資金の額が100億円を
超える場合におけるその通算法人を除きます。）
の支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の
50％相当額を超える部分の金額を、その損金の額

に算入しない金額とすることとされています（措
法61の 4 ①、措令 1の 2③、37の 4 ①）。
　また、中小法人については、中小法人に係る損
金算入の特例として、接待飲食費に係る損金算入
の特例に代えて、定額控除限度額（年800万円）
を超える交際費等の額を、その損金の額に算入し
ない金額とすることができることとされています
（措法61の 4 ②）。
（注 1）　交際費等とは、交際費、接待費、機密費そ

の他の費用で、法人が、その得意先、仕入先

その他事業に関係のある者等に対する接待、

供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

（以下「接待等」といいます。）のために支出

するもの（飲食費であって一定の事項を記載

した書類を保存している場合における 1 人当

たり5,000円以下の費用等を除きます。）をいい

ます（措法61の 4 ⑥⑧、措令37の 5 、措規21

の18の 4 ）。
（注 2）　飲食費とは、飲食その他これに類する行為

のために要する費用をいい、専らその法人の
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役員若しくは従業員又はこれらの親族に対す

る接待等のために支出するものを除きます（措

法61の 4 ⑥）。
（注 3）　接待飲食費とは、交際費等のうち飲食費で

あって、その飲食費であることにつき法人税

法上その整理保存を義務付けられている帳簿

書類に一定の事項が記載されているものをい

います（措法61の 4 ⑥、措規21の18の 4 ）。
（注 4）　中小法人とは、法人（投資法人、特定目的

会社及び受託法人を除きます。）のうちその事

業年度終了の日における資本金の額又は出資

金の額が 1 億円以下であるもの（次の法人を

除きます。）をいいます（措法61の 4 ②、措令

1の 2③）。

⑴�　普通法人のうちその事業年度終了の日に

おいて次の法人に該当するもの

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額等が 5 億円以上である法

人

ロ�　保険業法に規定する相互会社（同法

に規定する外国相互会社を含みます。）

ハ　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　通算法人のその事業年度終了の日におい

てその通算法人との間に通算完全支配関係

がある他の通算法人のうちいずれかの法人

が次の法人又は受託法人である場合におけ

るその通算法人

①�　その事業年度終了の日における資本金

の額又は出資金の額が 1 億円を超える法

人

②　上記⑴の法人
（注 5）　通算法人が中小法人に係る損金算入の特例

を適用する場合における定額控除限度額（年

800万円）については、通算グループ内の各通

算法人が支出する交際費等の額の比で按
あん

分し

た金額を各通算法人の定額控除限度額とする

こととされています（措法61の 4 ③二）。

2 　改正の内容

⑴　交際費等の範囲の見直し
　交際費等の範囲から除外される飲食費が 1人
当たり 1 万円以下（改正前：5,000円以下）と
されました（措令37の 5 ①）。
（注）　この見直しは、会議費の実態の変化を踏ま

えて行われたものです。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 9年 3月31日まで 3
年延長されました（措法61の 4 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、法人が令和 6年 4月 1日以
後に支出する飲食費について適用し、法人が同日
前に支出した飲食費については、従前どおりとさ
れています（改正措令附則16）。

四　技術研究組合の所得の計算の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する技術研究組
合が、令和 6年 3月31日までに技術研究組合法の

規定により試験研究の用に直接供する固定資産
（以下「試験研究用資産」といいます。）を取得し、
又は製作するための費用を組合員に賦課し、その
賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に
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相当する金額をもってその納付された事業年度に
おいて試験研究用資産を取得し、又は製作した場
合において、その試験研究用資産につき、その取
得価額から 1円を控除した金額（以下「圧縮限度
額」といいます。）の範囲内でその帳簿価額の損
金経理の方法による減額（圧縮記帳）をしたとき
は、その減額をした金額を損金の額に算入できる
というものです（措法66の10①）。

2 　改正の内容

⑴　試験研究用資産の範囲の見直し
①　試験研究用資産について、新たな知見を得
るため又は利用可能な知見の新たな応用を考
案するために行う試験研究の用に直接供する
固定資産に限定されました（措法66の10①）。
新たな知見を得るため又は利用可能な知見の
新たな応用を考案するために行う試験研究に
該当しないものとして、具体的には、リバー
スエンジニアリングが該当します。
②　試験研究用資産の範囲から、電気ガス供給
施設利用権が除外されました（措令39の21）。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 9年 3月31日まで 3
年延長されました（措法66の10①）。

⑶　その他規定の整備
　本制度は、試験研究用資産を製作した場合に
も適用がありますが、製作した試験研究用資産
についての取扱いが条文上明確ではなかったた
め、圧縮限度額の計算の基礎となる納付金額か
ら試験研究用資産の製作に充てられた金額を控
除することを明確化する等の規定の整備が行わ
れました（措法66の10①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、技術研究組合が令和 6年 4
月 1日以後に取得又は製作をする試験研究用資産
について適用し、技術研究組合が同日前に取得又
は製作をした試験研究用資産については、従前ど
おりとされています（改正法附則52、改正措令附
則18）。

五　特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、各事業年度において、長
期間にわたって使用され、又は運用される基金又
は信託財産に係る負担金又は掛金で、次の⑴から
⑸までに該当するものを支出した場合には、その
支出した金額は、その支出した日を含む事業年度
において、損金の額に算入することができるとい
うものです（措法66の11①）。
⑴　中小企業者又は農林漁業者に対する信用の保
証をするための業務を法令の規定に基づいて行
うことを主たる目的とする一定の法人に対する
その業務に係る基金に充てるための負担金
（注）　中小企業者又は農林漁業者に対する信用保

証の業務を法令の規定に基づいて行うことを

主たる目的とする一定の法人とは、信用保証

協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協

会をいいます（措令39の22①）。

⑵　独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中
小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるた
めの共済契約に係る掛金
⑶　独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法の
鉱害防止事業基金に充てるための負担金
⑷　社債、株式等の振替に関する法律の加入者保
護信託の信託財産とするための負担金
⑸　公害の発生による損失を補塡するための業務
その他の特定の業務を行うことを主たる目的と
する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは
一般財団法人で、その特定の業務が国若しくは
地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、か
つ、公的に運営されていることにつき一定の要
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件を満たすもの又はその特定の業務を行う一定
の公共法人に対するその特定の業務に係る基金
に充てるための負担金
（注）　特定の業務とは、次の業務をいいます（措

令39の22②）。
①　公害の発生による損失を補塡するための

業務又は公害の発生の防止に資するための

業務

②　商品の価格の安定に資するための業務

③　商品の価格の変動による異常な損失を補

塡するための業務

④　金融商品取引法第79条の21に規定する基

金が行う同法第79条の49第 1 項第 1 号から

第 6号までに掲げる業務

⑤　保険業法第259条に規定する機構が行う同

法第265条の28第 1 項第 1 号から第 8号まで

及び同条第 2 項第 1 号から第 3 号までに掲

げる業務

⑥　農林中央金庫及び特定農水産業協同組合

等による信用事業の再編及び強化に関する

法律第32条第 2 項に規定する指定支援法人

が行う同法第33条第 1 号から第 3 号までに

掲げる業務

⑦　商品先物取引法第270条の委託者保護基金

が行う同法第300条第 1 号及び第 2号並びに

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平

成24年法律第86号）附則第 4 条第 1 項第 1

号及び第 2号に掲げる業務

2 　改正の内容

　本特例のうち上記 1⑵（いわゆるセーフティー
ネット共済）は、法人の締結していた上記 1⑵の
共済契約につき解除があった後上記 1⑵の共済契
約を締結したその法人がその解除の日から同日以
後 2年を経過する日までの間にその共済契約につ
いて支出する上記 1⑵の掛金については、適用し
ないこととされました（措法66の11②）。
（注 1）　上記の「解除」は、共済契約者による解除

（中小企業倒産防止共済法 7 ③）のほか、独立

行政法人中小企業基盤整備機構の職権による

解除（中小企業倒産防止共済法 7 ②）及びみ

なし解除（中小企業倒産防止共済法 7 ④）も

含まれます。
（注 2）　本特例が適用されない期間内に支出された

掛金は、資産計上することとなり、解約返戻

金を受け取った場合に取り崩すこととなるほ

か、解約返戻金を受け取ることができないこ

とが確定した場合に損金算入されます。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の締結していた上記 1⑵
の共済契約につき令和 6年10月 1 日以後に解除が
あった後上記 1⑵の共済契約を締結したその法人
がその共済契約について支出する上記 1⑵の掛金
について適用することとされています（改正法附
則53）。

六�　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成18年 4 月 1
日から令和 6年 3月31日までの間に取得又は製作
若しくは建設をして、かつ、これをその中小企業
者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取
得価額が30万円未満であるもの（その取得価額が
10万円未満であるもの、他の特別償却制度等の適

用を受けるもの及び貸付け（主要な事業として行
われるものを除きます。）の用に供したものを除
きます。以下「少額減価償却資産」といいます。）
を有する場合には、その事業の用に供した日を含
む事業年度において、その取得価額の全額を損金
の額に算入できるというものです（措法67の 5 ①、
措令39の28②）。
（注 1）　中小企業者等とは、中小企業者（適用除外
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事業者に該当するものを除きます。）又は農業

協同組合等で、青色申告書を提出するもの（通

算法人を除きます。）のうち、事務負担に配慮

する必要があるものをいいます（措法67の 5

①）。
（注 2）　中小企業者とは、資本金の額若しくは出資

金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法人以

外の法人又は資本若しくは出資を有しない法

人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以

下の法人（これらの法人のうち受託法人に該

当するものを除きます。）をいいます（措法42

の 4 ⑲七、措令 1の 2③、27の 4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人の所有に属している法人

　�　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人

又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

ハ　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人
（注 3）　適用除外事業者とは、その事業年度開始の

日前 3年以内に終了した各事業年度（以下「基

準年度」といいます。）の所得の金額の合計額

を各基準年度の月数の合計数で除し、これに

12を乗じて計算した金額（設立後 3 年を経過

していないこと、既に基準年度の所得に対す

る法人税の額につき欠損金の繰戻しによる還

付制度の適用があったこと、基準年度におい

て合併、分割又は現物出資が行われたこと等

の事由がある場合には、その計算した金額に

つきその事由の内容に応じ調整を加えた金額

となります。）が15億円を超える法人をいいま

す（措法42の 4 ⑲八）。
（注 4）　農業協同組合等とは、農業協同組合、農業

協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資

組合である商工組合及び商工組合連合会、内

航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合

である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁

業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水

産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森

林組合連合会をいいます（措法42の 4 ⑲九）。
（注 5）　事務負担に配慮する必要があるものとは、

常時使用する従業員の数が500人以下の法人を

いいます（措法67の 5 ①、措令39の28①）。

　ただし、その中小企業者等のその事業年度にお
ける少額減価償却資産の取得価額の合計額が300
万円を超えるときは、その取得価額の合計額のう
ち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取
得価額の合計額を上限とすることとされています
（措法67の 5 ①後段）。

2 　改正の内容

⑴　対象法人の除外
　対象法人から電子情報処理組織を使用する方
法（e-Tax）により法人税の確定申告書等に記
載すべきものとされる事項を提供しなければな
らない法人のうち常時使用する従業員の数が
300人を超えるものが除外されました（措令39
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の28①）。すなわち、法人税法第75条の 4 第 2
項に規定する特定法人については、常時使用す
る従業員の数が300人以下である法人に限り、
対象法人になり得ることになります。法人税法
第75条の 4第 2項に規定する特定法人は、次の
法人とされています。
①　当該事業年度開始の時における資本金の額
又は出資金の額が 1億円を超える法人
②　通算法人（上記①の法人を除きます。）
③　相互会社（上記②の法人を除きます。）
④　投資法人（上記①の法人を除きます。）
⑤　特定目的会社（上記①の法人を除きます。）
　改正前の本制度の対象法人である中小企業者
等は、「中小企業者（適用除外事業者に該当す
るものを除きます。）又は農業協同組合等で、
青色申告書を提出するもの（通算法人を除きま
す。）のうち常時使用する従業員の数が500人以
下であるもの」であることから、この改正によ
り対象法人から除外されることとなる法人は、

具体的には、資本金の額又は出資金の額が 1億
円を超える農業協同組合等（上記①に該当する
農業協同組合等）、相互会社（上記③）並びに
資本金の額又は出資金の額が 1億円以下の投資
法人及び特定目的会社（上記④及び⑤）のうち、
常時使用する従業員の数が300人を超え、500人
以下であるものです。

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（措法67の 5 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、中小企業者等が令和 6年 4
月 1日以後に取得又は製作若しくは建設をする少
額減価償却資産について適用し、中小企業者等が
同日前に取得又は製作若しくは建設をした少額減
価償却資産については、従前どおりとされていま
す（改正措令附則19）。

七　投資法人に係る課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、投資信託及び投資法人に関する法
律（以下「投信法」といいます。）の投資法人で
一定の要件を満たすものが支払う配当等の額で、
配当可能利益の額の90％超を配当等の額として支
払っていること、事業年度終了の時において有す
る一定の特定資産の帳簿価額がその時において有
する資産の総額の 2分の 1相当額を超えているこ
と等の一定の要件を満たすその投資法人の事業年
度に係るものは、その事業年度において損金の額
に算入できるというものです（措法67の15①）。
　ただし、その損金の額に算入できる金額は、そ
の事業年度の所得の金額を限度とすることとされ
ています（措法67の15①ただし書）。
（注 1）　配当可能利益の額とは、投信法第136条第 1

項に規定する利益の額として計算した一定の

金額をいい、投資法人の計算に関する規則（以

下「計算規則」といいます。）第51条第 1 項の

規定により同項の税引前当期純利益金額とし

て表示された金額から計算規則第54条第 1 項

第 1 号に掲げる前期繰越損失の額、繰越利益

等超過純資産控除項目額等を控除する等一定

の調整を加えた金額とされています（措令39

の32の 3 ⑥、措規22の19②～⑥）。
（注 2）　繰越利益等超過純資産控除項目額とは、当

該事業年度の純資産控除項目額から計算規則

第54条第 1 項第 1 号に掲げる前期繰越利益の

額等を控除した金額をいい、純資産控除項目

額とは、貸借対照表において次に掲げる金額

の合計額が 0 を下回る場合のその下回る部分

の金額をいいます（措規22の19②四）。

⑴�　計算規則第39条第 1 項の規定により同項

第 2 号に掲げる評価・換算差額等に区分さ

れた金額

⑵�　計算規則第39条第 1 項の規定により同項
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第 3 号に掲げる新投資口予約権に区分され

た金額

⑶�　計算規則第39条第 2 項の規定により同項

第 2 号に掲げる新投資口申込証拠金に区分

された金額

⑷�　計算規則第39条第 2 項の規定により同項

第 4 号に掲げる自己投資口に区分された金

額
（注 3）　事業年度終了の時において資産の総額の 2

分の 1 を超えて有することを要する特定資産

の範囲は、投資信託及び投資法人に関する法

律施行令（以下「投信法施行令」といいま

す。）第 3 条第 1 号から第10号までに掲げる資

産とされており、同条第 1号に掲げる資産（有

価証券）のうち匿名組合契約等に基づく権利

及び同条第 8 号に掲げる資産（匿名組合出資

持分）については、主として有価証券のうち

匿名組合契約等に基づく権利以外のもの、デ

リバティブ取引に係る権利、不動産、不動産

の賃借権、地上権、約束手形及び金銭債権（以

下「対象資産」といいます。）に対する投資と

して運用することを約する契約に係るものに

限ることとされています（措令39の32の 3 ⑩）。
（注 4）　匿名組合契約等とは、匿名組合契約及び外

国におけるこれに類する契約をいい、匿名組

合契約には、当事者の一方が相手方の事業の

ために出資をし、相手方がその事業から生ず

る利益を分配することを約する契約を含むこ

ととされています（措法67の15①二ヘ、措令

39の32の 3 ⑧）。
（注 5）　投資法人で次の要件を満たすものが、投資

信託及び投資法人に関する法律施行令の一部

を改正する政令（平成26年政令第294号）の施

行の日（平成26年 9 月 3 日）から令和 8 年 3

月31日までの間に特例特定資産の取得をした

場合には、その取得の日からその取得をした

特例特定資産を貸付けの用に供した日以後20

年を経過した日までの間に終了する各事業年

度においては、特例特定資産は、上記（注 3）

の「事業年度終了の時において資産の総額の

2 分の 1 を超えて有することを要する特定資

産」及び「対象資産」とみなすこととされて

います（措令39の32の 3 ⑫）。

⑴�　その投資口が金融商品取引所に上場され

ていること。

⑵�　その規約に特例特定資産の運用の方法（そ

の締結する匿名組合契約等の目的である事

業に係る財産に含まれる特例特定資産の運

用の方法を含みます。）が賃貸のみである旨

の記載又は記録があること。

　なお、特例特定資産とは、投信法施行令第

3 条第11号に掲げる資産（再生可能エネルギ

ー発電設備）をいいます（措令39の32の 3 ⑫）。

2 　改正の経緯

　我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に
対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び
保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつ
つ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定
の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係
る規定の整備、インターネットを用いてファンド
形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取
り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等を目
的とした「金融商品取引法等の一部を改正する法
律案」が、第211回国会に提出され、令和 5 年11
月20日に可決・成立し、同月29日に公布されまし
た。同法において、投信法が改正され、投資法人
の利益の定義が見直されました。具体的には、投
資法人の利益の算定に当たり、評価・換算差額等
として計上した額をその算定の基礎から控除する
こととされ、評価・換算差額等については、会社
法における剰余金の取扱いと同様に、投信法上も
利益と取り扱わないこととされました（投信法
136①、計算規則81の 2 二）。
（注 1）　上記の改正は、令和 6 年 2 月 1 日以後に開

始する営業期間に係る利益について適用し、

同日前に開始した営業期間に係る利益につい

ては、従前どおりとされています（金商法等

改正法附則23①）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）及
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び（参考 2）をご参照ください。
　上記の投信法の改正に伴い、本制度における配
当可能利益の額に関する要件について、所要の整
備が行われました。

3 　改正の内容

　配当等の額の支払額が配当可能利益の額の90％
相当額を超えていることとする要件における配当
可能利益の額の計算上税引前当期純利益金額から
控除することとされる繰越利益等超過純資産控除
項目額の計算の基礎となる純資産控除項目額から、
貸借対照表において計算規則第39条第 1項の規定
により同項第 2号に掲げる評価・換算差額等に区
分された金額が除外されました（措規22の19②四）。
　上記の配当可能利益の額は、投資法人の税引前
当期純利益金額に一定の調整を加えて計算するこ
ととされています。繰越利益等超過純資産控除項
目額は、税引前当期純利益金額を構成しない一方
で投信法上の利益を構成する評価・換算差額等や
新投資口予約権等などといった純資産控除項目額
のマイナスの部分の金額から前期繰越利益の額等
を控除した金額であり、前期繰越利益の額等を超
える評価・換算差額等のマイナスの金額が生ずる
場合には、税引前当期純利益金額が投信法上の利
益の額を超えるため、利益超過分配（投信法第
137条第 1 項）を行わない限りこの要件を満たせ
ないこととなることを踏まえ、配当可能利益の額
の計算上税引前当期純利益金額からこの繰越利益
等超過純資産控除項目額を控除することとされて
います。
　今般の投信法の改正により、評価・換算差額等
が投信法上の利益の算定に当たり貸借対照表上の
純資産額から控除され、評価・換算差額等につい
ては、上記のような税引前当期純利益金額との不
一致が生ずることがなくなったため、繰越利益等
超過純資産控除項目額の計算の基礎から除外され
たものです。
（注 1）　上記の改正は、金融商品取引法等の一部を

改正する法律の一部の施行（令和 6 年 2 月 1

日）にあわせて令和 6 年 1 月31日に公布され

た「租税特別措置法施行規則及び法人税法施

行規則の一部を改正する省令（令和 6 年財務

省令第 3号）」において措置されています。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考 1）及

び（参考 2）をご参照ください。
（参考 1）�　投資信託及び投資法人に関する法律（昭

和26年法律第198号）

　（利益及び損失の処理）

第136条　投資法人は、第131条第 2 項の承

認を受けた金銭の分配に係る計算書に基

づき、利益（貸借対照表上の純資産額が

出資総額等その他の内閣府令で定める各

勘定科目に計上した額の合計額（以下こ

の条において「出資総額等の合計額」と

いう。）を上回る場合において、当該純資

産額から当該出資総額等の合計額を控除

して得た額をいう。次条第 1 項及び第 3

項において同じ。）の全部又は一部を出資

総額に組み入れることができる。

2 　投資法人は、前項の金銭の分配に係る

計算書に基づき、内閣府令で定めるとこ

ろにより、損失（出資総額等の合計額が

貸借対照表上の純資産額を上回る場合に

おいて、当該出資総額等の合計額から当

該純資産額を控除して得た額をいう。）の

全部又は一部を出資総額等から控除する

ことができる。

　（金銭の分配）

第137条　投資法人は、その投資主に対し、

第131条第 2 項の承認を受けた金銭の分配

に係る計算書に基づき、利益を超えて金

銭の分配をすることができる。ただし、

貸借対照表上の純資産額から基準純資産

額を控除して得た額を超えることはでき

ない。

2～ 5　省　略
（参考 2）�　投資法人の計算に関する規則（平成18

年内閣府令第47号）

　（純資産の部の区分）

第39条　純資産の部は、次に掲げる項目に
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区分しなければならない。

　一　投資主資本

　二　評価・換算差額等

　三　新投資口予約権

2 　投資主資本に係る項目は、次に掲げる

項目に区分しなければならない。この場

合において、第 4 号に掲げる項目は、控

除項目とする。

　一　出資総額

　二　新投資口申込証拠金

　三　剰余金

　四　自己投資口

3　出資総額に係る項目は、法第80条第 5項、

第125条第 3 項、第136条第 2 項若しくは

第137条第 3 項又は第19条第 4 項の規定に

より出資総額から控除される金額がある

場合には、出資総額と出資総額控除額と

に区分しなければならない。この場合に

おいて、出資総額控除額に一時差異等調

整引当額が含まれているときは、当該一

時差異等調整引当額をその他の出資総額

控除額と区分して表示しなければならな

い。

4 　剰余金に係る項目は、次に掲げる項目

に区分しなければならない。

　一　出資剰余金

　二　任意積立金

　三　当期未処分利益又は当期未処理損失

5 　前項第 2 号に掲げる項目は、適当な名

称を付した項目に細分することができる。

ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧

縮積立金又は一時差異等調整積立金が含

まれている場合は、当該買換特例圧縮積

立金又は当該一時差異等調整積立金をそ

の他の任意積立金と区分して表示しなけ

ればならない。

6 　出資剰余金に係る項目は、法第80条第

5 項、第125条第 3 項、第136条第 2 項若

しくは第137条第 3 項又は第19条第 3 項の

規定により出資剰余金から控除される金

額がある場合には、出資剰余金と出資剰

余金控除額とに区分しなければならない。

この場合において、出資剰余金控除額に

一時差異等調整引当額が含まれていると

きは、当該一時差異等調整引当額をその

他の出資剰余金控除額と区分して表示し

なければならない。

7 　評価・換算差額等に係る項目は、次に

掲げる項目その他適当な名称を付した項

目に細分しなければならない。

　一　その他有価証券評価差額金

　二　繰延ヘッジ損益

8 　新投資口予約権に係る項目は、自己新

投資口予約権に係る項目を控除項目とし

て区分することができる。

　　　第10章　出資総額等の合計額

第81条の 2 　法第136条第 1 項に規定する内

閣府令で定める各勘定科目に計上した額

の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。

　一　出資総額等

　二�　貸借対照表の純資産の部に第39条第

1 項第 2 号の評価・換算差額等として

計上した額

4 　適用関係及び経過措置

　上記 3の改正は、投資法人の令和 6年 2月 1日
以後に開始する事業年度分の法人税について適用
し、投資法人の同日前に開始した事業年度分の法
人税については、従前どおりとされています（令
和 6年 1月改正措規附則 2①）。
　なお、投資法人の事業年度に配当可能利益の額
の計算上控除された繰越利益等超過純資産控除項
目額（以下「繰越利益等超過純資産控除項目控除
額」といいます。）がある場合において、その事
業年度後の各事業年度における純資産控除項目減
少額の配当可能利益の額への加算措置（措規22の
19⑥）について、次の経過措置が講じられていま
す。
（注）　純資産控除項目減少額とは、当期の純資産控

除項目額が前事業年度の純資産控除項目額を下
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回る場合のその下回る部分の金額をいいます（措

規22の19⑥）。

⑴�　投資法人の令和 6年 2月 1日以後に開始する
事業年度における上記加算措置の適用について
は、繰越利益等超過純資産控除項目控除額には、
改正前の租税特別措置法施行規則第22条の19第
2 項第 4号に定める金額を含むこととされてい
ます（令和 6 年 1 月改正措規附則 2 ②）。すな
わち、令和 6年 2月 1日前に開始した事業年度
において評価・換算差額等のマイナスの金額を
含む改正前の繰越利益等超過純資産控除項目額
を配当可能利益の額の計算上税引前当期純利益
金額から控除していた場合には、改正前と同様、
その後の事業年度において加算措置の適用があ
ることになります。
⑵�　投資法人の令和 6年 2月 1日以後最初に開始
する事業年度における上記加算措置の適用につ
いては、純資産控除項目減少額の計算の基礎と

なる前事業年度の純資産控除項目額は、その最
初に開始する事業年度の前事業年度の改正前の
租税特別措置法施行規則第22条の19第 2 項第 4
号に規定する純資産控除項目額とされています
（令和 6年 1月改正措規附則 2③）。すなわち、
上記 2の投信法の改正及び上記 3の改正が初め
て適用される事業年度（以下「適用初年度」と
いいます。）の前事業年度において評価・換算
差額等のマイナスの金額につき繰越利益等超過
純資産控除項目額として配当可能利益の額の計
算上税引前当期純利益金額から控除していた場
合には、その控除された繰越利益等超過純資産
控除項目額のうち評価・換算差額等のマイナス
の金額に相当する金額は、適用初年度における
純資産控除項目減少額として、上記加算措置に
より配当可能利益の額の計算上税引前当期純利
益金額に加算することとなります。

八　特定の協同組合等の法人税率の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、特定の地区又は地域に係る協同組
合等の事業年度が、次の要件の全てに該当する場
合には、その協同組合等の各事業年度の所得の金
額のうち年10億円超の部分の金額に対する法人税
率を22％（本則税率：19％）とするというもので
す（措法68①）。
⑴　その事業年度の総収入金額のうちにその事業
年度の物品供給事業（その協同組合等の組合員
その他の利用者に物品を供給する事業をいいま
す。以下同じです。）に係る収入金額の占める
割合が50％を超えること。
　物品には、動物、植物、気体又は液体状のも
の、商品券その他これらに類するものを含むこ
ととされています（措法68①一、措令39の34②）。
（注）　上記の総収入金額からは、次の収入金額を

除くこととされています（措法68①一、措令

39の34①）。

①　固定資産の譲渡による収入金額

②　有価証券の譲渡による収入金額

③�　他の協同組合等から、その取り扱った物

の数量、価額その他当該他の協同組合等の

事業を利用した分量に応じて分配を受けた

金額

⑵　その事業年度終了の時における組合員その他
の構成員の数が50万人以上であること。
⑶　その事業年度における物品供給事業のうち店
舗において行われるものに係る収入金額が
1,000億円以上であること。
　ただし、清算中の事業年度は、この制度の適用
対象となる事業年度から除くこととされています。

2 　改正の内容

　上記 1⑴の物品の範囲に電気が含まれることが
明確化されました（措令39の34②）。
　なお、電気の販売が店舗において行われること
はないことから、結果的に、上記 1⑶の「店舗に
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おいて行われるもの」の範囲に電気を供給する事
業は含まれないこととなります。
（注）　この改正は、消費生活協同組合法の消費生活

協同組合等が組合員（同法第 9 条に規定する組

合員をいいます。）以外の者に特定の物品を供給

することのできる事業に電気を供給する事業が

追加される等の消費生活協同組合法施行規則の

改正に合わせて、所要の整備が行われたものです。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 6年 4月 1日から施行さ
れています（改正措令附則 1）。

九　認定株式分配に係る課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、産業競争力強化法の事業再編計画
の認定を令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日
までの間に受けた法人が行う現物分配が認定株式
分配に該当する場合には、その認定株式分配は株
式分配に該当することとし、その認定株式分配で
その認定株式分配の直後に現物分配法人が有する
完全子法人の株式の数のその完全子法人の発行済
株式の総数のうちに占める割合が20％未満となる
こと等の一定の要件に該当するものは適格株式分
配とみなして、法人税法その他の法令の規定を適
用するというものです（措法68の 2 の 2 ①）。
（注 1）　認定株式分配とは、産業競争力強化法第23

条第 1 項の認定に係る認定事業再編計画に従

ってする同法第31条第 1 項に規定する特定剰

余金配当をいい（措法68の 2 の 2 ①）、特定剰

余金配当とは、剰余金の配当であって、配当

財産が認定事業再編事業者の関係事業者の株

式又は外国関係法人の株式若しくは持分若し

くはこれらに類似するものであるものをいい

ます（産競法31①）。
（注 2）　認定事業再編事業者とは、事業再編計画の

認定を受けた事業者をいい、その認定に係る

事業再編計画に従って設立された法人を含む

こととされています（産競法24①）。ただし、

本制度の対象となるのは事業再編計画の認定

を受けた法人が行う現物分配とされているこ

とから、事業再編計画に従って設立された法

人が行う現物分配は本制度の対象外となりま

す。

　なお、上記の認定株式分配が適格株式分配に該
当するための要件は、次の要件の全てを満たすこ
ととされています（措法68の 2 の 2 ①、措令39の
34の 3 ①）。
⑴　認定株式分配の直後にその認定株式分配に係
る現物分配法人が有するその認定株式分配に係
る完全子法人の株式の数のその完全子法人の発
行済株式（その完全子法人が有する自己の株式
を除きます。）の総数のうちに占める割合が20
％未満となること（措令39の34の 3 ①一）。
（注）　株式には出資を含み、株式の数には出資の

金額を含み、発行済株式の総数には出資の総

額を含むこととされています（措令39の34の

3 ①一）。

⑵　認定株式分配の直前にその認定株式分配に係
る現物分配法人と他の者との間に当該他の者に
よる支配関係がなく、かつ、その認定株式分配
後にその認定株式分配に係る完全子法人と他の
者との間に当該他の者による支配関係があるこ
ととなることが見込まれていないこと（措令39
の34の 3 ①二）。
⑶　認定株式分配前のその認定株式分配に係る完
全子法人の特定役員の全てがその認定株式分配
に伴って退任をするものでないこと（措令39の
34の 3 ①三）。
　特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、
代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又
はこれらに準ずる者で法人の経営に従事してい
る者をいいます（法令 4の 3④二）。
⑷　認定株式分配に係る完全子法人のその認定株
式分配の直前の従業者のうち、その総数のおお

─�584�─

――租税特別措置法等（法人税関係）の改正――



むね90％以上に相当する数の者がその完全子法
人の業務に引き続き従事することが見込まれて
いること（措令39の34の 3 ①四）。
⑸　認定株式分配に係る完全子法人のその認定株
式分配前に行う主要な事業がその完全子法人に
おいて引き続き行われることが見込まれている
こと（措令39の34の 3 ①五）。
⑹　認定株式分配に係る完全子法人が事業の成長
発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定
める要件を満たすものであること（措令39の34
の 3 ①六③）。
（注）　経済産業大臣が定める要件は、次のいずれ

かに該当する関係事業者又は外国関係法人（以

下「関係事業者等」といいます。）であること

とされています（令 5 . 3 経産告50、平26.1財

務・経産告 1四ヘ）。

①�　関係事業者等からその関係事業者等の特

定役員（社長、副社長、代表取締役、代表

執行役、専務取締役若しくは常務取締役又

はこれらに準ずる者で法人の経営に従事し

ている者をいいます。）に対して、新株予約

権が付与され、又は付与される見込みであ

ること。

②�　関係事業者等の主要な事業（事業再編計

画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直

前に行われていることが見込まれるものに

限ります。以下同じです。）を開始した日か

ら事業再編計画の認定の申請の日までの期

間が10年を超えないこと。

③�　関係事業者等の主要な事業の成長発展が

見込まれるものであることにつき、金融商

品取引業者が確認したこと。

　これらの適格株式分配の要件を満たすことで、
現物分配法人における完全子法人株式の譲渡損益
課税及び現物分配法人の株主等における現物分配
法人株式の部分譲渡損益課税が繰り延べられると
ともに、その株主等において配当課税の対象外と
なります。

2 　改正の内容

⑴　適格株式分配となる要件の見通し
　認定株式分配が適格株式分配に該当するため
の要件（上記 1⑹の要件）に、その認定株式分
配に係る完全子法人の主要な事業における事業
活動が新事業活動であることとの要件が追加さ
れました（令 5 . 3 経産告50）。
（注 1）　主要な事業は、事業再編計画の認定を受

けて行う特定剰余金配当の直前に行われて

いることが見込まれるものに限ることとさ

れています（平26. 1 財務・経産告 1四ヘ⑴）。
（注 2）　新事業活動とは、新商品の開発又は生産、

新たな役務の開発又は提供、商品の新たな

生産又は販売の方式の導入、役務の新たな

提供の方式の導入その他の新たな事業活動

をいいます（平26. 1 財務・経産告 1四ヘ⑴）。
（注 3）　事業再編計画については、関係事業者等

が事業の成長発展が見込まれる要件を満た

すものとして認定を受けることができるこ

ととされている（平26. 1 財務・経産告 1 四

ヘ）ことから、上記の要件を満たすことは

その認定の際に判断されます。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。

⑵　認定期限の延長
　制度の適用の前提となる事業再編計画の認定
期限が、令和10年 3 月31日まで 4年延長されま
した（措法68の 2 の 2 ①）。

⑶　主務大臣による認定事業再編計画の内容の公
表時期の見通し
　主務大臣による認定事業再編計画の内容の公
表時期について、運用上、その認定の日からそ
の認定事業再編計画に記載された事業再編の実
施時期の開始の日まで（改正前：認定の日）と
することとされました。
（参考 1）�　租税特別措置法施行令第39条の34の 3

第 1 項第 6 号に規定する事業の成長発展
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が見込まれるものとして経済産業大臣が

定める要件（令和 5 年 3 月経済産業省告

示第50号）

　租税特別措置法施行令（昭和32年政令第

43号）第39条の34の 3 第 1 項第 6 号に規定

する事業の成長発展が見込まれるものとし

て経済産業大臣が定める要件は、事業再編

の実施に関する指針（平成26年財務省・経

済産業省告示第 1 号）四ヘ⑴及び⑵に該当

するこれらの規定の関係事業者等であるこ

ととする。
（参考 2）�　事業再編の実施に関する指針（平成26

年 1 月財務省、経済産業省告示第 1号）

一～三　省　略

四　その他事業再編に関する重要事項

イ～ホ　省　略

ヘ　事業者が法第 2 条第17項第 1 号リ又

はルに掲げる措置に係る事業再編を実

施するにあたり、特定剰余金配当に係

る関係事業者又は外国関係法人（以下

「関係事業者等」という。）が事業の成

長発展が見込まれる要件を満たすもの

として事業再編計画の認定（変更の認

定を含む。）を受けようとする場合

　事業者は、一の事業再編による生産

性及び財務内容の健全性の向上に関す

る目標の設定に関する事項に定める生

産性の向上及び財務内容の健全性の向

上に関する目標等の必要な要件に加え、

次の⑴及び⑵に該当する場合には、関

係事業者等が事業の成長発展が見込ま

れる要件を満たすものとして事業再編

計画の認定（変更の認定を含む。）を受

けることができるものとする。

⑴　関係事業者等の主要な事業（事業

再編計画の認定を受けて行う特定剰

余金配当の直前に行われていること

が見込まれるものに限る。以下同

じ。）における事業活動が新事業活動

（新商品の開発又は生産、新たな役務

の開発又は提供、商品の新たな生産

又は販売の方式の導入、役務の新た

な提供の方式の導入その他の新たな

事業活動をいう。）であること。

⑵　次のいずれかに該当すること。

⒤　関係事業者等から当該関係事業

者等の特定役員（社長、副社長、

代表取締役、代表執行役、専務取

締役若しくは常務取締役又はこれ

らに準ずる者で法人の経営に従事

している者をいう。）に対して、新

株予約権が付与され、又は付与さ

れる見込みであること。

ⅱ　関係事業者等の⑴の主要な事業

を開始した日から法第23条第 1 項

の認定の申請の日までの期間が10

年を超えないこと。

ⅲ　関係事業者等の⑴の主要な事業

の成長発展が見込まれるものであ

ることにつき、金融商品取引業者

（金融商品取引法第 2 条第 9 項に規

定する金融商品取引業者をいう。）

が確認したこと。

ト～ヌ　省　略

五　省　略

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施行
されています（令 6 . 3 経産告62附則）。

十　その他の特別措置

⑴　中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し
による還付の不適用措置の適用期限が、令和 8

年 3月31日まで 2年延長されました（措法66の
12①）。
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⑵　特定事業活動として特別新事業開拓事業者の
株式の取得をした場合の課税の特例の適用期限

が、令和 8年 3月31日まで 2年延長されました
（措法66の13①）。

第六　震災税特法関係

一�　特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別
償却又は法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法第37
条第 1項の規定により認定地方公共団体の指定を
受けた法人が、同法の施行の日（平成23年12月26
日）から令和 6年 3月31日までの間に、その認定
地方公共団体の作成したその指定に係る認定復興
推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に
おいて産業集積事業若しくは建築物整備事業の用
に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並
びに構築物（以下「特定機械装置等」といいま
す。）でその製作若しくは建設の後事業の用に供
されたことのないものの取得又はその特定復興産
業集積区域内において産業集積事業若しくは建築
物整備事業の用に供する特定機械装置等の製作若
しくは建設をして、これをその法人のその産業集
積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、
これらの事業の用に供した日を含む事業年度にお
いて、その特定機械装置等の取得価額の50％（建
物及びその附属設備並びに構築物については、25
％）相当額の特別償却とその取得価額の15％（建
物及びその附属設備並びに構築物については、 8
％）相当額の税額控除との選択適用ができるとい
うものです（震災税特法17の 2 ①②）。
　なお、税額控除の適用を受ける場合における控
除を受ける金額は、当期の調整前法人税額の20％
相当額を上限とすることとし、税額控除限度超過
額については、 4年間の繰越しができることとさ
れています（震災税特法17の 2 ②～④）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画につ

き東日本大震災復興特別区域法第 4 条第 9 項

の認定（同法第 6 条第 1 項の変更の認定を含

みます。）を受けた地方公共団体をいいます。
（注 2）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 3）　産業集積事業とは、東日本大震災復興特別

区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲げる事業を

いい、具体的には、産業集積の形成及び活性

化を図ることを通じて雇用等被害地域におけ

る雇用機会の確保に寄与する事業（建築物整

備事業を除きます。）をいいます。
（注 4）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定する地

域をいい、具体的には、東日本大震災により

多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生

産活動の基盤に著しい被害を受けた地域をい
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います。
（注 5）　建築物整備事業とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号ロに掲げる事業

をいい、具体的には、雇用等被害地域におい

て建築物の建築及び賃貸をする事業であって

産業集積の形成及び活性化に寄与するものを

いいます。
（注 6）　建築物整備事業にあっては、公共施設の用

に供される土地面積の割合が100分の30以上で

あること等の要件を満たす建物及びその附属

設備に限ることとされています（震災税特法

17の 2 ①、震災税特令17の 2 ①、震災税特規

6の 2①）。

2 　改正の内容

⑴　特別償却限度額及び税額控除割合の見直し
　特別償却限度額及び税額控除割合が次のとお
りとされました（震災税特法17の 2 ①②）。
①　令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした特
定機械装置等
イ　特別償却限度額��その取得価額の45％

（建物及びその附属設備並びに構築物につ
いては、23％）相当額
ロ　税額控除割合��14％（建物及びその附
属設備並びに構築物については、 7％）

②　上記①の特定機械装置等以外の特定機械装
置等
イ　特別償却限度額��その取得価額の50％
（建物及びその附属設備並びに構築物につ
いては、25％）相当額（改正前と同様で
す。）
ロ　税額控除割合��15％（建物及びその附
属設備並びに構築物については、 8 ％）
（改正前と同様です。）

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（震災税特法17の 2 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施行
されています（改正法附則 1）。

二�　特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合
の法人税額の特別控除制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法第38
条第 1項の規定により同法の施行の日（平成23年
12月26日）から令和 6年 3月31日までの間に認定
地方公共団体の指定を受けた法人が、その指定が
あった日から同日以後 5年を経過する日までの期
間（以下「適用期間」といいます。）内の日を含
む各事業年度の適用期間内において、その認定地
方公共団体の作成したその認定を受けた復興推進
計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在
する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対
して給与等を支給する場合には、その事業年度に
おいて、その支給する給与等の額の10％相当額の

税額控除ができるというものです（震災税特法17
の 3 ①）。
　なお、控除を受ける金額は、当期の調整前法人
税額の20％相当額を上限とすることとされていま
す（震災税特法17の 3 ①後段）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画につ

き東日本大震災復興特別区域法第 4 条第 9 項

の認定（同法第 6 条第 1 項の変更の認定を含

みます。）を受けた地方公共団体をいいます。
（注 2）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大
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槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 3）　産業集積事業所とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲げる事業

を行う事業所をいい、具体的には、産業集積

の形成及び活性化を図ることを通じて雇用等

被害地域における雇用機会の確保に寄与する

事業（建築物整備事業を除きます。）を行う事

業所をいいます。
（注 4）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定する地

域をいい、具体的には、東日本大震災により

多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生

産活動の基盤に著しい被害を受けた地域をい

います。
（注 5）　被災雇用者等とは、東日本大震災の被災者

である事業者により雇用されていた者又は東

日本大震災により被害を受けた地域内に居住

していた者をいい、具体的には、平成23年 3

月11日において特定被災区域内に所在する事

業所に雇用されていた者又は同日において特

定被災区域内に居住していた者とされていま

す（震災税特令17の 3 ①）。
（注 6）　特定被災区域とは、東日本大震災復興特別

区域法第 3 条第 1 項に規定する復興特別区域

基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域

をいい、具体的には、復興庁設置法等の一部

を改正する法律（令和 2 年法律第46号）第 2

条の規定による改正前の東日本大震災復興特

別区域法第 4 条第 1 項に規定する特定被災区

域とされています（震災税特令17の 3 ①、令

3 . 4 復興告 3）。

2 　改正の内容

⑴　税額控除割合の見直し
　東日本大震災復興特別区域法第38条第 1項の
規定により令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月
31日までの間に認定地方公共団体の指定を受け
た法人がその認定地方公共団体の作成したその
認定を受けた復興推進計画に定められた特定復
興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に
勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等
の額について、税額控除割合が 9 ％（改正前：
10％）とされました（震災税特法17の 3 ①）。

⑵　指定期限の延長
　法人指定の期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（震災税特法17の 3 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施行
されています（改正法附則 1）。

三�　特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等
制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法第39

条第 1項の規定により認定地方公共団体の指定を
受けた法人が、同法の施行の日（平成23年12月26
日）から令和 6年 3月31日までの間に、その認定
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地方公共団体の作成したその認定を受けた復興推
進計画に定められた特定復興産業集積区域内にお
いて開発研究の用に供される開発研究用資産でそ
の製作若しくは建設の後事業の用に供されたこと
のないものの取得又はその特定復興産業集積区域
内において開発研究の用に供される開発研究用資
産の製作若しくは建設をして、これをその法人の
その開発研究の用に供した場合には、その開発研
究の用に供した日を含む事業年度において、その
取得価額の34％（その法人が、中小企業者又は農
業協同組合等（以下「中小企業者等」といいま
す。）である場合には、50％）相当額の特別償却
ができるというものです（震災税特法17の 5 ①）。
　また、開発研究用資産について、この制度の適
用を受ける場合には、その開発研究の用に供した
日を含む事業年度のその開発研究用資産に係る減
価償却費の額（特別試験研究費の額に該当するも
のを除きます。）は、特別試験研究費の額に係る
税額控除制度（措法42の 4 ⑦）における特別試験
研究費の額に該当するものとみなして、研究開発
税制（措法42の 4 ）の適用を受けることができる
こととされています（震災税特法17の 5 ②）。こ
の場合において、その特別試験研究費の額とみな
された金額に係る税額控除割合は20％となります
（措法42の 4 ⑦三）。
（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画につ

き東日本大震災復興特別区域法第 4 条第 9 項

の認定（同法第 6 条第 1 項の変更の認定を含

みます。）を受けた地方公共団体をいいます。
（注 2）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 3）　中小企業者とは、租税特別措置法第42条の

4 第19項第 7 号に規定する中小企業者をいい

（震災税特法17の 5 ①）、具体的には、資本金

の額若しくは出資金の額が 1 億円以下の法人

のうち次の法人以外の法人又は資本若しくは

出資を有しない法人のうち常時使用する従業

員の数が1,000人以下の法人（その法人が通算

親法人である場合における⑶の法人を除きま

す。）をいいます（措法42の 4 ⑲七、措令27の

4 ⑰）。

⑴�　その発行済株式又は出資（その有する自

己の株式又は出資を除きます。以下同じで

す。）の総数又は総額の 2 分の 1 以上が同一

の大規模法人の所有に属している法人

　なお、大規模法人とは、資本金の額若し

くは出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常時

使用する従業員の数が1,000人を超える法人

又は次の法人をいい、中小企業投資育成株

式会社を除きます。

①�　大法人（次の法人をいいます。以下同

じです。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億円

以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社のうち、常時使用する従業

員の数が1,000人を超える法人

ハ　受託法人

②�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全
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部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人（上記①の法人を除きます。）

⑵�　上記⑴の法人のほか、その発行済株式又

は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上が大

規模法人の所有に属している法人

⑶�　他の通算法人のうちいずれかの法人が次

の法人に該当しない場合における通算法人

①�　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

下の法人のうち上記⑴及び⑵の法人以外

の法人

②�　資本又は出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人
（注 4）　農業協同組合等とは、租税特別措置法第42

条の 4 第19項第 9 号に規定する農業協同組合

等をいい（震災税特法17の 5 ①）、具体的には、

農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企

業等協同組合、出資組合である商工組合及び

商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組

合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加

工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、

森林組合並びに森林組合連合会をいいます（措

法42の 4 ⑲九）。

2 　改正の内容

⑴　特別償却限度額の見直し
　特別償却限度額が次のとおりとされました
（震災税特法17の 5 ①一・二）。
①　令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日ま
での間に取得又は製作若しくは建設をした開
発研究用資産��その取得価額の30％（その
法人が中小企業者等である場合には、45％）
相当額
②　上記①の開発研究用資産以外の開発研究用
資産��その取得価額の34％（その法人が中
小企業者等である場合には、50％）相当額
（改正前と同様です。）

⑵　適用期限の延長
　制度の適用期限が、令和 8年 3月31日まで 2
年延長されました（震災税特法17の 5 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 6年 4月 1日から施行
されています（改正法附則 1）。

四　再投資等準備金制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、東日本大震災復興特別区域法第40
条第 1項の規定により同法の施行の日（平成23年
12月26日）から令和 6年 3月31日までの間に認定
地方公共団体の指定を受けた法人で、次の要件
（中小企業者等にあっては、次の⑴及び⑵の要
件）の全てを満たすものが、適用年度において、
その認定地方公共団体の作成した認定復興推進計
画に定められた特定復興産業集積区域内において
その認定復興推進計画に定められた産業集積事業
の用に供する減価償却資産（機械及び装置、建物

及びその附属設備並びに構築物に限ります。以下
同じです。）の新設等の支出に充てるため、その
適用年度の所得の金額以下の金額を損金経理の方
法により再投資等準備金として積み立てたときは、
その積立額を損金の額に算入することができると
いうものです（震災税特法18の 3 ①）。
⑴　その設立の日がその認定地方公共団体が作成
した復興推進計画につき認定があった日以後で
あること。
⑵　その特定復興産業集積区域内に本店又は主た
る事務所を有すること。
⑶　その指定があった日を含む事業年度において
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取得又は製作若しくは建設をしたその産業集積
事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合
計額が 3億円以上であること。

（注 1）　認定地方公共団体とは、復興推進計画につ

き東日本大震災復興特別区域法第 4 条第 9 項

の認定（同法第 6 条第 1 項の変更の認定を含

みます。）を受けた地方公共団体をいいます。
（注 2）　中小企業者等とは、その指定があった日を

含む事業年度終了の時において租税特別措置

法第42条の 4 第19項第 7 号に規定する中小企

業者又は同項第 9 号に規定する農業協同組合

等に該当する法人をいいます（震災税特令18

の 3 ①）。
（注 3）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 4）　産業集積事業とは、東日本大震災復興特別

区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲げる事業を

いい、具体的には、産業集積の形成及び活性

化を図ることを通じて雇用等被害地域におけ

る雇用機会の確保に寄与する事業（建築物整

備事業を除きます。）をいいます。

（注 5）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定する地

域をいい、具体的には、東日本大震災により

多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生

産活動の基盤に著しい被害を受けた地域をい

います。
（注 6）　適用年度とは、その指定があった日から同

日以後 5 年を経過する日までの期間内の日を

含む各事業年度をいい、認定地方公共団体が

作成した認定復興推進計画に定められた産業

集積事業以外の事業を行う事業年度、特定復

興産業集積区域内事業所以外の事業所を有す

る事業年度等を除きます（震災税特法18の 3

②）。

　この準備金は、積立て後10年間据え置いた後、
10年（平成28年 4 月 1 日以後に指定を受けた法人
にあっては、 5年）間で均等額を取り崩して益金
の額に算入することとされています（震災税特法
18の 3 ③）。

2 　改正の内容

　法人指定の期限（令和 6年 3月31日）の到来を
もって、制度が廃止されました（旧震災税特法18
の 3 、旧震災税特令18の 3 、旧震災税特規 6の 6）。
　また、本制度に係る東日本大震災復興特別区域
法の課税の特例の規定（旧復興特区法40）が、本
制度の廃止に合わせて削除されました（改正法附
則69）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 6年 4月 1日前に指定を
受けた法人が積み立てた再投資等準備金について
は、従前どおりとされています（改正法附則59）。
　また、令和 6年 4月 1日前に本制度に係る東日
本大震災復興特別区域法の課税の特例の規定（旧
復興特区法40①）による指定を受けた法人に関す
る事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びそ
の旨の公表については、従前どおりとされていま
す（改正法附則70）。
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五　再投資設備等の特別償却制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、上記四の再投資等準備金の金額を
有する法人が、その再投資等準備金に係る特定復
興産業集積区域内においてその再投資等準備金に
係る産業集積事業の用に供する減価償却資産の新
設等をする場合において、その新設等に係る機械
及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
（以下「再投資設備等」といいます。）でその製作
若しくは建設の後事業の用に供されたことのない
ものの取得又は再投資設備等の製作若しくは建設
をして、これをその特定復興産業集積区域内にお
いてその産業集積事業の用に供したときは、その
産業集積事業の用に供した日を含む事業年度（以
下「供用年度」といいます。）において、次の⑴
又は⑵の金額のうちいずれか少ない金額を限度と
して特別償却ができるというものです（震災税特
法18の 4 ①）。
⑴　前事業年度から繰り越された再投資等準備金
の金額のうち、その供用年度において上記四の
再投資等準備金制度の再投資等準備金の均等取
崩し等の規定により益金の額に算入された、又
は算入されるべきこととなった金額に相当する
金額
⑵　その再投資設備等の取得価額から普通償却限
度額を控除した金額に相当する金額

（注 1）　特定復興産業集積区域とは、復興産業集積

区域のうち、次の区域に該当する区域をいい

ます（復興特区法37①、復興特区令 5）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市（青葉区、

太白区及び泉区の区域を除きます。）、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶�　福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、

同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村

の区域
（注 2）　産業集積事業とは、東日本大震災復興特別

区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲げる事業を

いい、具体的には、産業集積の形成及び活性

化を図ることを通じて雇用等被害地域におけ

る雇用機会の確保に寄与する事業（建築物整

備事業を除きます。）をいいます。
（注 3）　雇用等被害地域とは、東日本大震災復興特

別区域法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定する地

域をいい、具体的には、東日本大震災により

多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生

産活動の基盤に著しい被害を受けた地域をい

います。

2 　改正の内容

　上記四の再投資等準備金制度の廃止に併せて、
本制度も廃止されました（旧震災税特法18の 4 ）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、再投資等準備金の金額を有す
る法人が取得又は製作若しくは建設をした再投資
設備等については、従前どおりとされています
（改正法附則60）。
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六　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、法人が、平成23年 3 月11日から令
和 6年 3月31日までの間に、
⑴　被災区域である土地若しくはその土地の上に
存する権利又はこれらとともに譲渡をするその
土地の区域内にある一定の建物若しくは構築物
（譲渡資産）の譲渡をして、その譲渡の日を含
む事業年度において次の資産（買換資産）の取
得（建設及び製作を含みます。以下同じです。）
をした場合
①　東日本大震災からの復興に向けた取組を重
点的に推進する必要があると認められる一定
の区域内にある土地等又はその区域内にある
事業の用に供される減価償却資産
②　被災区域である土地若しくはその土地の上
に存する権利又はその土地の区域内にある事
業の用に供される減価償却資産

⑵　被災区域である土地以外の土地の区域内にあ
る土地等、建物又は構築物（譲渡資産）の譲渡
をして、その譲渡の日を含む事業年度において
被災区域である土地若しくはその土地の上に存
する権利又はその土地の区域内にある事業の用
に供される減価償却資産（買換資産）の取得を
した場合
で、かつ、その取得の日から 1年以内にその買換
資産を事業の用に供したとき又は供する見込みで
あるときは、その買換資産につき、その譲渡資産
の譲渡益の額（圧縮限度額）の範囲内でその買換
資産の帳簿価額の損金経理による減額等（圧縮記
帳）をしたときに限り、その減額等をした金額を
損金の額に算入できるというものです（震災税特
法19）。
（注 1）　被災区域とは、東日本大震災に起因して事

業又は居住の用に供することができなくなっ

た建物又は構築物の敷地及びその建物又は構

築物と一体的に事業の用に供される附属施設

の用に供されていた土地の区域をいいます（震

災税特法19①表一）。
（注 2）　東日本大震災からの復興に向けた取組を重

点的に推進する必要があると認められる一定

の区域とは、東日本大震災復興特別区域法施

行令第 2 条各号に掲げる区域をいい、具体的

には、次の区域とされています（震災税特法

19①表一、震災税特令19③、復興特区令 2）。

⑴�　岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、

久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大

槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡

田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び

同郡洋野町の区域

⑵�　宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、

塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩

沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、

宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域

⑶　福島県の全ての市町村の区域

　また、特別勘定を設けた場合（震災税特法20）
及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合
（震災税特法21）についても、同様の措置が講じ
られています。

2 　改正の内容

　適用期限（令和 6年 3月31日）の到来をもって、
制度が廃止されました（旧震災税特法19～21、旧
震災税特令19、旧震災税特規 7）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人が令和 6年 4月 1日前に
譲渡資産の譲渡をした場合における同日前に取得
をした買換資産又は同日以後に取得をする買換資
産及びこれらの買換資産に係る特別勘定又は期中
特別勘定については、従前どおりとされています
（改正法附則61）。
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